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第 1 章 地方財政の課題と本研究の関心1 

 
1-1 節 地方財政全体の現状と課題 

 
1-1-1 マクロで見た地方財政の現状と課題 

 
地⽅財政全体で⾒た場合，近年，財政健全化が進んでいる．図表 1-1 は，国⺠経済計算

ベース2で⾒た 1980-2018 年の⼀般政府と部⾨別政府債務の対 GDP ⽐率の推移を⽰して
いる．地⽅政府の債務残⾼対 GDP ⽐率は 2012 年をピークに減少に転じており，過去 20
年間（1999-2018 年）の債務残⾼対 GDP ⽐率は中央政府が 100％ポイント以上上昇した
のに対して，地⽅政府はほとんど上昇していない3． 

⼀般政府の債務残⾼対 GDP ⽐率は，1987 年に 80％（61.5 兆円）まで上昇した後，バ
ブル経済期末に 67％（48.1 兆円）まで低下したが，1996 年に 100％（538 兆円）を超え
て，2009 年は 200％（999 兆円）を超え，2018 年には 239％（1310 兆円）に達している．
部⾨別内訳を⾒ると，2018 年の⼀般政府の債務残⾼の 1310 兆円のうち，84.5％の 1107 兆
円（202％ポイント）が中央政府の債務残⾼であり，14.1％の 185 兆円（33.7％ポイント）
が地⽅政府の債務残⾼である．⼀般政府の債務残⾼が 100％を超えた 1996 年時点では，
中央政府が 67.7％で，地⽅政府が 26.0％であったことから，中央政府のウエイトが上昇傾
向にあり，地⽅政府は低下傾向にある． 

図表 1-2 は，1980-2018 年の⼀般政府と部⾨別政府の財政収⽀対 GDP ⽐率の推移を⽰
している．⼀般政府の財政⾚字対 GDP ⽐率は，近年ではリーマンショック時の 2009 年の
10.2％をピークに縮⼩傾向にあり，2018 年は 2.2％である．中央政府の財政⾚字対 GDP
⽐率も 2009 年の 8.8％から縮⼩傾向にあり，2018 年は 3.2％である．社会保障基⾦が 2014
年以降 GDP の１％程度の財政⿊字であるので，⼀般政府の財政⾚字は社会保障基⾦分だ
け⼩さくなっている．財政収⽀でみても，⼀般政府の財政⾚字のほとんどが中央政府で発
⽣しており，地⽅政府は 2011 年以降は 0.3％の財政⾚字から 0.1％の財政⿊字である．中
央政府の財政収⽀の対 GDP ⽐率は，1980 年代は平均で 3.5％の財政⾚字，1990 年代は
3.7％の財政⾚字であったが，2000 年代は 5.3％に拡⼤し，2010 年代は 6.01％となった．
他⽅で，地⽅政府の財政収⽀の対 GDP ⽐率は，1980 年代は平均で 0.7％の財政⾚字，1990
年代は 1.7％の財政⾚字であったが，2000 年代は 0.5％に縮⼩し，10 年代は 0.1％である． 

                                                       
1 本研究は，JSPS 科研費 24530344，JSPS 科研費 15K03506，JSPS 科研費 18K01646 の助成を受けたも
のである． 
2 ⼀般政府は中央政府，地⽅政府，社会保障基⾦の各部⾨から構成される．各部⾨を構成する政府機関は
内閣府『国⺠経済計算』の「国⺠経済計算における政府諸機関の分類」を参照されたい． 
3 図表 1-1 より，過去 20 年間に中央政府は 93.1％から 202.4％に 109.2％ポイント上昇したのに対して，
地⽅政府は 32.3％から 33.7％に 1.4％ポイントしか上昇していない． 
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このように，地⽅財政全体で⾒ると，財政収⽀も債務残⾼も改善しているが，「地⽅財政
計画4」で⾒た地⽅財政の規模は 1990 年代に急拡⼤し，2000 年代以降も⾼⽌まりしてい
る．図表 1-3 は 1990 年度から 2018 年度までの「地⽅財政計画」（当初計画）の歳出規模
（実質値5）の推移を⽰している．「地⽅財政計画」（当初計画）の歳出規模（2011 年度価
格）は 1990 年度の 67.7 兆円から 10 年間で 83.6 兆円に 15.9 兆円（31.9％）増加してお
り，2000 年代以降は 80 兆円台で推移している． 

図表 1-4 は 1996 年度から 2020 年度までの「地⽅財政計画」（当初計画）上の地⽅財源
不⾜額（棒グラフ：左軸）とその地⽅財政計画⽐率（折れ線：右軸）を⽰している．2020
年度当初計画では「地⽅財政計画」の規模は 90.7 兆円で，そのうち 4.5 兆円の財源不⾜額
（地⽅財政計画⽐ 5.0％）である．「地⽅財政計画」の当初段階で地⽅財源不⾜額は，近年
の 2012 年 11 ⽉以降の景気拡⼤期においても財源不⾜額がゼロになったことはなく，2002
年 1 ⽉から 2008 年 2 ⽉までの 73 ヵ⽉に及ぶ戦後最⻑の景気拡⼤期においてもない6．  

「地⽅財政計画」では，歳出計画額と歳⼊計画額の差を埋めるように地⽅交付税額が決
定されるが，地⽅交付税の法定財源で賄いきれない不⾜額が，地⽅財源不⾜となる．こう
した財源不⾜に対して，財務省と総務省の事前協議である「地⽅財源対策」を通じて，毎
年度国の⼀般会計による負担と共に，「財源対策債」（建設地⽅債）と「臨時財政対策債」
（⾚字地⽅債）発⾏等で財源が⼿当されてきた． 

2001 年度以降発⾏されてきた臨時財政対策債は，地⽅交付税の代替財源であり，使途は
限定されていない⾚字地⽅債であるが，この元利償還額の全額が後年度の基準財政需要額
に算⼊されるため，実質的に国負担の債務である．図表 1-5 には，2000-2017 年度までの
都道府県と市区町村別の地⽅債残⾼とこれらを合計した地⽅債残⾼（地⽅財政計）の推移
を⽰している．地⽅債残⾼はさらに臨時財政対策債残⾼とそれを除いた地⽅債残⾼に区分
している．地⽅財政計の地⽅債残⾼は 2010 年度以降 140 兆円台で推移してきたが，都道
府県では臨時財政対策債を除く地⽅債残⾼は 2001 年度の 73.4 兆円から 2017 年度には
55.4 兆円に 18 兆円減少し，市区町村では 2001 年度の 59.5 兆円から 2017 年度には 35.8
兆円に 23.7 兆円減少した．⼀⽅で，臨時財政対策債残⾼は 2017 年度までに都道府県では
32.6 兆円，市町村は 20.5 兆円となった． 

景気回復期においても，地⽅財源不⾜額が解消されないという事態は，地⽅財政制度に
おいて，地⽅交付税の財源⾃体が恒常的に不⾜していることを意味している．これは，「地
⽅財政計画」の歳出規模が 1990 年代に 30％超拡⼤したまま⾼⽌まりしていることが原因

                                                       
4 地⽅財政計画の役割は，地⽅⾃治体が標準的⾏政⽔準を確保するための地⽅財源の保障，国の毎年度の
予算編成を受けた施策の具体化と地⽅財政との調整，毎年度の財政運営の指針となることである． 
5 国⺠経済計算の政府⽀出デフレーター（2011 年度価格＝100）で実質化したものであり，図表 1-3 の歳
出規模は 2011 年度価格で評価されている． 
6 総務省「地⽅財政の財政不⾜の状況」には 1989 年度決算から 2019 年度決算までの地⽅財源不⾜額が 
⽰されているが，バブル期の 1989 年度と 1990 年度を含めて財源不⾜額がゼロになったことはない． 
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とみることができる．その不⾜額を埋めるために臨時財政対策債が発⾏され続けているこ
とから，その残⾼も⾼⽔準に⾄っている． 
 

図表 1-1 ⼀般政府と部⾨別政府債務の対 GDP ⽐率の推移 

 
（注）93 年以前は 93SNA，94 年以降は 2008SNA． 
（出所）内閣府『国⺠経済計算年報』（各年版）より作成．  
 

図表 1-2 ⼀般政府と部⾨別財政⾚字の対 GDP ⽐率の推移 

 
（注）93 年以前は 93SNA，94 年以降は 2008SNA． 
（出所）内閣府『国⺠経済計算年報』（各年版）より作成．  

35.9 48.7

99.6

170.2

183.6

190.5

194.4
198.3

200.7

199.9 202.4

14.0
15.8

32.5

37.2

38.0 38.1 37.7 37.4

35.3

34.2

33.7

1.0 2.2

7.3 3.4 3.5 3.4 3.4 3.4

51 

80 

67 

139 

204 

211 

225 
232 

236 239 

239 

238 239 

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

中央政府 地方政府 社会保障基金 一般政府

単位：%

年

‐5.4 

‐0.2 

‐6.1 

‐8.8 
‐7.5 

‐8.3 

‐7.4 

‐6.8 

‐5.2 

‐4.5 
‐4.5 

‐3.6 

‐3.2 

2.4
2.6

0.5

‐4.4 

2.5 

‐6.5 

‐10.2 

‐8.9 ‐9.0 
‐8.2 

‐7.2 

‐5.0 

‐3.4 
‐3.4 

‐2.7 

‐2.2 

‐14.0

‐12.0

‐10.0

‐8.0

‐6.0

‐4.0

‐2.0

0.0

2.0

4.0

中央政府 地方政府 社会保障基金 一般政府

単位：%

年



 

4 
 

図表 1-3 地⽅財政計画上の歳出規模の推移 

 
（注）歳出額は国⺠経済計算の政府⽀出デフレーター（2011 年度価格）で実質化されたもの． 

（出所）「地⽅財政計画」（各年度版），内閣府『国⺠経済計算年報』（各年度版）より作成． 
 

図表 1-4 地⽅財政計画上の地⽅財源不⾜額の推移と地⽅財政計画に対する⽐率の推移 

 
（出所）「地⽅財政計画」（各年度版）より作成．  

67.7

69.7

71.1

72.7

76.6

77.8

79.5
80.4

80.9

83.6 83.9
84.5 84.2

83.8

82.5

81.5 81.6 81.4 81.7 82.1 82.0
82.5 82.4 82.7 82.5

84.7
85.4 85.7 85.9

60

65

70

75

80

85

90

1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

地方財政計画（実質値）

単位：兆円

年度

5.8
4.7 4.6

10.4 9.9
10.6 10.7

13.4

10.2

7.5

5.7
4.4

5.2

10.5

18.2

14.2 13.7 13.3

10.6

7.8

5.6
7.0

6.2

4.4 4.5

6.7 

5.3 

5.3 

11.7 

11.1  11.9 
12.2 

15.6 

12.0 

9.0 

6.9 

5.3 

6.3 

12.7 

22.2 

17.3 
16.7 

16.2 

12.7 

9.2 

6.5 

8.0 

7.1 

4.9  5.0 

0

5

10

15

20

25

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1996 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

財源不足額 地財計画比

単位：兆円 単位：％

年度



 

5 
 

図表 1-5 地⽅債残⾼（都道府県分と市町村分）の推移 

 
（注）市区町村分には⼀部事務組合分を含む．「地⽅財政計」は都道府県と市区町村の合計． 

（出所）総務省『地⽅財政統計年報』（各年度版）より作成． 
 
 

1-1-2 ミクロで見た地方財政の現状と課題 
 

(1)健全化判断⽐率で⾒た地⽅財政の現状 
地⽅⾃治体の財政再建・健全化については，地⽅財政再建促進特別措置法（昭和 30 年法

律第 195 号．以下「再建法」とする）の下で，実質収⽀⾚字団体に対する再建制度が設け
られていたが，1990 年代以降の経済の⻑期低迷を背景に財政制約が⼀段と厳しさを増すな
か，地⽅⾃治体の財政の健全化を促し，持続的な地⽅公共サービスの供給を可能とするた
めに，「地⽅公共団体の財政の健全化に関する法律」（平成 19 年法律第 94 号．以下，「健
全化法」とする）が 2007 年 6 ⽉に公布された．健全化法では，財政の早期健全化や再⽣
の必要性を判断するためのものとして，「実質⾚字⽐率」，「連結実質⾚字⽐率」，「実質公債
費⽐率」，「将来負担⽐率」の 4 つの財政指標を健全化判断⽐率として規定している．健全
化判断⽐率の公表に関する規定は 2008 年度から施⾏し 2007 年度以降の決算から適⽤さ
れた．また，健全化法の下で地⽅⾃治体は，健全化判断⽐率のいずれかが早期健全化基準
または再⽣基準以上である場合には，健全化判断⽐率を公表した年度末までに，「財政健全
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化計画」または「財政再⽣計画」を策定しなければならない．これらの計画の策定義務等
の規定は 2009 年度から施⾏し 2008 年度以降の決算から適⽤された． 

健全化判断⽐率が早期健全化基準を上回った⾃治体は，健全化法成⽴時の 2007 年度決
算では 43 市町村（うち再⽣基準以上が 3 市村）存在したが，2008 年度決算では 22 市町
村（うち再⽣基準以上が 1 市）に減少し，この 22 ⾃治体がそれぞれ「財政健全化計画」や
「財政再⽣計画」を策定し，健全化法の下で財政健全化に取り組むこととなった．その結
果，健全化判断⽐率でみた財政の健全化が著しく進み，2013 年度決算の時点で財政的に問
題を抱える⾃治体は財政再⽣団体である⼣張市のみとなった．さらに，第 3 章で⽰す通り，
財政が健全な⾃治体においてもすべての健全化判断⽐率で改善が進んでいるのが実態であ
る． 

 
(2)将来負担⽐率から⾒た地⽅財政の現状と課題 

健全化判断⽐率の⼀つとして導⼊された将来負担⽐率は，以下の通り定義される． 
 将来負担⽐率 ＝｛A−(B＋C＋D)｝／{E−F}   (1-1) 

 
A：総将来負担額   B：充当可能基⾦額 
C：特定財源⾒込額（充当可能特定歳⼊） 
D：地⽅債残⾼等に係る基準財政需要額算⼊⾒込額 
E：標準財政規模   F：元利償還⾦・準元利償還⾦に係る基準財政需要額算⼊額 

 
(1-1)式より，将来負担⽐率の分⼦は総将来負担額(A)から，充当可能基⾦(B)，地⽅債償

還に充当可能な特定財源⾒込額(C)及び地⽅債残⾼等に係る基準財政需要額算⼊⾒込額
(D)を控除したもの（将来負担額）である．ただし，総務省による健全化判断⽐率に関する
説明資料では，「将来負担額」という名称は A を指して⽤いられているため，本来なら将
来負担額 A から B+C+D の合計が控除された分⼦(｛A−(B＋C＋D)｝)は純将来負担額と
呼ばれるべきものであり，将来負担⽐率は純将来負担⽐率とされるべきである．しかし，
本研究では将来負担⽐率の名称はそのまま⽤いることとして，A を「総将来負担額」，分⼦
全体を「将来負担額」と呼ぶことにする． 

図表 1-6 は，都道府県，特別区，市，町村の将来負担⽐率の分⺟・分⼦の構成項⽬につ
いて，それぞれの⾦額及び分⺟に対する各分⼦項⽬の⽐率（2009 年度と 2017 年度）を⽰
している．総将来負担額(A)は，図表 1-6 の 1〜8 の合計であり，⼀般会計が負う地⽅債残
⾼や債務負担⾏為額に加えて，特別会計，⼀部事務組合・広域連合，地⽅公社，第三セク
ター等が抱える債務のうち，⼀般会計が負担する将来債務である．充当可能基⾦(B)は，財
政調整基⾦や減債基⾦等を合計したものである．特定財源⾒込額（充当可能特定歳⼊）(C)
は，地⽅債の償還に充当可能な国庫⽀出⾦等，地⽅債を原資とした貸付⾦の償還⾦，地⽅
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債の償還に充当可能な公営住宅の賃貸料や使⽤料，地⽅債の償還等に充当可能な都市計画
税等の合計額であるが，都市部では都市計画税⾒込額7が⼤きい．地⽅債残⾼等に係る基準
財政需要額算⼊⾒込額(D)は，図表 1-6 の 11 であり，1〜4 の元利償還財源の基準財政需要
額への算⼊⾒込額である．したがって，将来負担⽐率は，国からの財政負担等を控除した，
地⽅⾃治体が⼀般会計で地⽅税等によって最終的に負うべき純債務の⼤きさを表している． 

まず，2009 年度をみると，総将来負担額(A)は地⽅財政全体で 202.2 兆円あり，そのう
ち都道府県には 108.5 兆円，政令指定都市には 27.5 兆円，市区に 55.2 兆円，町村には 10.9
兆円ある．その標準財政規模等（分⺟ E-F）に対する割合は，地⽅財政全体（地⽅財政計）
では 414.2％（つまり，年間の⼀般財源の約 4 倍の債務がある）あり，都道府県では 470.2％，
政令指定都市では 543.0％，市区では 315.8％，町村では 343.0％である．しかし，充当可
能基⾦，充当可能特定歳⼊，基準財政需要額算⼊⾒込額をすべて控除した場合，将来負担
⽐率は，地⽅財政全体では 157.4％（つまり，年間の⼀般財源の約 1.6 倍の純債務がある），
都道府県では 229.3％，政令指定都市では 190.6％，市区では 68.9％，町村では 68.6％ま
で低下する．これらの控除項⽬のうち，最⼤の引き下げ要因は基準財政需要額算⼊⾒込額
であり，地⽅財政全体では 189.1％ポイント（⾦額では 92.3 兆円）分，都道府県では 192.6％
ポイント（44.5 兆円）分，政令指定都市では 218.4％ポイント（11.1 兆円）分，市区では
175.1％ポイント（30.6 兆円）分，町村では 194.3％ポイント（6.2 兆円）分に相当する．  

つぎに，2018 年度をみると，総将来負担額(A)は地⽅財政全体で 193.9 兆円であり，そ
のうち都道府県は 109.6 兆円，政令指定都市は 27.2 兆円，市区は 47.8 兆円，町村は 9.4 兆
円である．その標準財政規模等（分⺟ E-F）に対する割合は，地⽅財政全体（地⽅財政計）
では 376.4％あり，都道府県では 456.4％，政令指定都市では 418.9％，市区では 266.6％，
町村では 301.6％である．しかし，充当可能基⾦(B)，充当可能特定歳⼊(C)及び基準財政
需要額算⼊⾒込額(D)をすべて控除した場合，将来負担⽐率は，地⽅財政全体では 96.4％
（⾦額は 49.6 兆円），都道府県では 173.6％（⾦額は 41.7 兆円），政令指定都市では 97.6％
（⾦額は 6.3 兆円），市区では 9.9％（⾦額は 1.8 兆円），町村では-4.6％（⾦額は-0.14 兆
円）に低下する．特に，町村財政全体でみれば，総将来負担額よりも控除⾦額のほうが⼤
きくなっており，実質的な将来債務負担が⽣じていない状況になっている．これらの控除
項⽬のうち，最⼤の引き下げ要因は基準財政需要額算⼊⾒込額(D)であり，地⽅財政全体
では 193.0％ポイント（⾦額では 99.4 兆円）分，都道府県では 210.5％ポイント（50.5 兆
円）分，政令指定都市では 191.3％ポイント（12.4 兆円）分，市区では 170.4％ポイント
（30.5 兆円）分，町村では 191.5％ポイント（5.9 兆円）分に相当している． 

                                                       
7 充当可能な都市計画税⾒込額は，都市計画事業に係る地⽅債残⾼等の償還財源に都市計画税収を充当
すると仮定して以下の通り算定され，(1-1)式の将来負担⽐率の控除項⽬である特定財源⾒込額(C)に算
⼊される．地⽅債償還に充当可能な都市計画税＝H×（M/R）．ここで，H：都市計画事業に係る地⽅債
残⾼等，M：都市計画税収，R：都市計画事業等に係る地⽅債元⾦償還額等（M/R は 3 年平均値）であ
る． 
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2009 年度と 2018 年度とを⽐較すると，将来負担⽐率が⼤きく改善しており，地⽅財政
全体（地⽅財政計）では 61.0％ポイント，都道府県では 55.7％ポイント，政令指定都市で
は 92.9％ポイント，市区では 59.0％ポイント，町村では 73.3％ポイント低下している．こ
れには主に総将来負担額が減少したことと充当可能基⾦が増えたことが影響している．  

⼀⽅で，2 時点を⽐較すると，国が将来の普通交付税を通じて負担することを制度的に
担保することによって，地⽅⾃治体の将来負担が⼤きく低下する構造は変わっておらず，
2018 年度の市区全体でみれは，今後負担する将来負担は標準財政規模のわずか 9.9％であ
り，町村全体でみれば将来負担がまったく存在しないという状況に⾄っている．また，（第
５章で詳述するように）将来負担がまったく存在しない⾃治体は，2018 年度で市区の
31.4％，町村の 49.8％にも及んでいる． 
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図表 1-6 各団体区分における項⽬別将来負担額等の状況 
(1)2009 年度決算における項⽬別将来負担額等の状況  単位：10 億円 

 
分⺟(E-F)に対する割合        単位：％ 

 
 

(2)2017 年度決算における項⽬別将来負担額等の状況  単位：10 億円 

 
分⺟(E-F)に対する割合         単位：％ 

 
(注 1)「分⺟(E-F)に対する割合」は将来負担⽐率の分⺟(12-13)に対する各分⼦項⽬の割合． 
(注 2) 将来負担⽐率=[{A(=1〜8 の合計)}-{B+C+D(=9〜11 の合計)}]/(E-F(=12-13)) ． 
(資料)総務省『地⽅財政⽩書』（平成 23，令和 2 年版）「団体種類別の項⽬別将来負担額等の状況」より

作成． 

区　　分 都道府県 政令市 市区 町村 地方財政計

1 一般会計等に係る地方債の現在高 87,334 19,001 31,505 6,269 144,109
2 債務負担行為に基づく支出予定額 1,780 583 1,870 195 4,428
3 公営企業債等繰入見込額 3,717 5,454 13,626 2,757 25,553
4 組合等負担等見込額 135 60 1,173 445 1,812
5 退職手当負担見込額 14,482 1,768 6,356 1,150 23,755
6 設立法人の負債額等負担見込額 1,087 611 671 59 2,428
7 連結実質赤字額 0 20 20 3 43
8 組合等連結実質赤字額負担見込額 6 3 11 3 23
計 総将来負担額 108,540 27,499 55,231 10,880 202,151

B 9 充当可能基金 6,784 1,914 6,556 2,059 17,313
C 10 充当可能特定歳入 4,364 4,877 6,001 481 15,723
D 11 1～4に係る基準財政需要額算入見込額 44,465 11,058 30,622 6,163 92,308

将来負担額（A-（B+C+D)) 52,927 9,650 12,053 2,177 76,807
E 12 標準財政規模 26,895 6,007 20,187 3,782 56,870
F 13 算入公債費等の額 3,812 943 2,695 610 8,060

A

区　　分 都道府県 政令市 市区 町村 地方財政計

1 一般会計等に係る地方債の現在高 378.3 375.2 180.1 197.7 295.2
2 債務負担行為に基づく支出予定額 7.7 11.5 10.7 6.2 9.1
3 公営企業債等繰入見込額 16.1 107.7 77.9 86.9 52.4
4 組合等負担等見込額 0.6 1.2 6.7 14.0 3.7
5 退職手当負担見込額 62.7 34.9 36.3 36.3 48.7
6 設立法人の負債額等負担見込額 4.7 12.1 3.8 1.9 5.0
7 連結実質赤字額 － － － － －
8 組合等連結実質赤字額負担見込額 0.027 0.051 0.064 0.098 0.047
計 将来負担額 470.2 543.0 315.8 343.0 414.2

B 9 充当可能基金 29.4 37.8 37.5 64.9 35.5
C 10 充当可能特定歳入 18.9 96.3 34.3 15.1 32.2
D 11 1～4に係る基準財政需要額算入見込額 192.6 218.4 175.1 194.3 189.1

将来負担比率（A-(B+C+D))/(E-F) 229.3 190.6 68.9 68.6 157.4

A

区　　分 都道府県 政令市 市区 町村 地方財政計
1 一般会計等に係る地方債の現在高 96,155 20,978 31,505 6,102 154,741
2 債務負担行為に基づく支出予定額 584 413 765 86 1,848
3 公営企業債等繰入見込額 2,684 3,613 10,084 2,084 18,465
4 組合等負担等見込額 93 42 882 292 1,309
5 退職手当負担見込額 9,603 2,021 4,385 776 16,785
6 設立法人の負債額等負担見込額 440 147 128 15 730
7 連結実質赤字額 0 0 0 0 0
8 組合等連結実質赤字額負担見込額 0 0 1 1 2
計 総将来負担額 109,559 27,214 47,751 9,356 193,880

B 9 充当可能基金 14,054 3,745 10,376 3,203 31,378
C 10 充当可能特定歳入 3,292 4,697 5,090 357 13,437
D 11 1～4に係る基準財政需要額算入見込額 50,539 12,430 30,518 5,939 99,426

将来負担額（A-（B+C+D)) 41,674 6,343 1,767 -144 49,640
E 12 標準財政規模 28,280 7,417 20,718 3,674 60,089
F 13 算入公債費等の額 4,276 921 2,810 572 8,579

A

区　　分 都道府県 政令市 市区 町村 地方財政計
1 一般会計等に係る地方債の現在高 400.6 322.9 175.9 196.7 300.4
2 債務負担行為に基づく支出予定額 2.4 6.4 4.3 2.8 3.6
3 公営企業債等繰入見込額 11.2 55.6 56.3 67.2 35.8
4 組合等負担等見込額 0.4 0.6 4.9 9.4 2.5
5 退職手当負担見込額 40.0 31.1 24.5 25.0 32.6
6 設立法人の負債額等負担見込額 1.8 2.3 0.7 0.5 1.4
7 連結実質赤字額 － － － － －
8 組合等連結実質赤字額負担見込額 0.000 0.000 0.004 0.042 0.004
計 将来負担額 456.4 418.9 266.6 301.6 376.4

B 9 充当可能基金 58.5 57.6 57.9 103.3 60.9
C 10 充当可能特定歳入 13.7 72.3 28.4 11.5 26.1
D 11 1～4に係る基準財政需要額算入見込額 210.5 191.3 170.4 191.5 193.0

将来負担比率（A-(B+C+D))/(E-F) 173.6 97.6 9.9 -4.6 96.4

A
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1-2 節 地方財政が抱える課題と本研究の関心 

 
 本研究は，第 1 に，健全化法と地⽅交付税制度という地⽅財政制度が地⽅⾃治体に効率
化を促すインセンティブを有しているか否かを経済学的，計量経済学的に検証することを
⽬的としている．今⽇の地⽅財政では，上述のように，臨時財政対策債を除く地⽅債残⾼
が減少しているだけでなく，健全化法によって導⼊された健全化判断⽐率で⾒た場合でも，
地⽅財政は確実に健全化に向かっている． 

その⼀⽅で，臨時財政対策債残⾼は確実に増加している．地⽅交付税の代替財源である
臨時財政対策債は，今⽇の地⽅財政運営を維持するために財源を借⾦によって確保し，将
来に負担を先送りする制度である．そのため，今⽇の地⽅財政の健全化は，国負担を増や
すことや，将来に負担を先送りしたことで成り⽴っているとも⾔える．また，（第 5 章で⾒
る通り）健全化法によって導⼊された将来負担⽐率で⾒た場合，40％弱の市区町村で将来
負担が存在しない状況に⾄っている．これは，国が将来の普通交付税を通じて，地⽅債務
を負担することを制度的に担保することによって⽣じている． 

しかしながら，このように⾜元の財政状況を改善するために，負担を将来に先送りする
構造は持続可能ではない．喫緊の課題として，持続可能な地⽅財政を確保していくには，
地⽅財政の効率化が⼀層求められている．本研究を通じて，地⽅財政制度，特に地⽅財政
健全化法や地⽅交付税制度が地⽅⾃治体に効率化を⾃律的にもたらすものであるかどうか
を検証することには政策的に⼤きな意義がある． 
 第 2 に，本研究は，地⽅⾃治体を取り巻く政治環境が地⽅財政運営の効率性にいかなる
影響を与えるかを公共選択論的，計量経済学的に検証することを⽬的としている．わが国
の地⽅レベルでは，⾸⻑選挙（市⻑選挙の 25％，町村⻑選挙の 50％弱）と議会議員選挙で
無投票による当選が常態化しており，投票を通じた住⺠の政治参加や監視の機会が奪われ
ている．公共選択論によれば，投票を通じた住⺠の政治参加・監視の機会の⽋如や政治家
間の競争の⽋如は，政治家に機会主義的に⾏動する機会を与え，選挙時にこれまでの業績
が評価されず，再選機会を損なうことなく，私的利益を追求する機会を与えてしまう
（Stigler(1972)，Wittman(1989）等）．したがって，地⽅財政における効率性の改善が求
められるなかで，本研究を通じて，無投票当選が発⽣する要因と，住⺠の政治参加や候補
者間の競争の有無が地⽅財政運営の効率性にいかなる影響を与えるかを検証することには
政策的意義がある． 
 
 本稿の構成は以下の通りである． 

第 2 章では，地⽅政府（地⽅財政）の効率性に関する経済学的研究を整理したうえで，
本研究の地⽅財政研究上の位置づけを明確にする．具体的には，２-1 節では，まず，本稿
で扱う費⽤⾮効率性の経済学的概念を明らかにする．ついで確率費⽤フロンティアモデル
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と費⽤効率性の推計⽅法について説明する．2-2 節では，政治間補助⾦制度と地⽅政府の
⾮効率性，政治的要因と地⽅政府の⾮効率性の 2 つの観点から，地⽅政府の効率性に関す
る国内外の先⾏研究について説明する．2-3 節では，旧再建法と健全化法の下での地⽅⾃
治体の財政運営に関する先⾏研究を明らかにする．最後に，2-4 節では，本研究の地⽅財
政研究上の位置づけを明確にする． 

第 3 章では，健全化法と地⽅財政の効率性について扱う．具体的に，3-2 節では，旧再
建法下での再建制度が抱えていた問題点と健全化法との違いを明らかにする．3-3 節では，
健全化判断⽐率でみた 2007-18 年度までの地⽅財政の状況から，財政の健全化が進んでき
たことを明らかにする．3-4 節では，健全化法下で，健全化判断⽐率が悪化した⾃治体ほ
ど，地⽅公共サービス供給の効率性を改善させたかどうかを確率フロンティア分析によっ
て検証する． 

第 4 章と第 5 章では，地⽅交付税制度の財政規律弛緩効果に関するこれまでの研究を発
展させる．第 4 章では，地⽅交付税制度の合併算定替と地⽅財政の効率性について扱う．
4-2 節では，合併算定替の制度を説明するとともに，合併⾃治体にとって合併算定替によ
って増加した地⽅交付税がどの程度の規模であったのかを明らかにする．4-3 節では合併
算定替によって増加した普通交付税が合併市町村の財政規律を弛緩させたかどうかを確率
フロンティア分析によって検証する． 

第 5 章では，地⽅交付税制度の財政規律弛緩効果をストック⾯から捉えた分析として，
地⽅⾃治体の債務負担と地⽅財政の効率性について扱う．5-2 節では健全化法によって導
⼊された将来負担⽐率がゼロ以下になった市区町村の割合が拡⼤していることを明らかに
すると共に，将来負担⽐率の算定式の債務項⽬を⾒ることで，都市⾃治体の債務負担の構
造（どの主体が負担するのか）を明らかにする．5-3 節では，国負担等に依存する割合が
⼤きい⾃治体が，財政規律を弛緩させたかどうかを確率フロンティア分析によって検証す
る． 

第 6 章と第 7 章では，政治的要因と地⽅財政の効率性の関係を扱う．第 6 章では，地⽅
⾃治体の⾸⻑選挙における無投票当選の決定要因を分析する．6-2 節では，過去 24 年間の
地⽅⾃治体の⾸⻑選挙における無投票当選の実態を明らかにする．6-3 節では都市⾃治体
を対象として市区⻑の無投票当選の発⽣要因をマルチレベルロジット分析によって検証す
る． 

第 7 章では，政治的要因が地⽅財政の効率性に与える影響を分析する．7-2 節では，市
⻑選挙における投票・無投票の割合と得票率，当選回数，市⻑の⽀持基盤や経歴の実態を
明らかにする．7-3 節では，無競争状態ともいえる無投票当選を含む市区⻑選挙の結果や
市⻑の属性等が地⽅財政の効率性に与えた影響を確率フロンティア分析によって検証する． 
最後に，第 8 章では本研究のまとめ，政策的含意及び残された課題を挙げる． 
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第 2 章 地方財政の効率性と先行研究，本研究の位置づけ 

 

2-1 節 はじめに 

 

公共部⾨の効率性に関する研究では，効率性を計測するために⽣産関数ではなく，費⽤
関数が⽤いられるのが⼀般的である．これは，所与の産出量のもとで費⽤を最⼩化すると
いう意思決定主体の⾏動原理を想定でき，公共部⾨の⾏動と⽭盾しないためである．そこ

で，本章では，まず，本研究で扱う費⽤効率性と確率的費⽤フロンティアの経済学的概念，
さらに確率費⽤フロンティアモデルと費⽤効率性の推計⽅法を明らかにすることを⽬的と
する．つぎに，地⽅政府（地⽅財政） の⾮効率性等に関する国内外の先⾏研究を整理する
によって，本研究の地⽅財政研究上の位置づけを明確にすることを⽬的とする．  

本章の構成は以下の通りである． 2-2 節では，まず，本研究で扱う費⽤⾮効率性の経済
学的概念を明確にするとともに，確率費⽤フロンティアモデルと費⽤効率性の推計⽅法に
ついて説明する．つぎに，地⽅政府の費⽤関数と費⽤関数の推定に不可⽋な公共サービス
産出量について説明する．2-3 節では，政治間補助⾦制度と政治的要因の⼆つの観点から，
地⽅政府（地⽅財政）の⾮効率性に関する国内外の先⾏研究について整理する．2-4 節で
は，地⽅財政再建法と地⽅財政健全化法の下での地⽅⾃治体の財政運営に関する先⾏研究
について整理する．2-5 節では，先⾏研究を踏まえて，本研究の地⽅財政研究上の位置づ
けを明確にする． 
 

 

2-2 節 地方政府の費用効率性  

 
2-2-1 費用効率性 

 
(1)費⽤効率性 

本節では，費⽤効率性(Cost efficiency：CE)の概念について整理する8．  
図表 2-1(a)は，意思決定主体が，市場価格𝑤 =(𝑤 ,𝑤 )の下で 2 種類の⽣産要素

𝑥 =(𝑥 , 𝑥 )を使って 1 種類の産出量𝑦 を⽣産する場合を⽰している．等量曲線 YY はある
産出量𝑦 の⽣産に⽤いられた最⼩の⽣産要素投⼊量𝑥 と𝑥 の組み合わせである9．等産出
量曲線 YY，つまりフロンティア上にある点𝑃 と𝑃 ではこれ以上⽣産量を増やすことができ
ない． 

                                                       
8 費⽤効率性の説明は，主に Kumbhakar and Lovell(2000)Ch.2 を参考にしている． 
9 YY とその内側の R(y)で⽰される領域は，必要投⼊量集合(input requirement set)であり，産出ベクト
ル(y)が与えられたとき，その⽣産を⾏うことができる投⼊ベクトル(x)全体の集合である． 
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費 ⽤ 効 率 性 (CE) と は 技 術 的 効 率 性 (Technological efficiency ： TE) と 配 分 効 率 性
(Allocative efficiency：AE)に分けられる．技術的効率性(TE)とは，意思決定主体が⽣産要
素を投⼊したとき技術的に最⼤の産出量を⽣産している状況，あるいは，ある産出量を⽣
産するときその産出量が技術的に必要な最⼩の⽣産要素投⼊量で⽣産されている状況であ
る．したがって，等産出量曲線 YY のフロンティア上における⽣産要素の組み合わせは技
術的効率性を満⾜している．図表 2-1 では，𝑃 と𝑃 は技術的効率性を満⾜しているが，そ
れ以外の𝑃 はフロンティアの内側にあり，技術的に⾮効率である10．𝑃 はフロンティアの外
側にあり，技術的に実現不可能である． 

意思決定主体が𝑦 を最⼩費⽤で⽣産した場合の費⽤ c は𝑤 𝑥 であり，𝑥 =(𝑥 , 𝑥 )は費
⽤を最⼩化する⽣産要素の組み合わせである．ここで，𝑤 𝑥 は𝑤 𝑥 = ∑ 𝑤 𝑥 𝑤 ∗

𝑥 𝑤 ∗ 𝑥 である．最⼩費⽤は図表 2-1(a)の F 線で⽰されており，これは等費⽤直線
である．また，意思決定主体が𝑦 を⽣産した場合の実際の費⽤ cʼは𝑤 𝑥 であり，H 線で
表されている． 

フロンティア上にあって技術的に効率的である点𝑃 と𝑃 のうち，𝑃 は意思決定主体が𝑦

を最⼩費⽤で⽣産していることを⽰しており費⽤効率的であると同時に，費⽤を最⼩化す
る最適な⽣産要素𝑥 = (𝑥 , 𝑥 )の組み合わせであり，その意味で配分効率的である．  

他⽅，𝑃 は最⼩費⽤とは異なる費⽤𝑤 𝜃 𝑥 で⽣産されている．意思決定主体が𝑦 を費
⽤𝑤 𝜃 𝑥 で⽣産した場合の等費⽤直線は G 線（c”=𝑤 𝜃 𝑥 ）で⽰されている．𝑃 は技
術的に効率的であるが，最適な⽣産要素の組み合わせではない．つまり，投⼊量𝜃 𝑥 は，
𝜃 𝑥 /𝜃 𝑥 > 𝑥 /𝑥 であり，コストを節約できるため，費⽤効率的でない．費⽤の最⼩化

は，𝑃 から𝑃 へと⽣産要素の組み合わせを変化させることによって実現可能となる．その
意味で𝑃 は配分⾮効率と呼ばれる． 

図表 2-1(a)では．意思決定主体が𝑦 を⽣産した実際の費⽤ cʼは𝑤 𝑥 である．𝑤 𝑥 上
の点𝑃 は等産出量曲線 YY，つまりフロンティアの内側にあることから技術的に⾮効率で
ある．意思決定主体が，公共部⾨のように⾮市場的な環境に置かれている場合には，この
ように，フロンティアの内側で操業する状況，技術的⾮効率性（公共経済学では X ⾮効率
と呼ばれる）が起こり得る． 

さらに，図表 2-1(a)と図表 2-1(b)からこれらの⾮効率性指標を明らかにする．図表 2-
1(b)は，図表 2-1(a)に対応する形で，横軸に産出量 y，縦軸に費⽤をとり，それぞれの産
出量における費⽤を⽰す費⽤関数を⽰しており，c 𝑦,𝑤 は最⼩費⽤である． 

まず，図表 2-1(a)より，𝑃 の意思決定主体は技術的に⾮効率であるだけでなく，配分⾮
効率であるという点で，費⽤効率的な状況にない．つまり，𝑦 の⽣産に際して，フロンテ
ィアの内側で操業しつつ，最適ではない⽣産要素の組み合わせを選択している．𝑃 では，
                                                       
10 技術的⾮効率性とは，ある産出量を⽣産する際に必要な最⼩の要素投⼊量よりも多くの⽣産要素を投
⼊する場合に発⽣する． 
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意思決定主体には技術的に必要な最⼩の⽣産要素投⼊量で⽣産することで𝑃 𝑃 だけ，⽣産
要素の組み合わせを変更することで𝑃 𝑃 だけ費⽤を抑制できる余地がある． 

これは図表 2-1(b)で⾒ても同様であり，𝑃 で操業する意思決定主体が産出量𝑦 を⽣産す
る費⽤は𝑤 𝑥 であり，最⼩費⽤関数上の点𝑤 𝑥 よりも⾼い⽔準にある．このとき，意思
決定主体は技術的に必要な最⼩の⽣産要素投⼊量で⽣産することで𝑃 𝑃 だけ費⽤を抑制で
き，さらに⽣産要素の組み合わせを変更することで𝑃 𝑃 （図表 2-1(a)では𝑃 𝑃 ）だけ費⽤
を抑制でき，最⼩費⽤で産出量𝑦 の供給を実現できる． 

 
(2)費⽤効率性，技術的効率性，配分効率性の関係 

図表 2-1(a)より，産出量𝑦 を⽣産する𝑃 で操業する意思決定主体を例にとれば，費⽤効
率性，技術的効率性，配分効率性を以下の通り定義することができる． 

意思決定主体の費⽤効率性(CE)は実際の費⽤（𝑤 𝑥 ）に対する最⼩費⽤（𝑤 𝑥 ）の
割合で計測される． 

 CE=𝑤 𝑥 /𝑤 𝑥     (2-1) 
 
技術的効率性(TE)は，投⼊量𝑥 における実際の費⽤（𝑤 𝑥 ）に対する投⼊量𝜃 𝑥 にお

ける費⽤（𝑤 𝜃 𝑥 ）の割合で計測される． 
TE=𝜃 =𝑤 𝜃 𝑥 /𝑤 𝑥     (2-2) 

 
配分効率性(AE）は，投⼊量𝜃 𝑥 における費⽤（𝑤 𝜃 𝑥 ）に対する最⼩費⽤（𝑤 𝑥 ）

の割合で計測される． 
AE=𝑤 𝑥 /𝑤 𝜃 𝑥     (2-3) 

 
図表 2-1(a)では，費⽤効率性は𝑂𝑃 /𝑂𝑃 ，技術的効率性は𝑂𝑃 /𝑂𝑃 ，配分効率性は𝑂𝑃 /𝑂𝑃

で表すことができる．費⽤効率性は𝑂𝑃 /𝑂𝑃 = 𝑂𝑃 /𝑂𝑃 ∗ 𝑂𝑃 /𝑂𝑃 )で表現できるため，費
⽤効率性は，配分効率性と技術的効率性の積で表すことができる． 

CE=AE*TE     (2-4) 
 
すなわち，費⽤(⾮)効率性とは，配分(⾮)効率性と技術的(⾮)効率性の両⽅を考慮したも

のである． 
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図表 2-1(a)費⽤効率性，技術的効率性，配分効率性 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 2-1(b)費⽤効率性，技術的効率性，配分効率性と費⽤関数の関係 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(注) Kumbhakar and Lovell(2000)の Figure2.20 と Figure2.21，Jacobs,Smith and Street(2006)の Figure1.6

及び Sickles and Zelenyuk(2019)の Figure3.3 より作成． 
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2-2-2 確率費用フロンティアモデルと費用効率性 
 

(1)費⽤フロンティアモデルと確率費⽤フロンティアモデル 
⾮効率性は，最も効率的な意思決定者を⽰すフロンティアからの乖離で計測される．フ

ロンティアを推定する⽅法には，ノンパラメトリック・アプローチとパラメトリック・ア
プローチが⽤いられる．  

ノンパラメトリック・アプローチには，包絡分析（Data Envelopment Analysis：DEA）
等がある．DEA は線形計画法に従って包絡線として費⽤フロンティアを導出し，フロンテ
ィアを最も効率的な状況として，そこからの乖離を相対的な⾮効率とする⽅法である11． 

パラメトリック・アプローチは，⽣産関数や費⽤関数を特定し計量経済⼿法を⽤いて，
フロンティアを推計するものであり，⾮効率性を計測する⽅法には，確定的⽅法と確率的
⽅法がある． 

いま，全意思決定者の投⼊価格𝑤，産出量y，コストに関する情報が利⽤可能であるとき，
確定的費⽤フロンティアは，以下の(2-5)式の通り定義される． 

𝐶 𝑐 𝑦 ,𝑤 :𝛽 ,  𝑖 1, … . , 𝐼.   (2-5) 
 
ここで，𝑦 は第 i 意思決定者の産出量，𝑤 は投⼊価格，𝛽は推定すべきパラメータである． 
 
𝑥 を第 i 意思決定者の⽣産要素投⼊量としたとき，費⽤効率性(CE)は，第 i 意思決定者

の実際のコスト𝑤 𝑥 に対する実⾏可能な最⼩費⽤𝐶の⽐率として，(2-6)式の通り定義され
る. 

𝐶𝐸 , :

𝑤𝑖𝑥𝑖
     (2-6) 

𝑤 𝑥 Cなので，CE 1である．𝑤 𝑥 と最⼩費⽤𝐶が⼀致するときのみ，CE 1である． 
 
ただし，(2-6)式のような確定的⽅法による費⽤効率性の計測では，最⼩費⽤を超過する

実際のコストがすべて⾮効率とされ，意思決定者の制御できないランダムなショックによ
って，実際の⽀出が変動するという事実が無視されてしまう． 

他⽅，確率的⽅法では，費⽤フロンティアは，確率的要素を含む確率費⽤フロンティア
として，(2-7)式の通り，全意思決定者共通の費⽤フロンティア項（𝑐 𝑦 ,𝑤 :𝛽 ）と各意思
決定者固有のランダム項（exp 𝑣 ）に分けて定義される． 

                                                       
11 ⼀般に，ノンパラメトリック⼿法には費⽤関数の関数型や誤差項の分布を特定する必要がないため，
計量経済分析に伴う特定化のバイアスや複雑さが存在せず，⾮効率性の計測が容易であるという利点が
ある．その反⾯で経済学的な解釈が困難であり，統計的有意性に関する仮説検定が実施できないこと，実
際の⽀出がランダムなショックによって変動するという事実を無視しているという⽋点がある． 
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𝐶 𝑐 𝑦 ,𝑤 :𝛽 exp 𝑣     (2-7) 
 
このとき，費⽤効率性(CE)は，第 i 意思決定者の実際のコスト（⽀出額）𝑤 𝑥 に対する

確率的要素exp 𝑣 によって影響を受ける環境において実現可能な最⼩費⽤の⽐率として，
以下の通り定義される. 

𝐶𝐸 , : exp 𝑣𝑖
𝑤𝑖𝑥𝑖

    (2-8) 

 
(2)確率費⽤フロンティアモデルと費⽤効率性 

パラメトリック・アプローチには，Aigner, Lovell and Schmidt(1977)が提案した，確率
フロンティア分析（Stochastic Frontier Analysis）がある．これは，(2-7)式の確率的要素を
含む確率費⽤フロンティアを，確率費⽤フロンティアモデルとして(2-9）式のように特定
化するものであり，通常の確率的誤差項𝑣とともに費⽤⾮効率性を表す確率変数𝑢が加えら
れる． 

𝐶 c 𝑦 ,𝑤 ;𝛽  exp 𝑣 𝑢    (2-9) 
 
各意思決定主体の費⽤⾮効率性𝑢は，例えば(2-10)式のように，Cobb-Douglass 型に変換

した確率フロンティア費⽤関数を推定することによって，未知のパラメータ𝛽とともに得
られる． 

ln𝐶 𝛽 𝛽 𝑙𝑛𝑦 𝑣 𝑢    (2-10) 
 
ここで，𝑣は通常の確率的誤差項，𝑢は費⽤⾮効率性を表す確率変数で，𝑢 0と仮定され

る． 
確率フロンティア費⽤関数で計測される費⽤⾮効率性（CI：Cost Inefficiency）は以下の

通り定義される． 

CI , ;   

, ;   
exp 𝑢𝑖      (2-11) 

 
図表 2-2 には，確率フロンティア費⽤モデルを明らかにするために，意思決定主体の費

⽤𝐶と産出量𝑦との関係が⽰されている．図表 2-2 では，意思決定主体 D が実際に産出した
産出量𝑦 とその費⽤𝐶 との組み合わせが𝐾 で⽰されている．  

意思決定主体 D の確率的費⽤フロンティアは実際には観察不可能であるが，ここではラ
ンダム効果(𝑣 0)が負なので費⽤関数の下の𝐾 に位置している．実際に観察される費⽤
はランダム効果(𝑣 )と⾮効率効果(𝑢 )の合計であり，ここではこれら合計(𝑣 𝑢 0)が
正なので，実際に観察される費⽤は費⽤関数の上の𝐾 に位置している． 
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図表 2-2 確率的費⽤フロンティアモデル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注) Coelli et al.(2005),Figure9.1 を参考にして作成． 

 

 
(3)⾮効率性の特定化12 

確率フロンティア費⽤モデルでは，各意思決定主体の⾮効率性を計測することに加え，
パネルデータを⽤いて⾮効率性の決定要因を明らかにすることが期待されている．確率的
フロンティア費⽤関数のパネルデータモデルには，⾮効率項の特定化について⼤きく 3 つ
のモデルが存在する． 
 
①⾮効率項が時間を通じて不変と仮定するモデル 

パネルデータ分析の第 1 のモデルは，(2-12)式の通り，⾮効率項が時間を通じて不変と
仮定するモデル（Time invariant inefficiency model）である．このモデルでは⾮効率項が
個体ごとに効率性が異なるが時間を通じて不変と仮定している． 

ln𝐶 , 𝛽 𝛽 𝑙𝑛𝑦 , 𝑣 , 𝑢    (2-12) 
 

通常の確率的誤差項𝑣は正規分布𝑣 ~𝑁 0,𝜎 である．費⽤⾮効率性を表す確率変数𝑢はい
くつかの確率分布が提案され，Battese and Coelli(1998)等では切断正規分布𝑢 ~𝑖𝑖𝑑𝑁 𝜇,𝜎

に従うと仮定される．なお，𝑣と説明変数は独⽴であるが，⾮効率項𝑢と説明変数の独⽴性
は仮定されていない． 

 

                                                       
12 Coelli et al.(2005) Ch.10 と Greene (2008)を主に参考にしている． 

y 

C 

O 

cD=exp(β0+β1lnyD+vD+uD) 

c=exp(β0+β1lny) 

yD 

非効率効果 

ランダム効果 

K1 

K2 

K0.

c’D=exp(β0+β1lnyD+vD)

c0
D=exp(β0+β1lnyD)



 

20 
 

②⾮効率項が時間を通じて可変と仮定するモデル 
第 2 のモデルは，(2-13)式の通り，Lee and Schmidt(1993)によって提案された⾮効率項

が時間を通じて可変と仮定するモデル(Time varying inefficiency model)である．これは⾮
負の⾮効率項について，複数の定式化が提案されている． 

ln𝐶 , 𝛽 𝛽 𝑙𝑛𝑦 , 𝑣 , 𝑢 ,    (2-13) 
 
⼀つ⽬は，(2-14)式のように，⾮効率項が時間𝑡に依存する関数とする⽅法である． 

𝑢 , 𝑘 𝑡 ∙ 𝑢      (2-14) 
 
具体的には，𝑘 𝑡 は時間 𝑡に依存する関数であり，Kumbhakar(1990)と Battese and 

Coelli(1992)はそれぞれ以下の関数型を仮定している． 
𝑘 𝑡 1/ 1 exp 𝛾𝑡 𝛿𝑡    (2-15) 
 
𝑘 𝑡 exp 𝜂 𝑡 𝑇     (2-16) 

 
ここで，𝑡はパネルデータの各時点(t=1,…,T)であり，𝛾，𝛿，𝜂は未知の推定すべきパラメ

ータである．このモデルでは，推定されるパラメータの符号と⼤きさで⾮効率項の変化と
速度が決まる． 

⼆つ⽬に，Greene(2005)の⾮効率項を時間可変とし個体効果と分離する True fixed 
effect モデルと，⾮効率項を時間可変としランダム項と分離する True random effect モデ
ルがある．Greene(2005)は，(2-13)式のモデルでは⾮効率性𝑢が意思決定主体固有の要因
を吸収してしまうため適切に計測されてないと主張し，(2-17)式の True fixed effect モデ
ルと(2-18)式の True random effect モデルを提案している． 

ln𝐶 , 𝛼 𝛽 𝑙𝑛𝑦 , 𝑣 , 𝑢 ,    (2-17) 
 
ここで，𝛼 は意思決定主体固有の個体効果，通常の確率的誤差項𝑣は正規分布𝑣 ~𝑁 0,𝜎

である．費⽤⾮効率性を表す確率変数𝑢は半正規分布𝑢 ~𝑖𝑖𝑑𝑁 𝜇,𝜎 に従うと仮定される．  
True random effect モデルは(2-18)式の通りである． 

ln𝐶 , 𝛼 𝛾 𝛽 𝑙𝑛𝑦 , 𝑣 , 𝑢 ,    (2-18) 
 
ここで，𝛾 は時間不変の意思決定主体固有のランダム項，通常の確率的誤差項𝑣は正規分

布𝑣 ~𝑁 0,𝜎 であり，費⽤⾮効率性を表す確率変数𝑢は半正規分布𝑢 ~𝑖𝑖𝑑𝑁 0,𝜎 に従うと
仮定される．なお，このモデルでは，𝛾 と他の変数とは独⽴であると仮定される． 

 
③⾮効率項が観察可能は独⽴変数によって決まるモデル 
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第３のモデルは，Battese and Coelli(1995)の⾮効率性の決定要因を確率フロンティア費
⽤関数と同時推定するものであり，⾮効率項が時間を通じて可変と仮定するモデルである． 

ln𝐶 , 𝛼 𝛽 𝑙𝑛𝑦 , 𝑣 , 𝑢 ,    (2-19) 
𝑢 , 𝑧 , 𝛿 𝜔 ,      (2-20) 

 
Battese and Coelli(1995)のモデルでは，(2-20)式のように費⽤⾮効率性𝑢が独⽴変数ベ

クトル𝑧と未知のパラメータ𝛿の関数として表され，(2-19)式の確率フロンティア費⽤関数
のパラメータ𝛽と共に𝛿が最尤法13によって同時推定される． このとき，通常の確率的誤差
項𝑣は正規分布𝑣 ~𝑁 0,𝜎 ，費⽤⾮効率性を表す確率変数𝑢は 0 で切断された切断正規分布
𝑢 ~𝑁 𝑧 𝛿,𝜎 に従い，(2-20)式の誤差項𝜔は 𝑧 δで切断された切断正規分布𝜔 ~𝑁 0,𝜎 に
従うと仮定される． 

⾮効率性の決定要因に関⼼がある場合には，ノンパラメトリック⼿法や確率フロンティ
ア費⽤関数で計測された⾮効率性指標を被説明変数として，Tobit 推定する⽅法（2 段階ア
プローチ）が採⽤される場合がある14．しかし，Kumbhakar and Lovell(2000)では，2 段階
アプローチにおける⾮効率性の扱いについての問題点が指摘されている15．これに対して，
Battese and Coelli(1995)における⾮効率性𝑢の分布に関する⾮負の仮定は，𝑤 ~𝑁 0,𝜎 に
従う誤差項𝜔の仮定と⽭盾しないため，2 段階アプローチにおける⾮効率項に関する⽋点
を克服するという利点がある． 

 
 

  

                                                       
13 確率的誤差項𝑣と費⽤⾮効率性𝑢が互いに独⽴であるという仮定から尤度関数が定義される．尤度関数
の導出は，Battese and Coelli(1993)を参照されたい． 
14 後述の図表 2-3 に⽰した通り，De Borger& Kerstens(1996)，Worthington(2000)，Geys(2006)，Borge 
et al.(2008)，Afonso & Fernandes(2008)，Ashworth et al.(2014)等の多数の研究で 2 段階アプローチが採
⽤されている． 
15 Kumbhakar and Lovell(2000,p264)では，2 段階アプローチの問題点として，第 1 に，費⽤関数の説明
変数と⾮効率性の説明変数𝑧の間に相関関係がある場合には，確率フロンティア費⽤関数の最尤推定の際
に，⾮効率性の説明変数𝑧が省略されることによってパラメータの推定値にバイアスが⽣じること，第 2
に，第 1 段階の費⽤関数の推定段階で⾮効率項𝑢が同⼀分布(𝑖. 𝑖.𝑑)と仮定されることと，第 2 段階で⾮効
率項𝑢が𝑧の関数とされ𝑧の値に𝑢の分布が依存すると仮定されることが⽭盾すると指摘されている． 
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2-2-3 地方政府の費用関数と地方公共サービス算出量 
 

企業，教育機関等の官⺠の意思決定主体と同様，地⽅政府の費⽤関数を推定するために
は，投⼊サイドの情報と産出サイドの情報が必要である．具体的には，地⽅政府が供給す
る地⽅公共サービスの投⼊要素価格𝑤と産出量𝑦の情報が必要である．投⼊要素価格16は公
務員の平均労働賃⾦を⽤いることができるが，地⽅公共サービス産出量は直接把握するこ
とができない．そのため，住⺠が消費する地⽅公共サービス⽔準を間接地⽅公共サービス
産出量として⽤いる⽅法が採⽤されている．⾚井・佐藤・⼭下(2003)では，住⺠が消費す
る地⽅公共サービス⽔準𝑔を間接的産出量とみなして，直接産出量𝑦との関係を以下の通り
定義している． 

𝑔 𝑔 𝑦           （2-21） 
 
そして，(2-21)式を直接産出量𝑦に関して解いた𝑦 ∅ 𝑔 を代⼊することで，費⽤関数

𝐶 C 𝑦,𝑤 ;𝛽 は，(2-22)式のように表すことができる． 
𝐶 C ∅ 𝑔 ,𝑤 ;𝛽     (2-22) 

 
それでは，実際に，地⽅公共サービス⽔準はどのように計測されているのだろうか．わ

が国の研究では，たとえば，林(2002)，⾚井・佐藤・⼭下(2003)等では，地⽅公共サービ
ス⽔準として，⽇本経済新聞社・⽇経産業消費研究所「全国市区の⾏政⽐較調査データ集」
の「⾏政サービス度」17が⽤いられてきた．しかし，これは都市⾃治体のみの調査であり，
2009 年以降実施されていない．さらに，調査項⽬が⼀貫していないため連続性が厳密に担
保できず，分析対象とした年度間の推定結果が⽐較可能でないといった問題が⽣じる可能
性がある18．こうした問題に対処するために，宮崎(2006)と中澤(2014)は，「⾏政サービス
度」を参考にして，独⾃に地⽅公共サービス⽔準を構築している．具体的には，地⽅公共
サービスを⾼齢化，少⼦化，教育，住宅インフラ，安全の 5 分野に分類して，各分野の公
共サービス指標19を偏差値化して合計したものに，それぞれ 30/150，35/150，25/150，
40/150，20/150 のウエイトをかけて，地⽅⾃治体別の公共サービス⽔準を構築している．

                                                       
16 労働投⼊価格は公務員賃⾦で代⽤するが，⼀般に地⽅公共サービスの正確な要素価格を⼊⼿すること
は不可能である．先⾏研究では，国内のすべての地⽅政府は同⼀の資本市場にアクセスしているため，資
本価格は同⼀と仮定され，省略され（定数項に含まれ）ている．また，労働賃⾦についても，海外の研究
（Kalb(2010)等）では同⼀賃⾦協定の存在によって等しいとされ，省略される場合がある． 
17 2008 年度調査では，⼦育て環境，⾼齢者福祉，教育，公共料⾦等，住宅・インフラの 5 分野から各⾃
治体の⾏政サービス⽔準が 300 点満点で点数化されている．  
18 中澤(2014)は「⾏政サービス度」を公共サービス⽔準として，1998 年，2000 年，2004 年，2006 年及
び 2008 年の 5 年分の地⽅公共サービス費⽤関数を推定している．「⾏政サービス度」の問題点は中澤
(2014)でも詳細に指摘されている． 
19 たとえば，教育分野には⼩学校児童当たり教員数，中学校⽣徒当たり教員数及び⼈⼝（千⼈）当たり
公⺠館数が⽤いられ，5 分野で 13 指標が採⽤されている． 
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しかし，宮崎(2006)と中澤(2014)では，5 分野とウエイトの選択を上述の「⾏政サービス
度」に基づいて⾏ったため，5 分野の選択理由とウエイトの決定理由が曖昧であるだけで
なく，5 分野が実際の⾃治体の⾏政サービスをどの程度をカバーしたものであるかが明確
に⽰されていない．したがって，費⽤関数における産出データと投⼊データとが対応づけ
が明確になされいないため，推定上の問題が⽣じている． 

これに対して，海外における地⽅公共サービス⽔準を構築する同様の試みは，ノルウェ
ーの地⽅政府を対象とした Borge et al.(2008)でより精緻に⾏われている．Borge et 
al.(2008)は，まず地⽅公共サービスを⽼⼈ケア，⼩中等学校教育，保育，⽣活保護，児童
保護，⼀次医療の 6 分野に区分し，各分野のウエイトを𝛼 としている．つぎに地⽅政府𝑖の
第𝑠分野の第𝑗公共サービス指標𝑥 を構築し20，それと第𝑗公共サービス指標の平均値�̅� と
の⽐𝑥 /�̅� を，第𝑠分野の第𝑗公共サービス指標のウエイトである𝜃 で加重平均して，地⽅
政府𝑖の第𝑠分野の公共サービス⽔準を(2-23)式の通り算出している． 

地⽅政府 i の第s分野の公共サービス⽔準＝∑ 𝜃
̅

 ，∑ 𝜃 1 (2-23) 

 
さらに，それをウエイト𝛼 で加重平均して，地⽅政府𝑖の公共サービス⽔準𝑔 を(2-24)式

の通り算出している21．  

𝑔 ∑ 𝛼 ∑ 𝜃
̅

 ,  ∑ 𝛼 1 , ∑ 𝜃 1  (2-24) 

 
わが国の研究では，鷲⾒(2016)において，Borge et al.(2008)を参考にして，地⽅公共サ

ービス⽔準𝑔 が(2-25)式の通り，以下の 3 段階で構築されている． 
𝑔 ∑ 𝛼 ∑ 𝜃 𝑠𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒  ,  ∑ 𝛼 1 , ∑ 𝜃 1  (2-25) 

 
第 1 段階では，市町村の⽬的別歳出から，⺠⽣費，教育費，衛⽣費，総務費，⼟⽊費（た

だし，⼟⽊費のうち物件費と維持補修費にあたる部分のみ）の 5 分野を選択し，5 分野の
歳出合計に占める各分野の割合を第𝑠分野のウエイト𝛼 としている．さらに，⺠⽣費は⽼⼈
福祉費，児童福祉費及び社会福祉費，教育費は幼稚園費，⼩学校費，中学校費，社会教育
費及び保健体育費，衛⽣費は清掃費と保健衛⽣費，総務費は総務管理費，⼟⽊費は道路橋
梁費と都市計画費の各項⽬にさらに区分し，各分野の歳出合計に占める各項⽬の割合を第

                                                       
20 たとえば，⼩中等学校教育分野の公共サービス指標には，⽣徒 1 ⼈当教育時間，児童保育施設におけ
る 6-9 歳児の割合，週 15 時間以上児童保育施設に滞在する児童の割合が⽤いられ，6 分野全体で 17 指
標が採⽤されている． 
21 ベルギーやドイツの地⽅政府を対象とした De Borger and Kerstens(1996)，Geys(2006)，Kalb(2010)
等では，道路延⻑，⼩学校⽣徒数，⽣活保護受給者数，レクリエーション施設⾯積，ゴミ収集率，⼈⼝，
65 歳以上⼈⼝割合，幼稚園数等が地⽅公共サービス⽔準として⽤いられている．ただし，これらの研究
は複数⽣産物を持つ地⽅政府の費⽤関数を想定し，複数の公共サービス⽔準を同時に説明変数として投
⼊している． 
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𝑠分野の第𝑗項⽬のウエイト𝜃 としている．第 2 段階では，各分野の各項⽬に該当する各公
共サービス指標を構築し，第s分野の第𝑗項⽬の偏差値𝑠𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 を算出している．第 3 段階で
は，まずウエイト𝜃 を⽤いて公共サービス指標の偏差値𝑠𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 を加重平均して各分野の
公共サービス⽔準を算出し，つぎにそれらを各分野のウエイト𝛼 によって加重平均して，
第𝑖地⽅⾃治体の地⽅公共サービス⽔準𝑔 を算出している． 

このように，鷲⾒(2016)で構築された地⽅公共サービス⽔準は，対象とした 5 分野で普
通建設事業費と公債費を除く市町村歳出の 80%程度をカバーしており，またウエイトも実
際の歳出構成を反映している．そのため，先⾏研究で⽤いられてきた指標よりも，確率フ
ロンティア費⽤関数の推定に⽤いる投⼊データと産出データの対応関係がより明確なもの
となっている． 

ただし，それでも地⽅公共サービス⽔準データは完全なものとはいえない．Borge et 
al.(2008)で指摘されているように，地⽅政府が扱う公共サービスは多岐にわたっており，
公共サービスをすべて網羅して，統⼀的基準で定量的に把握することは困難であるためで
ある．また採⽤された投⼊データと産出データとを完全に対応づけることは困難である．
そのため，採⽤されていない公共サービス（たとえば⽂化振興）により多くの予算を割く
地⽅政府があればそれは⾮効率と判断される．また，公共サービスの質についても考慮さ
れていない．ただし，どの国においても地⽅公共サービス産出量のデータの整備が不⼗分
であるという点で共通しており，実証研究ではこのような次善の策がとられている． 
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2-3 節 地方政府の効率性に関する先行研究 

 
地⽅政府の効率性に関する研究は，図表 2-3 にまとめたように，国内外で多数存在する

が，ベルギーやドイツ等の欧州諸国で特に研究蓄積がある．これらは地⽅公共サービスの
費⽤⾮効率性をもたらす要因を分析すること関⼼があるという点で共通するが，費⽤効率
性 に 対 す る 政 府 間 補 助 ⾦ 制 度 の 影 響 （ De Borger and Kerstens(1996) ， Geys and 
Mosen(2009)，Kalb(2010)）と政治参加や政治的分極度等の政治要因の影響（Geys te 
al.(2010)，Borge et al.(2008)，Ashworth et al.(2014)）を検証することを⽬的にしたもの
が多数存在している．そのほかには，⼈⼝統計学的要因の影響（Afonso & Fernandes(2008)），
地⽅政府間のヤードスティック型競争の影響（Geys(2006)），発⽣主義会計導⼊の効果
（Lampe et al.(2015)）等を分析した多様な研究がある． 

それに対して，⽇本では地⽅交付税制度の財政規律の弛緩効果を扱った研究が中⼼であ
り，海外ほど多様な分析はない． 

以下では，政府間補助⾦制度と政治的要因が地⽅財政の効率性に与える要因を検証した
研究を整理する． 
 

2-3-1 政府間補助金補助金と地方政府の効率性 
 
公債発⾏や政府間補助⾦制度が地⽅政府の公共サービス供給における効率性を悪化させ

る 理 論 的 説 明 は ， Moesen and Cauwenberge(2000) が 参 考 に な る ． Moesen and 
Cauwenberge(2000)は，Niskanen(1971)と Migue and Bellanger(1974)の官僚⾏動モデル22

に，公債発⾏による住⺠の財政錯覚を導⼊して，官僚⾏動の変化を分析している．その結
果，公債発⾏や政府間補助⾦によって予算制約がソフト化すれば⾮効率な公共財供給がな
され，反対に財政錯覚が存在する場合でもハードな予算制約に直⾯する場合には，公共サ
ービス供給における⾮効率性を抑制することを理論的・定量的に明らかにしている． 

Kalb(2010)は，ソフトな予算制約の下で⾮効率性が助⻑されることを明らかにした
Moesen and Cauwenberge(2000)のモデルを⽤いて，公債発⾏と同様に政府間補助⾦も地
⽅政府の予算制約をソフト化させるとして，ドイツの 245 基礎⾃治体を対象としたパネル
データを⽤いた確率フロンティア分析から，政府間補助⾦が⾮効率性を助⻑することを実
証している． 
                                                       
22 Niskanen(1971)は予算最⼤化官僚⾏動モデル，Migue and Bellanger(1974)は，裁量予算最⼤化モデル
を提唱している．予算最⼤化官僚⾏動モデルでは，官僚は公共財供給における情報の⾮対称性を利⽤し
て，給与や権限と直接関連する予算を最⼤化するように⾏動するため，社会的に最適な⽔準よりも過⼤
に公共財が供給される，つまり配分⾮効率性が発⽣することを⽰したモデルである．ただし，技術的な⾮
効率性は発⽣していない．裁量予算最⼤化官僚⾏動モデルでは，官僚の裁量の⼤きさを決定する財政余
剰（総予算と総費⽤との差）を最⼤化するように⾏動する．裁量予算最⼤化モデルでは，予算最⼤化モデ
ルよりも供給量は⼩さくなるが，配分⾮効率性と技術的⾮効率性が共に発⽣している． 
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⼀⽅で，Geys and Moesen (2009)は，ベルギーにおける 300 基礎⾃治体の 2000 年のク
ロスセクションデータを⽤いた確率フロンティア分析から，期待に反して⼀般補助⾦が効
率性を改善するという結果を得ている．この理由について Geys and Moesen (2009)は，政
府間補助⾦⽀出が連邦政府による厳格な監視対象となっており効率化が求められているこ
とを挙げている．また，Worthington(2000)はオーストラリアにおける 177 基礎⾃治体の
1993 年のクロスセクションデータを⽤いた分析であり，DEA から算出した⾮効率性でも，
確率フロンティア分析でも⼀般補助⾦が効率性に影響を与えないという結果を得ている．
このように⼀般補助⾦の効率性への影響は各国の固有の政府間補助⾦制度の影響を受けて
いる可能性がある． 

⽇本では，地⽅交付税制度がもたらす地⽅⾃治体の⾮効率性を確率フロンティア分析に
よって明らかにした先駆的な研究に⾚井・佐藤・⼭下(2003)がある．⾚井・佐藤・⼭下(2003)
は 1998 年度と 2000 年度の都市財政を対象とした確率フロンティア分析によって，地⽅交
付税依存率（⼀般財源に占める普通交付税の割合）の上昇は⾮効率を助⻑することを明ら
かにしている． 

中澤・宮下(2016)23は，2010 年時点の旧合併特例法下で合併を経験した 478 ⾃治体を対
象とした確率フロンティア費⽤分析によって，合併関係⾃治体数の増加が⾮効率性に影響
しているが，合併経過年数は⾮効率性に影響を与えておらず，合併後，期間が経過しても
効率性が改善されていないことを明らかにしている．近年では，前⽥(2019)は，2008-15 年
までの市町村パネルデータを⽤いた確率フロンティア費⽤関数から得られた⾮効率性指標
を説明変数として，地⽅⾃治体の積⽴⾦の積⽴⾏動との関係を分析しており，⾮効率性指
標が改善した⾃治体ほど積⽴⾦を積み増しており，財政調整基⾦等の積み⽴てが⾏⾰を通
じて⾏われていることを明らかにしている． 

それ以外には，地⽅⾃治体そのものではないが，⼭下(2003)は，地⽅公営企業のバス事
業を対象として，確率フロンティア費⽤関数を⽤いた⾮効率性の決定要因を検証した結果，
⾮効率性には経常経費における⼀般会計等からの繰⼊依存度が有意に影響していることを
確認している．  
 

2-3-2 政治的要因と地方政府の効率性 
 
(1)政治的要因と地⽅財政 

Rodger and Roder(2000)は 1950-90 年のアメリカの州を対象として，州知事の得票率
（{得票率-50}/50）を政治的競争度として，競争度が⾼まるほど，州所得に対する⼀般歳
出（歳⼊）の⽐率で定義した政府規模が⼩さくなることを明らかにしている． 

                                                       
23 中澤・宮下(2016)第 11 章． 
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Borge(2005)は⾼い政治的分極度が財政⾚字を増加させるという結果を得ている．政治
的分極度の指標として⽤いられるハーフィンダール指数（HH）は，HH 100Σ 𝑆𝐻 で定
義される．𝑆𝐻は政党𝑝が獲得した地⽅議会における議席率，𝑃は議会内政党数である．この
指数は議会内政党数が増加するほど，また議席の分配が平等になるほど⼩さくなり，分極
度が⾼まることを意味している．政治的分極度の⾼まりによって政治リーダー（政府）の
政治⼒が弱まるため，財政⾚字が増加すると解釈される． 

⽇本でも，⾸⻑選挙の結果や⾸⻑の属性等の地⽅⾃治体の政治環境が財政運営に与えた
影響を分析した多数の研究蓄積がある．具体的には，政治的応答仮説に基づいた研究とし
て，河村(1998)は，前回選挙で得票率が低かった⾸⻑や初当選の⾸⻑は財政拡⼤志向があ
ること，選挙協⼒への応答として，選挙後に道路橋梁費が⾼まる傾向にあることを都市⾃
治体データを⽤いて明らかにしている． 

政治的分極度に関する研究として，近藤・宮本(2010)は分極度を表す変数として，与党
超過議席率（過半数を超過した割合）と与党政党数を⽤いている．また，わが国の市議会
においては政党に所属しない議員も多いことから，与党議席率が必ずしも政府の強さを表
す指標とはならないことを指摘したうえで，分極度の変数としてさらに市⻑の⽀持基盤を
挙げている．具体的には，市⻑選挙における推薦・⽀持の有無によって，無党派，⾃⺠党
単独⽀持，⾰新単独⽀持，保守相乗，⾰新中道，保⾰相乗の 6 つの類型に分類している．
その結果，与党政党数は財政⾚字拡⼤に影響を与えると共に，（分極度の⾼い）複数政党に
よる相乗り市⻑，特に，保⾰相乗り市⻑の下では財政⾚字が増える傾向にあることを明ら
かにしている．  

⾸⻑の党派性に関する研究として，砂原(2006)は，1975 年度から 2002 年度までの⻑期
にわたる，都道府県パネルデータを⽤いて，開発政策と再分配政策に分類した地⽅歳出へ
の知事の⽀持基盤や経歴等の政治要因の影響を分析し，特に 1990 年以前において，⾰新
系知事と開発政策や再分配政策への⽀出とが負の関係があることを明らかにしている．ま
た，近藤(2011)は，1985，90，95，2000 年度の都市⾃治体のパネルデータを⽤いて，砂原
(2006)と同様に地⽅歳出を開発政策と再分配政策とに分類し，⾸⻑の党派性や当選回数等
の政治的要因の影響を検証し，無党派⾸⻑は開発政策への⽀出を抑制する傾向がみられる
こと等を明らかにしている24．  

しかし，これら⼀連の研究は，地⽅⾃治体における政治環境が歳出⽔準やその増減にい
かなる影響を与えたかを扱っており，それらが地⽅歳出の効率性に対していかなる影響を
もったか，という観点から分析が⾏われていない．  
 

                                                       
24 これらの研究とは異なり，⻄川(2012)は 1981 年から 2004 年の福岡県の 596 ⾸⻑選挙をサンプルとし
て，業績投票仮説を検証し，1990 年代を含むサンプルにおいて，財政状況（実質収⽀⽐率と公債費⽐率）
の改善が⾸⻑の当選確率を⾼めることを確認している． 
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(2)政治的要因と地⽅政府の効率性 
政治的要因と地⽅政府の効率性に関する研究には，De Borger& Kerstens(1996)，Borge 

et al.(2008)，Geys et al.(2010)，Ashworth et al.(2014)等の研究がある．図表 2-3 の通り，
政治的競争度を⽰す指標として，議会選挙で競合する政党数等，また，地域住⺠の政治参
加を⽰す指標として投票率等を⽤いられている．  

Ashworth et al.(2014)は，ベルギーにおける 308 基礎⾃治体の 2000 年のクロスセクシ
ョン分析から，DEA から算出した⾮効率性が，議会選挙で競合する政党数，政党の議会議
席率・得票率の変動性で定義した政治的競争度が⾼いほど改善することを明らかにしてい
る． 

住⺠の⾼い政治参加は，効果的な政治家の監視として機能するため，公共サービス供給
の効率性を改善することが期待される．Borge et al.(2008)は，ノルウェーの 1853 基礎⾃
治体の 2001-05 年のパネルデータを⽤いた分析において，⾼い政治参加（投票率）が効率性
を改善することを明らかにしている．同様に，Geys et al.(2010)は，ドイツにおける 987 基礎
⾃治体のパネルデータを⽤いた確率フロンティア分析によって，⾼い政治参加（投票率）が効
率性を改善することを明らかにしている． 

Borge et al.(2008)と Geys et al.(2010)はまた⾼い政治的分極度が⾮効率性を助⻑すると
いう結果を得ている．政治的分極度の⾼まりによって政治リーダー（政府）の政治⼒が弱まる
ため，⾮効率性が⾼まると解釈される．これ以外の政治リーダー（政府）の政治⼒を⽰す指標
として，Borge et al.(2008)は市⻑と副市⻑が「同じ政党で議会で多数派」，「異なる政党で
多数派」，「同じ政党で少数派」，「異なる政党で少数派」というダミー変数を⽤いて，これ
らの分極度も⾮効率性を助⻑するという結果を得ている．これらの⼀連の研究では，政治
的競争や住⺠の政治参加の⾼まりが地⽅政府の効率性を改善する結果が⽰されている． 
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2-4 節 地方財政の健全化に関する先行研究 

 
⽇本の地⽅財政の健全化に関する過去の研究は，旧⾚池町等の財政再建団体が財政破綻

に陥った原因の究明や財政健全化策等を扱った事例研究が主であった．しかし，2006 年の
⼣張市の財政破綻や健全化法成⽴に⾄る過程において，財政破綻を招いた地⽅⾃治体の財
政運営やその後の財政健全化プロセスを扱った定量的な研究が⾏われるようになった．以
下では，旧再建法下と健全化法下での研究に分けて先⾏研究を整理する． 
 

2-4-1 旧財政再建法下の地方財政研究 
 
旧再建法下の財政再建団体である福岡県⾚池町と⼣張市の事例を中⼼に扱った研究には，

橋本(2001)と橋本(2006)がある．また，旧財政再建制度下の 16 財政再建団体の財政運営
や再建プロセスを分析した研究には，鷲⾒・中村（2003）や⼟居(2004)がある．これらの
研究は，旧再建制度下の 1970 年代と 1980 年代の財政再建団体は地⽅税と普通交付税が増
加したことによって実質収⽀の⿊字化を達成したと指摘している． 

さらに，旧財政再建制度下での地⽅⾃治体の財政運営や財政健全化策の問題点を定量的
に分析した研究は，鷲⾒（2005）と鷲⾒・川瀬（2012）がある．旧再建制度は，実質収⽀
⽐率が都道府県の場合には-5％以上，市町村の場合には-20％以上となった団体に適⽤され
る．旧再建制度下では，地⽅⾃治体は実質収⽀⽐率の改善を財政運営の⽬標とするために，
財政運営の努⼒が表⾯上の帳尻あわせに注がれてしまい，必要な財政再建が先送りされて
しまう．鷲⾒（2005）は，1997-02 年度の都道府県財政と市町村財政を対象として，実質
収⽀の改善のために⾃治体が実施した財源対策の規模を推定した結果，実質収⽀⽐率が都
道府県では 0.3〜8.1％ポイント，市町村では 0.5〜3.1％ポイント押し上げられていたこと
を明らかにしている．また，鷲⾒・川瀬（2012）は，1990 年代から 2002 年度までの都道
府県の財政運営を分析し，都道府県全体でみると財源対策によって実質収⽀⽐率を 1.3〜
8.8％ポイント押し上げていたこと，さらに，財源対策によって財政再建の先送りを⾏って
きた都道府県ほど債務が膨らみ，財政再建規模が拡⼤してきたことを明らかにした．さら
に，最近の研究では，⾚井・⽯川(2019)が旧再建法下での実質⾚字⽐率の問題点を⼣張市
における実質⾚字⽐率の会計間操作の実態から明らかにしている25． 
 

  

                                                       
25 ⾚井・⽯川(2019)第 5 章． 
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2-4-2 健全化法下の地方財政研究 
 
健全化法下での事例研究には，⻄村・平岡・堀(2010)，柏⽊(2013)等がある26．⻄村・平

岡・堀(2010)は⽂献とヒアリング調査によって⼣張市の財政破綻プロセスを解明すること
で，地⽅財政統制システムとしての健全化法の課題を指摘している．柏⽊(2013)は，健全
化法下での早期健全化団体への転落を回避した⾚平市が，⾏政サービスの削減と住⺠負担
の増加，⼈件費削減，病院改⾰によって財政健全化に取り組んだことを明らかにしている
27． 

健全化法後には，地⽅財政の健全化効果を検証した研究が菅原(2013)，⽯川・⾚井(2015)
及び鷲⾒(2015)によって⾏われている．菅原(2013)は，関⻄地⽅の市町村を対象として，
実質公債費⽐率が制度変更前後で⽐較して改善したかどうかを検証し，2008 年度以降では
ほとんど改善させていないが，適⽤に⾄る過程では，財政状況に関係なく，多くの⾃治体
が実質収⽀⽐率を改善させたことを明らかにしている．  

また，⽯川・⾚井(2015)は将来負担⽐率と実質公債費⽐率がその早期健全化基準に近づ
くほど，早期健全化段階への移⾏を回避するために，地⽅⾃治体による繰上償還が実施さ
れることを，都市⾃治体データを⽤いて実証している．また，鷲⾒(2015)は 2008 年度か
ら 2012 年度までの市町村パネルデータを⽤いて，健全化判断⽐率が悪化した市町村の歳
⼊・歳出⾏動を分析し，早期健全化予備群（実質⾚字団体，連結⾚字団体及び実質公債費
⽐率が 18％以上 25％未満となった起債許可団体）と早期健全化団体では財政健全化を意
図した歳⼊確保と歳出削減が実施されたことを確認している． 

⾚井・⽯川(2019)は，健全化法と健全化判断⽐率が，地⽅⾃治体の⾃発的な財政健全化
を促す効果をもたらしたかどうかを検証し，連結⾚字⽐率，実質公債費⽐率，将来負担⽐
率が⾃発的な財政健全化を促す効果をもたらしたことを定量分析を通じて明らかにしてい
る．連結⾚字⽐率については，償還期限が 7 年に定められた公⽴病院特例債が病院特別会
計の資⾦不⾜額解消に対する⾃治体の健全化⾏動を促していることを実証している．実質
公債費⽐率については，実質公債費⽐率が⾼い⾃治体ほど，臨時財政対策債の償還財源の
先⾷い（基準財政需要額に算⼊される償還額よりも実際の償還額が⼤きい場合にそれを積
み⽴てずに他の歳出に充当すること）をせずに積み⽴てたり，繰上償還を積極的に⾏って
いるかどうかを検証した結果，実質公債費⽐率が⾼く，また満期⼀括償還⽅式を主に採⽤

                                                       
26 平嶋(2010)は 2008 年度決算に基づき，制度設計に携わった⽴場から健全化法の地⽅財政への影響に
ついて評価している． 
27 ⾚平市は，2007 年度決算では連結⾚字⽐率が 68.8％で財政再⽣基準（30％）を上回り，実質公債費⽐
率は 27.5％で早期健全化基準（25％）を上回ったが，2008 年度決算にはこれらの指標がすべて早期健全
化基準を下回り，早期健全化団体にも該当しなかった（連結⾚字⽐率は 13.1％，実質公債費⽐率は 22.6％）．
連結⾚字⽐率は，健全化法で導⼊された新しい指標であるため，財政運営に⼤きな制約を与える財政再
⽣基準は 3 年間（2009-11 年度）の経過的な基準（10〜5％引上げ）が設けられていたが，それを⼤きく
下回るほどに改善した． 
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している都道府県ほど，実質公債費⽐率を改善するために，臨時財政対策債の償還や財源
の積み⽴てを積極的に⾏うことを実証している．将来負担⽐率については，将来負担⽐率
が⾼い⾃治体ほど，第三セクター等改⾰推進債を発⾏し，⼟地開発公社の精算が積極的に
⾏われているかどうかを検証した結果，将来負担⽐率が⾼い⾃治体ほど，（第三セクター等
改⾰推進債の発⾏の有無に関係なく）積極的に⼟地開発公社を解散・精算する⾏動をとっ
たことを明らかにしている． 
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2-5 節 本研究の地方財政研究上の位置づけ 

 
ここでは，先⾏研究を踏まえて，本研究の地⽅財政研究上の位置づけを明らかにする．

海外での地⽅財政の⾮効率性に関する多様な研究蓄積に対して，⽇本では地⽅交付税制度
の財政規律弛緩効果を扱った研究が中⼼であり，海外ほどの蓄積はない．そこで，本研究
では，以下の 5 つの観点から地⽅財政の効率性に関する研究を発展させることを意図して
いる． 
 
①地⽅公共サービス⽔準の構築 

地⽅⾃治体の費⽤関数を推定するにあたり，地⽅サービス産出量に関するデータが必要
であり，それはまた投⼊データとリンクしている必要がある．しかし，実際には存在しな
いので，本研究では，地⽅サービス産出量の代理変数として，（2-25）式の通り，独⾃に地
⽅公共サービス⽔準を構築している．本研究で対象とした 5-6 分野28は普通建設事業費と
公債費を除く市町村歳出の 80%超をカバーしており，またウエイトは実際の歳出構成を反
映している．そのため，先⾏研究で⽤いられてきた指標よりも，確率フロンティア費⽤関
数の推定に⽤いる投⼊データと産出データの対応関係がより明確なものとなっている．し
たがって，本研究で推定した費⽤関数と⾮効率性要因分析の各パラメータは，わが国の先
⾏研究よりも信頼性の⾼い推計結果が得られていると判断できる． 
 
②地⽅財政における⾮効率の規模 

⾚井・佐藤・⼭下(2003)では，地⽅財政における⾮効率の規模として，経常経費の 6-9％
が浪費されていたと主張しているが，これは 1998 年度と 2000 年度のクロスセクション分
析の結果である．本研究では，公共サービス⽔準データの構築により，パネルデータ分析
を⽤いた確率フロンティア費⽤分析を可能としたことから，地⽅財政における⾮効率の規
模を包括的かつ正確に把握することが期待できる． 
 
③健全化法と地⽅財政の効率性 

健全化法下での地⽅財政の健全化⾏動を分析した菅原(2013)，⽯川・⾚井(2015)，鷲⾒
(2015)，⾚井・⽯川(2019)はいずれも，健全化法下で財政状況の悪化した⾃治体の健全化
判断⽐率の改善したこと等から，地⽅⾃治体の財政健全化⾏動が促進されたを主張してい
る．しかし，これら⼀連の研究では，健全化判断⽐率の改善が地⽅公共サービス供給の効

                                                       
28 地⽅公共サービス⽔準データは，分析期間と分析対象範囲（市区町村）によって，地⽅公共サービス
指標の⼊⼿可能データが異なるため，各章で個別に構築したものを⽤いる．第 3 章では 5 分野の 16 地⽅
公共サービス指標，第 4 章では消防費を含む 6 分野の 18 地⽅公共サービス指標，第 5 章と 7 章では 5 分
野の 18 地⽅公共サービス指標を⽤いている． 
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率性の改善を伴ったものであったかどうかについて検証が⾏われていない．そこで，第 3
章では，健全化判断⽐率が悪化した⾃治体ほど，地⽅公共サービス供給の効率性を改善さ
せたかどうかを確率フロンティア分析によって検証する． 
 
④地⽅交付税制度の財政規律弛緩効果 

⽇本では地⽅交付税制度の財政規律弛緩効果を扱った研究が中⼼であるが，本研究では，
さらに⼆つの観点から，地⽅交付税制度の財政規律の弛緩効果に関する研究を発展させる． 

第 1 に，合併⾃治体に対して，合併がなかった場合の普通交付税と合併後の普通交付税
のうち，⼤きいほうが分配される合併算定替を取り上げる．合併⾃治体は，本来ならば合
併算定替の特例期限切れに備えて，⼈⼝に関する規模の経済などを⽣かした歳出削減を積
極的に⾏うべきであるが，合併⾃治体の中には新たな財政⽀援措置を求める動きが⾒られ
た．これらの合併⾃治体は，合併算定替の延⻑や新たな財政措置による事後的財政補てん
を期待するあまり，⼈員削減，組織や公共施設の統廃合などに取り組まなかった恐れがあ
る．そのため，第 4 章では，平成の⼤合併で合併した市を対象として，合併算定替によっ
て増加した普通交付税が合併市の財政規律を弛緩させる効果を持ったかどうかを確率フロ
ンティア分析によって検証する． 

第 2 に，地⽅交付税制度の財政規律弛緩効果をストック⾯から取り上げる．将来負担⽐
率をみると，それがゼロ以下になった市区町村数は 2007 年度の 10.5％から 2017 年度で
は 38.8％まで増加している．また，2017 年度で都市財政全体を合算してみれば，将来負担
⽐率は 20％を下回り，町村全体では将来負担⽐率がマイナスになっているのが現状であ
る．そこで，第 5 章では，国が将来の普通交付税を通じて，負担することを制度的に担保
することによって，地⽅⾃治体の将来負担が⼤きく低下させている構造が，各⾃治体の財
政規律を弛緩させているかどうかを確率フロンティア分析によって検証する． 
 
⑤政治的要因と地⽅財政の効率性 

わが国では，地⽅⾃治体における政治環境が歳出⽔準や財政指標にいかなる影響を与え
たかに関する多くの研究蓄積があるが，地⽅財政の効率性への影響については分析が⾏わ
れていない．そこで，第 7 章では，市⻑選挙を対象として，市⻑選挙の結果や市⻑の属性
等が地⽅財政の効率性に与えた影響を確率フロンティア分析によって検証する．さらに，
政治要因と地⽅財政に関する本研究における本研究の新規性は，近年では市⻑選挙におい
ても 25％程度が無投票で当選者が決定されていることを考慮して，無競争状態ともいえる
政治環境が⾃治体財政の効率性に与える影響について分析している点にある．上述の通り，
政治的要因を扱った海外の⼀連の研究では，政治的競争や住⺠の政治参加の⾼まりが地⽅
政府の効率性を改善する結果が⽰されている．⽇本でもそれが⽀持されるならば，政治的
競争や住⺠の政治参加の機会を奪う無投票当選の常態化は地⽅財政の効率性改善の⼤きな
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障害となる．また，第 6 章では市⻑選挙における無投票当選の発⽣要因についてもマルチ
レベルロジット分析を通じて検証しており，無投票当選に関する実証研究は地⽅財政分野
においてこれまで存在していない． 
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第 3 章 地方財政健全化法と地方財政の効率性29 

 

3-1 節 はじめに 

 
⽇本経済がバブル崩壊以降の⻑期低迷に直⾯し，財政制約が⼀段と厳しさを増していく

なか，地⽅⾃治体の財政の健全化を促し，持続的な地⽅公共サービスの供給を可能とする
ことを⽬的に，「地⽅公共団体の財政の健全化に関する法律」（以下，健全化法）が 2007 年
6 ⽉に公布された． 

「地⽅財政再建促進特別措置法」（以下，旧再建法）下では，実質収⽀⽐率だけが財政状
況を判定する財政指標であり，ストック指標の悪化がただちに財政状況の悪化とは判定さ
れなかった．そのため，実質収⽀⽐率が悪化した⾃治体においても，収⽀尻の改善のため
に地⽅債発⾏や財政調整基⾦の取崩しによる財源確保が多⽤され，歳出削減や健全化を先
送りするインセンティブを与えていた．それに対して，健全化法下では，早期健全化段階
と健全化判断⽐率の導⼊によって，ストック⾯の財政状況の悪化は実質公債費⽐率や将来
負担⽐率の悪化として捉えられるようになった．そのため，特に財政状況が悪い地⽅⾃治
体ほど，旧再建法下と⽐較して，財政調整基⾦の取崩しや地⽅債発⾏による財源確保を抑
制し，歳出削減等を通じた地⽅公共サービス供給の効率化が求められるようになったと期
待される． 

2007 年度決算に基づく健全化判断⽐率の公表以降，健全化法下での健全化判断⽐率でみ
た地⽅⾃治体の財政健全化が著しく進んだ．健全化判断⽐率が早期健全化基準を上回った
⾃治体は，健全化法成⽴時の 2007 年度決算では 43 ⾃治体（うち再⽣基準以上が 3 ⾃治
体）存在したが，2008 年度決算では 22 ⾃治体（うち再⽣基準以上が 1 ⾃治体）に減少し，
2013 年度決算では財政再⽣団体である⼣張市のみとなった． 

このように，健全化法下での健全化判断⽐率でみた地⽅⾃治体の財政健全化が著しく進
んだものの，地⽅⾃治体の財政健全化⾏動が地⽅公共サービス供給の効率性の改善を伴っ
たものであったかどうかの検証が⾏われていない．そこで，本章では地⽅政府の公共サー
ビス供給の効率性に関する経済学的研究に基づいて，健全化法によって地⽅⾃治体の費⽤
効率性が改善したかどうかを検証する． 

本章の構成は以下の通りである．3-2 節では，旧再建法との⽐較から健全化法の特徴を
述べる．3-3 節では健全化法の下での地⽅財政状況と地⽅⾃治体の財政健全化策の実態を
明らかにする．3-4 節では健全化法による地⽅⾃治体の財政運営の効率化効果を検証する．
3-5 節では本章における結論と今後の課題を述べる． 
 

                                                       
29 本章は，鷲⾒(2015)と鷲⾒(2016)を加筆修正したものである． 
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3-2 節 地方財政再建法と地方財政健全化法 

 
3-2-1 旧財政再建法と実質収支比率の問題点 

 
地⽅財政は，地⽅財政計画を通じて，地⽅交付税や地⽅債による財源が保障されるため，

本来，個々の地⽅⾃治体において，実質収⽀が⾚字になるということは想定されていない．
しかし，旧再建法下で，1975 年度（昭和 50 年度）以降でみれば，実際には 1975 年度の
豊前市と⽵⽥市から 2006 年度の⼣張市まで 17 市町が再建団体となった． 

旧再建法では，財政再建団体の適⽤が判断される財政指標は実質収⽀⽐率のみであった．
それは以下のように定義される． 

実質収⽀   ＝ 歳⼊−歳出−翌年度へ繰り越すべき財源  (3-1) 
実質収⽀⽐率 ＝ 実質収⽀／標準財政規模    (3-2) 

 
実質収⽀とは，普通会計の歳⼊歳出差額である形式収⽀から，翌年度へ繰り越すべき財

源30を控除した額をいう．これは，当該年度に属すべき収⼊と⽀出の実質的な差額を意味
している．実質収⽀の標準財政規模31に対する⽐率を定義したものが，実質収⽀⽐率であ
る．旧再建法下では，実質収⽀⽐率が都道府県の場合には 5％以上の⾚字，市町村の場合
には 20％以上の⾚字となった⾃治体に旧再建法が適⽤された．  

旧再建法とその財政指標である実質収⽀⽐率は，以下の 3 点から，地⽅⾃治体に財政健
全化を先送りするインセンティブを与えていた． 

第 1 に，実質収⽀は，フローの概念であり，実質収⽀の帳尻を合わせることによって，
表⾯上，収⽀の悪化を回避することができる．(3-1)式から，実質収⽀を改善するには，歳
⼊を増加させるか，歳出を減少させるしかない．しかし，歳出削減や税収増を図らなくて
も，地⽅債を発⾏したり，基⾦を取崩したりするによって，歳⼊が増加し，実質収⽀は改
善する．しかし，地⽅債発⾏は，負債の増加であり，基⾦の取崩は資産の減少であるにも
かかわらず，こうしたストック⾯での財政状況の悪化が指標に反映されることがなかった
ため，操作が可能であった． 

第 2 に，旧再建法では，対象となる会計が普通会計のみであり，他の特別会計等との会
計操作によって，普通会計の財政状況をみかけ上良くすることが可能であった． 

第 3 は，財政再建が先送りされてしまうという問題である．旧再建法では，⾚字団体が
財政健全化を⾏うには 2 つの⽅法があった．⼀つは⾃⼒で⾚字を解消しようとするもので

                                                       
30 翌年度へ繰り越すべき財源とは，継続費逓次繰越，繰越明許費繰越，事故繰越，事業繰越，⽀払い繰
延に伴い翌年度へ繰り越すべき財源のことである． 
31 標準財政規模とは，税収⼊額等に普通交付税を加算した額のことである． 
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あり（⾃主再建），もう⼀つは「地⽅財政再建促進特別措置法」32を準⽤して再建を⾏うも
のである（準⽤再建）．⾃主再建の場合，法律による優遇措置や国の財政措置が全く受けら
れないものの，地⽅債の発⾏が制限される以外は国などからの制約が課されない．⼀⽅，
準⽤再建団体となる場合は，財政再建計画を策定し，総務⼤⾂の同意を得て，国の指導・
監督のもとに計画を実施することになる．具体的には，住⺠税等について標準税率を超え
て課税するなどの歳⼊増計画，職員の整理や給与⽔準の引き下げ，地⽅⾃治体が独⾃に⾏
っている事業の縮⼩や廃⽌などの歳出削減計画を含まなければならない．⾃主再建と準⽤
再建のどちらを選択するかは，地⽅⾃治体の判断に任されていたために，財政再建団体に
なると，これまでの財政運営の⾃由度が維持できなくなることから，⾃治体にはこれを回
避しようとするインセンティブが働いていたと考えられる．その結果，⼣張市等のように
財政再建が先送りされ，財政状況がさらに悪化するという事態を招いた． 

図表 3-1 には，1975 年度以降の財政再建団体とその財政再建期間及び実質収⽀⽐率を⽰
している． 

  
図表 3-1 財政再建団体の財政再建期間と実質収⽀⽐率 

 
（注）⼣張市の（ ）の数字は計画． 
（資料）鷲⾒・中村(2003)，⼣張市「財政再建計画」より作成. 

 

                                                       
32 「地⽅財政再建促進特別措置法」（1955 年）は深刻な財政危機に直⾯した地⽅⾃治体を救済する⽬的
で制定されたため，旧財政再建制度には，事後的な救済策の⾊彩が強い． 

再建開始 再建終了 再建期間

年度 年度 期間（年） 開始年度 終了年度
福岡県 豊前市 1975 1978 4 -29.4 2.6
大分県 竹田市 1975 1978 4 -17.2 2.2
山口県 下松市 1976 1982 7 -75.8 9.3
福岡県 犀川町 1976 1982 7 -80.7 4.2
山形県 米沢市 1976 1981 6 -59.6 6.5
福岡県 行橋市 1976 1979 4 -19.0 6.9
新潟県 中条町 1976 1979 4 -33.8 5.8
和歌山県 高野口町 1977 1982 6 -44.9 2.0
三重県 上野市 1977 1982 6 -41.8 3.8
愛媛県 小田町 1978 1985 8 -113.3 7.4
三重県 紀伊長島町 1978 1982 5 -53.3 4.0
和歌山県 広川町 1979 1989 11 -100.7 0.1
福岡県 金田町 1981 1987 7 -95.9 0.0
福岡県 方城町 1982 1991 10 -13.3 2.4
福岡県 香春町 1985 1991 7 -77.8 5.4
福岡県 赤池町 1991 2000 10 -127.7 6.6

6.6 -61.5 4.3
北海道 夕張市 2006 (2024) (19) -791.1 -

実質収支比率
都道府県 市町村

平均
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図表 3-1 によれば，⼣張市を除く 16 市町の再建期間は平均 6.6 年で，最⼤が 11 年，最
⼩が 4 年であった．財政再建開始時の実質収⽀⽐率の平均値は 61.5％の⾚字であり，最⼤
値が 127.7％の⾚字であることから，⾚字拡⼤がかなり進んだ状態で財政再建団体の申請
が⾏われてきたことを⽰している33．  
 

3-2-2 旧再建法と健全化法の制度比較 
 
図表 3-2 は，財政指標，対象範囲，健全化の仕組み，情報開⽰という観点から，旧再建

法と健全化法を⽐較したものである．旧再建法の問題に対して，健全化法では，以下のよ
うな変更がなされた． 
 

図表 3-2 旧再建法と健全化法の⽐較 
 旧再建法 健全化法 

財政指標 

・ 会計間操作によって，財政指標の

正確性を担保できない 

・ 実質収支比率のみの指標で，スト

ックベースの指標がない 

 健全化判断比率の 4 指標を導入 

 ストック指標の将来負担比率の導

入 

対象範囲 
・ 普通会計のみが対象で，公営企業

会計等が対象とならない． 

 健全化判断比率ごとに一般会計，

特別会計，公社・三セクを連結 

健全化の 
仕組み 

・ 再建団体適用の基準しかなく，早

期是正機能がない 

・ 再建を促進する手段が限定的 

 自主的な改善努力による早期是正

のために，早期健全化段階と再生

段階の 2 段階を導入 

情報開⽰ 
 早期の是正・再生という観点から

の情報開示が不十分 

 監査委員の監査，議会報告，住民へ

の公表を義務化，情報開示徹底 

  （資料）総務省「地⽅公共団体の財政の健全化」を参考に作成． 

 
第 1 に，財政状況を判断する指標として，実質収⽀⽐率に加えて，連結実質収⽀⽐率，

実質公債費⽐率，ストック指標として将来負担⽐率が導⼊され，フローとストック両⾯か
ら地⽅⾃治体の財政状況が把握されるようになった．健全化下では，これらは健全化判断
⽐率と呼ばれる34．  

第 2 に，連結の範囲が，普通会計から，すべての特別会計，地⽅公社や第三セクターま
で拡⼤された． 

                                                       
33 ⽵⽥市，⾏橋市及び福岡県⽅城町では，開始年度の実質収⽀⽐率が 25％の⾚字を下回っているが，こ
のうち，福岡県⽅城町は再建開始の前年度は 38.7％の⾚字，2 年前は 127.5％の⾚字である． 
34 地⽅公営企業には，資⾦不⾜⽐率が導⼊され，経営健全化の仕組みが設けられた． 
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これらの変更によって，実質収⽀の操作は，ストック⾯での財政状況の悪化として，会
計間の操作も財政状況の悪化として報告され，明るみに出ることとなった．  

第 3 に，財政再建が先送りされてしまうという問題に対して，財政再⽣基準の前に，早
期是正基準が導⼊され，健全化判断⽐率のうち，１つでも早期健全化基準を超えれば，「財
政健全化計画」（以下，「健全化計画」とする）を策定する義務と実施状況を毎年度議会に
報告・公表の義務が課され，健全化計画の下で財政健全化が図られることになった．また，
１つでも再⽣基準を超えれば，「財政再⽣計画」（以下，「再⽣計画」とする）を策定する義
務と実施状況を毎年度議会に報告・公表の義務が課され，再⽣計画の下で財政健全化が図
られることになった．「再⽣計画」は総務⼤⾂の同意がない場合には，災害復旧事業等を除
き，起債の制限がかかるが，同意がある場合には，収⽀不⾜額を振り替えるための償還年
限が計画期間内である地⽅債（再⽣振替特例債）の起債が許可される．このように，健全
化法は，地⽅⾃治体に対して，実質収⽀の帳尻を合わせるような⾏動を無意味なものにし
て，財政健全化へのインセンティブを与えたと考えられる． 

さらに，健全段階においても，健全化判断⽐率について，監査委員による審査や議会へ
の報告，住⺠への公表が義務化された．特に，監査委員という第三者の審査を受ける仕組
みの導⼊は，より財政健全化を促進するものと期待される． 
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3-3 節 地方財政健全化法下での地方財政状況 

 
3-3-1 健全化判断比率 

 
2007 年度決算の健全化判断⽐率が公表されて以降，地⽅⾃治体の財政状況は期待通り健

全化したのだろうか．健全化判断⽐率から，地⽅⾃治体の財政状況の変化を確認する． 
 

(a) 実質⾚字⽐率 
実質⾚字⽐率は，以下の通り定義される． 

実質⾚字⽐率 ＝実質収⽀⾚字 ／ 標準財政規模  (3-3) 
 
財政健全化法に基づく実質⾚字⽐率は，⼀般会計と⼀部の特別会計を合わせた⼀般会計

等の実質収⽀の標準財政規模に対する⽐率である．したがって，旧再建法下での普通会計
ベースでの実質収⽀⽐率とはわずかな違いがある．健全化法では，実質収⽀⽐率は実質⾚
字⽐率として，⾚字が存在する⾃治体のみが公表の対象となる．早期健全化基準と再⽣基
準は，それぞれ道府県が 3.75％と 5％の⾚字，市町村は 11.25-15％35と 20％の⾚字である．
ただし東京都は別に設定されている． 

 
(b) 連結実質⾚字⽐率 

連結実質⾚字⽐率は，以下の通り定義される． 
連結実質⾚字⽐率 ＝連結実質収⽀⾚字 ／ 標準財政規模 （3-4） 

 
連結実質収⽀⽐率と実質収⽀⽐率との違いは，連結する会計の範囲であり，連結実質⾚

字とは⼀般会計の実質収⽀⾚字とすべての特別会計の実質収⽀⾚字とを連結したものであ
る．連結実質収⽀の改善のためには，⼀般会計と特別会計の実質収⽀の改善が必要である．
連結実質収⽀⽐率も連結⾚字⽐率として公表され，早期健全化基準と再⽣基準は，それぞ
れ道府県が 8.75％と 10％の⾚字，市町村は 16.25-25％と 30％の⾚字である． 

 
(c) 実質公債費⽐率 

実質公債費⽐率は，以下の通り定義さる．  
 実質公債費⽐率 ＝{ (A＋B)−(C＋F) }／{ E−F }  (3-5) 
 

                                                       
35 標準財政規模に応じて異なる．連結⾚字⽐率についても同様である． 
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 A：地⽅債の元利償還⾦  B：準元利償還⾦36  C：特定財源   
 E：標準財政規模 
 F：元利償還⾦・準元利償還⾦に係る基準財政需要額算⼊額 
 
実質公債費⽐率には，⼀般会計の公債費負担に加えて，特別会計，⼀部事務組合，広域

連合の公債費のうち，⼀般会計が負担したものが連結される．早期健全化基準と再⽣基準
は，それぞれ都道府県，市町村共に 25％，35％であり，3 年度間の平均値が⽤いられる． 

 
(d) 将来負担⽐率 
 将来負担収⽀⽐率は，以下の通り定義される． 
 将来負担⽐率 ＝{ A−(B＋C＋D) }／{ E−F }  (3-6) 
 
 A：将来負担額37  B：充当可能基⾦額  C：特定財源⾒込額 
 D：地⽅債残⾼等に係る基準財政需要算⼊⾒込額 
 E：標準財政規模 
 F：元利償還⾦・準元利償還⾦に係る基準財政需要額算⼊額 
 
⼀般会計が抱える地⽅債残⾼に加えて，特別会計，⼀部事務組合・広域連合，地⽅公社，

第三セクター等が抱える債務のうち，⼀般会計が負担するものが連結される．早期健全化
基準は都道府県及び政令市が 400％，市町村は 350％である．再⽣基準は設けられていな
い． 

ただし，(3-5)と(3-6)式が⽰すように，元利返済額が後年度の基準財政需要額に⼀部ま
たは全部算⼊される地⽅債は，実質公債費⽐率と将来負担⽐率に⼀部かあるいはまったく
影響しない． 

 
3-3-2 健全化判断比率から見た地方財政状況 

 
(1) 都道府県財政 

図表 3-3 より，都道府県の健全化判断⽐率の推移を⾒ると，実質⾚字⽐率については，
2007 年度に⼤阪府のみが実質⾚字団体であったが，それ以降は⾚字団体すら発⽣していな

                                                       
36 満期⼀括償還地⽅債の 1/30 年分の償還額，⼀般会計から他会計への繰出⾦のうち公営企業債の償還に
充てたと認められるもの，組合等への負担⾦・補助⾦のうち組合等の地⽅債の償還財源に充てたと認め
られるもの等が含まれる． 
37 ⼀般会計の地⽅債残⾼，債務負担⾏為に基づく⽀出予定額，特別会計の地⽅債の元利償還や組合の地
⽅債の元利償還のうち⼀般会計から繰り出される予定の債務残⾼，公社や三セクの債務のうち⼀般会計
の負担⾒込額，連結実質⾚字額等を含む． 
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い．連結実質⾚字⽐率は，個別の特別会計で実質⾚字が発⽣する団体は存在するものの，
連結⾚字団体は⼀度も発⽣していない．  

実質公債費⽐率は，早期健全化基準（25％）を超える⾃治体は存在しないが，18%以上
25％未満の起債許可団体は，2007 年度の 2 ⾃治体（北海道と兵庫県）から 2011 年度には
7 ⾃治体（北海道，⻘森県，富⼭県，岐⾩県，⼤阪府，兵庫県，徳島県）に増加したが，そ
の後徐々に減少して，2018 年度には 1 ⾃治体（北海道）のみとなった．18％を下回る健全
団体の平均値を⾒ると，2007 年度の 13.7％から 2011 年度には 14.3％に増加するが，2018
年度には 11.5％に低下していることから，近年では財政が健全な⾃治体においてもさらに
健全化が進んでいる． 

将来負担⽐率は，早期健全化基準を超える⾃治体は発⽣していない．平均値も 2007 年
度の 235.1%から 2011 年度の 214.9%へと 20.1％ポイント低下し，さらに 2018 年度には
188.3％へと 26.6％ポイント低下していることから，近年，特に健全化が進んでいる． 
 
(2) 市区町村財政 

図表 3-4 より，市区町村の健全化判断⽐率の推移を⾒ると，実質⾚字⽐率については，
2007 年度に早期健全化基準を上回ったのが守⼝市，再⽣基準を上回ったのが⼣張市で，健
全化法が適⽤された 2008 年度では早期健全化基準を上回ったのが御所市，再⽣基準を上
回ったのが⼣張市であったが，2009 年度以降は発⽣していない．⼣張市は標準財政規模の
700％超の実質⾚字を抱えていたが「再⽣計画」に基づく再⽣振替特例債の発⾏により実質
⾚字が解消されている．実質⾚字団体数は 2007 年度の 21 ⾃治体から徐々に減少し，2012
年度以降は 0 から 3 の間に収まっている． 

連結実質⾚字⽐率は，2007 年度に早期健全化基準を上回ったのが 9 市村（留萌市，美唄
市，北海道積丹町，⿊⽯市，⻘森県⼤鰐町，泉⼤津市，守⼝市，泉佐野市，和歌⼭市），再
⽣基準を上回ったのが 2 市（⼣張市と⾚平市）で，健全化法が適⽤された 2008 年度では
早期健全化基準を上回ったのが泉佐野市，再⽣基準を上回ったのが⼣張市であったが，
2009 年度以降は発⽣していない．⼣張市は標準財政規模の 700％超の実質⾚字を抱えてい
たが「再⽣計画」に基づく再⽣振替特例債の発⾏により連結実質⾚字が解消されている．
連結実質⾚字団体数は 2007 年度の 21 ⾃治体から徐々に減少し，2012 年度以降は 0 から
3 の間に収まっている． 

実質公債費⽐率は，2007 年度に早期健全化基準(25%)を上回ったの 31 市町村，再⽣基
準(35%)を上回ったのは 2 市村（⼣張市，⻑野県王滝村）であり，健全化法が適⽤された
2008 年度では早期健全化基準を上回ったのが 19 市町村，再⽣基準(35%)を上回ったのは
⼣張市であったが，早期健全化団体は着実に減少し，2010 年度の 3 町村（北海道洞爺湖
町，沖縄県座間味村，沖縄県伊是名村）となり，2011 年度以降は発⽣していない．再⽣団
体は 2008 年度以降⼣張市のみである．また，18%以上 25％未満の起債許可団体は，2007
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年度には市区町村全体の 22.2％にあたる 401 市町村存在し，2008 年度には 376 市町村に
減少し，2018 年度には 7 市町村（⿊⽯市，⻘森県東通村，宮津市，篠⼭市，兵庫県上郡町，
奈良県河合町，⼟佐清⽔市）まで減少した．18％を下回る健全団体の平均値を⾒ると，2007
年度の 12.3％から低下して，2018 年度には 7.3％に低下していることから，近年では財政
が健全な⾃治体においてもさらに健全化が進んでいる． 

将来負担⽐率は，2007 年度に早期健全化基準(政令指定都市 400%，市区町村 350％)を
上回ったの 5 市町（⼣張市，⻘森県鰺ケ沢町，⻘森県⼤鰐町，泉佐野市，淡路市），健全化
法が適⽤された 2008 年度では早期健全化基準を上回ったのが 3 市町（⼣張市，⻘森県⼤
鰐町，泉佐野市）であったが，早期健全化団体は着実に減少し，2013 年度以降は⼣張市の
みとなった．早期健全化基準を下回る健全団体の平均値を⾒ると，2007 年度の 117.8％か
ら低下して，2018 年度には 57.6％に低下している．特に，将来負担⽐率がゼロ未満（実質
的に将来負担が存在しない）の市区町村も 2007 年度の 190 市区町村（全市区町村の 10.5％），
2008 年度の 230 市区町村（全市区町村の 12.8％）から，2018 年度には 40.7％にあたる
708 市区町村まで増加した．このことから，ストック⾯でみても近年では市区町村財政の
健全化が進んでいる． 
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図表 3-3 健全化判断⽐率に基づく都道府県の財政状況 

 
（注 1）「健全団体」は早期健全化基準未満の都道府県である． 
（注 2）「将来負担⽐率」の「0 未満」は将来負担⽐率がゼロ未満になった都道府県である． 
（資料）「健全化判断⽐率・資⾦不⾜⽐率の概要」（各年度版）により作成． 

  

年度 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

比率％ 0.02 - - - - - - - - - - -

団体数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（割合） (2.1%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

比率％ - - - - - - - - - - - -

団体数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（割合） (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

比率％ - - - - - - - - - - - -

団体数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（割合） (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

比率％ - - - - - - - - - - - -

団体数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（割合） (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

比率％ - - - - - - - - - - - -

団体数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（割合） (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

比率％ - - - - - - - - - - - -

団体数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（割合） (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

比率％ 21.0 20.4 21.1 20.4 19.9 19.3 20.0 19.8 20.2 19.5 19.7 20.9

団体数 2 3 4 6 7 6 4 4 3 3 2 1

（割合） (4.3%) (6.4%) (8.5%) (12.8%) (14.9%) (12.8%) (8.5%) (8.5%) (6.4%) (6.4%) (4.3%) (2.1%)

比率％ - - - - - - - - - - - -

団体数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（割合） (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

比率％ - - - - - - - - - - - -

団体数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（割合） (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

比率％ 13.7 13.5 13.7 14.0 14.3 14.2 14.0 13.6 13.1 12.3 11.8 11.5

団体数 45 44 43 41 40 41 43 43 44 44 45 46

（割合） (95.7%) (93.6%) (91.5%) (87.2%) (85.1%) (87.2%) (91.5%) (91.5%) (93.6%) (93.6%) (95.7%) (97.9%)

比率％ - - - - - - - - - - - -

団体数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（割合） (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

比率％ 235.1 234.8 235.6 218.7 214.9 208.4 200.9 192.3 184.4 186.2 188.5 188.3

団体数 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47

（割合） (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

健全団体 団体数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0未満 （割合） (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

都道府県数 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47

実
質
赤
字
比
率
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結
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字
比
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質
公
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図表 3-4 健全化判断⽐率に基づく市区町村の財政状況 

 
（注 1）「健全団体」は早期健全化基準未満の市町村である． 
（注 2）「将来負担⽐率」の「0 未満」は将来負担⽐率がゼロ未満になった市町村である． 
（資料）「健全化判断⽐率・資⾦不⾜⽐率の概要」（各年度版）により作成． 

  

年度 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

比率％ 5.2 5.0 4.1 3.9 2.3 - 1.0 - - - 4.2 0.0

団体数 21 17 13 8 2 0 2 0 0 0 3 1

（割合） (1.2%) (0.9%) (0.7%) (0.5%) (0.1%) (0.0%) (0.1%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.2%) (0.1%)

比率％ 13.6 16.3 - - - - - - - - - -

団体数 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（割合） (0.1%) (0.1%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

比率％ 730.7 703.6 - - - - - - - - - -

団体数 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（割合） (0.1%) (0.1%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

比率％ 6.8 7.2 6.0 4.0 3.5 3.1 3.1 1.5 - - 7.1 -

団体数 60 37 31 17 9 7 6 1 0 0 1 0

（割合） (3.3%) (2.1%) (1.8%) (1.0%) (0.5%) (0.4%) (0.3%) (0.1%) (0.0%) (0.0%) (0.1%) (0.0%)

比率％ 27.5 26.4 - - - - - - - - - -

団体数 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（割合） (0.5%) (0.1%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

比率％ 739.5 705.7 - - - - - - - - - -

団体数 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（割合） (0.1%) (0.1%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

比率％ 20.6 20.4 20.0 19.9 19.6 19.5 19.6 19.7 19.6 19.8 19.3 19.7

団体数 401 376 290 165 106 56 36 24 16 11 12 7

（割合） (22.2%) (20.9%) (16.6%) (9.5%) (6.1%) (3.2%) (2.1%) (1.4%) (0.9%) (0.6%) (0.7%) (0.4%)

比率％ 27.3 27.8 26.9 25.7 - - - - - - - -

団体数 31 19 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0

（割合） (1.7%) (1.1%) (0.6%) (0.2%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

比率％ 40.6 42.1 36.8 42.8 40.9 40.0 47.2 61.0 76.3 76.8 73.5 71.8

団体数 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

（割合） (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%)

比率％ 12.3 12.1 11.8 11.4 10.8 10.1 9.4 8.6 8.0 7.4 7.3 7.3

団体数 1,376 1,402 1,448 1,577 1,635 1,685 1,704 1,716 1,724 1,729 1,728 1,733

（割合） (76.0%) (78.0%) (82.7%) (90.3%) (93.9%) (96.7%) (97.9%) (98.6%) (99.0%) (99.3%) (99.3%) (99.5%)

比率％ 560.5 650.0 610.2 652.8 628.1 584.1 748.7 724.4 632.4 594.2 516.2 440.2

団体数 5 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1

（割合） (0.3%) (0.2%) (0.2%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%)

比率％ 117.8 109.3 98.3 84.7 77.3 71.9 66.7 66.0 61.6 60.4 59.0 57.6

団体数 1,615 1,565 1,494 1,419 1,334 1,252 1,188 1,142 1,099 1,068 1,066 1,032

（割合） (89.2%) (87.0%) (85.4%) (81.3%) (76.6%) (71.9%) (68.2%) (65.6%) (63.1%) (61.3%) (61.2%) (59.3%)

健全団体 団体数 190 230 253 325 406 488 552 598 641 672 674 708

0未満 （割合） (10.5%) (12.8%) (14.5%) (18.6%) (23.3%) (28.0%) (31.7%) (34.3%) (36.8%) (38.6%) (38.7%) (40.7%)

市区町村数 1,810 1,798 1,750 1,746 1,742 1,742 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741
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3-3-3 早期健全化基準を上回った 46 自治体の財政健全化 
 

図表 3-5 は，2007 年度決算で早期健全化基準を上回った 43 ⾃治体に，2008 年度決算で
新たに早期健全化基準を上回った 3 ⾃治体を加えた 46 ⾃治体の健全化判断⽐率の状況，
早期健全化・再⽣期間及び国による財政⽀援策の有無を⽰している．2008 年度決算に基づ
いて，「健全化計画」と「再⽣計画」を策定したのは 47.8％にあたる 22 ⾃治体であった．
2007 年度決算と 2008 年度決算で早期健全化基準を上回った 46 ⾃治体のうち，実質⾚字
⽐率は 4.3％の 2 ⾃治体，将来負担⽐率は 10.9％で 5 ⾃治体，連結⾚字⽐率は 23.9％の 11
⾃治体，実質公債費⽐率が最⼤の 71.7％で 33 ⾃治体存在した． 

46 ⾃治体のうち 19 ⾃治体が 2011 年度までに，あらたに 3 ⾃治体が 2014 年度までに
健全化を完了し，そのうち 9 ⾃治体が計画期間を前倒して完了した38．この 21 ⾃治体で
は，図表 3-5 にあるように，財政健全化の完了までに要した実際の平均年数は，平均計画
期間 3.3 年に対して 2.1 年であり，1.1 年短縮された． 

このような健全化判断⽐率の改善が実現した要因は何であったのか．ここでは，寄与度
分析を通じて明らかにする．健全化法下では，地⽅⾃治体は健全化判断⽐率を重視して財
政運営を⾏うことが求められる．⾃治体が健全化判断⽐率を改善する⽅法は，定義式より，
分⼦である実質⾚字，公債費負担及び将来負担を削減するか，公債費負担や将来負担に充
当される交付税算⼊額や基⾦を増加させるか，分⺟である標準財政規模が拡⼤するかのい
ずれかである．  

図表 3-6 は，46 ⾃治体の実質公債費⽐率と将来負担⽐率の 2007 年度から 11 年度まで
の変化と分⼦と分⺟それぞれの変化率とその変化要因（寄与度の平均値）を⽰している．
上述の通り，2007 年度から 11 年度までに 22 ⾃治体のうち 19 ⾃治体が健全化を完了し，
健全化判断⽐率が著しい改善を⾒せたため，この期間を対象にしている．また，図表 3-7
は早期健全化基準を上回った 22 ⾃治体の健全化計画の「実施状況報告」，「財政健全化完
了報告」により，財政健全化策とその実施状況をまとめたものである． 

まず，図表 3-6(1)の通り，46 ⾃治体の実質公債費⽐率（平均値）は，この期間に 25.2%
から 18.6%へと 6.5％ポイント改善した．その改善要因のうち，分⼦の「公債費負担」は
18.6%減少し，実質公債費⽐率の改善に作⽤した．その変化要因を分析すると，18.6%の改
善に対して，元利償還⾦と準元利償還⾦の減少が合わせて 36.5％ポイント分改善に寄与し
た．実質公債費⽐率が早期健全化基準を上回った 34 ⾃治体（再⽣基準を上回った 2 市を
除く）では，元利償還⾦と準元利償還⾦の減少がさらに⼤きく，分⼦の改善に 49.9％ポイ
ント寄与した．  

                                                       
38 ⼤鰐町は 2010 年度決算以降，実質公債費率が早期健全化基準を下回ったが，「健全化計画」において，
2013 年度から 20 年度までの期間に早期健全化基準を上回ることが⾒込まれているため計画未完了とし
ている． 
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つぎに，図表 3-6(2)の通り，46 ⾃治体の将来負担⽐率（平均値）は，この期間に 257.9%
から 140.8%へと 117.1％ポイント改善した．分⼦の「将来負担」は 54.4%減少し，将来負
担⽐率の改善に作⽤した．その変化要因を分析すると，分⼦ 54.4%の改善に対して，総将
来負担額計の減少が 66.4％ポイント分改善に寄与した⼀⽅で，充当可能財源等計が減少し
て 12.0％ポイント分悪化に寄与した39．図表 3-6(2)の通り，総将来負担額計の減少には，
①⼀般会計等に係る地⽅債現在⾼の減少が最も⼤きく 40.9％ポイント寄与した．このうち，
早期健全化基準上回った 5 ⾃治体よりも早期健全化基準を下回った 41 ⾃治体のほうが，
分⼦の減少率が⼤きく，総将来負担額が最も⼤きく改善に寄与している．これには，5 町
村（北海道中頓別町，⻘森県⻄⽬屋村，福島県双葉町，⻑野県平⾕村，⻑野県根⽻村）で
2011 年度までに将来負担⽐率がゼロ未満になっていることも影響している．このうち，中
頓別町と双葉町は 2010 年度まで早期健全化団体であり，公債費負担⽐率が早期健全化基
準を下回った翌年度には将来負担⽐率がゼロ未満となり，実質的な将来負担がないという
財政状況になっている40．また，連結実質⾚字⽐率が早期健全化基準以上の⾃治体では，分
⼦ 27.7％の減少のうち，⑦連結⾚字額の減少が最⼤で 19.2％ポイント分改善に寄与してい
る． 

寄与度分析から，実質公債費⽐率と将来負担⽐率の改善には，公債費負担（元利償還⾦
と準元利償還⾦）と将来負担額の削減が⼤きく寄与したことが明らかである．これらの裏
付けとして，図表 3-7 より，早期健全化団体と再⽣団体を経験した 22 ⾃治体の財政健全
化策を⾒ると，その 6 割弱程度の⾃治体で地⽅税，使⽤料・⼿数料，資産売却収⼊による
歳⼊確保が実施され，歳出削減では⼈件費の削減が 8 割程度，投資的経費の削減は 5 割程
度で実施されたことが確認できる．ただし，将来負担の削減には国の財政⽀援策が⼀定程
度作⽤したとみなすことができる．具体的には，実質公債費⽐率と地⽅債（⼀般会計債，
公営企業債）の⾦利⽔準が実施要件41とされた「公的資⾦補償⾦免除繰上償還42」（補償⾦

                                                       
39 充当可能財源等計は，⑨充当可能基⾦が増加したものの，それ以上に⑪基準財政需要額算⼊⾒込額が
減少したために，分⼦の悪化に寄与した． 
40 北海道中頓別町は 2007 年度の実質公債費⽐率が 28.8％で早期健全化基準を上回り，将来負担⽐率が
128.9％であった．将来負担⽐率はさらに 2011 年度から 0％未満になり，2011 年度は-5.0％になった．
⻘森県⻄⽬屋村は 2007 年度の実質公債費⽐率が 26.8％で早期健全化基準を上回り，将来負担⽐率が
120.0％であった．将来負担⽐率はさらに 2010 年度から 0％未満になり，2011 年度は-67.2％になった．
福島県双葉町は 2007 年度の実質公債費⽐率が 30.1％で早期健全化基準を上回り，将来負担⽐率が
207.3％であった．将来負担⽐率はさらに 2011 年度から 0％未満になり，2011 年度は-57.9％になった．
⻑野県平⾕村は 2007 年度の実質公債費⽐率が 26.6％で早期健全化基準を上回り，将来負担⽐率が 56.8％
であった．将来負担⽐率はさらに 2009 年度から 0％未満になり，2011 年度は-81.0％になった．⻑野県
根⽻村は 2007 年度の実質公債費⽐率が 25.7％で早期健全化基準を上回り，将来負担⽐率が 55.9％であ
った．将来負担⽐率はさらに 2009 年度から 0％未満になり，2011 年度は-76.7％になった． 
41 2007 年度から 09 年度までの期間は，実質公債費⽐率が 18％以上の団体は⾦利 5％以上の地⽅債，実
質公債費⽐率が 15％以上の団体は⾦利 6％以上の地⽅債，実質公債費⽐率が 15％未満であるが経常収⽀
⽐率が 85％以上もしくは財政⼒指数が 0.5 以下等の団体は⾦利 7％以上の地⽅債が対象となった． 
42 財務省「地⽅向け財政融資資⾦の繰上償還に係る補償⾦免除」によれば，地⽅⾃治体の厳しい財政事
情を考慮して，1992 年 5 ⽉ 31 ⽇までの貸し付けられた⾦利 5％以上の地⽅債に対して，当初は 2007 年
度から 09 年度までの臨時特例措置として，⾏政改⾰（歳⼊確保や歳出削減）の実施等を条件に財政融資
資⾦の貸付⾦の⼀部について補償⾦を免除した繰上償還が認められた．2007 年度から 09 年度までの 3
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免除繰上償還）についてみると，2007 年度から 12 年度までの 6 年間に 1,591 市町村が実
施し，地⽅財政全体の繰上償還額は 3 兆 8,283 億円で補償⾦免除相当額は 8,923 億円に上
っている．これは，図表 3-5 の財政⽀援策に⽰した通り，46 ⾃治体のうち 44 ⾃治体で確
認でき，さらに図表 3-7 では早期健全化団体と再⽣団体を経験した 22 ⾃治体のすべてで
実施が確認できる．また図表 3-5 の財政⽀援策には，連結⾚字⽐率が悪化した⾃治体での
公⽴病院特例債（病院特例債）43の発⾏が確認できる．46 市町村のうち 9 市町が病院特例
債を発⾏しており，そのうち連結⾚字団体は兵庫県⾹美町を除く 8 市町であり，さらにそ
のうち早期健全化基準を上回っていた市町は⻘森県鰺ヶ沢町を除く 7 市町であった44．
2008 年度に限り発⾏が認められた公⽴病院特例債は，病院会計の資⾦不⾜額を連結実質⾚
字⽐率の算定から外すことで，連結実質⾚字を抱えた⾃治体が早期健全化団体や財政再⽣
団体への転落を回避するうえで⼤きな影響を与えたといえる．また，連結実質⾚字額は将
来負担⽐率の分⼦である将来負担額の構成項⽬（図表 3-6 の(2)⑦連結実質⾚字額）である
ため，将来負担⽐率の引き下げにも貢献した45．このように，実質連結⾚字，公債費負担及
び将来負担の削減の⼀部はこれらの国の財政⽀援策によって実現したものといえる． 

この点以外にも，⾃治体が抱える総将来負担額（①から⑧の合計額）のうち，国が交付
税措置（⑪基準財政需要額算⼊⾒込額）を通じて負う割合，つまり，基準財政需要額算⼊
⾒込額の総将来負担額に占める割合を算出すると，46 ⾃治体の平均値は 53.0％，最⼤値は
73.5％，最⼩値は 11.4％である46．このように，⾃治体が抱える総将来負担額のうち，平
均で半分強程度が国が将来の負担を約束することによって健全化判断⽐率の改善がなされ
ている．この点は第 5 章において詳細に取り上げる． 

  

                                                       
年間で累計 1,500 市町村が補償⾦免除繰上償還を実施し，地⽅財政全体の 3 年間の繰上償還額は 3 兆
2,320 億円で補償⾦免除相当額は 7,571 億円であった．さらに，2010 年度から 12 年度までの 3 年間に
も，643 市町村が補償⾦免除繰上償還を実施し，地⽅財政全体の 3 年間の繰上償還額は 5,963 億円で補
償⾦免除相当額は 1,351 億円であった． 
43 柏⽊(2010)や⽯川(2013)は，「公⽴病院改⾰プラン」の実施による健全化効果も⼤きいと指摘している． 
44 ⾚井・⽯川(2019，pp.128-139)によれば，2007 年度で起債した 48 市町村のうち，連結実質⾚字が発
⽣していたのは 27 市町村であった．また，公⽴病院特例債というスキームが連結⾚字⽐率適⽤の緩和措
置としての役割を担っていたと指摘している． 
45 たとえば，（図表 3-5 の通り）2007 年度の連結実質⾚字⽐率が 68.8％で再⽣基準を上回っていた⾚平
市は，2008 年度には 27.5％に 41.3％ポイント低下した．この期間に連結実質⾚字額は 33.2 億円から 6.2
億円に 27 億円減少している．また，図表 3-6(2)を⾚平市だけでみると，将来負担⽐率の分⼦（つまり，
将来負担額）はこの 1 年間に 17.3％（126.4 億円から 104.5 億円に 21.9 億円減少）減少しているが，そ
のうち，⑦連結実質⾚字額の減少が 21.4％ポイント分，①⼀般会計等に係る地⽅債現在⾼の減少が 5.9％
ポイント分，将来負担額の減少に寄与している．他⽅，③公営企業債等繰⼊⾒込額の増加が 7.8％ポイン
ト分押し上げている． 
46 詳細にみると，早期健全化基準以上の⾃治体の平均値は 33.1％，早期健全化基準未満の⾃治体の平均
値は 55.4％，連結実質⾚字基準以上の⾃治体の平均値は 41.5％である．将来負担⽐率がゼロ未満となっ
た中頓別町は 62.3％，⻄⽬屋村は 58.9％，双葉町は 58.3％，平⾕村は 73.5％，根⽻村は 71.1％であり，
将来負担⽐率がゼロ未満となった⾃治体では，平均よりもかなり⾼い負担割合である． 
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図表 3-5 46 市町村の健全化判断⽐率の状況，健全化・再⽣期間，財政⽀援策 

 
（注 1）「2007・2008 年度決算」には，2008 年度までに早期健全化基準を下回った市町村は 2007 年度の決算値，早

期健全化基準を上回った市町村は 2008 年度の決算値を⽰している．早期健全化基準と再⽣基準を上回る値
をそれぞれ下線と太字・下線で⽰している．  

（注 2）「早期健全化・再建期間」の空欄は，2008 年度決算で早期健全化基準を下回ったために，「早期健全化計画」
の策定義務が発⽣しなかった⾃治体． 

（注 3）「財政⽀援策」では，各施策の実施が確認された市町村には○を付している． 
（資料）「健全化判断⽐率・資⾦不⾜⽐率の概要（確報）」，「第三セクター等」，「公⽴病院特例債に係る発⾏予定額に

ついて」及び「地⽅向け財政融資資⾦の繰上償還に係る補償⾦免除」により作成．  

実質 連結 実質 将来 完了 計画 免除 病院

赤字 赤字 公債費 負担 予定 期間 繰上 特例

比率 比率 比率 比率 年度 （年） 償還 債

夕張市 730.7 739.5 39.6 1237.6 2029 21 ○

留萌市 - 36.6 12.4 259.9 ○ ○

美唄市 1.4 24.2 23.1 296.8 ○ ○

赤平市 - 68.8 27.5 318.6 ○

三笠市 - 0.65 25.1 232.0 ○

歌志内市 - - 31.5 291.0 2009 1 2009 1 ○

積丹町 - 32.5 6.6 149.8 ○

南幌町 - - 25.3 181.3 ○

江差町 - - 27.6 296.0 2010 2 2010 2 ○

由仁町 - 6.9 26.4 283.3 2012 4 2010 2 ○

浜頓別町 - - 30.4 199.8 2009 1 2009 1 ○

中頓別町 - - 28.8 128.9 2010 2 2010 2 ○

利尻町 - - 27.7 175.9 2009 1 2009 1 ○

洞爺湖町 - - 29.9 230.7 2012 4 2011 3 ○

黒石市 3.09 28.9 25.1 314.8 ○ ○

鰺ヶ沢町 0.55 0.05 19.0 378.7 ○ ○ ○

深浦町 4.11 - 25.4 191.9 ○

西目屋村 - - 26.8 120.0 ○

田舎館村 - - 26.1 210.3 ○

大鰐町 0.61 26.5 17.7 409.4 2012 4 2014 6 ○ ○ ○

山形県 新庄市 - - 27.3 190.8 2009 1 2009 1 ○

泉崎村 - - 26.3 151.3 ○

双葉町 - - 30.1 207.3 2010 2 2010 2 ○

群馬県 嬬恋村 - - 28.3 170.2 2010 2 2009 1 ○

平谷村 - - 26.6 56.8 ○

根羽村 - - 25.7 55.9 ○

泰阜村 - - 26.0 140.5 ○

王滝村 - - 41.6 250.6 2010 2 2009 1 ○

守口市 13.6 23.2 6.6 159.6 ○

泉大津市 - 18.6 16.6 265.2 ○ ○

泉佐野市 - 39.3 16.9 405.7 2027 19 2013 5 ○ ○ ○

淡路市 - - 24.0 371.0 ○

香美町 - - 27.4 271.7 2009 1 2009 1 ○ ○

御所市 16.3 12.5 25.8 292.3 2013 5 2011 3 ○

上牧町 1.5 - 26.4 306.0 2010 2 2010 2 ○

和歌山県 和歌山市 - 17.6 12.7 211.0 ○

鳥取県 日野町 - - 31.0 236.1 2013 5 2010 2 ○

浜田市 - - 25.1 171.0 ○

奥出雲町 - - 25.1 339.4 ○

飯南町 - - 25.5 203.3

斐川町 - - 26.1 278.2 ○

西ノ島町 - - 25.8 191.1 ○

高知県 安芸市 - - 28.1 269.5 2010 2 2009 1 ○

座間味村 - - 28.5 240.6 2012 4 2011 3 ○

伊平屋村 0.32 0.4 30.0 200.6 2010 2 2010 2 ○

伊是名村 - 7.8 26.0 272.7 2011 3 2011 3 ○

早期健全化基準以上数 2 11 33 5 44 9 3
（46自治体に対する割合） (4.3%) (23.9%) (71.7%) (10.9%) (95.7%) (19.6%) (6.5%)
平均健全化・再生年数 - - - - - - -

21
(47.8%) -
3.3年 2.1年

22

大阪府

兵庫県

奈良県

島根県

沖縄県

長野県

2007・2008年度決算 早期健全化・再生期間  財政支援策

  完了
年度

期間
（年）

三セク
債都道府県 市町村

北海道

青森県

福島県
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図表 3-6 46 ⾃治体の健全化判断⽐率の変化と要因（平均値） 
(1) 実質公債費⽐率の変化と寄与度 

 
 
(2) 将来負担⽐率の変化と寄与度 

 
（注 1）(1)の①から⑤，(2)の①から⑬の値は構成項⽬別の分⼦・分⺟への寄与度の 46 ⾃治体の単純平均値であ

る．分⼦側の負値（正値）と分⺟側の正値（負値）は健全化判断⽐率の改善（悪化）を⽰し，控除項⽬には
マイナスをかけて表⽰している．(2)の「連結⾚字基準以上」は，連結実質⾚字⽐率の早期健全化団体のみで
算出している． 

（注 2）島根県斐川町は 2011 年に出雲市と合併したため，2007 年度と 2010 年度の値で計算している． 
（資料）各⾃治体の「健全化判断⽐率・資⾦不⾜⽐率カード」，「財政状況資料集」，「健全化判断⽐率・資⾦不⾜⽐

率の概要（確報）」（各年版）により作成． 
  

早期健全化 再生

基準以上 基準未満 基準以上

実質公債費率：％

2007年度 25.2 27.5 15.6 40.6

2011年度 18.6 18.2 17.9 26.2

2011-07年度 -6.5 -9.3 2.3 -14.4

分子[公債費負担]　計　（変化率：％） -18.6 -31.8 24.6 -28.5

①元利償還金 -32.7 -40.6 -8.0 -9.1

②準元利償還金 -3.8 -9.3 13.8 -23.6

③算入公債費 （控除） 17.9 18.1 18.7 4.2

分母計　（変化率：％） 8.8 9.6 6.2 12.2

④標準財政規模 4.9 5.0 4.2 10.4

⑤算入公債費 （控除） 3.9 4.5 2.0 1.7

自治体数 46 34 10 2

46自治体

早期健全化 連結赤字

基準以上 基準未満 基準以上

将来負担比率：％
2007年度 257.9 560.5 221.0 366.3

2011年度 140.8 425.0 106.1 260.1

2011-07年度 -117.1 -135.5 -114.9 -106.1

分子[将来負担] 計　（変化率：％） -54.4 -15.8 -59.1 -27.7

総将来負担額計  [寄与度] -66.4 -21.4 -71.9 -31.3

①一般会計等に係る地方債の現在高 -40.9 20.4 -48.4 4.8

②債務負担行為に基づく支出予定額 -4.7 -2.1 -5.1 -1.9

③公営企業債等繰入見込額 -9.3 -8.6 -9.4 -4.8

④組合等負担等見込額 -2.7 0.2 -3.1 -0.8

⑤退職手当負担見込額 -1.5 -1.5 -1.5 -2.4

⑥設立法人の負債額等負担見込額 -2.4 -12.2 -1.2 -7.1

⑦連結実質赤字額 -4.9 -17.6 -3.4 -19.2

⑧組合等連結実質赤字額負担見込額 0.0 0.0 0.0 0.0

充当可能財源等計 [寄与度] （控除） 12.0 5.6 12.8 3.6

B ⑨充当可能基金 -17.4 -2.2 -19.3 -5.5

C ⑩充当可能特定歳入 6.2 0.1 7.0 3.9

D ⑪①～④に係る基準財政需要額算入見込額 23.2 7.7 25.1 5.3

分母計　（変化率：％） 8.8 9.2 8.8 5.6

E ⑫標準財政規模 4.9 6.4 4.8 4.4

F ⑬算入公債費等の額 （控除） 3.9 2.8 4.0 1.2

自治体数 46 5 41 11

46自治体

A
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図表 3-7 早期健全化団体と再⽣団体の主な財政健全化策 

 財政健全化策 実施⾃治体数 

歳⼊ 

確保 

○税収確保 13 (59.1%) 
−超過課税  4 (18.2%) 
−地⽅税の滞納整理，徴収率の向上 10 (45.5%) 
−法定外⽬的税（環境⽬的税）の導⼊  3 (13.6%) 

○使⽤料・⼿数料確保 12 (54.5%) 
−上下⽔道・住宅・港湾使⽤料等の改定・徴収強化等  

○資産売却 13 (59.1%) 
−遊休・未利⽤財産の処分・売却，住宅団地販売促進等  

歳出 

削減 

○⼈件費の削減 18 (81.8%) 
−職員給与削減の継続，議員報酬の削減 18 (81.8%) 
−職員数の削減（退職者不補充，職員採⽤の抑制） 10 (45.5%) 

○扶助費の削減 2  (9.1%) 
○物件費・維持補修費の削減 6 (27.3%) 
○補助費等の削減 7 (31.8%) 
○特別会計への準元利償還⾦繰出⾦，基準外繰出⾦の削減  8 (36.4%) 

−料⾦引上げ，加⼊率・徴収率向上，維持管理費抑制等  
○投資的経費の削減（地⽅債発⾏抑制） 12 (54.5%) 

−公共事業の選別，先送り  

その他 

○繰上償還の実施（繰上償還による公債費負担の軽減） 22 (100%) 
−国の公的資⾦補償⾦免除繰上償還制度の活⽤ 22 (100%) 
−県の健全化貸付⾦（無利⼦貸付）の活⽤  4 (18.2%) 

○各種公共施設に係る運営等の⾒直し   8 (36.4%) 
−公共施設の統廃合，⺠間委託，指定管理者制度の推進  

（注）実施⾃治体数は，財政健全化策を実施した⾃治体数を「健全化計画完了報告」，「実施状況報告」によりカウ
ントしたもので，（ ）内は 22 ⾃治体の実施率． 

（資料）各⾃治体の「財政健全化計画」，「再⽣計画」，「実施状況報告」，「財政健全化完了報告」により作成． 
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3-4 節 健全化法による地方自治体の効率化効果に関する実証分析 

 

3-4-1 仮説と推定モデル 
 
(1) 仮説 

前節でみたように，健全化判断⽐率の導⼊によって，地⽅⾃治体は実質⾚字，公債費負
担，将来債務から財政状況を連結して把握されるようになり，会計間操作によって財政状
況を⾒かけ上良く⾒せることはできなくなった．また，再⽣法下では，健全化判断⽐率が
早期健全化基準や再⽣基準を上回った⾃治体には，財政健全化の具体策を⽰した「財政健
全化計画」や「財政再⽣計画」の作成が義務づけられるようになった． 

その結果，健全化法施⾏は，地⽅⾃治体の財政健全化策に変化をもたらした可能性があ
る．特に，早期健全化基準が設けられたことによって，財政が悪化して基準値に迫った⾃
治体には，その他の⾃治体よりも強い財政健全化のインセンティブが働くことが期待され
る．したがって，健全化法下では，早期健全化段階と健全化判断⽐率の導⼊によって，財
政状況が悪化した地⽅⾃治体ほど，歳出削減等を通じた地⽅公共サービス供給の効率化が
求められるようになったと期待される． 

そこで，本章では地⽅政府の公共サービス供給の効率性に関する経済学的研究に基づい
て，健全化法によって地⽅⾃治体の費⽤効率性が改善したかどうかを検証する． 

 
(2) 確率フロンティアモデル 

本章では地⽅⾃治体の⾮効率性の決定要因に関⼼があるため， Battese and Coelli(1995)
が提⽰したモデルを⽤いる．Battese and Coelli(1995)では，(3-7)式で定義される確率フロ
ンティア費⽤関数と，(3-8)式のように独⽴変数ベクトル𝑧と未知のパラメータ𝛿の関数とし
て表される費⽤⾮効率性𝑢が最尤法によって推定される． 

𝐶 C 𝑦 ,𝑤 ;𝛽  exp 𝑣 𝑢     (3-7) 
  𝑢 𝑧 𝛿 𝜔       (3-8) 
  
ここで，𝐶は公共サービス供給費⽤，𝑦は公共サービス産出量，𝑤は投⼊要素価格，𝛽は推

定すべきパラメータ，i は第 i 地⽅⾃治体であることを表す．𝑢は𝑢 0と仮定される． 
費⽤関数を推定するためには，産出量と要素価格が必要である．しかし，地⽅⾃治体の

直接産出量𝑦はデータとして⼊⼿することが困難なため，⾚井・佐藤・⼭下(2003)に基づき，
住⺠が消費する地⽅公共サービス⽔準𝑔を間接的産出量とみなして，直接産出量𝑦との関係
を(3-9)式の通り定義する． 

𝑔 𝑔 𝑦 ,𝑛 ,𝑛        (3-9) 
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住⺠が消費する地⽅公共サービス⽔準𝑔は市町村の⼈⼝規模にも影響を受けると仮定し，
⼈⼝𝑛，⼈⼝の⼆乗項𝑛 を⽤いる．(3-9)式を直接産出量𝑦に関して解いた𝑦 ∅ 𝑔 ,𝑛 ,𝑛 を
(3-7)式に代⼊すると，(3-10)式のようになる． 

𝐶 C ∅ 𝑔 ,𝑛 ,𝑛 ,𝑝 ;𝛽  exp 𝑣 𝑢    (3-10) 
 
確率フロンティア費⽤関数と⾮効率性の決定要因の推定式を以下の通り定式化する． 
まず，確率フロンティア費⽤関数は(3-10)式を Cobb-Douglas 型費⽤関数として，(3-11)

式の通り定式化する． 
  ln𝐶 , 𝛽 𝛽 𝑙𝑛𝑔 , , 𝛽 𝑙𝑛𝑤 , 𝛽 ln𝑛 , 𝛽 ln𝑛 , ∑ 𝜋 𝑥 ,  

∑ 𝜑 𝑦𝑒𝑎𝑟 , , 𝑣 , 𝑢 ,     (3-11) 
 
𝑤は労働賃⾦として⾃治体職員の平均給与⽉額を⽤いる．地⽅公共サービス供給費⽤に

影響すると想定される環境要因𝑥として，各市町村の⼈⼝構造（65 歳以上⼈⼝⽐率と 15 歳
未満⼈⼝⽐率），市町村の経済状況の変化を考慮するために課税対象所得対前年度変化率
を考慮する．𝑦𝑒𝑎𝑟 は 2006 年度から 2011 年度までの各年度を 1，その他を 0 とする年度
効果ダミーであり，各年度における地⽅財政に与えた景気変動や制度変更等の影響を考慮
する． 𝛽，𝜑，𝜋は推定すべきパラメータである． 

つぎに，費⽤⾮効率性は(3-12)式の通り定式化する． 
 𝑢 , 𝛿0 𝛿1𝑠𝑜𝑢𝑛𝑑_𝑑𝑖,𝑡 ∑ 𝛿𝑗𝑗 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙_𝑑

𝑗 1,𝑖,𝑡 1
∑ 𝛿 𝑠𝑜𝑢𝑛𝑑_𝑑 , ∗ 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙_𝑑 , ,  

𝜏𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡 , 𝛾𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 , ∑ 𝜌 𝑚𝑒𝑟𝑔 , , 𝜔 ,  (3-12) 
 
ここで，𝑠𝑜𝑢𝑛𝑑_𝑑，𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙_𝑑，𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡，𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒，𝑚𝑒𝑟𝑔は費⽤⾮効率性に影響すると期待さ

れる独⽴変数であり，𝛿，𝜏，𝛾，𝜌は推定すべきパラメータ，𝑗=2,3,4,5，𝑘=6,7,8,9，𝑛=1,2
である．本章は健全化法の費⽤⾮効率性への影響を分析するため，独⽴変数として，第 1
に，健全化法が施⾏された 2008 年度以降を 1，2007 年度以前を 0 とする健全化法ダミー
（𝑠𝑜𝑢𝑛𝑑_𝑑）を⽤いる．健全化法が地⽅⾃治体の効率性を改善する効果を持てば，健全化法
ダミーの係数𝛿 は有意に負であることが期待される．第 2 に，⾃治体の財政状況によって
費⽤⾮効率性に違いがあるかどうかを確認するために，分析期間を通じて財政状況が把握
できる実質収⽀⽐率，実質公債費⽐率，経常収⽀⽐率を⽤いて財政状況変数（𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙_𝑑）を
構築する．実質収⽀⽐率は，普通会計の実質収⽀から財政状況を捉えるものである47．実質
⾚字団体ダミー（𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙_𝑑 ）は実質収⽀の⾚字団体を 1，⿊字団体を 0 とする．実質公債
費⽐率と経常収⽀⽐率（𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙_𝑑 ）は地⽅⾃治体の財政構造の硬直度を⽰す財政指標であ
り，健全化判断⽐率の 1 つである実質公債費⽐率は単年度分であれば 2005 年度から利⽤
                                                       
47 実質収⽀⽐率は旧財政再建法下で財政再建団体の適⽤基準として⽤いられた財政指標である．健全化
判断⽐率の実質⾚字⽐率との違いは対象とする⼀部の会計範囲である． 
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可能である．これには⼀般会計が負う広範な公債費負担を把握できる利点がある．実質公
債費⽐率が公債費負担に限定されるのに対して，経常収⽀⽐率は義務的経費全般から財政
構造の硬直度を把握できる．実質公債費⽐率ダミーとして，実質公債費⽐率が 18%以上
25%未満で起債許可が必要となる市町村を 1，18%未満の市町村を 0 とする起債許可団体
ダミー（𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙_𝑑 ），実質公債費⽐率が早期健全化基準を上回る市町村を 1，その他を 0 と
する早期健全化団体ダミー（𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙_𝑑 ）を⽤いる．財政状況が悪化した市町村が⾮効率で
あれば，係数𝛿 ，𝛿 ，𝛿 ，𝛿 は有意に正であることが期待される．したがって，これらの符
号が正であることは，財政指標が改善する場合には，市町村の効率性が改善することを意
味する．第 3 に，財政状況が悪化した市町村ほど，健全化法下で効率化が促されたかどう
かを検証するために，健全化法ダミーと財政状況変数との交差項を⽤いる．健全化法によ
って，財政状況が悪化した市町村ほど効率化が促されたとすれば，係数𝛿 ，𝛿 ，𝛿 ，𝛿 は有
意に負であることが期待される．これらの財政状況変数は前年度の値を⽤いる． 

その他の変数として，⾚井・佐藤・⼭下(2003)等の先⾏研究にならい普通交付税依存率
(𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡)を⽤いる．普通交付税依存率は普通交付税の標準財政規模に占める⽐率とし，内⽣
性を考慮して前年度の値を⽤いる．先⾏研究によれば交付税依存の⾼まりは地⽅⾃治体の
⾮効率性を増⼤させる要因となるため，係数τの符号は正である．また，De Borger and 
Kerstens(1996)，Geys(2006)等で採⽤されている⼀⼈当課税対象所得（𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒）を⽤いる．
これらの先⾏研究では，より⾼い所得を持つ住⺠はより効率的な公共サービスを要求する
⼀⽅で，無駄に対して寛容にもなると指摘されており，符号が確定しない48．さらに，市町
村合併の効率化効果を考慮するために，合併経過年数（𝑚𝑒𝑟𝑔 ）とその⼆乗項（𝑚𝑒𝑟𝑔 ）を
⽤いる．合併市町村が時間とともに，財政運営を効率化させていれば，係数𝜌 と𝜌 の予想
される符号はそれぞれ正と負（あるいは，負とゼロ）である．  

なお，費⽤⾮効率は(3-13)式のように条件付き期待値として導出される．ここで，𝜀 𝑣

𝑢である． 
CI E exp 𝑢 |𝜀        (3-13) 

 
(3) 地⽅公共サービス⽔準 

市と町村別の公共サービス⽔準y を(3-14)式の通り，以下の 3 段階で算出した． 
𝑔 ∑ 𝛼 ∑ 𝜃 𝑠𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒  ,  ∑ 𝛼 1 , ∑ 𝜃 1  (3-14) 

 

                                                       
48 De Borger and Kerstens(1996)は，Wyckoff(1990)等の研究に基づいてより⾼い所得を持つ住⺠は政治
家や官僚機構の無駄に対して寛容になるという仮説を検証し，⾼所得地域ほど⾮効率を助⻑するという
結果を得ている．Geys(2006)は，より⾼い所得を持つ住⺠はより効率的な公共サービスを要求する⼀⽅
で，無駄に対して寛容になるという仮説を検証したが有意な結果が得られなかった． 
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第 1 段階では，図表 3-8 に⽰した通り，市と町村の⽬的別歳出から，⺠⽣費，教育費，
衛⽣費，総務費，⼟⽊費（ただし，⼟⽊費のうち物件費と維持補修費にあたる部分のみ）
の 5 分野を選択し，5 分野の歳出合計に占める各分野の割合を第s分野のウエイト𝛼 とした
49．さらに，⺠⽣費は⽼⼈福祉費，児童福祉費及び社会福祉費，教育費は幼稚園費，⼩学校
費，中学校費，社会教育費及び保健体育費，衛⽣費は清掃費と保健衛⽣費，総務費は総務
管理費，⼟⽊費は道路橋梁費と都市計画費の各項⽬にさらに区分し，各分野の歳出合計に
占める各項⽬の割合を第s分野の第 j 項⽬のウエイト𝜃 とした．それぞれのウエイト𝛼 と
𝜃 の値は図表 3-8 に⽰す通りである50．第 2 段階では，各分野の各項⽬に該当する 16 の
公共サービス指標を構築し，第s分野の第 j 項⽬の偏差値𝑠𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 を算出した．第 3 段階で
は，まずウエイト𝜃 を⽤いて公共サービス指標の偏差値𝑠𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 を加重平均して各分野の
公共サービス⽔準を算出し，つぎにそれらを各分野のウエイト𝛼 によって加重平均して，
第 i 地⽅⾃治体の公共サービス⽔準𝑔 を算出した． 

 
図表 3-8 地⽅公共サービス⽔準のウエイト 

 
（注）αとθのウエイトは，2006 年度から 12 年度までの平均値を⽤いた． 

（出所）総務省『地⽅財政統計年報』(各年度版)より作成． 
 

                                                       
49 5 分野の歳出合計は 2006 年度決算から 2012 年度決算の平均で，市と町村の普通建設事業費と公債費
を除く歳出額の 80%，85%程度をカバーしている． 
50 具体的には，『地⽅財政統計年報』の歳出決算額から 2006 年度から 2012 年度の⽬的別歳出項⽬の割
合（ウエイト）を計算して，その 7 年間の平均値を⽤いた． 

αs θsj αs θsj

民生費 0.487 0.353

65歳以上人口当たり病床数

65歳以上人口当たり介護福祉施設定員数

0-4歳人口当たり保育所在所児童数

0-4歳人口当たり保育所面積(m2)

教育費 0.167 0.192

幼稚園費 0.063 0.069 0-4歳人口当たり幼稚園児数

小学校費 0.343 0.319 小学校児童当教員数

中学校費 0.197 0.230 中学校生徒当教員数

社会教育費 0.285 0.271 人口当たり公会堂・市民会館数

人口当たり博物館数

人口当たり体育施設数

衛生費 0.138 0.151

清掃費 0.518 0.468 人口当たりごみ処理量(t)

保健衛生費 0.482 0.532 人口当たり保健センター数

総務費 0.191 0.288

人口当たり集会所数

人口当たり庁舎面積(m2)

土木費（物件費，維持補修費） 0.018 0.016

道路橋梁費 0.633 0.764 面積1km2
当たり道路延長km

都市計画費 0.367 0.236 人口当たり公園面積(km2)

分野 項目
市 町村

地方公共サービス指標

老人福祉費 0.348 0.453

総務管理費 1.000 1.000

児童福祉費 0.652 0.547

保健体育費 0.111 0.111
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公共サービス⽔準を健全化法施⾏前後で⽐較すると，市では施⾏前は平均値 56.4，標準
偏差 4.2，最⼤値 81.4，最⼩値 48.3 であり，施⾏後は平均値 56.4，標準偏差 4.5，最⼤値
74.1，最⼩値 47.9 である．町村では 施⾏前は平均値 49.1，標準偏差 3.4，最⼤値 69.1，
最⼩値 43.4，施⾏後は平均値 49.0，標準偏差 3.4，最⼤値 75.0，最⼩値 43.1 である．市と
町村ともに平均値や標準偏差でみる限りでは健全化法施⾏前後における分布の⼤きな変化
は確認されない． 
 

(4) データ 
本章では，市と町村では⼈⼝規模や社会経済環境等の諸条件が異なるため市町村サンプ

ルを 2 つに分ける．また，岩⼿，宮城，福島の 3 県の市町村は東⽇本⼤震災によって巨額
の復興財政需要が⽣じたため，他の市町村との⽐較が困難であり，また⼣張市も財政再⽣
団体であることから除外した．したがって，分析対象とした市町村は 2011 年度時点の 1,590
⾃治体（岩⼿県，宮城県，福島県の 128 市町村と⼣張市を除く）を基準としており，市町
村合併を経験した⾃治体は合併前のデータが存在しないため⽋落した状況になっている．
さらに，全分析期間で公共施設等の地⽅公共サービス指標が存在しないため公共サービス
⽔準が算出できなかった市町村を除いた結果，分析対象市町村数は 1,262 市町村（690 市，
572 町村）となった．さらに，対象⾃治体においても⼀部の年度の公共施設等の地⽅公共
サービス指標が存在せず，公共サービス⽔準が⽋落した状態になっている．そのため分析
データはアンバランスト・パネルデータである．  

費⽤関数の被説明変数である市町村の公共サービス供給費⽤には，経常経費を⽤いる．
経常経費は性質別歳出である⼈件費，物件費，維持補修費，扶助費，補助費等の合計とし
た．これらはすべて総務省『市町村別決算状況調』から⼊⼿した．説明変数のうち，⾃治
体職員の労働賃⾦は⼀般⾏政職員の平均給与⽉額（円）を総務省『給与・定員等の調査結
果等』より⼊⼿した．図表 3-8 ⽰した地⽅公共サービス⽔準を構成する公共サービス指標
のデータについては，市町村別の市町村道延⻑，公園⾯積，公会堂・市⺠会館数，博物館
数，体育施設数，ごみ処理量，保健センター数，集会所数及び庁舎⾯積を総務省『公共施
設状況調経年⽐較表』，幼稚園児数，⼩学校児童数と教員数，中学校⽣徒数と教員数を⽂部
科学省『学校基本調査』，病床数（病院病床数）を厚⽣労働省『地域保健医療基礎統計』，
保育所在所児童数，保育所⾯積を厚⽣労働省「社会福祉施設等調査』，介護福祉施設定員数
は介護⽼⼈福祉施設，介護⽼⼈保健施設及び介護療養型医療施設の定員数の合計であり，
厚⽣労働省『介護サービス施設・事業所調査』からそれぞれ⼊⼿した．市町村別総⼈⼝，
65 歳以上⼈⼝，15 歳未満⼈⼝，0 歳から 4 歳⼈⼝は総務省『住⺠基本台帳年齢別⼈⼝』，
市町村別課税対象所得は総務省『市町村税課税状況等の調』より⼊⼿した． 
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⾮効率性の要因分析の説明変数のうち，普通交付税と標準財政規模は総務省『市町村別
決算状況調』，合併市町村の合併年度は総務省「平成 11 年度以降の市町村合併の実績」か
ら得た．変数の記述統計は図表 3-9 の通りである． 

 
図表 3-9 記述統計量 

(a)市 

 

(b)町村 

 
（注 1）(a)は市サンプル（4,074 市），(b)は町村サンプル（3,437 町村）． 
（注 2）賃⾦は単位 1000 円で表⽰． 
 
 

平均値 標準偏差 小値 大値

経常支出（100万円） 31,177 67,277 2,479 1,012,975

地方公共サービス水準（偏差値） 56.4 4.4 47.9 81.9

賃金（1000円） 409.0 39.6 293.1 566.8

人口（人） 136,904 253,793 4,259 3,629,257

65歳以上人口比率（％） 24.01 5.14 9.53 42.97

15歳未満人口比率（％） 13.46 1.69 7.26 20.48

課税対象所得変化率（％） -0.74 3.61 -16.65 27.71

健全化法ダミー 0.72 0.45 0 1

実質赤字団体ダミー 0.01 0.11 0 1

起債許可団体ダミー（実質公債費比率18％－25％） 0.15 0.36 0 1

早期健全化団体ダミー（実質公債費比率25％－） 0.01 0.08 0 1

経常収支比率 90.8 5.8 55.7 111.3

普通交付税依存率（％） 30.6 21.4 0.0 85.5

1人当課税対象所得 1,266 306 595 3,033

合併後経過年数 2.4 2.8 0.0 13.0

平均値 標準偏差 小値 大値

経常支出（100万円） 3,780 1,761 679 10,501

地方公共サービス水準（偏差値） 49.1 3.4 43.1 75.1

賃金（1000円） 370.5 28.3 260.9 511.6

人口（人） 15,091 10,100 1,013 51,272

65歳以上人口比率（％） 28.14 6.76 7.61 53.33

15歳未満人口比率（％） 12.59 2.44 2.35 22.23

課税対象所得変化率（％） -1.23 4.50 -35.67 45.11

健全化法ダミー 0.70 0.46 0 1

実質赤字団体ダミー 0.01 0.09 0 1

起債許可団体ダミー（実質公債費比率18％－25％） 0.20 0.40 0 1

早期健全化団体ダミー（実質公債費比率25％－） 0.01 0.11 0 1

経常収支比率 87.1 7.3 51.7 144.1

普通交付税依存率（％） 52.0 23.7 0.0 88.1

1人当課税対象所得 1,046 265 447 2,610

合併後経過年数 1.0 2.1 0.0 10.0
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3-4-2 推定結果 
 
確率的フロンティアモデルによる費⽤関数（(3-9)式）と⾮効率性要因（(3-10)式）の推

定結果はそれぞれ図表 3-10 と図表 3-11 に⽰されている．各表の 4 つのモデルのうち，図
表 3-10 [1][2]は市サンプル，図表 3-11 [3][4]は町村サンプルの推定結果，そして[1][3]は
健全化法ダミーと財政状況ダミーとの交差項を含まないモデル，[2][4]は交差項を含むモ
デルである． 

 
(1) 確率的フロンティアモデルの妥当性と⾮効率性の分布 

図表 3-10 と図表 3-11 のモデル[1]から[4]より，費⽤関数の推定結果について述べると，
⼈⼝の⼆乗項，課税対象所得変化率が有意でないという結果を得たものの，すべてのモデ
ルで公共サービス⽔準，賃⾦がともに有意に正であり，費⽤関数としての性質を満たして
いることが⽰された． 

確率フロンティアモデルの妥当性は，尤度関数が⾮効率性𝑢の存在を⽰す分散パラメー
タ𝜎 𝜎 𝜎 とγ 𝜎 /𝜎 （あるいは，λ 𝜎 /𝜎 ）で表現されるため，これらが有意にゼ
ロと異なるかどうかを仮説検定することで確認できる51．図表 3-10 の通り，t 検定の結果，
𝜎 ＝0とλ＝0という帰無仮説が有意に棄却され，⾮効率項𝑢の存在が確認された．さらに，
 𝜎 ＝0という制約付きモデルと制約無しモデルの選択に関する尤度⽐検定でも，⾮効率項
𝑢の存在が確認された．市区では平均して経常経費の 10.1％が浪費されており，町村では
平均して経常経費の 29.8％が浪費されていた． 

図表 3-12 は，費⽤⾮効率性指標の記述統計量を年度別にまとめたものである．まず，市
サンプルと町村サンプルの⾮効率性は共に右に歪んだ分布であるが，違いが確認できる．
分析期間全体の市サンプルの⾮効率性（2006-12 年度）は，平均値は 1.101 であり，⾮効
率の程度は平均で 10％程度である．町村サンプルの⾮効率性（2006-12 年度）は，平均値
は 1.296 であり，⾮効率の程度は平均で 30％弱程度である．つぎに，健全化法施⾏前（2006-
07 年度）と施⾏後（2008-12 年度）の費⽤⾮効率性指標の平均値を⽐較すると，市と町村
ともに低下（改善）したが，相対的に町村で⼤きく改善したことが確認できる52． 
 
(2) 費⽤⾮効率性要因の推定結果 

図表 3-10 と図表 3-11 のモデル[1]から[4]より，費⽤⾮効率性要因の推定結果を解釈す
る．まず，市サンプルでは，モデル[1]と[2]ともに，健全化法ダミーは有意に帰無仮説を

                                                       
51 検定には，𝜎 ＝0とλ＝0に関する t 検定に加えて，𝜎 ＝0という制約付きモデルと制約無しモデルの選
択に関する尤度⽐検定が実施される．尤度⽐検定は，検定統計量LR 2 𝐿𝐿 𝐿𝐿 )が⾃由度 1 の𝜒 分布
に従うことを利⽤する． 
52 図表 3-12 より，健全化法施⾏前（2006-07 年度）と施⾏後（2008-12 年度）の⾮効率性指標の平均値
を単純に⽐較すると，市では-0.29％変化（改善）したのに対して，町村では-1.50％変化（改善）した． 
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棄却できず，健全化法が施⾏された 2008 年度決算以降に効率性が改善したという結果は
得られなかった．財政状況変数のうち，実質⾚字団体ダミーはモデル[1]では有意に正であ
ったが，モデル[2]では説明⼒を持たなかったため頑健な結果とはいえない53．財政構造の
硬直度を⽰す実質公債費⽐率のうち，起債許可団体ダミーはモデル[1]と[2]ともに説明⼒
を持たなかった．実質公債費⽐率が早期健全化基準を上回る早期健全化団体はモデル[1]と
[2]ともに説明⼒を持たなかった．経常収⽀⽐率はいずれも有意に正であり，硬直度が⾼い
⾃治体ほど⾮効率であることが確認された．モデル[2]では健全化法ダミーと財政状況変数
との交差項がすべて有意な結果を⽰さなかったことから，健全化法によって財政状況が悪
化した市の効率化が促進されなかったと解釈される． 

つぎに，町村サンプルでは，健全化法ダミーはモデル[3]では有意に負であった．モデル
[3]で健全化法施⾏後に⾮効率性が改善したという結果は，特に町村の場合に，⾮効率性指
標が健全化法施⾏後に低下したことと整合的である．しかし，モデル[4]では説明⼒を持た
なかったため頑健な結果とはいえない．したがって，健全化法施⾏後に⾮効率性が改善し
たという⼗分な結果が得られなかった．財政状況変数のうち，実質⾚字団体ダミーはモデ
ル[3]では 10%有意⽔準で負となったが，モデル[4]では説明⼒を持たなかったため頑健な
結果とはいえない．実質公債費⽐率のうち，起債許可団体ダミーはモデル[3]と[4]ともに
有意に正であり，硬直度が⾼い⾃治体ほど⾮効率であることが確認された．早期健全化団
体ダミーはモデル[3]と[4]ともに説明⼒を持たなかった．経常収⽀⽐率は，いずれも有意
に負であり，硬直度が⾼い⾃治体ほど効率的であることが⽰された．また，モデル[4]では
健全化法ダミーと財政状況変数との交差項がすべて有意な結果を⽰さなかったことから，
町村においても健全化法によって財政状況が悪化した地⽅⾃治体の効率化が有意に促進さ
れなかったと解釈される． 

以上のことから，市と町村ともに，健全化法が適⽤された 2008 年度決算以降に効率性
が改善されたとはいえないこと，また財政状況が悪化した市町村においても健全化法によ
って効率性が有意に改善されたとはいえないことが確認された． 

さらに，市では経常収⽀⽐率が⾼く財政構造が硬直化した地⽅⾃治体ほど有意に⾮効率
であり，町村では起債許可団体ほど⾮効率であることが⽰されたが，このことは，市と町
村ともに財政構造の硬直度が改善した⾃治体ほど，有意に効率性が⾼いことを意味してい
る．したがって，両サンプルの推定結果と⾮効率性との関係を整理すると，効率性が分析
期間を通じて特に町村で改善がみられたのは，町村では実質公債費⽐率が 18%を下回り，

                                                       
53 市と町村の実質⾚字団体ダミーが⼆つのモデルにおいて不安定な結果となったのは，サンプル内に該
当する市町村数が特に少なく，時間とともにさらに減少したことが影響していると考えられる．実際に，
市サンプルの実質⾚字団体 2005 年度の 18 ⾃治体から 2011 年度には 1 ⾃治体となり，町村サンプルの
実質⾚字団体数は 2005 年度 6 ⾃治体から 2011 年度には 1 ⾃治体となった．また，町村サンプルの実質
⾚字団体が 10%⽔準で有意に負となった点も，ごく少ない⾚字団体数が影響した可能性がある． 
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財政構造の硬直度が改善した⾃治体が増加したことが影響し54，市では経常収⽀⽐率が平
均 90%前後で推移したため，財政構造の硬直度が改善しなかったことが影響したと推論さ
れる． 

また，市では経常収⽀⽐率が⾼く財政構造が硬直化した団体ほど有意に⾮効率である⼀
⽅で，町村では経常収⽀⽐率が低く財政構造が硬直化していない団体ほど有意に⾮効率で
あることが⽰された．分析期間の経常収⽀⽐率は，市では平均 90%前後で推移し硬直度が
改善しなかったのに対して，町村の平均値は 88.8％から 84.9%に 4%ポイント程度低下し
た．経常収⽀⽐率が改善してもなお⾮効率であるという点は，経常収⽀⽐率の改善が義務
的⽀出の削減に積極的に取り組んだ結果ではなく，地⽅交付税等の依存財源や臨時財政対
策債等の地⽅債発⾏によってもたらされた可能性が考えられる． 

最後に，普通交付税依存率と合併経過年数は市と町村のすべてのモデルにおいて頑健な
結果が得られた．普通交付税依存率はすべて有意に正であり，先⾏研究と同様に⾼い交付
税依存度が財政規律を弛緩させ，⾮効率な財政運営を助⻑している可能性が⽰された．合
併経過年数は効率性に影響を有意に与えており，合併当初は効率性が低下するが，合併後
⼀定年数が経過すると効率性が改善する逆 U 字型の関係55が存在することが⽰された．他
⽅，1 ⼈当課税対象所得は市では有意な関係が確認されなかったが，町村では 1 ⼈当課税
対象所得が⾼いほど⾮効率であることが確認された56． 

 
  

                                                       
54 実際に，町村サンプルの起債許可団体は分析期間において 198 ⾃治体から 33 ⾃治体に減少した．  
55 パラメータの値より効率性が改善するまでの期間を算出すると，市サンプルと町村サンプルではそれ
ぞれ合併後 8 年と 10 年という期間を要する． 
56 De Borger and Kerstens(1996)が指摘するように，地域の経済⼒が⾼く，財政⼒が⾼い⾃治体では住⺠
の監視が緩み，効率性が重視される程度が弱められる可能性が考えられる．  
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図表 3-10 確率フロンティア費⽤関数の推定結果（市） 

 
（注 1）* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 ．[ ] 内は z 値．λ 𝜎 /𝜎  ． 
（注 2）⾮効率性の検定統計量 LR(=−2(LL0−LL1))は⾃由度 1 の𝜒 分布：𝜒 1 に従う． 

Coef. Z値 Coef. Z値

確率フロンティア費用関数

地方公共サービス水準（対数） 0.502 [ 14.07 ] *** 0.496 [ 13.94 ] ***

賃金率（対数） 0.283 [ 8.76 ] *** 0.270 [ 8.31 ] ***

人口（対数） 0.080 [ 1.93 ] * 0.086 [ 2.06 ] **

人口二乗（対数） 0.039 [ 22.67 ] *** 0.039 [ 22.55 ] ***

65歳以上人口比率 0.724 [ 7.89 ] *** 0.754 [ 8.18 ] ***

15歳未満人口比率 0.851 [ 4.50 ] *** 0.900 [ 4.77 ] ***

課税対象所得変化率 0.001 [ 1.38 ] 0.001 [ 1.57 ]

2006年度ダミー -0.152 [ -14.89 ] *** -0.152 [ -14.96 ] ***

2007年度ダミー -0.131 [ -13.95 ] *** -0.130 [ -14.01 ] ***

2008年度ダミー -0.131 [ -17.10 ] *** -0.128 [ -16.64 ] ***

2009年度ダミー -0.033 [ -4.28 ] *** -0.030 [ -3.89 ] ***

2010年度ダミー -0.028 [ -2.93 ] *** -0.026 [ -2.73 ] ***

2011年度ダミー -0.002 [ -0.28 ] -0.001 [ -0.15 ]

定数項 -2.087 [ -4.18 ] *** -1.959 [ -3.92 ] ***

非効率性

健全化法ダミー 0.012 [ 1.21 ] -0.129 [ -1.12 ]

実質赤字団体ダミー 0.051 [ 2.78 ] *** 0.044 [ 1.54 ]

健全化法×実質赤字団体ダミー 0.008 [ 0.20 ]

起債許可団体ダミー（実質公債費比率18％-25％） 0.000 [ 0.07 ] 0.001 [ 0.14 ]

健全化法×起債許可団体ダミー -0.005 [ -0.36 ]

早期健全化団体ダミー（実質公債費比率25％以上） -0.029 [ -1.09 ] -0.044 [ -1.16 ]

健全化法×早期健全化団体ダミー 0.009 [ 0.17 ]

経常収支比率 0.005 [ 8.11 ] *** 0.003 [ 3.28 ] ***

健全化法×経常収支比率 0.002 [ 1.23 ]

普通交付税依存率 0.007 [ 13.19 ] *** 0.007 [ 13.02 ] ***

1人当課税対象所得 0.000 [ 0.32 ] 0.000 [ 0.26 ]

合併後経過年数 0.014 [ 4.19 ] *** 0.014 [ 4.02 ] ***

合併後経過年数　（二乗項） -0.002 [ -4.00 ] *** -0.002 [ -3.79 ] ***

定数項 -0.619 [ -7.89 ] *** -0.487 [ -4.42 ] ***

サンプルサイズ 4,725 4,725

対数尤度 3,400 3,396

σu 0.028 [ 4.89 ] *** 0.035 [ 5.4 ] ***

σv 0.116 [ 84.2 ] *** 0.115 [ 77.19 ] ***

λ (=σu/σv) 0.238 [ 37.2 ] *** 0.303 [ 41.14 ] ***

LR Test χ2(1)：(σu=0) 422.0 *** 414.4 ***

平均非効率性 1.101 1.101

[1] [2]
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図表 3-11 確率フロンティア費⽤関数の推定結果（町村） 

 
（注 1）* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 ．[ ] 内は z 値．λ 𝜎 /𝜎  ． 
（注 2）⾮効率性の検定統計量 LR(=−2(LL0−LL1))は⾃由度 1 の𝜒 分布：𝜒 1 に従う． 

Coef. Z値 Coef. Z値

確率フロンティア費用関数

地方公共サービス水準（対数） 1.265 [ 19.00 ] *** 1.266 [ 18.98 ] ***

賃金率（対数） 0.579 [ 13.83 ] *** 0.582 [ 13.90 ] ***

人口（対数） 0.725 [ 7.55 ] *** 0.733 [ 7.60 ] ***

人口二乗（対数） 0.002 [ 0.32 ] 0.001 [ 0.23 ]

65歳以上人口比率 0.590 [ 4.70 ] *** 0.591 [ 4.70 ] ***

15歳未満人口比率 0.719 [ 3.45 ] *** 0.721 [ 3.44 ] ***

課税対象所得変化率 -0.001 [ -0.81 ] -0.001 [ -0.83 ]

2006年度ダミー -0.173 [ -12.82 ] *** -0.172 [ -12.65 ] ***

2007年度ダミー -0.170 [ -12.67 ] *** -0.169 [ -12.51 ] ***

2008年度ダミー -0.132 [ -12.60 ] *** -0.131 [ -12.47 ] ***

2009年度ダミー -0.048 [ -4.54 ] *** -0.048 [ -4.50 ] ***

2010年度ダミー -0.045 [ -3.90 ] *** -0.045 [ -3.90 ] ***

2011年度ダミー -0.025 [ -2.45 ] ** -0.026 [ -2.50 ] **

定数項 -11.590 [ -13.74 ] *** -11.667 [ ] ***

非効率性

健全化法ダミー -0.042 [ -2.09 ] ** 0.096 [ 0.62 ]

実質赤字団体ダミー -0.165 [ -1.69 ] * -0.473 [ -1.64 ]

健全化法×実質赤字団体ダミー 0.411 [ 1.36 ]

起債許可団体ダミー（実質公債費比率18％-25％） 0.049 [ 3.65 ] *** 0.049 [ 2.25 ] **

健全化法×起債許可団体ダミー 0.001 [ 0.05 ]

早期健全化団体ダミー（実質公債費比率25％以上） 0.008 [ 0.18 ] -0.014 [ -0.22 ]

健全化法×早期健全化団体ダミー 0.047 [ 0.54 ]

経常収支比率 -0.007 [ -7.07 ] *** -0.006 [ -4.07 ] ***

健全化法×経常収支比率 -0.002 [ -0.89 ]

普通交付税依存率 0.008 [ 11.04 ] *** 0.008 [ 10.89 ] ***

1人当課税対象所得 0.000 [ 4.18 ] *** 0.000 [ 4.22 ] ***

合併後経過年数 0.073 [ 7.71 ] *** 0.073 [ 7.66 ] ***

合併後経過年数　（二乗項） -0.008 [ -5.75 ] *** -0.008 [ -5.68 ] ***

定数項 0.154 [ 1.33 ] 0.057 [ 0.37 ]

サンプルサイズ 3,864 3,864

対数尤度 1,209 1,211

σu 0.220 [ 28.55 ] *** 0.220 [ 28.28 ] ***

σv 0.087 [ 13.32 ] *** 0.087 [ 13.42 ] ***

λ (=σu/σv) 2.537 [ 250.82 ] *** 2.512 [ 246.02 ] ***

LR Test χ2(1)：(σu=0) 190.4 *** 192.8 ***

平均非効率性 1.298 1.296

[3] [4]
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図表 3-12 費⽤⾮効率性の記述統計 
 (a)市 

 
 (b)町村 

 
（注）市と町村の費⽤⾮効率性は，それぞれモデル[2]と[4]の推定結果より作成． 

 
  

年度 N 平均値 小値 中位 大値

2006 658 1.104 1.004 1.054 1.661

2007 663 1.103 1.004 1.052 1.636

2008 664 1.111 1.004 1.054 1.511

2009 669 1.103 1.004 1.047 1.464

2010 693 1.100 1.005 1.051 1.445

2011 688 1.092 1.005 1.044 1.427

2012 690 1.096 1.005 1.051 1.473

2006-07 1,321 1.104 1.004 1.053 1.661

2008-12 3,404 1.100 1.004 1.050 1.511

2006-12 4,725 1.101 1.004 1.051 1.661

年度 N 平均値 小値 中位 大値

2006 572 1.309 1.036 1.260 2.305

2007 574 1.311 1.033 1.267 2.937

2008 560 1.290 1.030 1.238 2.427

2009 554 1.280 1.033 1.233 2.341

2010 548 1.287 1.032 1.241 2.313

2011 534 1.303 1.028 1.264 2.472

2012 522 1.291 1.032 1.248 2.382

2006-07 1,146 1.310 1.033 1.262 2.937

2008-12 2,718 1.290 1.028 1.245 2.472

2006-12 3,864 1.296 1.028 1.248 2.937
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3-5 節 まとめと課題 

 
2008 年度の健全化法施⾏以降，都道府県と市区町村の健全化判断⽐率が⽰す財政状況は

著しく改善した．2013 年度以降，早期健全化基準を上回る⾃治体は，再⽣団体の⼣張市の
みとなった.市区町村の健全化判断⽐率の状況を⽰した図表 3-4 によれば，2008 年度から
18 年度にかけて，市区町村の⾚字団体は 17 ⾃治体から 1 ⾃治体に減少し，連結⾚字団体
も 37 ⾃治体からゼロに減少した．また，実質公債費⽐率も起債許可団体が 376 ⾃治体か
ら 7 ⾃治体に減少し，健全団体の平均値も 12.1％から 7.3％に 4.8％ポイント改善した．さ
らに，将来負担⽐率についても健全団体の平均値は 109.3％から 57.6％に 51.7％ポイント
改善した．このように財政状況が悪化した⾃治体だけでなく，健全段階にある⾃治体もさ
らに健全化判断⽐率が改善している． 

そこで，本章では，健全化判断⽐率の改善が効率性の改善を伴ったものであるか，つま
り，健全化法によって市町村の効率性が改善したどうかを，健全化法施⾏前後の期間を含
む 2006 年度から 12 年度までの市町村パネルデータを⽤いて検証した．本章はまた Borge 
et al.(2008)に基づき，地⽅公共サービス⽔準の市町村別パネルデータを構築し，⽇本にお
ける地⽅⾃治体の効率性に関する研究を発展させた． 

主な分析結果は以下の通りである．第 1 に，費⽤⾮効率性の分布の経年変化から，市町
村の効率性の改善は分析期間全体を通じて起こった現象であると確認されたが，実証分析
の結果から，その改善が健全化法によってもたらされたものとは判断できなかった．第 2
に，実質⾚字団体や財政構造が硬直化した市町村においても，健全化法によって有意に効
率性が改善されなかった．第 3 に，市の費⽤効率性の改善が町村より進まなかったのは，
経常収⽀⽐率の状況から判断して，分析期間全体を通じて財政構造の硬直度が改善しなか
ったことが影響し，町村の費⽤効率性の改善には，実質公債費⽐率が起債許可基準を下回
り，財政構造の硬直度が改善した⾃治体が増加したことが影響したと推論される．これら
の結果は，財政構造の硬直度の改善が地⽅公共サービスの効率性を⾼める予算配分を可能
にすることを⽰している．第 4 に，費⽤効率性の改善には，交付税制度改⾰や合併⾃治体
に早期に改善を促す対策が効果的であることが明らかにされた． 

健全化判断⽐率でみた地⽅⾃治体の財政状況の改善に反して，健全化法によって導⼊さ
れた健全化判断⽐率や早期健全化基準等が地⽅⾃治体の効率性の改善には寄与していなか
った．その要因には，⽯川・⾚井(2015)が指摘するように，各健全化判断⽐率の早期健全
化基準が適切に設定されていない可能性が指摘できる．健全化判断⽐率間の早期健全化基
準に整合性がない場合には，余裕のあるストック指標を悪化させてフロー指標を改善させ
る余地がある．また，交付税措置率の⾼い地⽅債の発⾏が，地⽅⾃治体の実質公債費⽐率
や将来負担⽐率への影響を⼩さくできるために積極的に活⽤され，効率性とは別の観点か
ら地⽅公共サービスが供給されてしまった可能性が考えられる． 
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また別の解釈として，健全化法の下で効率性が改善しなかったのではなく，市町村に効
率化を促す要因がそれ以前から働いた可能性もある．本章の分析期間のうち，2006 年度は
⼣張市の財政危機が表⾯化して財政再建団体の申請がなされた年であり，いわゆる⼣張シ
ョックが，2008 年度より前から市町村の財政運営の効率性改善に影響を与えた可能性があ
る．また，⾏政評価制度の導⼊，新地⽅公会計制度改⾰も時を同じくして実施されており，
これらも影響を与えた可能性も考えられる．これらの要因と健全化法の効果を厳密に区別
するためには，2006 年度以前も分析対象に含めた分析フレームを構築することが望まし
い．これらは今後の課題である． 
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第 4 章 市町村合併と地方財政の効率性57 

 

4-1 節 はじめに 

 
1999 年度から 2009 年度までの「平成の⼤合併」による市町村数の変化58を総括すると，

1999 年 3 ⽉末の 3,232 市町村から 1,505 減少し，2010 年 3 ⽉末までに 1,727 市町村とな
った．都道府県別にみると，市町村数が 50％以上減少したのは 26 県，40-50％が 7 府県，
30-40％が 7 県，20-30％が 2 県，10-20％が 3 道県，10％未満が 2 都府であった．この過
程で⼈⼝ 1 万⼈未満の市町村数は 1,537 から 457 に減少し，市町村の平均⼈⼝は 1999 年
3 ⽉末の 36,387 ⼈から，2010 年 3 ⽉末に 69,067 ⼈に増加した．また同期間において，市
町村の平均⾯積は 114.8km2 から 215.4km2 に拡⼤した． 

この合併が進展した背景には，1999 年の「市町村の合併の特例に関する法律」の改正が
挙げられる．実際，合併特例債の創設，議員特例の制定，地⽅交付税の合併算定替の適⽤
期間の延⻑，市要件の緩和等の合併促進策が，各市町村の合併インセンティブを⾼めたと
みられる．これらの合併推進策のうち，地⽅交付税の合併算定替は合併後の地⽅交付税の
急激な減少を避ける激変緩和措置であり，合併⾃治体には特例期間において新⾃治体とし
て算定した普通交付税額（⼀本算定）と，合併がなかったものとして合併前の旧市町村ご
とに算定した普通交付税額の合算額（合併算定替）を⽐較して，⾦額の⼤きいほうが配分
される． 

合併⾃治体は，本来ならば，⼈⼝に関する規模の経済などを⽣かした歳出削減を積極的
に⾏うことが求められるが，その中には新たな財政⽀援措置を求める動きをする⾃治体が
現れ，合併算定替の延⻑や新たな財政措置による事後的財政補てんを期待するあまり，⼈
員削減，組織や公共施設の統廃合などに取り組まなかった恐れがある．そこで本章では，
合併算定替を取り上げ，合併⾃治体の効率性に与えた影響を検証する． 

本章の構成は以下の通りである．4-2 節では，合併特例法下での合併算定替の変遷と制
度的特徴及び，合併算定替が合併⾃治体の財政に与えた影響について述べる．4-3 節では
合併算定替が合併⾃治体の費⽤最⼩化⾏動に与えた影響を分析する．4-4 節では本章にお
ける結論と今後の課題を述べる． 

 

 

  

                                                       
57 本章は，宮下・鷲⾒(2016)を加筆修正したものである． 
58 総務省「市町村合併資料集」． 
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4-2 節 平成の大合併と地方交付税の合併算定替 

 

4-2-1 平成の大合併と合併推進策 

 
市町村の合併については，1965 年（昭和 40 年）から「市町村の合併の特例に関する法

律」（以下，合併特例法）において，円滑な合併推進という⽬的の下に，⾏財政上の特例措
置等が設けられてきた59．合併特例法は 1975 年度，85 年度，95 年度に 10 年ごとに延⻑
され，1995 年度からの改正法においては，法律の⽬的が「⾃主的な合併推進」に変更され，
住⺠発議制度の創設や財政上の特例措置（合併補正60の導⼊や合併算定替の延⻑等）が実
施された．ただし，1965 年以降，1995 年度改正法までの期間における市町村合併件数は
147 件にとどまっていた． 

しかし，1999 年に「地⽅分権⼀括法」（地⽅分権の推進を図るための関連法律等の整備
に関する法律）によって「合併特例法」が改正され，住⺠発議制度の拡充や地域審議会の
設置，普通交付税算定の特例のさらなる期間延⻑や合併特例債の創設といった合併推進の
ための各種⾏財政措置の拡充や合併阻害要因への対応が⾏われたことを契機に，いわゆる
「平成の⼤合併」と呼ばれる市町村合併が加速することとなった．図表 4-1 より，1999 年
度から 2005 年度までの「合併特例法」で実施された「平成の⼤合併」における合併件数と
市町村数の変化をみると，1999 年度末の 3,229 市町村から，2004 年度には 215 件，2005
年度には 325 件の合併が⾏われ，2005 年度末には 1,821 市町村にとなった． 

地⽅交付税の合併算定替は，合併後の地⽅交付税の急激な減少を避ける激変緩和措置と
して，新⾃治体として算定した普通交付税額（⼀本算定）と，合併前の旧市町村ごとに算
定した交付税額の合算額（合併算定替）を⽐較して⾦額の⼤きいほうが配分される財政上
の特別措置である．図表 4-2 の左図には，A 町，B 町，C 村の 3 町村が合併して新 E 市が
誕⽣した結果として，合併算定替のほうが⼤きい場合が例⽰されており，右図には合併特
例法下での適⽤期間が⽰されている．1994 年度までの「合併特例法」では，合併算定替の
適⽤期間が 5 年間であったが，1995 年度の改正によって 10 年間（6 年⽬以降は段階的に
縮減）に拡充され，さらに，1999 年度の改正では，2005 年度までの合併算定替の適⽤期
間が 15 年間（11 年⽬以降は段階的に縮減）に延⻑された． 

このように，市町村合併は「合併特例法」によってかなり進展を⾒たものの，さらなる
⾃主的な合併の推進のため61，2004 年の「市町村の合併の特例等に関する法律」（以下，合

                                                       
59 合併特例措置の説明は，⽯原(2016)第 6 章に基づいている．「平成の⼤合併」推進のための⾏財政上の
特例措置，市町村数の変化や財政状況の変化についての詳細は中澤・宮下(2016)第 1 章を参照されたい． 
60 市町村合併を積極的に推進するため，合併後の⼀定期間，合併に伴って臨時的に必要となる財政需要
の増加額を算⼊するための措置であり，基準財政需要額の算定に係る特例措置である． 
61 『平成 19 年版地⽅財政⽩書』には，「市町村合併の進捗状況は地域ごとに差異があり，また，⼈⼝１
万⼈未満の市町村も平成 19 年 3 ⽉ 31 ⽇時点で 495 団体残る⾒込みである」ことから，引き続き市町村



 

71 
 

併新法）でも，様々な特例措置は引き続き講じられた．ただし，合併特例債は廃⽌され，
合併算定替の適⽤期間が 2009 年度までに 10 年間に段階的に短縮された．図表 4-1 より，
2006 年度以降の合併件数をみると，006 年度は 12 件，07 年度は 6 件と減少したが，合併
新法の期限切れを前に，08 年度には 12 件，09 年度には 30 件へと合併件数が増加し，09
年度末の市町村数は 1,727 になった． 

その後，2009 年 6 ⽉の第 29 次地⽅制度調査会の答申62において，⾏財政上の特例措置
による合併推進が 2010 年 3 ⽉末で⼀区切りとすることが適当とされたことを受けて，2010
年度に「改正合併新法」が施⾏された．「改正合併新法」では，国と都道府県による積極的
な関与等の合併推進のための特例措置（合併補正等）が廃⽌されたが，⾃主的な市町村合
併が円滑に⾏われるために，さらに合併算定替の適⽤期間をさらに 2019 年度まで 10 年間
延⻑された63． 

 
 
  

                                                       
合併を推進し，市町村の規模能⼒の更なる充実や効率化による⾏財政基盤の⼀層の強化が必要であるこ
とが記されている． 
62 第 29 次地⽅制度調査会「今後の基礎⾃治体及び監査・議会制度のあり⽅に関する答申」． 
63 2004 年の「市町村の合併の特例等に関する法律」では，2006 年度末までの合併⾃治体には合併後 14
年間（10 年⽬以降段階的縮減），2008 年度末までの合併⾃治体には合併後 12 年間（8 年⽬以降段階的縮
減），2009 年度以降の合併⾃治体には「平成の⼤合併」前と同様に，10 年間（6 年⽬以降段階的縮減）へ
と段階的に縮⼩された．  
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図表 4-1 「平成の⼤合併」における合併件数と市町村数の変化 

 
(注 1) 左軸は各年度の合併件数（棒グラフ），右軸は各年度末の市町村数． 

(出所) 総務省「市町村合併資料集」より作成． 

 
図表 4-2 合併特例法と合併算定替 

 (a)合併算定替と⼀本算定  (b)合併算定替の適⽤期間と段階的縮⼩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(注 1) (a)は合併算定替と⼀本算定の⽐較，(b)は合併特例法下での合併算定替適⽤期間． 

(注 2) (b)では⼀本算定による普通交付税額が時間を通じて⼀定と仮定している． 

(出所) ⽯原(2016)図 2-5，中澤・宮下(2016)図 1-1 等より作成．  
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4-2-2 合併算定替  
 
合併⾃治体には規模の経済を⽣かして，組織や公共施設等の統廃合による歳出削減が期

待されるが，地域内の合意形成が必要になるため，短期間での歳出削減が実現されにくい．
他⽅で，歳⼊⾯では旧⾃治体にそれぞれ適⽤された段階補正が合併⾃治体には適⽤されな
いため，合併⾃治体の普通交付税額（⼀本算定による普通交付税額）は，合併しなかった
と仮定した場合に算定される旧⾃治体の普通交付税額（合併算定替による普通交付税額）
を下回ってしまう．こうした合併直後の歳出⼊のアンバランスを補正する制度が合併算定
替である． 

ここでは，合併後の普通交付税額が⼩さくなる理由を A 町，B 町，C 村の 3 町村が合併
して，新 E 市が誕⽣した場合で確認する．基準財政需要額は単位費⽤（Unit cost: 𝑢𝑐）と
測定単位(Measurement unit: 𝑚𝑢)と補正係数(Correction coefficient: 𝑐𝑐)の積で表される．
したがって，合併の前と後の基準財政需要額，つまり，⼀本算定による基準財政需要額 D
と合併算定替による基準財政需要額𝐷 は，それぞれ(4-1)式，(4-2) 式の通り定義される． 

𝐷 𝑢𝑐 𝑚𝑢 𝑐𝑐      (4-1) 
D′ ∑ 𝑑 ∑ uc 𝑚𝑢 𝑐𝑐     (4-2) 
 
単位費⽤：𝑢𝑐 
測定単位：新市𝑚𝑢 ，旧町村𝑚𝑢  ただし，𝑚𝑢 𝑚𝑢 𝑚𝑢 𝑚𝑢   
補正係数：新市𝑐𝑐 ，旧町村𝑐𝑐  

 
ここで，𝑑は旧合併前⾃治体の基準財政需要額である．単位費⽤𝑢𝑐は⾃治体等の規模に関

係なく⼀定である．測定単位𝑚𝑢は⾃治体の規模等に依存し，A 町，B 町，C 村の 3 町村の
測定単位の合計は合併後の新 E 市の測定単位と⼀致する（𝑚𝑢 𝑚𝑢 𝑚𝑢 𝑚𝑢 ）． 

補正係数𝑐𝑐は⾃治体の規模等に依存し，⼀般的に，⼈⼝規模が⼩さいほど⾏政効率が悪
化するため，段階補正などの補正係数は，⼩規模⾃治体の基準財政需要額を割り増すよう
に⼤きくなる．したがって，新市の段階補正などの補正係数𝑐𝑐 と旧町村の補正係数𝑐𝑐 に
は，⼀般的に以下の関係が成り⽴つ． 

𝑐𝑐  𝑐𝑐       (4-3) 
 
そのため，合併⾃治体の合併算定替による基準財政需要額𝐷 は⼀本算定による基準財政

需要額Dよりも⼤きくなる． 
𝐷  ＞ 𝐷       (4-4) 
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したがって，基準財政収⼊額が合併前後で⼀定であれば，合併⾃治体の合併算定替によ
る普通交付税額𝐿 は⼀本算定による普通交付税額𝐿よりも⼤きくなる． 

𝐿  ＞ 𝐿       (4-5) 
 
図表 4-2 の通り，合併算定替による普通交付税額増加額は，合併後⼀定期間内は満額交

付されるが，その後段階的に縮減され，適⽤期間の終了とともに⼀本算定による普通交付
税額と同額が配分される．「平成の⼤合併」では，合併算定替の適⽤期間を延⻑し，合併年
度によって適⽤期間に差を設けることで，市町村合併へのインセンティブが⾼められた． 

 
4-2-3 合併算定替依存率の状況 

 
合併⾃治体 i の合併算定替による普通交付税増加額は，合併算定替による普通交付税額

𝐿 と⼀本算定による普通交付税額𝐿 との差として定義される64． 
合併⾃治体 i の合併算定替による普通交付税増加額 ＝ 𝐿  −𝐿   (4-6) 

 
図表 4-3 は，2005 年度から 2016 年度までの合併算定替による普通交付税増加額の推計

額（棒グラフ）とその累計額（折れ線グラフ）を⽰している．これらの⾦額は「国⺠経済
計算」の政府最終消費⽀出デフレーター（2011 年暦年基準）で実質化しており，2016 年
価格で評価している．ただし，2014 年度以降は⼀本算定の⾒直しが⾏われ，2014 年度は
3,400 億円程度，15 年度は 1,100 億円程度，16 年度は 1,200 億円程度の増額（ただし，⾒
直し年度以降３年間かけて段階的に交付税の算定に反映される）がなされた．これは L の
増加を意味しているため，⼀本算定の⾒直しが⾏われなかった場合よりも（計算上⼀本算
定の⾒直しによる増加分を分離できないため）合併算定替による普通交付税増加額は⼩さ
くなっている．  

図表 4-3 はより 2005 年度からの累計額では，合併算定替による普通交付税増加額は，
2015 年度で 8 兆円を超え，2016 年度では 8.6 兆円に到達している．年度単位でみると，
2006 年度から 2010 年度までは 6,330 億円から 7,280 億円でわずかに増加して推移した
が，2011 年度は 8,870 億円に 2,000 億円以上増加し，2013 年度で 9,500 億円をピークに
達した．2004 年度合併（215 件）が合併算定替の縮減段階に⼊った 2015 年度には 6,870
億円となり，2005 年度合併（325 件）が合併算定替の縮減段階に⼊った 2016 年度には
4,610 億円に減少した．  

 

                                                       
64 実際には普通交付税算定における錯誤等が存在するため，合併算定替による普通交付税増加額は厳密
には(4-6)式の定義とは⼀致しない可能性がある．しかし，本章では錯誤等が把握できないため，(4-6)式
に基づき算出した． 



 

75 
 

図表 4-3 合併算定替による普通交付税増加額と累計額 

 
(注) 左軸は合併算定替による交付税増加額，右軸は交付税増加額累計額．⾦額は 2016 年価格． 
(出所)総務省『市町村別決算状況調』より作成． 
 
 
合併⾃治体にとって，合併算定替は⼀本算定による普通交付税額と⽐較して財政⾯でど

の程度の影響を与えたであろうか．以下では，市町村財政データからその合併算定替依存
率（合併算定替による普通交付税増加額の標準財政規模に対する割合）を明らかにする． 

図表 4-4 には，最も合併件数が多かった 2005 年度以降の，合併算定替依存率と合併⾃
治体の⼈⼝規模との関係を⽰している．合併算定替依存率は，合併⾃治体平均で 2005 年
度の 8.0%から 2010 年度までは 7%台後半で推移したが，2011 年度から 2013 年度は 9%
台に増加した．その後 2014 年度以降は低下して，2016 年度は 4.5％まで低下した． 

⼈⼝規模別にみると，合併算定替依存率は合併⾃治体の⼈⼝規模が⼩さいほど⼤きくな
る傾向があり，（2006 年度を除いて）1 万⼈未満の⾃治体が最も⾼い．1 万⼈未満の⾃治
体では 2009 年度以降 10%を上回っており，2013 年度に 13.3％まで⾼まり，その後低下
して 2016 年度には 5.4％まで低下した．反対に，⼈⼝ 10 万⼈以上の合併算定替依存率は
市町村平均より⼩さくなり，50 万⼈以上では 1%程度になる． 

図表 4-5 には，合併算定替依存率と合併関係市町村数との関係を⽰している．合併⾃治
体数の増加とともに⼤きくなる傾向が確認できる65．2005 年度から 08 年度までは合併関

                                                       
65 合併算定替による普通交付税額は，合併⾃治体の⼈⼝が同⼀規模でも，少数の中規模⾃治体が合併し
た場合よりも，多数の⼩規模⾃治体が合併した場合において，（⼀本算定では補正係数の割り増し効果が
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係⾃治体数 1466が最⼤であったが，2009 年度以降は合併関係⾃治体数 10 が最⼤である．
15 市町村が関係した合併では，年度によっては⼀本算定よりも合併算定替のほうが⼩さい
ことも確認できる67． 

また，合併算定替が⼀本算定による普通交付税額を上回った合併⾃治体は合併⾃治体全
体の 99.5％を占めており，ほぼすべての合併⾃治体が合併算定替の恩恵を受けている68．  

以上から，合併⾃治体はピーク時で平均して標準財政規模の 9%程度の財源を合併算定
替による普通交付税に依存しており，さらに⼈⼝規模が⼩さく，合併関係市町村が⼤きい
合併⾃治体ほど，その依存度が⾼いことがうかがえる．これらの合併⾃治体では，今後の
合併特例期間の終了に伴って，より多くの財源が縮減されることになる． 

しかしながら，合併市町村のなかには，合併算定替の段階的縮⼩を前に，合併⾃治体特
有の財政需要に直⾯しているため合併算定替による交付税措置がなければ現状の公共サー
ビスを維持できないことを主張し69，協議会を作って合併算定替の期間延⻑や財政優遇措
置を政府や総務省に要望する⾃治体が⾒られた70． 

その結果，図表 4-6 の通り，合併により市町村の⾯積が拡⼤するなど市町村の姿が⼤き
く変化したことを踏まえ，合併時点では想定されていなかった財政需要を交付税算定に反
映するために，2014 年度から 2020 年度にかけて 6,700 億円程度の⼀本算定の⾒直しが⾏
われることになった．たとえば，⽀所に要する経費の算定は，合併団体の⽀所が住⺠サー
ビスの維持・向上，コミュニティの維持管理や災害対応等に重要な役割を果たしているこ
とに着⽬し，当該⽀所に要する経費を交付税の算定に反映された．また，標準団体の⾯積
の⾒直し（160km2 から 210km2）にあわせて，清掃費のゴミ収集・運搬に要する経費が⾒
直され単位費⽤に反映されたり，標準団体における出張所数（2 カ所から 3 カ所）を⾒直
し，これに伴う消防費の⼈件費等の増加が単位費⽤に反映された． 

これらの⾒直しを総額ベースで図⽰したものが図表 4-7 であり，6,700 億円は本研究で
算出した合併算定替によって増加した普通交付税額のピーク時の 9,500 億円（図表 4-3 の

                                                       
抑制されるため）⼤きくなる傾向にある．また，旧市町村に不交付団体が含まれる場合には，⼀本算定の
場合と異なり，合併算定替の場合には財源超過額が交付団体の財源不⾜額と相殺されないため，さらに
普通交付税額が⼤きくなる傾向がある． 
66 これは上越市であり，旧上越市と⼩規模⾃治体である 6 町 7 村が合併したため，合併算定替依存率が
⾼まったと考えられる． 
67 これは新潟市であり政令指定都市移⾏に伴う基準財政需要の増加が影響している．政令指定都市や中
核市を⽬指した合併の場合には，県からの権限委譲による基準財政需要の増加によって，合併算定替と
の差が⼩さくなるか，合併算定替より⼀本算定による交付税のほうが⼤きくなる場合もある． 
68 合併算定替による普通交付税増加額がプラス，つまり(4-6)式が正であった合併市町村の割合は，2005
年度から 2016 年度にかけて 99.5%であり，市は 99.3％で，町村はすべての年度で 100%であった． 
69 合併⾃治体の多くが旧合併特例法の期限である 2005 年度末を考慮して，2004 年度から 2005 年度で
の合併を選択した．そのため，特に 2015 年度以降の段階的縮⼩を前にこうした動きを活発化させてきた
可能性がある． 
70 合併市町村で構成される「合併算定替終了に伴う財政対策連絡協議会」は，総務省や国会議員連盟に
対して，合併算定替終了後の新たな⽀援措置を求める要望書を提出している．2014 年の報告書において，
合併算定替の終了に伴う 590 市町村の普通交付税額の削減額（平成 25 年度当初予算ベース）は 9,504 億
円程度に上る，と主張している． 
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2013 年度の⾦額）と⽐較すれば，70％程度にあたる．つまり，この⾒直しによって，⾒
直し前と⽐較すると，合併算定替によって増加した普通交付税額のうち，その 70％程度
が⼀本算定による普通交付税額が増加することによって，合併団体に今後も維持されるこ
とになったと⾒ることができる． 

図表 4-3 において，2014 年度から合併算定替による普通交付税増加額が縮⼩傾向にあ
るのは，⼀部の合併⾃治体で縮減段階に⼊ったことに加え，この⼀本算定の⾒直しが
2014 年度から段階的に実施されており，⼀本算定による普通交付税額額が増加したが影
響している． 
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図表 4-4 合併算定替依存率と合併⾃治体の⼈⼝規模との関係 

 
(注)上段は合併算定替依存率，単位：％．下段の(  )は⾃治体数． 
(出所) 総務省『市町村別決算状況調』より作成． 
 

図表 4-5 合併算定替依存率と合併関係⾃治体数との関係 

 
(注) 上段は合併算定替依存率，単位：％．下段の( )は⾃治体数． 
(出所) 総務省『市町村別決算状況調』より作成．  

人口規模：万人
年度 -1 1- 3- 5- 10- 20- 30- 50- 市町村

10.3 9.4 9.5 9.0 5.8 3.5 1.5 0.7 8.0
(10) (72) (72) (67) (39) (12) (15) (8) (295)

8.7 8.6 8.8 7.8 5.9 3.8 1.6 1.4 7.5
(30) (143) (124) (136) (73) (18) (22) (12) (558)

9.2 9.0 8.8 8.1 6.1 4.0 1.6 1.1 7.8
(32) (142) (128) (135) (74) (17) (22) (13) (563)

9.7 9.3 8.9 8.1 6.0 4.2 1.9 1.4 7.9
(33) (143) (133) (131) (74) (18) (22) (13) (567)

10.3 9.2 8.4 7.6 5.7 3.7 1.9 0.9 7.6
(35) (143) (130) (133) (77) (20) (22) (14) (574)

10.8 9.7 8.8 7.7 5.5 3.6 1.8 0.5 7.8
(35) (149) (128) (138) (81) (21) (22) (14) (588)

10.9 10.6 10.6 9.2 6.7 5.0 2.9 1.2 9.1
(40) (151) (121) (141) (78) (22) (22) (14) (589)

13.2 11.4 10.9 9.7 6.9 5.1 3.3 1.1 9.6
(41) (151) (121) (138) (80) (23) (21) (15) (590)

13.3 11.7 11.3 9.8 7.1 5.2 3.3 1.2 9.8
(41) (152) (121) (137) (80) (23) (21) (15) (590)

11.5 10.5 10.1 8.7 6.4 4.8 3.1 1.2 8.8
(42) (155) (120) (136) (78) (23) (21) (15) (590)

8.9 7.9 7.6 6.7 5.3 3.5 2.8 1.0 6.8
(45) (153) (120) (136) (78) (22) (21) (15) (590)

5.4 5.1 5.0 4.6 3.7 2.5 1.9 0.7 4.5
(48) (152) (124) (132) (78) (20) (21) (15) (590)

2014

2015

2016

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2005

2006

2007

合併自治体数
年度 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 市町村

5.2 7.8 9.4 9.3 11.3 9.7 9.8 11.7 11.6 11.5 12.6 1.6 8.0
(88) (70) (53) (32) (21) (9) (8) (7) (4) (1) (1) (1) (295)

5.2 7.8 9.0 9.1 10.5 11.2 11.1 11.6 11.8 8.5 12.4 2.9 7.5
(208) (144) (86) (50) (25) (17) (11) (7) (6) (2) (1) (1) (558)

5.4 8.1 9.1 9.4 10.9 11.8 10.8 12.1 12.1 7.8 12.9 -0.1 7.8
(209) (146) (87) (50) (25) (17) (12) (7) (6) (2) (1) (1) (563)

5.6 8.2 9.1 9.4 11.1 11.6 11.0 12.2 12.3 8.2 12.5 -0.0 7.9
(208) (149) (88) (51) (25) (17) (12) (7) (6) (2) (1) (1) (567)

5.4 8.0 8.8 9.2 10.0 9.9 10.6 10.9 13.0 6.9 6.7 12.0 -0.1 7.6
(211) (149) (88) (50) (27) (19) (12) (8) (5) (1) (2) (1) (1) (574)

5.5 8.2 9.0 9.5 10.7 10.4 11.1 12.2 13.5 7.2 6.4 12.1 -0.3 7.8
(217) (153) (91) (50) (27) (20) (12) (8) (5) (1) (2) (1) (1) (588)

6.4 9.6 10.6 10.9 12.6 12.1 12.9 13.3 15.5 8.9 8.1 14.4 1.0 9.1
(217) (153) (91) (51) (26) (20) (12) (9) (5) (1) (2) (1) (1) (589)

6.9 10.1 11.2 11.4 13.4 12.6 13.9 13.7 16.5 9.2 8.6 14.8 1.5 9.6
(218) (153) (91) (51) (26) (20) (12) (9) (5) (1) (2) (1) (1) (590)

7.1 10.4 11.3 11.6 13.7 12.9 14.2 14.0 16.6 9.5 8.9 15.8 2.0 9.8
(218) (153) (91) (51) (26) (20) (12) (9) (5) (1) (2) (1) (1) (590)

6.3 9.4 10.1 10.4 12.0 11.6 12.7 12.4 14.7 8.7 8.5 14.2 1.6 8.8
(218) (153) (91) (50) (27) (20) (12) (9) (5) (1) (2) (1) (1) (590)

4.9 7.2 7.8 8.0 9.0 9.1 9.8 9.6 11.5 6.7 6.8 11.0 1.2 6.8
(218) (153) (91) (50) (27) (20) (12) (9) (5) (1) (2) (1) (1) (590)

3.2 4.8 5.2 5.3 6.0 6.1 6.6 6.4 7.8 5.0 4.9 7.5 -0.1 4.5
(218) (153) (91) (50) (27) (20) (12) (9) (5) (1) (2) (1) (1) (590)

2014

2015

2016

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2005

2006

2007
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図表 4-6  合併後の市町村の姿を踏まえた交付税算定の⾒直しについて 
年度 費⽬ ⾒直し内容 影響額 
2014 地域振興費 ・⽀所に要する経費を加算 3,400 億円程度 

2015 
消防費 ・標準団体の出張所数等を⾒直し ・⼈⼝密度による補正を充実 

・旧市町村単位の消防署・出張所に要する経費を加算 
1,100 億円程度 清掃費 ・標準団体の経費を⾒直し  ・⼈⼝密度による補正を新設 

地域振興費 ・離島，属島の増嵩経費を反映（消防，清掃分） 

2016 

保健衛⽣費 
社会福祉費 
⾼齢者保健福祉費 

・標準団体の経費を⾒直し 
・旧市町村単位の保健福祉に係る住⺠サービス経費を加算 

1,200 億円程度 
その他の教育費 
徴税費 

・標準団体の経費を⾒直し  ・⼈⼝密度による補正を充実 

地域振興費 ・離島，属島の増嵩経費を反映（保健福祉等分） 

2017 

地域振興費 ・⽀所に要する経費を増額 

500 億円程度 
その他の教育費 ・⼈⼝密度による補正を新設 
都市計画費 
その他⼟⽊費 
農業⾏政費 

・標準団体の経費を⾒直し 

2018 

その他の教育費 ・標準団体の経費を⾒直し  ・⼈⼝密度による補正を充実 

500 億円程度 
保健衛⽣費 ・旧市町村単位の保健センター運営費等の経費を増額 
商⼯⾏政費 
地域振興費 
包括算定経費 

・標準団体の経費を⾒直し 

計  6,700 億円程度 
(注) 影響額は合併団体への影響額であり，⾒直し年度以降３年間かけて段階的に交付税の算定に反映  
(出所) 総務省「合併後の市町村の姿を踏まえた交付税算定の⾒直しについて」 

 

図表 4-7 合併後の市町村の姿を踏まえた交付税算定の⾒直し前後の⽐較 
 

 (a) ⼀本算定の⾒直し前    (b) ⼀本算定の⾒直し後 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(注) (b)では，満額交付期間中に 6700 億円の⼀本算定の⾒直しが⼀度になされた場合を便宜的に仮定． 

  

0.7 

合併算定替による 

普通交付税増加額 

 

0.9 

0.7 

0.9 

 

「一本算定」による普通交付税

額 

0.5 

0.3 

 

合併算定替による 

普通交付税 

増加額 

 

0.1 

 

「一本算定」による普通交付税

額 
 

 

「一本算定」による 

普通交付税額 

 

「一本算定」による 

普通交付税額 

0.3 0.1 

0.5 

「一本算定」の見直し 

による普通交付税増加額 



 

80 
 

4-3 節 合併自治体の効率性に関する実証分析 

 
本節では，合併算定替が合併⾃治体の効率性に与えた影響を合併⾃治体のパネルデータ

を⽤いて検証する．  
 

4-3-1 仮説と推定モデル 
 
(1) 仮説 

⾚井・佐藤・⼭下(2003)は，地⽅交付税依存率の⾼い地⽅⾃治体ほど財政規律が弛緩効
果することを実証したが，ここでは，政治間補助⾦制度の財政規律弛緩効果に関する研究
をさらに発展させるべく，地⽅交付税制度の合併算定替の財政規律弛緩効果を検証する． 

旧合併特例法では，合併算定替の満額交付期間が 5 年から 10 年に延⻑され，10 年を超
えると，合併算定替は毎年度段階的に縮減され，15 年⽬に終了する．合併⾃治体の 99.5％
が合併算定替によって普通交付税が増加しており，その規模は 2006 年度から 12 年度まで
の各年度の平均で標準財政規模の 7.5~9.8％であったが，⼩規模⾃治体や関係⾃治体数が
多い合併⾃治体では 10％を超えていた（図表 4-4）． 

合併⾃治体は合併算定替の特例期間内に，交付税財源の減少に備えて，歳出の効率化に
取り組む必要がある．しかしながら，合併⾃治体は特有の財政需要に直⾯するため，合併
算定替による交付税措置がなければ現状の公共サービスを維持できないと主張し，協議会
を作って合併算定替の期間延⻑や新たな財政優遇措置を国に要望してきた．  

ここでは，合併算定替によって歳出効率化を進めるディスインセンティブが働き，合併
⾃治体が財政規律を弛緩させたかどうかを確率フロンティア分析によって検証する． 

 
(2) 確率フロンティアモデル 

本章では，合併算定替が合併⾃治体の効率性に与える影響を検証するために，Battese 
and Coelli(1995)による確率フロンティア費⽤モデルを採⽤する．Battese and Coelli(1995)
では，(4-7)式で定義される確率フロンティア費⽤関数と，(4-8)式のように独⽴変数ベク
トル𝑧と未知のパラメータ𝛿の関数として表される費⽤⾮効率性𝑢が最尤法によって推定さ
れる． 

𝐶 C 𝑦 ,𝑤 ;𝛽  exp 𝑣 𝑢     (4-7) 
  𝑢 𝑧 𝛿 𝜔       (4-8) 
  
ここで，𝐶は公共サービス供給費⽤，𝑦は公共サービス産出量，𝑤は投⼊要素価格，𝛽は推

定すべきパラメータ，i は第 i 地⽅⾃治体であることを表す．𝑢は𝑢 0と仮定される． 
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費⽤関数を推定するためには，産出量と要素価格が必要である．しかし，直接産出量𝑦を
定量的に把握することは困難であるため，林(2002)や⾚井・佐藤・⼭下(2003)と同様に，
𝑦が⼈⼝規模にも影響すると仮定したうえで，(4-9)式のように定義する． 

𝑦 ＝y 𝑔 ,𝑛 ,𝑛       (4-9) 
 
𝑔 は間接産出量，𝑛 は⼈⼝，𝑛 は⼈⼝の⼆乗項である71．(4-9)式を直接産出量𝑦に関して

解いた𝑦 ∅ 𝑔 ,𝑛 ,𝑛 を(4-7)式に代⼊すると，(4-10)式のようになる．  
𝐶 ＝c ∅ 𝑦 ,𝑛 ,𝑛 ,𝑤 , :𝛼 exp 𝑣 𝑢    (4-10) 

 
本章では，確率フロンティア費⽤関数と⾮効率性の決定要因の推定式を以下の通り定式

化する．まず，確率フロンティア費⽤関数は，(4-10)式を Cobb-Douglas 型費⽤関数とし
て対数線形に変換し，パネルデータ分析を想定して(4-11)式のように定式化する． 

ln𝐶 , ＝𝛼 𝛼 ln𝑔 , 𝛼 ln𝑤 , 𝛼 ln𝑛 , 𝛼 ln𝑛 , 𝛼 𝑝𝑜𝑝65 , 𝛼 𝑝𝑜𝑝15 ,   
           ∑ 𝜑 𝑦𝑒𝑎𝑟 , , 𝑣 , 𝑢 ,      (4-11) 
  
𝐶は経常経費72であり，𝑤は労働賃⾦として，⼀般⾏政職の平均給与賃⾦を⽤いる．費⽤

関数のコントロール変数として，65 歳以上⼈⼝⽐率，15 歳未満⼈⼝⽐率を採⽤する．𝑦𝑒𝑎𝑟
は各年度の経済状況などを考慮するための各年度ダミー変数である． 

つぎに，費⽤の⾮効率性を(4-8)式に基づいて(4-12)式のように定式化する73． 
𝑢 , ＝𝛽 𝛽 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡 , 𝛽 𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖 , 𝛽 𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒 , 𝛽 𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒 , 𝛽 𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖5_𝑑 ,  

 𝛽 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑡 , 𝛽 𝑟𝑏𝑟𝑡_𝑑 , 𝛽 𝑜𝑏𝑟𝑡_𝑑 , 𝜔 ,   (4-12) 
 
ここで，𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡は普通交付税依存率，𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖は合併算定替依存率である74．これらの変数

は合併⾃治体の⾮効率性を助⻑する要因と想定でき，係数は正となると予想される75．合
併算定替による普通交付税増加額は，(4-6)式の通り算出した．具体的には，『市町村別決
算状況調』より，合併⾃治体の基準財政需要額と基準財政収⼊額の差額を算出して，これ

                                                       
71 ⼈⼝の⼆乗項を採⽤しているため，U 字型の 1 ⼈あたり費⽤関数を想定している． 
72 経常経費は，⼈件費，物件費，維持補修費，扶助費，補助費等の合計である．  
73 地⽅⾃治体の予算が前年度の経済財政状況を踏まえて決定されるため，合併経過年数以外の変数は経
常経費に対して前年度データを⽤いている． 
74 いくつかの合併⾃治体にヒアリングしたところ，各⾃治体は合併算定替の将来的な減額に備えて，普
通交付税と合併算定替の⾦額を財政課等で正確に把握していた．このため本章でも，現実の予算編成過
程を踏まえて，普通交付税と合併算定替を明確に区別して推定している． 
75 財政⽀援措置である合併特例債も⾮効率性要因として考慮されるべきかもしれない．しかし，合併特
例債は投資的経費と関連性が⾼く，本章が分析対象とする経常経費の財源には充当されていない．また，
後述の地⽅公共サービス⽔準は経常経費との関係性を考慮して作成しているため，費⽤関数におけるイ
ンプットとアウトプットが対応しない可能性がある．合併特例債がもたらす⾮効率性の検証は今後の課
題である． 
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を⼀本算定の普通交付税額とし，実際の普通交付税額（合併算定替による普通交付税額）
との差額を合併算定替による普通交付税増加額とした．  
𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒は合併経過年数，𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒 は合併経過年数の 2 乗項である．前節でみたように，合

併算定替は合併してから 10 年間満額交付された後，段階的に縮⼩される．このため，合併
⾃治体の費⽤効率性も合併経過年数の影響を受ける可能性がある．ただ，合併⾃治体の財
政運営が時間を経るごとに効率的になるか，⾮効率になるかは先験的に想定できないため，
合併経過年数とその 2 乗項の係数は正負の両⽅が考えられる．また，合併算定替の縮減期
限と⾮効率性の関係を明らかにするために，合併算定替の縮減期限 5 年以内の⾃治体のみ
1，それ以外を 0 とするダミー変数(𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖5_𝑑)を加える76． 

さらに，𝑐𝑜𝑟𝑝𝑡は法⼈課税依存率（地⽅税に占める法⼈住⺠税の割合）である．法⼈課税
の租税輸出を想定するならば，その分の税負担を軽減された住⺠は⾃治体の財政運営を監
視する誘因を持たないため，法⼈課税依存率の係数は正であることが予想される． 

また，合併⾃治体の過去の財政状況が現在の⾮効率性に与える影響をコントロールする
ため，実質⾚字団体ダミー(𝑟𝑏𝑟𝑡_𝑑)と経常収⽀⽐率ダミー(𝑜𝑏𝑟𝑡_𝑑)を説明変数に加える．前
者については，実質⾚字の合併⾃治体は 1，それ以外を 0 としている．後者については，
経常収⽀⽐率 95％以上の合併⾃治体は 1，それ以外を 0 としている77．  

なお，費⽤⾮効率性（CI）は，𝑢が観察できないので，𝑣と𝑢の分布を⽤いて(4-13)式のよ
うに条件付き期待値として導出される．ここで，ε v uである． 

CI E exp 𝑢 |𝜀        (4-13) 
 

(2) 地⽅公共サービス⽔準とデータ 
費⽤関数を推定するための産出量データとして，地⽅公共サービス⽔準を(4-14)式に⽰

す通り以下の 3 段階で算出した． 
𝑔 ∑ 𝛼 ∑ 𝜃 𝑠𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒  ,  ∑ 𝛼 1 , ∑ 𝜃 1  (4-14) 

  
第 1 段階では，図表 4-8 の通り，市の⽬的別歳出から，⺠⽣費，教育費，衛⽣費，総務

費，消防費，⼟⽊費（ただし，⼟⽊費の物件費，維持補修費にあたる部分のみ）の 6 分野
（⽬的別歳出の款）を選択した．さらに，⺠⽣費は⽼⼈福祉費，児童福祉費，教育費は幼
稚園費，⼩学校費，中学校費，社会教育費，保健体育費，衛⽣費は清掃費と保健衛⽣費，
総務費は総務管理費，⼟⽊費は道路橋梁費と都市計画費の各項⽬に区分（⽬的別歳出の項）
                                                       
76 宮下(2015)で指摘されているように，合併⾃治体の市町村建設計画は 5 年程度を⽬途に策定されてい
る．合併算定替による普通交付税増加額に関する事業も市町村建設計画に沿って実施されているため，
合併算定替の影響を検証する期間を 5 年とした． 
77 経常収⽀⽐率が 95％以上の場合，総務省の財政運営ヒアリング対象団体となる．このため，⾮効率性
は経常収⽀⽐率に対して線形の関係性がない可能性があることから，本章ではダミー変数を⽤いた．な
お，各⾃治体の財政状況と⾮効率性の内⽣性を考慮して，実質⾚字団体ダミーと経常収⽀⽐率ダミーは
前年度のデータを⽤いている． 
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した78．第 2 段階では，それぞれの歳出区分に該当する 18 公共サービス指標を構築し，そ
れぞれの偏差値(𝑠𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 )を算出した．第 3 段階では，まず第 1 段階で算出したウエイト
𝜃 を⽤いて公共サービス指標の偏差値(𝑠𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 )を加重平均して各分野の公共サービス⽔
準を算出し，つぎにそれらを各分野のウエイト𝛼 で加重平均して，第 i 地⽅⾃治体の地⽅
公共サービス⽔準𝑔 を算出した79．図表 4-8 には，ウエイト𝛼 と𝜃 の値を⽰している． 
 

(3) データ 
本章では，分析対象を合併⾃治体に限定し，都市⾃治体のみを分析対象にしている80．さ

らに，分析対象⾃治体の同質性を確保するために，合併⾃治体は旧合併特例法下の 1999-
2005 年度に合併した市を対象としている．ただし，東⽇本⼤震災の財政運営への影響を考
慮して，岩⼿県，宮城県及び福島県の合併⾃治体は分析から除外している．また，地⽅公
共サービス⽔準データは各年度によって⼊⼿できる市が異なるため，パネルデータはアン
バランスドデータである． 

財政関連変数については，総務省『市町村別決算状況調』からデータを構築した．また，
⾃治体職員の労働賃⾦は平均給与⽉額を総務省『給与・定員等の調査結果等』から⼊⼿し
た．市町村別総⼈⼝，65 歳以上⼈⼝，15 歳未満⼈⼝は『住⺠基本台帳年齢別⼈⼝』を⽤い
ている．合併関連の変数は総務省「平成 11 年度以降の市町村合併の実績」を参照してい
る．図表 4-8 で⽰した地⽅公共サービス⽔準を構成する公共サービス指標のデータについ
ては，市町村別の市町村道延⻑，公園⾯積，公会堂・市⺠会館数，博物館数，体育施設数，
ごみ処理量，保健センター数，集会所数及び庁舎⾯積を総務省『公共施設状況調経年⽐較
表』，幼稚園児数，⼩学校児童数と教員数，中学校⽣徒数と教員数を⽂部科学省『学校基本
調査』，出⽕件数は消防庁『⽕災年報』，病床数（病院病床数）を厚⽣労働省『地域保健医
療基礎統計』，保育所在所児童数，保育所⾯積を厚⽣労働省「社会福祉施設等調査』，介護
福祉施設定員数は介護⽼⼈福祉施設，介護⽼⼈保健施設及び介護療養型医療施設の定員数
の合計であり，厚⽣労働省『介護サービス施設・事業所調査』からそれぞれ⼊⼿した．市
町村別総⼈⼝，65 歳以上⼈⼝，15 歳未満⼈⼝，0 歳から 4 歳⼈⼝は総務省『住⺠基本台帳
年齢別⼈⼝』，市町村別課税対象所得は総務省『市町村税課税状況等の調』より⼊⼿した．
これらの記述統計量は図表 4-9 の通りである． 
 

                                                       
78 具体的には，『地⽅財政統計年報』の歳出決算額から 2006 年度から 2012 年度の⽬的別歳出項⽬の割
合（ウエイト）を計算して，7 年間の平均値を⽤いた． 
79 地⽅公共サービス⽔準の各年度の平均値は次のとおりである．2006 年度：49.357，2007 年度：49.088，
2008 年度：49.225，2009 年度：49.003，2010 年度：49.113，2011 年度：48.545，2011 年度：48.628． 
80 町村では最尤法の推定における計算が収束しないことがあった．この理由には，市と町村では費⽤関
数に違いがあることや後述する地⽅公共サービス⽔準データの構築で利⽤可能なデータに相違があるこ
となどが挙げられる．なお本章の分析可能なデータでは，合併⾃治体のうち市が７割超に上るため，分析
の包括性を担保できていると考える． 
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図表 4-8 地⽅公共サービス⽔準のウエイトと地⽅公共サービス指標 

 
（注）αとθのウエイトは，2006 年度から 12 年度までの平均値を⽤いた． 

（出所）総務省『地⽅財政統計年報』(各年度版)より作成． 

 
図表 4-9 記述統計量 

 
 

 
  

αs θsj

民生費 0.481
65歳以上人口当たり病床数
65歳以上人口当たり介護福祉施設定員数
0-4歳人口当たり保育所在所児数

0-4歳人口当たり保育所面積(m2)
入所待機児童数

教育費 0.161
幼稚園費 0.063 0-4歳人口当たり幼稚園児数
小学校費 0.345 小学校児童当教員数
中学校費 0.199 中学校生徒当教員数

人口当たり公会堂・市民会館数
人口当たり博物館数

保健体育費 0.111 人口当たり体育施設数
衛生費 0.132

清掃費 0.513 人口当たりごみ処理量(t)
保健衛生費 0.487 人口当たり保健センター数

消防費 0.053 1.000 人口当たり出火件数
総務費 0.156

人口当たり集会所数

人口当たり庁舎面積(m2)
土木費(物件費，維持補修費) 0.017

道路橋梁費 0.638 面積1km2
当たり道路延長（km）

都市計画費（公園） 0.362 人口当たり公園面積(km2)

地方公共サービス指標

0.345

0.655児童福祉費

老人福祉費

0.282

1.000総務管理費

社会教育費

分野 項目
ウェイト

平均値 標準偏差 小値 大値
経常支出（100万円） 18,213 23,472 4,471 253,501
地方公共サービス水準 49.0 12.2 0.0 77.1
賃金率（1000円） 395.6 29.6 324.8 514.3
人口 111,790 156,615 19,103 1,400,000
65歳以上人口比率（％） 25.7 4.6 13.4 39.7
15歳未満人口比率（％） 13.2 1.4 8.3 19.0
普通交付税依存率（％） 40.0 19.0 0.0 78.3
合併算定替依存率（％） 7.0 4.5 -0.5 23.1
合併後経過年数 4.6 2.2 1.0 13.0
合併算定替縮減5年以内ダミー 0.4 0.5 0.0 1.0
法人課税依存率（％） 8.7 4.0 2.9 45.4
実質赤字団体ダミー 0.0 0.1 0.0 1.0
経常収支比率ダミー 0.2 0.4 0.0 1.0
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4-3-2 推定結果 
 
推定結果は図表 4-10 のとおりである．図表 4-10 では⾮効率性の説明変数が異なる推定

モデルの結果を 3 つまとめている．モデル[1]は⾮効率性要因に，普通交付税依存率，合併
算定替依存率，合併経過年数とその 2 乗項，法⼈課税依存率，実質⾚字団体ダミー，経常
収⽀⽐率ダミーを⽤いたものである．モデル[2]は[1]に，合併算定替の縮減期限 5 年以内
のダミー変数を加えている．モデル[3]は，合併算定替依存率と合併算定替の縮減期限の影
響を同時に考慮するため，合併算定替依存率と合併算定替の縮減期限 5 年以内のダミー変
数のクロス項を説明変数に加えている． 

まず，確率フロンティアモデルの妥当性を確認する．図表 4-10 では，𝜎 ＝0とλ＝0とい
う帰無仮説がどのモデルでも 1％有意⽔準で棄却されており，⾮効率性𝑢の存在を⽰してい
る．また，通常の推定モデルと𝜎 ＝0の制約付き推定モデルの選択に関する尤度⽐検定(LR 
test)を⾏ったところ，どの推定でも⾮効率性𝑢の存在を確認できる．したがって，合併算定
替の合併⾃治体の⾮効率性を検証するにあたり，確率フロンティアモデルの妥当性は証明
されている．合併市の平均⾮効率性は 13.6-13.8％である81．つまり，合併⾃治体は最も効
率的な⾃治体と⽐べて，平均して経常経費の 14％程度を浪費している82． 

 
推定結果をみていくと，費⽤関数では⼈⼝が正で有意であるものの，それ以外の変数は

想定通りの結果を得ている．具体的には，地⽅公共サービス⽔準と平均給与賃⾦がすべて
のモデルにおいて正の有意な結果を得ている．また，⼈⼝の 2 乗項，65 歳以上⼈⼝⽐率も
すべての推定で正の有意な結果であり，推定結果は安定したものである．したがって，本
章の推定モデルは費⽤関数の性質を満たしているといえる．なお，2009 年度ダミーがどの
モデルでも正の有意な結果を得ている．  

⾮効率性要因の結果に着⽬すると，普通交付税依存率，合併算定替依存率はいずれのモ
デルでも正の有意な結果を得ている．特に，合併算定替依存率の係数はモデル[1]~[3]を通
じて普通交付税依存率よりも 2-3 倍ほど⼤きい傾向にあり，その有意性も⾼い．具体的に
は，普通交付税依存率が 1％増加すると合併⾃治体の⾮効率性は 0.3％増加する．その⼀⽅
で，合併算定替依存率が 1％増加すると合併⾃治体の⾮効率性は 0.7-0.8％増加することに

                                                       
81 合併⾃治体で最も効率的な⾃治体は，モデル[1]からモデル[3]を通じて佐賀県嬉野市(2006 年度)であ
った．その反⾯，合併⾃治体で最も⾮効率的な⾃治体は，⽯川県輪島市(2007 年度)であった． 
82 中澤・宮下(2016)は，2010 年時点の旧合併特例法下で合併を経験した 478 ⾃治体を対象とした確率フ
ロンティア費⽤分析によって，合併によって平均して総務費の 72％，⺠⽣費の 9.6％が浪費されている
こと，合併関係⾃治体数の増加が⾮効率を招いてることを明らかにしている． 
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なる．つまり，合併算定替は普通交付税よりも合併⾃治体の⾮効率性を助⻑していること
を⽰している83． 

また，合併経過年数とその 2 乗項はどのモデルでも有意な結果を得られなかった．また，
モデル[2]の合併算定替縮減期限 5 年以内のダミー変数は正の有意であるものの，モデル
[3]の合併算定替依存率と合併算定替の縮減期限 5 年以内のダミー変数のクロス項は有意
な結果ではない．本来ならば，合併から 10 年を超えた場合，合併算定替によって増加した
普通交付税は縮減されるため，合併⾃治体は合併経過年数を経るごとに効率的な財政運営
に努めると期待された．しかし，モデル[2]と[3]では，合併算定替の縮減期限 5 年以内で
あっても財政運営は改善を⽰されなかったため，合併経過年数に関係なく，合併⾃治体が
合併算定替の影響によって⾮効率な財政運営に陥っていたことが明らかになった．実際，
合併経過年数ごとの平均⾮効率性をモデル[3]の結果から整理すると，合併経過年数 1-5 年
では約 12.6％，合併経過年数 6~10 年では約 13.4％，合併 11 年⽬以降では約 11.1％であ
った84．つまり，各合併経過年数の平均⾮効率性に明確な差異がないことがわかる． 

さらに，法⼈課税依存率はいずれの推定でも正の有意な結果であり，⾚井・佐藤・⼭下
(2003)と整合的な結果であった．法⼈課税に依存した合併⾃治体では，住⺠の監視が⼗分
でない可能性があり効率的な財政運営に⽀障を来している．実質⾚字団体ダミー，経常収
⽀⽐率ダミーもモデル[1]~[3]において正の有意な結果であった．過去に厳しい財政運営
を強いられてきた合併⾃治体は現在の財政運営でも⾮効率であることを⽰唆している85． 

  

                                                       
83 被説明変数を歳出総額にした推定も⾏ったところ，合併算定替依存率については有意な結果を得られ
なかった．合併算定替による普通交付税増加額が⾮効率性を⽣じさせる歳出は，普通交付税と関連性の
⾼い経常経費に限定されるといえる． 
84 本章の推定期間では，合併 11 年⽬以上は 9 サンプルであった． 
85 政令指定都市は他の市と⽐べて権能が⼤きく異なっているため，市の権能差が合併⾃治体の効率性に
与える影響も考えられる．そこで，政令指定都市をサンプルから除いた推定も⾏ったが，図表 4-10 とほ
ぼ同様の結果を得た．ただ，政令指定都市を除く推定では平均⾮効率性が 11.5％であり，図表 4-10 の平
均⾮効率性よりも若⼲低下していた．政令指定都市だけでなく，中核市や特例市の権能差が⾃治体の⾮
効率性に影響することも推測されるが，本章の分析範囲を超えるため，今後の検討としたい． 
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図表 4-10 推定結果 

 
（注 1）* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 ．λ 𝜎 /𝜎  ． 
（注 2）⾮効率性の検定統計量 LR(=−2(LL0−LL1))は⾃由度 1 の𝜒 分布：𝜒 1 に従う． 
 

  

Coef. Z値 Coef. Z値 Coef. Z値

確率フロンティア費用関数

地方公共サービス水準（対数） 1.172 [ 21.41 ] *** 1.169 [ 21.38 ] *** 1.167 [ 21.31 ] ***

賃金率（対数） 0.386 [ 8.33 ] *** 0.385 [ 8.35 ] *** 0.382 [ 8.25 ] ***

人口（対数） 0.144 [ 1.95 ] * 0.140 [ 1.91 ] * 0.137 [ 1.86 ] *

人口2乗（対数） 0.033 [ 10.64 ] *** 0.034 [ 10.73 ] *** 0.034 [ 10.76 ] ***

65歳以上人口比率 0.010 [ 5.95 ] *** 0.010 [ 5.90 ] *** 0.010 [ 5.88 ] ***

15歳未満人口比率 0.005 [ 1.50 ]  0.005 [ 1.47 ]  0.005 [ 1.48 ]  

2006年度ダミー 0.002 [ 0.12 ]  0.000 [ 0.03 ]  -0.001 [ -0.05 ]  

2007年度ダミー -0.006 [ -0.44 ]  -0.004 [ -0.28 ]  -0.005 [ -0.34 ]  

2008年度ダミー -0.012 [ -0.90 ]  -0.005 [ -0.41 ]  -0.007 [ -0.49 ]  

2009年度ダミー 0.088 [ 7.67 ] *** 0.097 [ 7.96 ] *** 0.095 [ 7.74 ] ***

2010年度ダミー 0.004 [ 0.41 ]  0.008 [ 0.72 ]  0.007 [ 0.64 ]  

2011年度ダミー 0.014 [ 1.38 ]  0.011 [ 1.05 ]  0.011 [ 1.10 ]  

定数項 -3.724 [ -6.30 ] *** -3.692 [ -6.27 ] *** -3.648 [ -6.16 ] ***

非効率性

普通交付税依存率 0.002 [ 3.19 ] *** 0.003 [ 3.23 ] *** 0.003 [ 3.20 ] ***

合併算定替依存率 0.008 [ 4.26 ] *** 0.008 [ 4.32 ] *** 0.007 [ 3.62 ] ***

合併後経過年数 -0.001 [ -0.05 ]  -0.012 [ -0.75 ]  -0.010 [ -0.61 ]  

合併後経過年数2乗 0.000 [ 0.21 ]  0.001 [ 0.38 ]  0.000 [ 0.23 ]  

合併算定替縮減5年以内ダミー 0.050 [ 1.93 ] * 0.030 [ 0.87 ]  

算定替依存率×縮減5年以内ダミー [ ] 0.002 [ 0.80 ]  

法人課税依存率 0.008 [ 4.38 ] *** 0.008 [ 4.41 ] *** 0.008 [ 4.41 ] ***

実質赤字団体ダミー 0.259 [ 4.03 ] *** 0.265 [ 4.06 ] *** 0.259 [ 4.04 ] ***

経常収支比率ダミー 0.032 [ 2.20 ] ** 0.034 [ 2.23 ] ** 0.034 [ 2.29 ] **

定数項 -0.173 [ -1.7 ] * -0.162 [ -1.60 ]  -0.149 [ -1.50 ]  

サンプルサイズ

対数尤度

σU 0.126 [ 9.47 ] *** 0.127 [ 9.56 ] *** 0.125 [ 9.65 ] ***

σV 0.083 [ 17.3 ] *** 0.083 [ 17.35 ] *** 0.083 [ 17.17 ] ***

λ（＝σU/σV） 1.520 [ 111.2 ] *** 1.520 [ 110.7 ] *** 1.512 [ 111.9 ] ***

LRTest　χ2(1)：(σU＝0)

平均非効率性

［3］

2,328

1659.2 1659.5

24.86*** 28.52***

1.136 1.138

23.20***

1.138

1656.9

2,328 2,328

［1］ ［2］
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4-4 節 まとめと課題 

 
平成の⼤合併では，1999 年 3 ⽉末の 3,232 市町村から 1,505 市町村減少し，2010 年 3

⽉末までに 1,727 市町村となった．地⽅交付税の合併算定替の適⽤期間の延⻑を含む，1999
年の「市町村の合併の特例に関する法律」（以下，旧合併特例法）の改正が，合併へのイン
センティブを⾼めたとみられる． 

本章では，合併算定替による普通交付税増加額を独⾃に算出して，2005 年度から累計額
で 2016 年度には 8.6 兆円（2016 年価格）に到達したこと，年度単位でみるとピークの 2013
年度には 9,500 億円に上ったことを明らかにした．さらに，合併算定替によって，合併⾃
治体には 2010 年代前半には平均して標準財政規模の 9-10％程度の普通交付税財源が保証
され，特に，⼈⼝規模が⼩さく，合併関係団体が多い合併⾃治体では 10%を上回る財源が
保証されたことを明らかにした． 

本章では，地⽅交付税制度を通じた合併⾃治体への財源保障である合併算定替が，合併
⾃治体の財政規律を弛緩させたがどうかを合併市のパネルデータを⽤いて検証した．分析
結果から得られた知⾒は以下のとおりである． 

第 1 に，普通交付税と合併算定替は合併⾃治体の⾮効率性に正の有意な影響を及ぼして
いる．特に，合併算定替は，普通交付税よりも 2〜3 倍ほど⼤きく，⾮効率を助⻑してい
た．具体的には，普通交付税依存率が 1％増加すると合併⾃治体の⾮効率性は 0.3％増加す
るのに対して，合併算定替依存率が 1％増加すると合併⾃治体の⾮効率性は 0.7-0.8％増加
することを明らかにした． 

第 2 に，合併⾃治体は合併経過年数を経るごとに効率的な財政運営に努めることが期待
されたが，本章の推定では合併⾃治体が合併経過年数に関係なく，合併算定替の影響で⾮
効率な財政運営に陥っていることを明らかになった．合併算定替は地⽅交付税の⼀部であ
り，⾮合併⾃治体も地⽅交付税の財源を負担している．合併算定替がもたらす⾮効率な財
政運営の負担は地⽅交付税制度を通じて⾮合併⾃治体住⺠へと事後的に転嫁されている恐
れがある． 

最後に課題を挙げる．本章の分析は 2012 年度までを対象としたため，合併後 11 年超え
る⾃治体はわずか 9 サンプルであった．そのため，地⽅交付税制度の財政規律弛緩効果の
検証と合併推進策の評価という⼆つの観点から，分析期間を拡張して合併算定替の特例終
了時点までを含む分析が必要であった．しかし，4-2 節で⾒た通り，2014 年度以降は合併
後の市町村の姿を踏まえた⼀本算定の⾒直しにより，制度の⼀貫性を⽋く事態となったた
め，制度変更後の分析フレームを再構築することが不可⽋である．また，合併推進策の評
価という観点からは，合併特例債の発⾏が合併⾃治体の財政運営の効率性に与えた影響も
分析する必要がある．これらは今後の課題である． 
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第 5 章 地方財政の将来負担と効率性に関する実証分析86 

 

5-1 節 はじめに 

 
「地⽅公共団体の財政の健全化に関する法律」（以下，健全化法）適⽤以降87，市区町村

の健全化判断⽐率が⼤きく改善している．健全化判断⽐率が早期健全化基準を上回った⾃
治体は，健全化法成⽴時の 2007 年度決算では 43 団体（うち再⽣基準以上が 3 団体）存在
したが，08 年度決算では 22 団体（うち再⽣基準以上が 1 団体）に減少し，13 年度決算で
は財政再⽣団体の⼣張市のみとなった．特に将来負担⽐率は顕著な改善を⽰している．将
来負担⽐率は市区町村平均（単純平均値）で 2008 年度の 110.3％から 18 年度には 58.0％
へ 52.4％ポイント改善した．さらに，将来負担⽐率がゼロ以下になった市区町村は 2008
年度の 12.8％から，13 年度には 30％を超え，18 年度には 40％を超えた．これらは，市区
では 2008 年度には東京都や愛知県といった⼤都市圏を中⼼に 19 都府県に分布していた
が，15 年度には 40 都道府県に拡⼤し，町村では 2008 年度の 38 都道府県から 15 年度に
は島根県を除く 46 都道府県にまで分布が拡⼤した．将来負担⽐率が著しく低下した地⽅
⾃治体は，健全化法施⾏当初は，債務が少ないか基⾦が豊富な財政⼒が⾼い⾃治体に集中
していたが，近年では，財政⼒に関係なく将来負担⽐率の改善が⼤幅に進んだ． 

このように健全化判断⽐率が⼤幅に改善し，将来負担⽐率がゼロ以下になった市区町村
が全体の 40％を上回るようになった背後で，地⽅⾃治体が国負担を優先して債務償還に係
る国負担を増加させながら，効率性の低い分野への公共⽀出を拡⼤させていたとしたら，
交付税制度に基づく債務償還財源の基準財政需要額への算⼊⾒込額という財政⽀援措置が
地⽅⾃治体の財政規律を弛緩させた可能性が考えられる．地⽅交付税制度による地⽅⾃治
体の財政規律の弛緩効果を歳⼊に占める普通交付税の割合を⽤いて，フロー⾯から実証し
た先⾏研究は多数存在するが，債務償還財源の国負担依存の多寡というストック⾯から検
証した研究は筆者の知る限り存在しない．そこで，本章では，地⽅交付税制度と健全化法
の財政規律に対するインセンティブ効果をストック⾯から検証するために，将来負担⽐率
がゼロ以下に低下した⾃治体や将来負担償還に係る国負担⾒込額や特定財源⾒込額が⼤き
い⾃治体が財政規律を弛緩させたかどうかを確率フロンティア分析によって検証する． 

本章の構成は以下の通りである．5-2 節では，将来負担⽐率の著しい改善状況を明らか
にすると共に，将来負担⽐率の構成要素から都市⾃治体の将来負担の構造を明らかにする．
5-3 節では，確率フロンティアモデルと推定結果を⽰す．5-4 節では，本章の結論と課題に
ついて述べる． 

                                                       
86 本章は，鷲⾒(2018a)を加筆修正したものである． 
87 健全化法は 2007 年 6 ⽉に公布されたが，「財政健全化計画」，「財政再⽣計画」の策定義務等は 09 年
度から 08 年度決算を対象に施⾏され，健全化判断⽐率の公表に関する規定は 08 年度から施⾏された．  
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5-2 節 地方財政の将来負担 

 

5-2-1 将来負担比率がゼロ以下となった市町村 
 
将来負担⽐率は顕著な改善は，将来負担⽐率がゼロ以下になった市区町村数の増加に表

れている．将来負担⽐率がゼロ以下とは，将来負担⽐率の算定式における分⼦がゼロかマ
イナスになったことを⽰しており，このような⾃治体は将来負担⽐率の公表値にはそもそ
も将来負担がないため値⾃体が掲載されていない． 

図表 5-1 は，将来負担⽐率がゼロ以下になった市区町村数の推移を⽰している．まず，
市区町村全体では健全化法が適⽤された 2008 年度の 12.8％（230 市区町村／1,798 市区町
村）から，13 年度には 31.7％（552 市区町村／1,741 市区町村）に 3 割を超過し，18 年度
には 40.7％（708 市区町村／1,741 市区町村）となり，2008 年度⽐で 27.9％ポイント（478
市町村）増加した．東京特別区は，2008 年度以降すべての区がゼロ以下である．市は 2008
年度の 5.6％（44 市／783 市）から，14 年度には 20.0％（158 市／790 市）に 2 割を超過
し，18 年度には 29.4％（233 市／792 市）となり，2008 年度⽐で 23.8％ポイント（189
市）増加した．また，町村は 2008 年度の 16.4％（163 町村／992 町村）から，13 年度に
は 41.8％（388 町村／928 町村）に 4 割を超過し，18 年度には 48.8％（452 町村／926 町
村）となり，2008 年度⽐で 32.4％ポイント（289 町村）増加した．  

 
図表 5-1 将来負担⽐率がゼロ以下になった市区町村数 

 
（注）割合は各区分の⾃治体数に対する割合． 

（資料）総務省『市町村別決算状況調』（各年度版）より作成． 

 

年度 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合

2007 32 4.1% 20 87.0% 138 13.7% 190 10.5%

2008 44 5.6% 23 100.0% 163 16.4% 230 12.8%

2009 47 6.0% 23 100.0% 183 19.4% 253 14.5%

2010 60 7.6% 23 100.0% 242 25.8% 325 18.6%

2011 83 10.5% 23 100.0% 300 32.2% 406 23.3%

2012 115 14.6% 23 100.0% 350 37.6% 488 28.0%

2013 141 17.8% 23 100.0% 388 41.8% 552 31.7%

2014 158 20.0% 23 100.0% 417 44.9% 598 34.3%

2015 182 23.0% 23 100.0% 436 47.0% 641 36.8%

2016 197 24.9% 23 100.0% 452 48.8% 673 38.7%

2017 205 25.9% 23 100.0% 446 48.1% 676 38.8%

2018 233 29.4% 23 100.0% 452 48.8% 708 40.7%

市 特別区 町村 市区町村
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(1) 将来負担⽐率がゼロ以下の市町村の都道府県内割合と分布 
図表 5-2 は，2008 年度，18 年度の 2 時点における将来負担⽐率がゼロ以下の市町村の

都道府県内割合と都道府県別分布を⽰している．ここで，⾃治体数は将来負担⽐率がゼロ
以下の市町村数を⽰している．県分布とは全国の⾃治体数合計に占める都道府県内の将来
負担⽐率がゼロ以下の⾃治体数の割合であり，分布差とは県分布と全国の⾃治体数合計に
占める都道府県内の⾃治体数の割合との差である．この差がプラスであれば，都道府県内
の将来負担⽐率がゼロ以下の⾃治体数の発⽣割合が，⾃治体の分布よりも⾼い都道府県で
あることを⽰しており，マイナスであれば低い都道府県であることを⽰している． 

県分布をみると，市では，2008 年度時点の 44 市は，東京都(15.9%)，愛知県(15.9%)，
福岡県(11.4%)といった⼤都市圏に集中していたが，2018 年度には⼤都市圏の割合が低下
する⼀⽅で，地⽅圏の割合が⾼まった88．実際に，これらの 44 市は，2008 年度には 19 都
府県に分布していたが，2018 年度には 205 市が 40 都道府県に拡⼤した．町村では，2008
年度の時点では北海道，⻑野県，愛知県，⾼知県89に多く分布し，163 町村が（市の 2 倍に
あたる）38 都道府県に分布していたが，2018 年度には 446 町村が島根県と富⼭県を除く
45 都道府県へと拡⼤した． 

実際の市町村の都道府県別分布と⽐べて，将来負担⽐率がゼロ以下になった市町村の都
道府県別分布がどの程度⼤きいかを分布差で⽐較すると，市では，2008 年度には 15 都府
県でプラスであり，特に東京都，岐⾩県，愛知県，福岡県で発⽣確率が⾼い．2018 年度で
は 18 都府県でプラスであるが，発⽣確率が⾼い都府県は⾒られなくなった90． 

これらの結果は，市と町村共に将来負担⽐率がゼロ以下になる⾃治体の分布が全国に拡
⼤したことを⽰している． 

 
(2)財政⼒指数との関係 
図表 5-3 は，将来負担⽐率がゼロ以下となった⾃治体の財政⼒指数別の分布を⽰したも

のである．また，図表 5-4 には，将来負担⽐率がゼロ以下とゼロより⼤きい市町村の財政
⼒指数の推移を⽰している． 

図表 5-3 より，財政⼒指数との関係をみると，将来負担⽐率がゼロ以下である市は，健
全化法施⾏当初は，財政⼒が⾼い⾃治体を中⼼に分布していたが，近年では財政⼒がそれ
ほど⾼くない市にも拡⼤した．市では，最も発⽣確率が⾼い財政⼒指数区分は，2010 年ま

                                                       
88 2008 年度の東京都と愛知県は共に 15.9％（7 市），福岡県は 11.4％(5 市)であったが，2018 年度には
それぞれ 6.4%（15 市），9.0%（21 市），6.0%（14 市）に低下した．⼤都市圏でも増加したが，全国的に
それ以上に増加したため，⼤都市圏の割合が低下した． 
89 2008 年度の北海道，⻑野県，愛知県，⾼知県における分布はそれぞれ 16.0%（26 町村），7.4%（12 町
村），6.7%（11 町村），6.1%（10 町村）であった．  
90 2008 年度の東京都，岐⾩県，愛知県，福岡県における分布差はそれぞれ 12.6%ポイント，6.4%ポイン
ト，11.4%ポイント，7.8%ポイントであったが，2018 年度はそれぞれ 3.2%ポイント，2.5%ポイント，
4.2%ポイント， 2.3%ポイントに低下した． 
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では 1.0 以上であったが，11 年度以降は 0.9 以上 1.0 未満となった．2012 年度以降は 0.2
以上から 0.8 未満の範囲で顕著な増加傾向がみられるのと同時に，1.0 以上が 10％台に低
下しており，その中⼼が財政⼒の弱い市に移ってきたことが確認できる． 

町村は，市と同様に財政⼒指数が１を上回る⾃治体が⼀定数存在する点では共通してい
るものの，健全化法施⾏当初から財政⼒に関係なく広く分布しており，近年ではさらに財
政⼒の低い⾃治体で増加した．町村では，最も発⽣確率が⾼い財政⼒指数の区分は，2008
年度までの 0.2 以上 0.4 未満から，09 年度以降は 0.2 未満となり，16 年度以降は再び 0.2
以上 0.4 未満となった．さらに，2009 年度以降は財政⼒指数 0.4%未満の⾃治体が 60-70%
を占めるようになった． 

図表 5-4 より，2008 年度に将来負担⽐率がゼロ以下であった 44 市の財政⼒指数の平均
値は 1.06 であったが，10 年度には 0.98（60 市の平均値）に低下し，さらに 18 年度には
0.69（233 市の平均値）に低下した．2008 年度に将来負担⽐率がゼロ以下であった 163 町
村の財政⼒指数の平均値は 0.55 であったが，12 年度には 0.39（350 町村の平均値）に低
下し，それ以降は 0.4 程度で推移している．近年では，市では，将来負担⽐率がゼロ以下
になった⾃治体のほうが，将来負担⽐率がゼロより⼤きい⾃治体よりも財政⼒指数の平均
値がわずかに⾼いが，町村では両者がほぼ同⽔準になっている． 
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図表 5-2 将来負担⽐率がゼロ以下の市町村の都道府県内割合と分布 

 

（注）県分布は単位：％． 

（資料）総務省『市町村別決算状況調』（各年度版）より作成． 

年度 2008 2018 2008 2018 2008 2018 2008 2018 2008 2018 2008 2018

北海道 0 3 0.0 1.3 -4.5 -3.1 26 63 16.0 13.9 1.3 -1.6

青森県 0 2 0.0 0.9 -1.3 -0.4 1 9 0.6 2.0 -2.4 -1.2

岩手県 0 1 0.0 0.4 -1.7 -1.3 0 7 0.0 1.5 -2.2 -0.5

宮城県 1 9 2.3 3.9 0.6 2.1 3 10 1.8 2.2 -0.5 -0.1

秋田県 0 0 0.0 0.0 -1.7 -1.6 0 6 0.0 1.3 -1.2 0.0

山形県 0 0 0.0 0.0 -1.7 -1.6 0 2 0.0 0.4 -2.2 -1.9

福島県 0 2 0.0 0.9 -1.7 -0.8 6 26 3.7 5.8 -1.0 0.8

茨城県 0 6 0.0 2.6 -4.1 -1.5 1 3 0.6 0.7 -0.6 -0.6

栃木県 0 9 0.0 3.9 -1.8 2.1 2 6 1.2 1.3 -0.4 0.1

群馬県 1 3 2.3 1.3 0.7 -0.2 8 15 4.9 3.3 2.5 0.8

埼玉県 2 11 4.5 4.7 -0.6 -0.3 1 3 0.6 0.7 -2.4 -1.8

千葉県 3 10 6.8 4.3 2.2 -0.4 1 7 0.6 1.5 -1.4 -0.3

東京都 7 15 15.9 6.4 12.6 3.2 6 11 3.7 2.4 2.4 1.0

神奈川県 1 2 2.3 0.9 -0.2 -1.5 2 6 1.2 1.3 -0.2 -0.2

新潟県 0 0 0.0 0.0 -2.6 -2.5 2 3 1.2 0.7 0.1 -0.4

富山県 0 1 0.0 0.4 -1.3 -0.8 0 0 0.0 0.0 -0.5 -0.5

石川県 0 0 0.0 0.0 -1.3 -1.4 0 2 0.0 0.4 -0.9 -0.4

福井県 0 2 0.0 0.9 -1.1 -0.3 1 3 0.6 0.7 -0.2 -0.2

山梨県 0 3 0.0 1.3 -1.7 -0.4 6 11 3.7 2.4 2.2 0.9

長野県 1 4 2.3 1.7 -0.2 -0.7 12 44 7.4 9.7 1.2 3.5

岐阜県 4 12 9.1 5.2 6.4 2.5 4 11 2.5 2.4 0.3 0.2

静岡県 1 5 2.3 2.1 -0.7 -0.8 0 5 0.0 1.1 -1.4 -0.2

愛知県 7 21 15.9 9.0 11.4 4.2 11 11 6.7 2.4 4.1 0.7

三重県 1 6 2.3 2.6 0.5 0.8 5 7 3.1 1.5 1.6 -0.1

滋賀県 0 6 0.0 2.6 -1.7 0.9 1 2 0.6 0.4 -0.7 -0.2

京都府 2 3 4.5 1.3 2.6 -0.6 2 3 1.2 0.7 0.1 -0.5

大阪府 3 14 6.8 6.0 2.6 1.8 0 6 0.0 1.3 -1.0 0.2

兵庫県 0 7 0.0 3.0 -3.7 -0.7 2 4 1.2 0.9 0.0 -0.4

奈良県 1 1 2.3 0.4 0.7 -1.1 4 11 2.5 2.4 -0.3 -0.5

和歌山県 0 4 0.0 1.7 -1.1 0.6 4 8 2.5 1.8 0.3 -0.5

鳥取県 0 0 0.0 0.0 -0.5 -0.5 1 4 0.6 0.9 -0.9 -0.7

島根県 0 0 0.0 0.0 -1.0 -1.0 0 0 0.0 0.0 -1.3 -1.2

岡山県 0 4 0.0 1.7 -1.9 -0.2 1 6 0.6 1.3 -0.6 0.0

広島県 0 2 0.0 0.9 -1.8 -0.9 1 4 0.6 0.9 -0.3 -0.1

山口県 1 2 2.3 0.9 0.6 -0.8 1 2 0.6 0.4 -0.1 -0.2

徳島県 1 3 2.3 1.3 1.3 0.3 6 14 3.7 3.1 2.1 1.4

香川県 0 5 0.0 2.1 -1.0 1.1 2 4 1.2 0.9 0.3 -0.1

愛媛県 0 1 0.0 0.4 -1.4 -1.0 0 3 0.0 0.7 -0.9 -0.3

高知県 0 2 0.0 0.9 -1.4 -0.5 10 19 6.1 4.2 3.8 1.7

福岡県 5 14 11.4 6.0 7.8 2.3 9 17 5.5 3.8 1.7 0.4

佐賀県 1 4 2.3 1.7 1.0 0.5 3 8 1.8 1.8 0.8 0.7

長崎県 0 8 0.0 3.4 -1.7 1.8 2 4 1.2 0.9 0.2 0.0

熊本県 0 5 0.0 2.1 -1.8 0.4 3 17 1.8 3.8 -1.5 0.4

大分県 0 8 0.0 3.4 -1.8 1.7 3 3 1.8 0.7 1.4 0.2

宮崎県 1 3 2.3 1.3 1.1 0.2 3 12 1.8 2.7 -0.1 0.8

鹿児島県 0 8 0.0 3.4 -2.3 1.0 2 12 1.2 2.7 -1.5 0.1

沖縄県 0 2 0.0 0.9 -1.4 -0.5 5 18 3.1 4.0 0.0 0.7

総計 44 205 100.0 100.0 163 446 100.0 100.0

市 町村

自治体数 県分布 分布差 自治体数 県分布 分布差
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図表 5-3 将来負担⽐率がゼロ以下の市町村と財政⼒指数の分布 
 (1) 将来負担⽐率がゼロ以下の市の分布 

 
割合      単位：％ 

 
 

 (2) 将来負担⽐率がゼロ以下の町村の分布 

 
割合      単位：％ 

 
   （資料）総務省『市町村別決算状況調』（各年度版）より作成． 

  

年度 0.2未満 0.2-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1.0 1.0以上 市計
2007 0 0 1 6 7 18 32
2008 0 1 2 5 15 21 44
2009 0 1 3 5 16 22 47
2010 0 1 4 11 19 25 60
2011 0 5 8 18 29 23 83
2012 0 13 20 27 37 18 115
2013 0 17 23 38 47 16 141
2014 0 23 25 41 53 16 158
2015 1 32 30 44 57 18 182
2016 1 37 35 46 57 22 198
2017 1 38 39 48 58 22 206
2018 1 38 49 54 65 26 233

年度 0.2未満 0.2-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1.0 1.0以上 市計
2007 0.0 0.0 3.1 18.8 21.9 56.3 100.0
2008 0.0 2.3 4.5 11.4 34.1 47.7 100.0
2009 0.0 2.1 6.4 10.6 34.0 46.8 100.0
2010 0.0 1.7 6.7 18.3 31.7 41.7 100.0
2011 0.0 6.0 9.6 21.7 34.9 27.7 100.0
2012 0.0 11.3 17.4 23.5 32.2 15.7 100.0
2013 0.0 12.1 16.3 27.0 33.3 11.3 100.0
2014 0.0 14.6 15.8 25.9 33.5 10.1 100.0
2015 0.5 17.6 16.5 24.2 31.3 9.9 100.0
2016 0.5 18.7 17.7 23.2 28.8 11.1 100.0
2017 0.5 18.4 18.9 23.3 28.2 10.7 100.0
2018 0.4 16.3 21.0 23.2 27.9 11.2 100.0

年度 0.2未満 0.2-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1.0 1.0以上 町村計
2007 36 42 11 14 12 23 138
2008 43 51 16 14 10 29 163
2009 58 55 18 13 9 30 183
2010 84 71 29 17 12 29 242
2011 111 89 34 24 14 28 300
2012 131 106 40 28 18 27 350
2013 147 123 42 30 21 25 388
2014 154 135 49 30 25 24 417
2015 156 150 48 31 28 23 436
2016 156 157 57 32 26 24 452
2017 149 159 56 29 27 27 447
2018 142 159 55 40 27 29 452

年度 0.2未満 0.2-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1.0 1.0以上 町村計
2007 26.1 30.4 8.0 10.1 8.7 16.7 100.0
2008 26.4 31.3 9.8 8.6 6.1 17.8 100.0
2009 31.7 30.1 9.8 7.1 4.9 16.4 100.0
2010 34.7 29.3 12.0 7.0 5.0 12.0 100.0
2011 37.0 29.7 11.3 8.0 4.7 9.3 100.0
2012 37.4 30.3 11.4 8.0 5.1 7.7 100.0
2013 37.9 31.7 10.8 7.7 5.4 6.4 100.0
2014 36.9 32.4 11.8 7.2 6.0 5.8 100.0
2015 35.8 34.4 11.0 7.1 6.4 5.3 100.0
2016 34.5 34.7 12.6 7.1 5.8 5.3 100.0
2017 33.3 35.6 12.5 6.5 6.0 6.0 100.0
2018 31.4 35.2 12.2 8.8 6.0 6.4 100.0
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図表 5-4 将来負担⽐率がゼロ以下とゼロより⼤きい市町村の財政⼒指数 

 
（注 1）「＞0」は将来負担⽐率がゼロより⼤きい⾃治体，「0≤」はゼロ以下の⾃治体を⽰している． 
（注 2）財政⼒指数の単純平均値． 
（資料）総務省『市町村別決算状況調』（各年度版）より作成． 

  

年度 >0 ≤0 >0 ≤0
2007 0.67 1.12 0.69 0.42 0.57 0.44
2008 0.68 1.06 0.70 0.43 0.55 0.45
2009 0.67 1.06 0.70 0.42 0.50 0.43
2010 0.64 0.98 0.67 0.40 0.44 0.41
2011 0.62 0.86 0.64 0.39 0.40 0.39
2012 0.60 0.75 0.62 0.38 0.39 0.38
2013 0.60 0.74 0.62 0.38 0.37 0.38
2014 0.60 0.72 0.63 0.38 0.37 0.38
2015 0.61 0.70 0.63 0.39 0.37 0.38
2016 0.62 0.69 0.64 0.39 0.38 0.39
2017 0.62 0.68 0.64 0.40 0.38 0.39
2018 0.62 0.69 0.64 0.39 0.40 0.40

市 町村
将来負担比率 将来負担比率

市計 町村計



 

96 
 

5-2-2 将来負担比率からみた地方自治体の債務負担構造 
 
将来負担収⽀⽐率は，以下の通り定義される． 
 将来負担⽐率 ＝{ A−(B＋C＋D) }／{ E−F }   (5-1) 
 
 A：総将来負担額  B：充当可能基⾦ 
 C：特定財源⾒込額 
 D：地⽅債残⾼等に係る基準財政需要額算⼊⾒込額 
 E：標準財政規模  F：元利償還⾦・準元利償還⾦に係る基準財政需要額算⼊額 
 
まず，都市⾃治体の将来負担の⼤きさを明らかにするために，図表 5-5 には 2008 年度

から 14 年度までの将来負担⽐率の分⼦項⽬の分⺟に対する⽐率（平均値）が⽰されてい
る．(a)は，(5-1)式の将来負担⽐率の分⺟である標準財政規模等（E−F）に対する分⼦項
⽬である総将来負担額(A)の⽐率であり，本章では「総将来負担⽐率」と定義する．同様に，
(b)は⾃治体内の債務償還に充当可能な基⾦の⽐率（B／(E−F)）であり，充当可能基⾦⽐
率とする．(c)は地⽅債償還に充当可能な特定財源⾒込額の⽐率（C／(E−F)）であり，特
定財源⾒込⽐率とする．(d)は地⽅債現在⾼等に係る基準財政需要額への算⼊⾒込額の⽐率
（D／(E−F)）であり，国負担⾒込⽐率とする． 

図表 5-5(1)より，2014 年度における将来負担の⼤きさをみると，(a)は市平均で標準財
政規模等の 333.6%の総将来負担があること，(b)は⾃治体内に債務償還に充当可能な基⾦
が平均で 53.8%存在すること，(c)は⾃治体の債務償還に充当可能な都市計画税等の特定財
源⾒込額が平均で 29.9%存在すること，(d)は国が将来の基準財政需要額に償還財源を算
⼊するという意味での国負担⾒込額が標準財政規模等の 201.4%に上ることを⽰している．
さらに，将来負担⽐率(f=a−(b+c+d))は，国負担⾒込額，特定財源⾒込額及び既に積み⽴
てた基⾦を除いた，地⽅⾃治体の⼀般会計が将来の地⽅税等で負担しなければならない純
債務が標準財政規模等の 48.6%分残っていることを⽰している． 

同様に，図表 5-5(2)より将来負担⽐率がゼロより⼤きい市の 2014 年度の将来負担の⼤
きさをみると，総将来負担が標準財政規模等の 354.5%に上ること，国負担⾒込額が標準
財政規模等の 208.0%に上ること，特定財源⾒込額が 29.2%，基⾦が 47.6%に上る結果，
将来負担⽐率(f)は 69.7％である．図表 5-5(3)より，将来負担⽐率がゼロ以下の市をみる
と，総将来負担が標準財政規模等の 250.1%に上ること，国負担⾒込額が標準財政規模等
の 174.9%に上ること，特定財源⾒込額が 32.4%，基⾦が 78.7%に上る結果，将来負担⽐
率(f)は-35.9％である． 

将来負担⽐率がゼロより⼤きい市とゼロ以下の市の特徴を⽐較すると，(a)総将来負担⽐
率はゼロ以下の市のほうが 100％ポイント程度低く，(d)国負担⾒込⽐率はゼロ以下の市の
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ほうが 33％ポイント程度低い．他⽅，特定財源⾒込⽐率はわずかにゼロ以下の市のほうが
⾼く，充当可能基⾦⽐率もゼロ以下の市のほうが 30％ポイント程度⾼い，という特徴が⾒
られる．ただし，2013 年度以前では特定財源⾒込⽐率はゼロ以下の市のほうが明らかに⾼
い．したがって，将来負担⽐率がゼロ以下になる理由は，財政規模に占める総将来負担額
（A）がそもそも⼩さいこと，充当可能基⾦が財政規模に⽐して多く積まれていること，都
市計画税等の特定財源⾒込額が⼤きいことに要因がある． 

つぎに，総将来負担の負担構造の特徴を⾒るために，図表 5-5 には，総将来負担額(A)に
占める充当可能基⾦額，特定財源⾒込額，国負担⾒込額の割合をそれぞれ，⾃治体基⾦割
合(b/a)，特定財源依存割合(c/a)，国負担依存割合(d/a)として⽰している．2014 年度にお
いて，特定財源依存割合(c/a)は総将来負担額の 9.7%分が特定財源で充当される⾒込みで
あること，国負担依存割合(d/a)は市平均で総将来負担額の 61.3%分が交付税制度を通じて
後年度償還される⾒込みであることを⽰している．さらに，残りの 29.0%分(29.0%=100%
−(61.3%+9.7%))は⾃治体負担であるが，⾃治体基⾦割合(b/a)が⽰すように総将来負担額
(A)の 17.8%分の充当可能基⾦が⾃治体内に存在することから，追加的な⾃治体の負担は
11.2%分であることが確認できる． 

さらに，将来負担⽐率がゼロより⼤きい市とゼロ以下の市に分けると，2014 年度決算で
は，特定財源依存割合(c/a)は，将来負担⽐率がゼロを上回る市が 8.6％であるのに対して，
ゼロ以下の市は 14.1％で 5.5％ポイント程度⾼い．国負担依存割合(d/a)は，将来負担⽐率
がゼロを上回る⾃治体が 59.1％であるのに対して，ゼロ以下の⾃治体は 70.2％で 11.1%ポ
イント⾼い．将来負担⽐率がゼロより⼤きい市では，残りの 33.1%分(33.1%=100%−
(59.1%+8.6%))が⾃治体負担であるが，⾃治体基⾦割合(b/a)が⽰すように総将来負担額の
13.9%分の充当可能基⾦が⾃治体内に存在することから，追加的な⾃治体の将来負担は
18.5%分であることが確認できる．他⽅，将来負担⽐率がゼロ以下の市では，残りの 15.7%
分(15.7%=100%−(70.2%+14.1%))が⾃治体負担であるが，⾃治体基⾦割合(b/a)が⽰すよ
うに総将来負担額の 33.4%分の充当可能基⾦が⾃治体内に存在することから，追加的な⾃
治体の将来負担はなく，17.7%分の余剰があることが確認できる． 
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図表 5-5 都市⾃治体の将来負担⽐率とその構造 
(1) 市全体 

 
 

 (2) 将来負担⽐率がゼロより⼤きい市（将来負担⽐率>0） 

 
 

 (3) 将来負担⽐率がゼロ以下の市（将来負担⽐率≤0） 

 
（注 1）(5-1)式より，(a)から(d)は以下の通り定義される．「(a)総将来負担⽐率」=A/(E-F)，「(b)充当

可能基⾦⽐率」=B/(E-F)，「(c)特定財源⾒込⽐率」=C/(E-F)，「(d)国負担⾒込⽐率」=D/(E-F)． 
（注 2）⾃治体数以外は単位％． 
（出所）「財政状況資料集」より作成． 

 
 

  

年度 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

自治体数 783 786 786 787 789 790 790

(a) 総将来負担比率 377.8 363.8 349.3 344.4 340.1 332.8 333.6

(b) 充当可能基金比率 36.8 37.0 40.6 44.9 48.6 51.7 53.8

(c) 特定財源見込比率 35.4 34.4 33.3 33.0 32.0 30.5 29.9

(b) 国負担見込比率 194.9 192.4 191.1 194.1 197.1 197.6 201.4

(f) 将来負担比率 110.7 100.1 84.3 72.4 62.4 53.0 48.6

(b/a) 自治体基金割合 11.0 11.4 12.9 14.4 15.7 17.0 17.8

(c/a) 特定財源依存割合 9.9 9.9 10.0 10.1 10.0 9.8 9.7

(d/a) 国負担依存割合 52.1 53.5 55.5 57.3 58.9 60.4 61.3

年度 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

自治体数 739 739 726 704 674 649 632

(a) 総将来負担比率 387.4 372.9 358.9 356.9 354.5 350.9 354.5

(b) 充当可能基金比率 34.8 34.8 38.0 41.7 44.0 46.2 47.6

(c) 特定財源見込比率 35.2 34.0 32.4 31.9 30.9 29.7 29.2

(b) 国負担見込比率 198.4 195.6 194.4 198.2 201.1 203.2 208.0

(f) 将来負担比率 119.1 108.5 94.1 85.2 78.6 71.9 69.7

(b/a) 自治体基金割合 9.7 10.0 11.3 12.3 13.0 13.7 13.9

(c/a) 特定財源依存割合 9.4 9.4 9.2 9.1 9.0 8.7 8.6

(d/a) 国負担依存割合 51.5 52.8 54.7 56.0 57.3 58.4 59.1

年度 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

自治体数 44 47 60 83 115 141 158

(a) 総将来負担比率 221.0 222.9 233.3 238.2 255.3 249.7 250.1

(b) 充当可能基金比率 70.4 70.7 71.0 71.7 75.7 76.9 78.7

(c) 特定財源見込比率 39.3 41.0 44.4 42.6 38.5 34.6 32.4

(b) 国負担見込比率 137.5 141.9 151.8 159.6 173.7 172.0 174.9

(f) 将来負担比率 -26.2 -30.8 -33.9 -35.8 -32.5 -33.9 -35.9

(b/a) 自治体基金割合 33.8 33.5 32.2 32.1 31.5 32.6 33.4

(c/a) 特定財源依存割合 17.8 18.5 19.1 18.3 16.0 14.9 14.1

(d/a) 国負担依存割合 61.6 63.4 65.2 67.5 68.5 69.2 70.2
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5-3 節. 地方自治体の将来負担と効率性に関する実証分析 

 
5-3-1 仮説 

 
本章では，地⽅交付税制度と健全化法の財政規律に対するインセンティブ効果をストッ

ク⾯から検証するために，以下の四つの仮説を提⽰する． 
第 1 に，前節の分析から，将来負担⽐率が 0％以下になる，つまり将来負担が存在しな

いとみなされる⾃治体が，近年では財政⼒に関係なく存在することが明らかになった．こ
のように将来負担が存在しないという財政状況にあるとき，⾃治体内部では，財政余⼒が
⾼まったという政治的判断がなされ，⾮効率な公共⽀出が誘発される可能性が考えられる．
そこで，将来負担⽐率が財政規律に与える影響について，以下の仮説を想定する． 

仮説 1：将来負担⽐率が 0％以下になり，将来負担が存在しないとみなされた⾃治体で
は，歳出拡⼤への財政余⼒が増⼤したと政治的に判断され，財政運営が⾮効率
に陥る． 

 
第 2 に，財政規模に⽐して，総将来負担額の⼤きい⾃治体は，過去に過⼤な公共投資を

実施したため，その維持管理等に係るコストが増⼤し，財政運営が⾮効率に陥っている可
能性がある．したがって，5-2 節で定義した総将来負担⽐率(a)に関して，以下の仮説を想
定する． 

仮説 2：総将来負担⽐率が⾼いほど，財政運営が⾮効率である．  
 
第 3 に，健全化法下では，交付税措置率の⾼い地⽅債発⾏を優先したほうが，実質公債

費⽐率や将来負担⽐率を改善できるため，地⽅⾃治体が健全化法以前よりも地⽅債発⾏や
公共事業の選択基準として「国からの財政⽀援」を優先させるようになった可能性が考え
られる91．この場合，国からの財政⽀援の割合が⾼い事業が選択されることで（そうでない
場合よりも）将来負担⽐率が改善するため，政治的な歳出拡⼤圧⼒が⾼まる可能性がある．
また，将来負担⽐率が悪化した⾃治体では，財政構造の柔軟性が奪われ，歳出拡⼤を⽬指
す⾸⻑や議会にとって財政拡⼤余⼒が乏しい状態にある．そのため，国負担⾒込額の増⼤
による将来負担⽐率の改善は，こうした⾃治体ほど歳出拡⼤を⽬指す政治家に⼤きな恩恵
をもたらす．したがって，将来負担⽐率が悪化した⾃治体ほど，国負担⾒込額が⾼まれば，

                                                       
91 旧財政再建法下でも，交付税措置率の⾼い地⽅債発⾏を優先することによって起債制限⽐率を低下さ
せることができたため，⾃治体には国からの財政⽀援を優先するインセンティブは存在していたと考え
られる．しかし，健全化法下での実質公債費⽐率や将来負担⽐率には，起債制限⽐率とは異なり，早期健
全化基準や再⽣基準が設けられているため，その改善の重要性はより⾼く，国からの財政⽀援を選択す
るインセンティブがさらに強まったと考えられる．  
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財政余⼒の増⼤と政治的に判断され，財政規律が弛緩し，⾮効率が助⻑される可能性があ
る．そこで，国負担⾒込⽐率(d)について以下の仮説が考えられる． 

仮説 3a：国負担⾒込⽐率の増加が，地⽅⾃治体が健全化法以前よりも地⽅債発⾏や公
共事業の選択基準として「国からの財政⽀援」を優先させた結果であれば，
財政規律が弛緩し，⾮効率に陥る． 

仮説 3b：国負担⾒込⽐率の増加によって受ける政治的恩恵は将来負担⽐率が悪化する
ほど⼤きいため，将来負担⽐率が⾼い⾃治体ほど⾮効率が助⻑される． 

 
ただし，国負担⾒込額の増加要因には，これ以外にも，地⽅交付税の代替財源としての

臨財債が地⽅債残⾼に占めるウエイトを⾼めるようになったことが挙げられる92．臨財債
の増加による国負担⾒込額の増加は将来負担⽐率の算定に影響を与えないように，財政運
営にも影響を与えない可能性が考えられる．  

第 4 に，特定財源⾒込額についてみると，図表 5-5 の特定財源依存割合(c/a)から，市全
体では，総将来負担額の 10%程度が特定財源によって償還される⾒込みであること，特定
財源⾒込⽐率(c)から，将来負担⽐率を 30%ポイント程度押し下げる効果を持つことが確
認できる．都市計画税⾒込額は，都市計画事業に係る地⽅債残⾼等の償還を都市計画税収
で賄うことを将来負担⽐率の算定上仮定した，仮想的な充当⾒込額である．この算定上の
間接的財政⽀援は，健全化法施⾏前に将来負担⽐率，特に実質公債費⽐率が⾼い⼤都市⾃
治体から出された意⾒93を取り⼊れて 2007 年度決算から導⼊されたものであるが，将来負
担⽐率が⼀般会計で地⽅税等によって最終的に負担する純債務の⼤きさを⽰しているので
あれば，将来の都市計画税収だけを償還財源に⾒込んで控除するという点で特殊である． 

                                                       
92 2008 年度から 14 年度にかけて市の普通会計地⽅債残⾼は 48.0 兆円から 49.0 兆円へ 1 兆円増加した
が，臨財債残⾼は 8.5 兆円から 16.4 兆円へ 7.9 兆円増加した．このように地⽅債残⾼が公共事業債等か
ら臨財債に置き換わった結果，市の臨財債残⾼の割合は，2008 年度の 17.7%から 14 年度には 33.5%に
増加した．さらに，臨財債の構成要素が変化したことも残⾼の拡⼤に影響している．その要因として，第
1 に，2006 年度頃から既往臨財債の元利償還のために発⾏される臨財債の規模が拡⼤したことが挙げら
れる．そのため既往臨財債の償還が進まず残⾼が拡⼤した．実際に，「地⽅財政計画」において，臨財債
発⾏総額と既往債の元利償還に充当される臨財債発⾏額を確認すると，2004 年度は 4.2 兆円の臨財債発
⾏総額に対して，既往債の元利償還のための臨財債発⾏額は 0.2 兆円であったが，05 年度は 3.2 兆円に
対して 0.6 兆円，07 年度は 2.6 兆円に対して 1.0 兆円へと拡⼤した．その後も元利償還に充当される臨
財債発⾏額は 12 年度には 2 兆円を超え，近年はさらに拡⼤した．第 2 に，リーマンショック後に財源不
⾜額が拡⼤し，再び新規発⾏額が増加したことが挙げられる．実際に，2007 年度と 08 年度の新規発⾏
額は 1 兆円台に低下したが，09 年度には 3.7 兆円，10 年度には 6.0 兆円に増加した． 
93 地⽅公共団体財政健全化法説明会資料の「地⽅団体から寄せられた意⾒等に対する総務省の⾒解（平
成 19 年 11 ⽉現在）」によれば，「分⺟⼜は分⼦に都市計画税収を反映できるような算定式に⾒直してい
ただきたい」という地⽅団体から寄せられた意⾒に対して，総務省は，「都市計画施設等に係る地⽅債の
元利償還⾦の財源に充てたと認められる額を何らかのルールを設定して確認できる場合には，実質公債
費⽐率の算定上，分⼦から特定財源として控除する取扱いとすることができないかについて検討中であ
る」と回答している．実際，政令指定都市等の⼤都市⾃治体から寄せられた意⾒に対して，2006 年度決
算までの算定⽅法が⾒直され，07 年度決算の実質公債費⽐率と将来負担⽐率の算定から都市計画税が特
定財源⾒込額として反映された． 
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特定財源⾒込額についても，将来負担に係る国負担⾒込額と同様に，将来負担⽐率の算
定上，地⽅債償還に充当可能な将来の特定財源⾒込額が総将来負担額から控除されること
で，追加的な財政⽀出拡⼤への財政余⼒が⾼まったという政治的判断がなされ，⾮効率な
⽀出が誘発される可能性がある．また，将来負担⽐率が悪化した⾃治体では，財政構造の
柔軟性が奪われているため，歳出拡⼤を⽬指す⾸⻑や議会にとって，財政拡⼤余⼒が乏し
い．そのため，特定財源⾒込額の算⼊による将来負担⽐率の改善効果は，こうした⾃治体
ほど歳出拡⼤を⽬指す政治家に⼤きな恩恵をもたらす．したがって，将来負担⽐率が悪化
した⾃治体ほど，特定財源⾒込額が⾼まれば，財政余⼒の増⼤と政治的に判断され，財政
規律が弛緩し，⾮効率が助⻑される可能性がある．そこで，特定財源⾒込⽐率(c)について
以下の仮説が考えられる． 

仮説 4a：都市計画税⾒込額という間接的財政⽀援は，多くの都市計画税収を期待でき
る⾃治体にとっては財政余⼒が⾼まったという政治的判断を招き，⾮効率な財政
運営をもたらす． 

仮説 4b：この間接的財政⽀援によって受ける政治的恩恵は将来負担⽐率が悪化するほ
ど⼤きいため，将来負担⽐率が悪化した⾃治体ほど⾮効率が助⻑される． 

 
そこで，以下では，将来負担⽐率，総将来負担⽐率，国負担⾒込⽐率及び特定財源⾒込

⽐率を⽤いて，確率フロンティア分析によって上記の仮説を検証する． 
 

5-3-2 推定モデルとデータ 
 

(1) 確率費⽤フロンティアモデル 
本章では地⽅⾃治体の⾮効率性の決定要因に関⼼があるため， Battese and Coelli(1995)

が提⽰したモデルを⽤いる．Battese and Coelli(1995)では，(5-2)式で定義される確率フロ
ンティア費⽤関数と，(5-3)式のように独⽴変数ベクトル𝑧と未知のパラメータ𝛿の関数とし
て表される費⽤⾮効率性𝑢が最尤法によって推定される． 

𝐶 C 𝑦 ,𝑤 ;𝛽  exp 𝑣 𝑢     (5-2) 
  𝑢 𝑧 𝛿 𝜔       (5-3) 
  
ここで，𝐶は公共サービス供給費⽤，𝑦は公共サービス産出量，𝑤は投⼊要素価格，𝛽は推

定すべきパラメータ，i は第 i 地⽅⾃治体であることを表す．𝑢は𝑢 0と仮定される． 
費⽤関数を推定するためには，産出量と要素価格が必要である．しかし，地⽅⾃治体の

直接産出量𝑦はデータとして⼊⼿することが困難なため，⾚井・佐藤・⼭下(2003)に基づき，
住⺠が消費する地⽅公共サービス⽔準𝑔を間接的産出量とみなして，直接産出量𝑦の関係を
(5-4)式の通り定義する． 
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𝑦 𝑦 𝑔 ,𝑛 ,𝑛        (5-4) 
 
住⺠が消費する地⽅公共サービス⽔準𝑔は市町村の⼈⼝規模にも影響を受けると仮定し，

⼈⼝𝑛，⼈⼝の⼆乗項𝑛 を⽤いる．(5-4)式を直接産出量𝑦に関して解いた𝑦 ∅ 𝑔 ,𝑛 ,𝑛 を
(5-2)式に代⼊すると，(5-5)式のようになる． 

𝐶 C ∅ 𝑔 ,𝑛 ,𝑛 ,𝑤 ;𝛽  exp 𝑣 𝑢    (5-5) 
 
本章では，確率フロンティア費⽤関数と⾮効率性の決定要因の推定式を以下の通り定式

化する． 
まず，確率フロンティア費⽤関数は(5-5)式を Cobb-Douglas 型費⽤関数として，パネル

データ形式に対応させるかたちで(5-6)式の通り定式化する． 
  ln𝐶 , 𝛽 𝛽 𝑙𝑛𝑔 , 𝛽 𝑙𝑛𝑤 , 𝛽 𝑙𝑛𝑛 , 𝛽 𝑙𝑛𝑛 ,   

∑ 𝜃 𝑦𝑒𝑎𝑟 , , ∑ 𝜋 𝑥 , , 𝑣 , 𝑢 ,    (5-6) 
 
ここで，i は都市⾃治体，t は 2009 年度から 14 年度を表す．𝑤は労働賃⾦として⾃治体

職員の平均給与⽉額を⽤いる94．yearq は 2009 年度から 2013 年度までの各年度を 1，その
他を 0 とする年度効果ダミーであり，各年度における地⽅財政に与えた景気変動や制度変
更等の影響を考慮する．さらに，地⽅公共サービス供給費⽤に影響すると想定される環境
要因𝑥として，15 歳未満⼈⼝⽐率，65 歳以上⼈⼝⽐率及び課税対象所得変化率を考慮する．
𝛽，𝜃，𝜋は推定すべきパラメータである． 

つぎに，費⽤⾮効率性は(5-7)式の通り定式化する． 
𝑢 , 𝛿 ∑ 𝛿 𝑧 , , ∑ 𝜏 𝑑 , , ∑ 𝛾 𝑚 , ,     

 +∑ 𝜑 𝑑 𝑚 , , ∑ 𝜌 𝑑 𝑚 , , 𝜔 ,    (5-7) 
 
ここで，𝑧，𝑑及び𝑚は費⽤⾮効率性に影響すると期待される独⽴変数であり，𝛿，τ，𝛾，

φ及びρは推定すべきパラメータである．なお，財政変数は内⽣性を考慮して前年度の値を
⽤いる． 

本章では，⾮効率項の説明変数として，まず，⾚井・佐藤・⼭下(2003)等の先⾏研究に
ならい普通交付税依存率(𝑧 )と法⼈課税依存率(𝑧 )を⽤いる．普通交付税依存率は普通交付
税の標準財政規模に占める⽐率とする．先⾏研究によれば交付税依存の⾼まりは地⽅⾃治
体の⾮効率性を増⼤させる要因となるため，係数𝛿 の符号は正である．また，地⽅税のう
ち法⼈課税への依存が⾼まるほど，効率性が低下するならば，期待される係数𝛿 の符号は
正である． 

                                                       
94 地⽅公共サービスの正確な要素価格を⼊⼿することは不可能であり，先⾏研究では，地⽅政府は同⼀
の資本市場にアクセスしていることから資本価格は同⼀と仮定されている．  
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つぎに，将来負担⽐率の⽔準が費⽤⾮効率性に与える影響を分析するため，将来負担⽐
率を「0％以下」，「0％超から 100％以下」，「100％超」で区分した，ダミー変数を説明変数
として⽤いる．分析期間の平均値95が含まれる「0％超から 100％以下」をリファレンスと
した場合，将来負担⽐率が 0％以下になり，将来負担が存在しない財政状況が，⾃治体内
部の公共⽀出拡⼤への政治的圧⼒を⾼めるのであれば，「0％以下」ダミー（𝑑 ）の係数𝜏

は有意に正であることが期待される（仮説 1）． 「100％超」ダミー（𝑑 ）の係数𝜏 は，リ
ファレンスである「0％超から 100％以下」と有意に差がないことが予想される． 

さらに，総将来負担額とその償還に係る国負担⾒込額と特定財源⾒込額の多寡による費
⽤⾮効率性への影響を分析するため，図表 5-5 で定義した「総将来負担⽐率」，「国負担⾒
込⽐率」及び「特定財源⾒込⽐率」を⽤いる． 

第 1 に，総将来負担⽐率（𝑚 ）の上昇は，財政運営の⾮効率性を⾼めるのであれば，係
数𝛾 の符号は正である（仮説 2）． 

第 2 に，国負担⾒込⽐率（𝑚 ）の上昇が，地⽅⾃治体が国負担を増やす財政運営を優先
した結果であれば，係数𝛾 の符号は正である（仮説 3a）．また，この国負担⾒込額が増加
し，将来負担⽐率が改善することの政治的恩恵が⼤きい⾃治体は，将来負担⽐率が⾼い⾃
治体であると考えられるため，これらの効果を検証するために，将来負担⽐率ダミーと国
負担⾒込⽐率との交差項（𝑑 𝑚 ，𝑑 𝑚 ）を⽤いる．仮説 3b が⽀持される場合には，将来
負担⽐率が相対的に⾼い「100％超」⾃治体ダミーと国負担⾒込⽐率の交差項（𝑑 𝑚 ）の
係数𝜑 は有意に正であることが期待される．将来負担が存在する「0％超から 100％以下」
の市においても，「100%超」の市と同様に，国負担⾒込額の増加によって財政規律が弛緩
するならば，「0％超から 100％以下」をリファレンスとした場合，「0％以下」市ダミーと
国負担⾒込⽐率の交差項（𝑑 𝑚 ）の係数𝜑 は，有意に負である可能性がある． 

第 3 に，都市計画税等の特定財源⾒込⽐率（𝑚 ）の増⼤が地⽅⾃治体の⾮効率を⾼める
効果を持てば，係数𝛾 は有意に正であると期待される（仮説 4a）．将来負担⽐率が悪化し
た⾃治体のほうが特定財源⾒込⽐率の増加による政治的恩恵が⼤きいため，将来負担⽐率
が正である⾃治体にとっては，特定財源⾒込⽐率が⾼まれば，財政余⼒の増⼤と政治的に
判断され，⾮効率が助⻑される可能性がある．したがって，特に，将来負担⽐率が相対的
に悪化した「100％超」⾃治体ダミーとの交差項（𝑑 𝑚 ）の係数𝜌 については，有意に正
となることが期待される（仮説 4b）．他⽅，将来負担が存在する「0％超から 100％以下」
の市においても，「100%超」の市と同様に，国負担⾒込額の増加によって財政規律が弛緩
するならば，「0％超から 100％以下」をリファレンスとした場合，「0％以下」市ダミーと
特定財源⾒込⽐率の交差項（𝑑 𝑚 ）の係数𝜌 は，有意に負であることが期待される． 

                                                       
95 将来負担⽐率のサンプル平均は 2009 年度の 99.9％から 14 年度の 51.7％に低下し，分析期間の平均は
70.4％であった． 
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なお，費⽤関数で計測される⾮効率性𝑢は観察できないので，𝑣と𝑢の分布を⽤いて(5-8)
式のように条件付き期待値として導出される．ここで，ε v uである． 

CI E exp 𝑢 |𝜀        (5-8) 
 

(2) 地⽅公共サービス⽔準 

地⽅公共サービス⽔準は(5-9)式の通り，以下の 3 段階で算出した． 

y ∑ 𝛼 ∑ 𝜃 𝑠𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 ,  ∑ 𝛼 1 , ∑ 𝜃 1     (5-9) 

 

第 1 段階では，市の⽬的別歳出から，⺠⽣費，教育費，衛⽣費，総務費，⼟⽊費（ただ
し，⼟⽊費のうち物件費と維持補修費にあたる部分のみ）の 5 分野を選択し，5 分野の歳
出合計に占める各分野の割合を第s分野のウエイト𝛼 とした．さらに，⺠⽣費は⽼⼈福祉費，
児童福祉費及び社会福祉費，教育費は幼稚園費，⼩学校費，中学校費，社会教育費及び保
健体育費，衛⽣費は清掃費と保健衛⽣費，総務費は総務管理費，⼟⽊費は道路橋梁費と都
市計画費の各項⽬にさらに区分し，各分野の歳出合計に占める各項⽬の割合を第s分野の第
j 項⽬のウエイト𝜃 とした．第 2 段階では，各分野の各項⽬に該当する 18 公共サービス指
標を構築し，第s分野の第 j 項⽬の偏差値𝑠𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 を算出した．第 3 段階では，まずウエイ
ト𝜃 を⽤いて公共サービス指標の偏差値𝑠𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 を加重平均して各分野の公共サービス⽔
準を算出し，つぎにそれらを各分野のウエイト𝛼 によって加重平均して，第 i 地⽅⾃治体
の公共サービス⽔準y を算出した．地⽅公共サービス⽔準を構成する地⽅公共サービス指
標と各ウエイト𝛼 ，𝜃 の値は，図表 5-6 に⽰す通りである． 
 
(3) データ 

費⽤関数の被説明変数である⾃治体の公共サービス供給費⽤には，経常経費を⽤いる．
経常経費は性質別歳出である⼈件費，物件費，維持補修費，扶助費，補助費等の合計とし
た．これらはすべて総務省『市町村別決算状況調』から⼊⼿した．説明変数のうち，⾃治
体職員の労働賃⾦は，⼀般⾏政職員の平均給与⽉額（円）を総務省『給与・定員等の調査
結果等』より⼊⼿した． 

地⽅公共サービス⽔準を構成する地⽅公共サービス指標に⽤いたデータのうち，市町村
道延⻑，公園⾯積，公会堂・市⺠会館数，博物館数，体育施設数，ごみ処理量，し尿処理
量，保健センター数，集会所数及び庁舎⾯積（本庁舎と⽀所・出張所の合計）を総務省『公
共施設状況調経年⽐較表』，幼稚園児数，⼩学校児童数と教員数，中学校⽣徒数と教員数を
⽂部科学省『学校基本調査』，病床数（病院病床数）を厚⽣労働省『医療施設調査』，保育
所在所児童数，保育所⾯積を厚⽣労働省「社会福祉施設等調査』，介護福祉施設定員数は介
護⽼⼈福祉施設，介護⽼⼈保健施設及び介護療養型医療施設の定員数の合計であり，厚⽣
労働省『介護サービス施設・事業所調査』，乳児から幼児 3 歳までの⼀般健康診査受診実⼈
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員数は，厚⽣労働省『地域保健・健康増進事業報告』からそれぞれ⼊⼿した．⼈⼝に関す
るデータは総務省『住⺠基本台帳年齢別⼈⼝』より⼊⼿した． 

⾮効率性の要因分析の説明変数のうち，普通交付税，法⼈課税，標準財政規模等の財政
データは総務省『市町村別決算状況調』，将来負担⽐率，総将来負担⽐率，国負担⾒込⽐率
及び特定財源⾒込⽐率に⽤いたデータは，『財政状況資料集』から得た．各変数の記述統計
は図表 5-7 の通りである． 

本章の分析では，東⽇本⼤震災によって巨額の復興財政需要が⽣じた特定被災地⽅公共
団体96は他の⾃治体との⽐較が困難であり，また⼣張市も財政再⽣団体であることから除
外した．したがって，2014 年度時点の 790 都市から，特定被災地⽅公共団体に指定された
88 市を除いた 702 市を分析対象とした．ただし，野々市市，⻑久⼿市，⽩岡市，⼤網⽩⾥
市，滝沢市は市制施⾏年度以降を対象とし，⼤網⽩⾥市と滝沢市は特定被災地⽅公共団体
であるため対象から外した．また，合併⾃治体についても合併年度以降を対象とした．さ
らに，⼀部かすべての年度で公共施設等のデータが統計上確認できなかった市が存在した
ため，それらを対象外とした．このため，分析データはアンバランスト・パネルデータで
あり，2009 年度から 14 年度までの全期間のサンプルサイズは，3,841 である．  

  

                                                       
96 特定被災地⽅公共団体には 9 県と 11 道県内の 178 市町村が指定されている（2012 年 2 ⽉ 22 ⽇改正）． 
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図表 5-6 地⽅公共サービス指標とウエイト 

 
（注）αとθのウエイトは，2009 年度から 14 年度までの平均値を⽤いた． 

（出所）総務省『地⽅財政統計年報』(各年度版)より作成． 
 

図表 5-7 記述統計 

 
（注）サンプルサイズは 3,841. 

 

分野　 項目 αs θsj

民生費 0.498

65歳以上人口当たり病床数

65歳以上人口当たり介護福祉施設定員数

0-4歳人口当たり保育所在所児童数

0-4歳人口当たり保育所面積(m2)
教育費 0.161

幼稚園費 0.062 0-4歳人口当たり幼稚園児数

小学校費 0.348 小学校児童当教員数

中学校費 0.200 中学校生徒当教員数

人口当たり公会堂・市民会館数

人口当たり博物館数
保健体育費 0.112 人口当たり体育施設数

衛生費 0.131

人口当たりごみ処理量(t)
人口当たりし尿処理量(t)
人口当たり保健センター数

0-4歳人口当たり幼児健康診査受診件数

総務費 0.185

人口当たり集会所面積(m2)
人口当たり庁舎面積(m2)

土木費（物件費，維持補修費） 0.025

道路橋梁費 0.635 面積1km2
当たり道路延長km

都市計画（公園）費 0.365 人口当たり公園面積(km2)

総務管理費

地方公共サービス指標

社会教育費 0.278

清掃費 0.493

保健衛生費 0.507

ウェイト

老人福祉費 0.341

児童福祉費 0.659

変数 平均値 標準偏差 小値 大値

経常支出（100万円） 34,068.3 72,780.3 2,479.0 1,012,975.0

公共サービス水準（偏差値） 50.190 4.691 41.795 69.786

賃金（1000円） 400.142 34.030 320.800 544.900

人口（1000人） 141.435 264.508 3.833 3,722.250

15歳未満人口比率（％） 12.828 1.925 5.609 20.989

65歳以上人口比率（％） 26.753 4.904 13.909 44.169

課税対象所得変化率（％） -1.357 3.317 -29.419 40.933

普通交付税依存率（％） 31.907 21.143 0.0 83.177

法人課税依存率（％） 7.511 3.023 2.152 37.759

将来負担比率（≤0％) 0.099 0.299 0 1

将来負担比率（>0％ & ≤100％) 0.539 0.499 0 1

将来負担比率（>100％) 0.362 0.481 0 1

総将来負担比率（％） 353.025 100.952 89.910 813.467

特定財源見込比率（％） 34.412 26.324 0.000 161.496

国負担見込比率（％） 196.087 54.707 63.547 436.639
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5-3-3 推定結果 
 

確率フロンティア費⽤関数（(5-8)式）と⾮効率性要因（(5-9)式）の推定結果は図表 5-
8 に⽰されている．モデル[1]は⾮効率性要因の説明変数に将来負担⽐率ダミー，総将来負
担⽐率，国負担⾒込⽐率と特定財源⾒込⽐率を⽤いたものであり，モデル[2]はさらに将来
負担⽐率ダミーと国負担⾒込⽐率，特定財源⾒込⽐率との交差項を含めたものである． 

分析結果を解釈する前に，確率的フロンティアモデルの妥当性の検定結果を明らかにす
る必要がある．確率フロンティアモデルの妥当性は，尤度関数が⾮効率性𝑢の存在を⽰す分
散パラメータ𝜎 𝜎 𝜎 とγ 𝜎 /𝜎 （あるいは，λ 𝜎 /𝜎 ）で表現されるため，これら
が有意にゼロと異なるかどうかを仮説検定することで確認できる97．図表 5-8 の通り，t 検
定の結果，𝜎 ＝0とλ＝0という帰無仮説が有意に棄却され，⾮効率項𝑢の存在が確認された．
さらに，制約付きモデル(𝜎 ＝0)と制約無しモデルの選択に関する尤度⽐検定でも，⾮効率
項𝑢の存在が確認された． 

図表 5-8 より，費⽤関数の推定結果について述べると，モデル[1]，[2]では共に公共サー
ビス⽔準，賃⾦が共に有意に正であり，費⽤関数としての性質を満たしていること，平均
⾮効率性がそれぞれ 13.4%と 15.6%であることが⽰された． 

費⽤⾮効率性要因の推定結果についてみると，交付税依存率と法⼈課税依存率は共に⾮
効率性に対して有意に正の効果をもった．このことから先⾏研究と同様に，交付税依存率
と法⼈課税依存率の増⼤は⾮効率性を⾼めることが明らかになった．  

将来負担に関する変数については，将来負担⽐率が 0％超から 100％の⽔準にある市を
リファレンスとしたとき，モデル[1]では， 100％超の市のみが有意に正であったが，モデ
ル[2]では，100％超の市が有意に正，0％以下の市が有意に負となった．モデル[1]と[2]共
に，総将来負担⽐率は⾮効率性に対して有意に正，国負担⾒込⽐率は有意に負，特定財源
⾒込⽐率は有意に正の効果をもった．交差項については，モデル[2]より，国負担⾒込⽐率
と将来負担⽐率が 0％以下の市ダミーとの交差項が有意に負であり，将来負担⽐率が 100％
を超える市ダミーとの交差項が正であった．また，特定財源⾒込⽐率と将来負担⽐率が 0％
以下の市ダミーとの交差項が有意に負であった． 

交差項を含むモデル[2]を⽤いて，推定結果を解釈すると，第 1 に，総将来負担⽐率が悪
化（改善）するほど⾮効率（効率的）であることが確認され，仮説 1 が⽀持された． 

第 2 に，将来負担⽐率がゼロ以下になった市ほど効率であり，悪化した市ほど⾮効率で
あることが確認された．したがって，将来負担が存在しない⾃治体では財政規律が弛緩し
て，⾮効率に陥るという仮説 2 は棄却された．将来負担⽐率がゼロ以下になった市ほど効

                                                       
97 検定には，𝜎 ＝0とλ＝0に関する t 検定に加えて，𝜎 ＝0という制約付きモデルと制約無しモデルの選
択に関する尤度⽐検定が実施される．尤度⽐検定は，検定統計量 LR=−2(LL0−LL1)が⾃由度 1 の𝜒 分
布に従うことを利⽤する． 
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率的であるという分析結果は，仮説 1 と整合的に解釈すれば，将来負担⽐率の改善が総将
来負担の削減によるものであることを⽰している． 

第 3 に，国負担⾒込⽐率が⾼いほど効率性が改善することが確認された．このことから，
⾼い国負担⾒込額のために，政治的な歳出拡⼤圧⼒がかかり，⾮効率な財政運営が誘発さ
れるとした仮説 3a は⽀持されなかった．国負担⾒込⽐率の増加と効率性の改善が同時に
起こるケースとして，以下のことが考えられる．国負担⾒込額（基準財政需要算⼊⾒込額）
は，地⽅債残⾼等の総将来負担の削減によって減少するが，それを上回る臨財債残⾼の増
加によって増加する．交付税財源の不⾜のために増加した臨財債による国負担⾒込額の増
加は，将来負担⽐率に影響を与えないように，効率性にも影響を与えないと考えられる．
したがって，この場合，総将来負担の削減を通じた財政運営の効率化効果が出現するため，
国負担⾒込⽐率の増加と効率性の改善が同時に起こる可能性がある．このように国負担⾒
込⽐率が増加するほど効率化するという結果が得られた⼀⽅で，国負担⾒込⽐率と将来負
担⽐率が 100%を上回る市との交差項が有意に正であることから，将来負担⽐率が悪化し
た⾃治体ほど，国負担⾒込額の増加によって財政規律が弛緩するため，効率化が弱められ
る効果が確認された（仮説 3b）．  

第 4 に，特定財源⾒込⽐率が⾼いほど⾮効率であることが確認された．この要因には，
仮説 4a の通り，⾼い特定財源⾒込額による財政余⼒拡⼤のために，公共⽀出の拡⼤に対す
る政治的圧⼒が⾼まり，公共⽀出が⾮効率に陥る可能性が考えられる．このように特定財
源⾒込⽐率が有意に正であり，かつ将来負担⽐率が 0％以下の市ダミーと特定財源⾒込⽐
率との交差項が有意に負であることから，将来負担⽐率がゼロを上回り，将来負担が存在
する市では，特定財源⾒込額の増加によって財政規律が弛緩するために，財政運営が⾮効
率に陥る可能性が⽰された．ただし，将来負担⽐率が 0%超から 100%以下の市と 100%を
超える市との間には有意な差が得られなかったため，将来負担⽐率が悪化した⾃治体ほど
⾮効率に陥るという仮説 4b は部分的に⽀持された．  
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図表 5-8 推定結果 

 
（注）* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 

  

Coef. [z値] Coef. [z値]

確率フロンティア費用関数

公共サービス水準（対数） 0.6940 [19.953]*** 0.7101 [20.089]***

賃金率（対数） 0.3592 [10.932]*** 0.3352 [10.415]***

人口（対数） 0.7159 [39.601]*** 0.7165 [40.131]***

人口二乗（対数） 0.0285 [15.913]*** 0.0284 [16.071]***

65歳以上人口比率 -0.0015 [-1.444] -0.0001 [-0.051]

15歳未満人口比率 -0.0038 [-1.935]* -0.0024 [-1.276]

課税対象所得変化率 -0.0009 [-0.920] -0.0008 [-0.820]

2009年度ダミー -0.0956 [-11.672]*** -0.0939 [-11.519]***

2010年度ダミー -0.0871 [-8.295]*** -0.0838 [-8.009]***

2011年度ダミー -0.0638 [-9.255]*** -0.0625 [-9.203]***

2012年度ダミー -0.0541 [-8.292]*** -0.0538 [-8.384]***

2013年度ダミー -0.0440 [-6.927]*** -0.0445 [-7.137]***

定数項 -1.1585 [-2.508]** -0.9859 [-2.165]**

非効率性

普通交付税依存率 0.0092 [26.683]*** 0.0090 [28.868]***

法人課税依存率 0.0110 [11.941]*** 0.0109 [11.955]***

将来負担比率≤0％ダミー -0.0227 [-1.642] -0.0765 [-4.119]***

将来負担比率>100％ダミー 0.0163 [2.235]** 0.0158 [1.960]*

総将来負担比率 0.0003 [3.127]*** 0.0003 [2.966]***

国負担見込比率 -0.0008 [-6.577]*** -0.0010 [-6.619]***

特定財源見込比率 0.0019 [11.725]*** 0.0019 [9.810]***

将来負担≤0％×国負担 -0.0032 [-10.939]***

将来負担>100％×国負担 0.0003 [2.233]**

将来負担≤0％×特定財源 -0.0014 [-2.613]***

将来負担>100％×特定財源 0.0003 [1.175]

定数項 0.0775 [8.194]*** 0.0917 [8.431]***

サンプルサイズ 3,841 3,841

対数尤度 2994.5 3050.3

σu 0.043 [4.20]*** 0.067 [7.96]***

σv 0.106 [39.85]*** 0.096 [27.93]***

λ (=σu/σv) 0.407 [32.20]*** 0.694 [59.92]***

LR Test χ2(1)：(σu=0) 634.60 *** 670.07 ***

平均非効率性 1.134 1.156

[1]  [2]  
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5-4 節 まとめと課題 

 
近年では，将来負担⽐率が著しく改善し，将来負担が存在しないとみなされている⾃治

体の割合が市では 30％弱，町村では 50％弱に達している．本章では，まず，市を将来負担
⽐率がゼロ以下になった市とゼロを上回る市に分けて，それぞれの総将来負担の⼤きさを
財政規模⽐で明らかにした．ゼロ以下の市の総将来負担の標準財政規模に対する⽐率（総
将来負担⽐率）は，ゼロより⼤きい市と⽐べて，100％ポイント程度⼩さいという特徴があ
った．また，財政規模に⽐して充当可能基⾦を多く保有していること，都市計画税等の特
定財源⾒込額が⼤きいことが，将来負担がない要因として説明できる．つぎに，総将来負
担の負担構造をみると，市全体でみれば，総将来負担の 60％程度を国が将来の交付税を通
じて負担し，10％弱程度を将来の収⼊が⾒込まれる特定財源で負担することが⾒込まれて
いる．したがって，残りの 30％程度のうち，20％弱分がこれまでに⾃治体が積み⽴てた基
⾦で負担可能であるため，残った 10％程度分が将来⾃治体が追加的に負担すべきものであ
る．将来負担⽐率がゼロ以下の市では，総将来負担の 70％程度を国が将来の交付税を通じ
て負担し，特定財源で 15％弱程度分を負担することが⾒込まれている．したがって，残り
の 15％程度が⾃治体負担となるが，これまでに⾃治体が 30％強分の財源を基⾦として積
み⽴てているため，20％弱分程度の余剰が発⽣している． 

しかし，このように，将来負担⽐率がゼロ以下になり将来負担が存在しない⾃治体や，
総将来負担に係る国負担⾒込額や特定財源⾒込額が⼤きい⾃治体では，将来負担⽐率の改
善によって，⾸⻑や議会が公共⽀出拡⼤のための財政余⼒が拡⼤したと判断する可能性が
ある．そのため，本章では，こうした⾃治体では財政規律が弛緩して，効率性の低い分野
への公共投資や公共サービスが拡⼤する可能性があるという仮説を⽴て，⾮効率性要因を
確率フロンティア分析を⽤いて検証した． 

その結果，第 1 に，特定財源⾒込額という将来負担⽐率算定上の間接的財政⽀援が地⽅
⾃治体の財政規律を弛緩させることが明らかになった．特に，都市計画税⾒込額は将来負
担⽐率と実質公債費⽐率を改善し98，早期健全化団体への転落等のリスクに直⾯していた
都市⾃治体を⼤きく優遇したが，その恩恵を最も受けた市だけでなく，将来負担が存在す
る市についても，効率化インセンティブを奪ったことが明らかになった． 

第 2 に，将来負担⽐率が悪化した⾃治体において，国負担⾒込額の増加による将来負担
⽐率の改善が財政余⼒の拡⼤と判断され，財政規律が弛緩することが⽰された．したがっ
て，本章は，限定的ではあるが，健全化法に潜む費⽤最⼩化に対するディスインセンティ

                                                       
98 2007 年度時点の 17 政令指定都市のうち，06 年度時点で実質公債費⽐率が 18%以上の団体は 8 ⾃治
体あり，そのうち早期健全化基準である 25%以上の団体は 1 ⾃治体存在した．これらの 2006 年度から
07 年度への実質公債費⽐率は平均で 5.4%ポイント改善した．この実質公債費⽐率の低下は都市計画税
⾒込額の算⼊によるものが⼤きく，⼤都市ほど影響が⼤きかった． 
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ブ効果が存在することを明らかにした．総務省の「地⽅財政の健全化及び地⽅債制度の⾒
直しに関する研究会報告書」（2015 年 12 ⽉）では，都市計画税等の特定財源⾒込額がもた
らす効率化へのディスインセンティブ効果やその算定⽅法の改⾰の必要性について⾔及さ
れていない．したがって，総将来負担からその償還に係る特定財源⾒込額を控除する将来
負担⽐率の算定⽅法が，財政規律の弛緩につながっている可能性を本章が明らかにしたこ
との意義は⼤きいと考えられる． 

しかしながら，本章の分析では，以下の⼆つの仮説が実証されず，分析上の課題が残さ
れた．第 1 に，交付税制度に基づく債務償還財源の基準財政需要への算⼊⾒込額という国
からの直接的な財政⽀援が地⽅⾃治体の財政規律を弛緩させた可能性については実証され
ず，総将来負担にかかる国負担⾒込額が⼤きい市ほど効率的であることが確認された．こ
の結果には以下の解釈が成り⽴つと考えられる．健全化法の下で地⽅債残⾼を削減した⾃
治体において，臨財債残⾼の増加によってそれ以上に国負担⾒込額が増加すれば，国負担
⾒込額が⾼い⾃治体ほど効率的である，という結果がもたらされる可能性がある．この分
析結果を正確に解釈するには，国負担⾒込額を増加させる臨財債残⾼の影響を取り除く必
要がある．そのためには，国負担⾒込⽐率の分⺟分⼦から臨財債を控除する必要があるが，
データ制約のため実施が困難である．このデータ整備は今後の課題である． 

第 2 に，将来負担⽐率がゼロ以下になり，将来負担が存在しない⾃治体ほど，財政規律
が弛緩し⾮効率に陥るという仮説が実証されず，むしろ効率的であることが⽰された．こ
の分析結果から，将来負担が存在しない⾃治体は総将来負担の削減によって効率化したと
いう解釈が可能である．ただし，将来負担は必要な投資を抑制するほど，改善するという
ことに留意が必要である．本章や当該分野の研究における地⽅公共サービス⽔準データは，
図表 5-6 の通り，多くが⼈⼝当たり公共施設⾯積といった公共サービス指標に基づいて構
築されているため，公共サービスの質は考慮されておらず，⽼朽化した施設でも，新設さ
れた施設でも地⽅公共サービス⽔準は同じになる．そのため，地⽅⾃治体が必要な公共投
資を先送りして将来負担の増加を抑制したり，その維持管理やそのサービス供給に係る必
要な経常⽀出を抑制するほど効率的である，という結果が導かれることになる．本章の分
析結果においても，この⾏動が現れた可能性は否定できない．実際に，近年では健全化判
断⽐率を改善させることを優先して，地⽅⾃治体が必要な公共投資を先送りしているとい
う指摘がある99．これに対して，「地⽅財政の健全化及び地⽅債制度の⾒直しに関する研究
会報告書」は，健全化法では対応できていない課題の⼀つに公共施設等の⽼朽化の把握を
挙げており，今後の財政分析のあり⽅として，統⼀的な基準による財務書類から作成され
る，資産⽼朽化⽐率（償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合）と将来負担
⽐率を組み合わせて分析することを提唱している．したがって，このように⽼朽化対策の
                                                       
99 ⽯川(2016)は健全化法施⾏後の財政健全化のためであることに加えて，過去 20 年以上にわたって公
共投資が抑制されてきた結果として，社会資本の⽼朽化が進んでいる可能性を指摘している． 
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先送りという将来負担も含め，⾃治体の費⽤や将来負担をより総合的に捉えることが，本
研究の分析⽔準を向上させ，政策的意義をより明確化していくために不可⽋である100． 

最後に，本章の課題を挙げる．将来負担⽐率がゼロ以下になった町村は，健全化法施⾏
当初から財政⼒が弱い⾃治体でも存在しており，さらに近年ではその 70%程度が財政⼒指
数 0.4 未満となった．他⽅，ゼロ以下の市では財政⼒指数 0.4 未満の割合は 20％弱であり，
また，総将来負担の標準財政規模に対する⽐率（総将来負担⽐率）でみれば，ゼロより⼤
きい市と⽐べて，100％ポイント程度⼩さいという特徴があった．しかし，ゼロ以下の町村
は財政⼒が低い⾃治体が多数を占めており，総将来負担⽐率が⾼い可能性がある．このこ
とから，市とは異なる推定結果が得られる可能性もあるため，町村を対象とした分析が不
可⽋である． 

 

  

                                                       
100 ⾃治体単位で公表される「財政状況資料集」において，将来負担⽐率と有形固定資産減価償却率との
組み合わせによる財政分析が 2015 年度決算に対して導⼊された．ただし，15 年度決算では⼀部の⾃治
体しか公表されていない．統⼀的な基準による財務書類は 17 年度末までの作成が要請されているため，
本格的な検証は 17 年度以降の決算が複数年度に公表されるまで待たなければならない． 
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第 6 章 首長選挙における無投票当選の発生要因101 

 

6-1 節 はじめに 

 
近年，わが国では地⽅選挙の形骸化が叫ばれるが，その背景の⼀つには⾸⻑選挙や地⽅

議会議員選挙における無投票当選の増加がある．なかでも，2011-14 年の 4 年間に実施さ
れた都道府県知事選挙と市区町村⻑選挙では，前の 4 年間よりで無投票当選の割合が上昇
し，さらに 2015-18 年に実施された選挙でも共に無投票当選の割合がわずかではあるが上
昇した．ただ，1995-2018 年までの約四半世紀の⾸⻑選挙をみると，近年になって⾼⽔準
になったわけではなく，それ以前でも市区⻑選挙の 20%台前半，町村⻑選挙の 40%から
50%程度が無投票当選であった102． 

⾸⻑選挙はどのような場合に無投票になるのか．無投票当選の発⽣には，⼀般的に候補
者への政党⽀持，有⼒な現職の存在，住⺠の合理的無知(Rational Ignorance)の⾼まり等の
諸要因が挙げられる．わが国の市町村⻑選挙では⼀定の割合で無投票当選が常態化し，⾸
⻑が選挙を通じて選出されたか，無投票で選出されたがどうかの違いによって，⾸⻑の政
治的影響⼒や再選機会の確保に向けた政治的⾏動だけでなく，財政運営も異なる可能性が
あるにもかかわらず，その発⽣要因や無投票と選挙で当選した⾸⻑の⾏動の違い等につい
ての地⽅財政分野の研究は存在していない． 

そこで，本章では，過去 24 年間の⾸⻑選挙における無投票当選の実態を明らかにしたう
えで，その発⽣要因に関するいくつかの仮説を，都道府県レベルの政治環境についても考
慮したマルチレベル分析によって検証する．  

本章の構成は以下の通りである．6-2 節では過去 24 年間の地⽅⾃治体の⾸⻑選挙におけ
る無投票当選の実態を都道府県，市区，町村別に明らかにする．6-3 節では無投票当選の
発⽣要因に関する仮説を 2010 年 7 ⽉から 2014 年 6 ⽉末までに実施された市区⻑選挙デ
ータを⽤いたマルチレベルロジット分析によって検証する．6-4 節では本章の結論と課題
を述べる． 

 
 
  

                                                       
101 本章は，鷲⾒(2017)を加筆修正したものである． 
102 ⽯上(2003)には 1947 年以降の統⼀地⽅選挙における⾸⻑選挙の無投票当選割合の推移が⽰されてい
る．市⻑選挙では 1975 年の統⼀地⽅選までは 10〜20%程度で推移したものの，79 年選挙に 30％を超え 
91 年選挙まで 30％前後で推移し，90 年代には再び低下に転じた．町村⻑選挙の無投票当選割合は，1959
年の統⼀地⽅選挙まで 30%台で推移したが，60 年代には 40%前後まで上昇し，市⻑選挙と同様に 79 年
選挙で上昇して 50％を超え 91 年選挙まで 50％前後で推移した． 
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6-2 節 首長選挙における無投票当選の実態 

 

6-2-1 過去 24 年間の首長選挙における無投票当選の実態 
 
ここでは，1995-2018 年までの都道府県，市区及び町村の⾸⻑選挙における無投票当選

の状況を時系列で明らかにする． 
図表 6-1 は，総務省「地⽅公共団体の議会の議員及び⻑の選挙執⾏件数調」より作成し

た，1995-2018 年までの 24 年の都道府県，市区及び町村の⾸⻑選挙における無投票当選
割合(無投票当選数／⾸⻑選挙数)の推移を⽰したものである．統⼀地⽅選挙の実施年を期
⾸年として，24 年間を 1995-98 年，1999-2002 年，2003-06 年，2007-10 年，2011-14 年，
2015-18 年の 6 期間に分け，各 4 年間に実施された⾸⻑選挙の合計に対する無投票当選の
割合を算出した． 

 
 

図表 6-1 過去 24 年の⾸⻑選挙における無投票当選割合の推移 

 
 
(資料)総務省「地⽅公共団体の議会の議員及び⻑の選挙執⾏件数調」より作成． 
 

 
都道府県知事選挙において，2000 年代は 2003 年の⿃取県のみが無投票であったが，

2011-14 年では 2011 年の⾼知県，2013 年の秋⽥県と⼭形県の 3 県が無投票，2015-18 年
では 2015 年の岩⼿県と⾼知県，2017 年の⼭形県が無投票であり，近年では，県知事選挙
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でも⼀定数存在するようになった．特に，⾼知県と⼭形県では同⼀知事が連続 2 回無投票
当選という状況であった103． 

市区⻑選挙を⾒ると，無投票割合が 20%前後(5 選挙に 1 回が無投票当選)で推移してき
たが，2011-14 年では 25.4%に上昇し，2015-18 年でも 25.5％となり，4 選挙に 1 回が無
投票という状況になった． 

町村⻑選挙を⾒ると，半数を超過していないものの無投票割合が⾼く，40%台で上下を
繰り返してきたが，2011-14 年は 47.2%，2015-18 年は 48.2％となり，50％弱の⽔準が定
着しつつある． 

 
 

6-2-2 市区町村長選挙における無投票当選の都道府県別実態 
 
(1) 市区町村⻑選挙における都道府県別無投票当選割合 
①市区⻑選挙 

図表 6-2(a) 104は，都道府県別に集計した過去 24 年間の市区⻑選挙における無投票割合
とその記述統計量及び分布を⽰したものである．市区⻑選挙における無投票割合の分布を
みると，6 期間のすべてで無投票が発⽣していない都府県が存在しているが，その数は
1995-98 年の 7 都府県から，2003-06 年以降は２-3 都府県に減少している．最⼤値は 50％
強から 75％であり，半数超が市⻑選において無投票という道県が存在している． 

無投票割合の分布をみると，2011-14 年において無投票割合が 25％未満である都府県が
2007-10 年の 27 都府県から 21 都府県に減少する⼀⽅で，25％以上が半数を上回る 26 道
県に増加し，特に，50%以上がそれ以前の 2 県から 6 道県に増加している．さらに 2015-
18 年では 50%以上が 7 道県に増加している．これが最近 2 期間の無投票割合（平均値）
の上昇を説明している． 

都道府県単位では，6 期間のうち，富⼭県は 6 期間，北海道，和歌⼭県，⾹川県，愛媛
県は 5 期間，秋⽥県，⼭形県，福岡県は 4 期間で県内都市の無投票割合が 30％を超えてい
る．特に，富⼭県では 6 期間の全部，⾹川県では 4 期間で 40％を超えている．さらに，富
⼭県は 3 期間で 50％を超え，北海道と徳島県では最近の 2 期間連続で 50％を上回った．
また，以前は無投票当選割合が低かったが，⻘森県と徳島県のように，2011-14 年から 2
期間連続で 40％を上回るようになった県も確認できる． 

 
②町村⻑選挙 

                                                       
103 ただし，2019 年の⾼知県知事選挙では，現職が 4 期⽬不出⾺のため，選挙が実施された． 
104 図表 6-2 は，第 i 都道府県の⾸⻑選挙（𝑉𝑇）に対する無投票当選（𝑁𝑉）の割合（𝑅𝑁𝑉=𝑁𝑉 𝑉𝑇⁄ ）を
⽰している．  
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図表 6-2(b)は，都道府県別に集計した過去 24 年間の町村⻑選挙における無投票割合と
その記述統計量及び分布を⽰したものである．町村⻑選挙における無投票割合をみると，
2011-14 年までの 5 期間では全都道府県において無投票が発⽣していたが，2015-18 年で
は⼤分県（4 町村）のみで無投票当選が発⽣しなかった．その⼀⽅で，⼭⼝県では，6 町す
べての町⻑選挙がすべて無投票であった．最⼤値は 2011-14 年まで 5 期間で 70％台であ
り，4 分の 3 の町村⻑選が無投票という県が存在している．平成の⼤合併の期間を含む
2003-06 年は 49.8％と 24 年間で最も上昇し，2015-18 年の 48.2％はそれに続く⾼⽔準と
なった．まず，2003-06 年では，半数を上回る 24 県で県内町村⻑選挙の 50％以上が無投
票当選となり，2015-18 年も 20 県で 50％以上が無投票当選となったことが影響している． 

都道府県単位では，北海道，北陸三県（⽯川，富⼭105，福井県）と新潟県，⿃取県，島
根県では 6 期間のうち，5 期間以上で県内町村⻑の無投票割合が 50％を超えた．特に⽯川
県，⿃取県，島根県では全期間で 50％を超えた． 
 
③地理的分布 

図表 6-3(a)(b)は，2011-18 年の市区⻑選挙と町村⻑選挙における無投票当選割合（8 年
間に実施された各都道府県内の⾸⻑選挙に対する無投票当選の割合）を都道府県別に地図
上に⽰したものである．地理的にみれば，市区⻑選挙と町村⻑選挙は共に，北海道，東北
と⽇本海側の県で発⽣割合が⾼く，太平洋側でも紀伊半島，四国で⾼い傾向がある． 
 

図表 6-4 は，⾸⻑選挙の無投票割合に「基準値」を設定して，上述の 6 期間においてそ
の基準値を上回った都道府県数を図表 6-2 と図表 6-3 より集計したものである． 

市区⻑選挙では，無投票当選割合 25%(4 選挙に 1 回が無投票)を基準値とした場合，4
回（期間）以上基準を上回ったのは 16 道県あり，33.3%(3 選挙に 1 回が無投票)を基準値
とした場合，4 回以上基準を上回ったのは 5 道県あった．40.0%(5 選挙に 2 回が無投票)を
基準値とした場合，4 回以上基準を上回ったのは 2 県あった．他⽅，無投票当選割合 25%
を⼀度も上回ったことがないのは 6 都府県あり，33.3%を⼀度も上回ったことがないのは
16 都府県あった． 

このことから，過去 24 年間の市区⻑選挙を振り返ると，4 選挙に 1 回や 3 選挙に 1 回
ほどの頻度で，無投票が常態化している道県が存在する⼀⽅で，4 選挙に 1 回の頻度でも
⼀度も発⽣したことがない，つまり，無投票当選の発⽣頻度が低い都府県が存在すること
が確認できる．また，40%(5 選挙に 2 回が無投票)のように無投票当選割合を⾼めに設定
した場合でも，4 回以上基準を上回ったのが 2 県（4 回上回ったのは⾹川県，6 回すべて上

                                                       
105 富⼭県内町村では，1995 年以降 4 期間連続で 60%を超えていたが，2011-14 年には 20%（5 町村の
うち 1 団体）に低下した．しかし，2015-18 年では再び増加して 80％（4 団体）となった． 
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回ったのは富⼭県）あったように，⾼い割合での無投票当選が常態化した県も存在するこ
とも確認できる． 

町村⻑選挙では，40%(5 選挙に 2 回が無投票)を基準とした場合，4 回以上で基準を上回
ったのは 27 道県存在し，さらに 50%(2 選挙に 1 回が無投票)を基準とした場合，4 回以上
で基準を上回ったのは 10 道県あり，町村⻑選挙の半数が無投票当選という状況が常態化
した県が存在している．特に，50％を 6 回上回った 3 県（⽯川県，⿃取県，島根県），60％
を 5 回上回った富⼭県は特に⾼⽔準での常態化が著しい．⼀⽅で，無投票割合 33.3%を 1
回しか超えなかったのが 2 県存在したように，町村⻑選でも，3 選挙に 1 回という確率で
あっても無投票当選がほとんど発⽣しない府県も存在することが明らかになった． 

過去 24 年間の市区町村⻑選挙を振り返ると，無投票当選の発⽣確率が⼀貫して低い都
府県が存在する⼀⽅で，⼀貫して半数が無投票当選である道県が存在することが確認でき
る． 
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図表 6-2 過去 24 年の市区町村⻑選挙における無投票当選割合 
(a)市区⻑選挙 

 
  

1995-98年 1999-02 2003-06 2007-10 2011-14 2015-18
北海道 28.1 34.3 31.6 38.9 51.4 56.8
青森県 0.0 0.0 25.0 36.4 45.5 40.0
岩手県 46.2 15.4 26.3 28.6 50.0 42.9
宮城県 10.0 10.0 5.9 23.1 38.5 7.7
秋田県 50.0 33.3 16.7 30.8 30.8 15.4
山形県 23.1 46.2 30.8 23.1 46.2 46.2
福島県 9.1 20.0 40.0 15.4 16.7 15.4
茨城県 21.7 27.3 15.2 24.2 28.1 21.2
栃木県 33.3 18.8 22.2 13.3 28.6 28.6
群馬県 25.0 18.2 6.3 25.0 16.7 23.1
埼玉県 23.3 18.6 23.3 16.3 22.0 26.8
千葉県 14.7 15.2 13.5 15.8 18.4 24.3
東京都 0.0 0.0 3.9 0.0 2.0 3.9
神奈川県 5.0 21.1 0.0 10.5 15.8 15.0
新潟県 9.5 23.8 34.5 15.0 45.0 19.0
富山県 44.4 44.4 50.0 50.0 40.0 50.0
石川県 0.0 37.5 16.7 18.2 36.4 45.5
福井県 25.0 28.6 20.0 55.6 66.7 20.0
山梨県 14.3 16.7 28.6 38.5 23.1 23.1
長野県 17.6 17.6 28.6 5.3 35.0 26.3
岐阜県 21.4 26.7 27.3 40.9 27.3 43.5
静岡県 23.8 17.4 19.2 23.8 21.7 8.3
愛知県 25.0 30.3 8.6 16.7 15.8 20.5
三重県 21.4 28.6 26.3 26.7 21.4 21.4
滋賀県 12.5 37.5 13.3 7.7 23.1 30.8
京都府 0.0 0.0 0.0 6.7 13.3 8.3
大阪府 11.8 5.9 11.1 14.7 11.1 14.7
兵庫県 14.3 21.7 15.6 26.7 27.6 26.7
奈良県 10.0 18.2 7.7 25.0 8.3 54.5
和歌山県 57.1 37.5 33.3 22.2 33.3 55.6
鳥取県 50.0 0.0 20.0 0.0 50.0 0.0
島根県 12.5 37.5 53.8 25.0 37.5 25.0
岡山県 9.1 30.0 7.1 25.0 37.5 13.3
広島県 42.9 15.4 31.3 14.3 14.3 7.1
山口県 53.3 14.3 23.5 7.7 0.0 30.8
徳島県 0.0 0.0 12.5 33.3 50.0 50.0
香川県 40.0 66.7 40.0 37.5 75.0 25.0
愛媛県 33.3 25.0 35.3 30.8 41.7 41.7
高知県 15.4 11.1 33.3 27.3 9.1 50.0
福岡県 40.7 32.0 19.4 20.7 32.1 30.0
佐賀県 14.3 28.6 25.0 44.4 20.0 27.3
長崎県 44.4 50.0 11.8 7.7 28.6 53.8
熊本県 20.0 18.2 29.4 15.4 6.7 26.7
大分県 8.3 33.3 35.3 26.7 28.6 21.4
宮崎県 0.0 30.0 9.1 10.0 0.0 11.1
鹿児島県 7.7 28.6 26.3 15.8 10.5 10.5
沖縄県 0.0 0.0 10.0 0.0 27.3 0.0
中央値 17.6 21.7 22.2 23.1 27.6 25.0

大値 57.1 66.7 53.8 55.6 75.0 56.8
小値 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0% 7 6 2 3 2 2
25%未満 24 19 24 24 19 21
50%未満 12 20 19 18 20 17
75%未満 4 2 2 2 5 7
75%以上 0 0 0 0 1 0

都
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県
内
無
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合
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(b)町村⻑選挙 

 
(注) 単位：％．分布のみ都道府県数． 
(資料) 総務省「地⽅公共団体の議会の議員及び⻑の選挙執⾏件数調」より作成． 

1995-98年 1999-02 2003-06 2007-10 2011-14 2015-18
北海道 56.4 49.2 68.0 59.6 66.7 64.1
青森県 25.4 30.6 43.1 41.9 48.4 35.5
岩手県 43.5 42.9 64.1 40.9 40.0 45.0
宮城県 30.6 28.6 60.4 20.0 27.3 36.4
秋田県 34.9 40.0 60.0 16.7 58.3 58.3
山形県 51.5 37.5 56.5 29.2 72.7 50.0
福島県 45.7 47.5 46.5 50.0 39.6 36.2
茨城県 24.3 37.9 28.2 25.0 23.1 50.0
栃木県 52.6 37.5 50.0 29.4 41.7 36.4
群馬県 49.2 41.4 27.8 32.0 37.5 37.5
埼玉県 42.0 19.2 30.4 26.7 26.1 30.4
千葉県 39.6 33.3 57.5 28.6 29.4 58.8
東京都 40.0 46.2 20.0 33.3 35.7 46.2
神奈川県 27.8 33.3 26.3 28.6 6.7 28.6
新潟県 52.6 58.2 54.0 25.0 50.0 50.0
富山県 76.2 76.9 68.4 60.0 20.0 80.0
石川県 73.5 52.9 66.7 62.5 77.8 50.0
福井県 70.0 55.2 66.7 55.6 62.5 37.5
山梨県 58.2 43.3 34.2 25.0 40.0 38.5
長野県 52.9 44.2 47.8 47.5 55.9 51.7
岐阜県 57.1 62.2 63.0 30.4 47.6 57.1
静岡県 44.6 60.0 47.9 20.0 50.0 16.7
愛知県 53.6 50.8 32.1 33.3 27.8 37.5
三重県 50.8 32.8 46.0 26.7 46.7 60.0
滋賀県 36.2 57.1 34.3 20.0 16.7 16.7
京都府 33.3 37.1 30.8 45.5 36.4 27.3
大阪府 16.7 45.5 27.3 27.3 20.0 40.0
兵庫県 50.7 38.4 51.9 16.7 38.5 33.3
奈良県 31.0 19.4 22.9 45.5 51.7 64.3
和歌山県 52.3 60.5 52.8 29.2 47.6 45.5
鳥取県 52.8 51.4 66.7 53.3 68.8 68.8
島根県 65.4 67.3 72.7 57.1 66.7 58.3
岡山県 39.7 33.3 36.4 50.0 30.8 53.8
広島県 54.7 54.5 40.5 77.8 44.4 33.3
山口県 55.3 46.5 55.9 50.0 33.3 100.0
徳島県 37.0 35.4 52.2 50.0 47.1 56.3
香川県 50.0 50.0 41.2 55.6 40.0 22.2
愛媛県 55.9 41.9 65.0 22.2 44.4 33.3
高知県 35.3 48.9 46.7 54.2 52.2 47.8
福岡県 38.5 33.8 39.4 37.5 42.4 52.9
佐賀県 45.7 29.5 61.8 63.6 60.0 33.3
長崎県 37.7 43.8 55.3 30.0 25.0 50.0
熊本県 52.9 43.2 47.5 15.6 34.5 58.1
大分県 41.2 42.9 50.0 42.9 75.0 0.0
宮崎県 38.5 45.7 48.5 50.0 47.1 35.3
鹿児島県 38.4 35.6 51.3 24.0 36.0 33.3
沖縄県 38.6 39.5 50.0 46.7 53.3 46.7
中央値 45.7 43.2 50.0 33.3 42.4 45.5

大値 76.2 76.9 72.7 77.8 77.8 100.0
小値 16.7 19.2 20.0 15.6 6.7 0.0

0% 0 0 0 0 0 1
25%未満 2 2 2 8 5 3
50%未満 24 32 21 24 27 23
75%未満 20 12 24 14 13 18
75%以上 1 1 0 1 2 2
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図表 6-3 2011-18 年における市区町村⻑選挙の都道府県別無投票割合 
(a)市区⻑選挙 

 
(b)町村⻑選挙 

  
 
(注) 図表 6-2 より，ArcGIS を⽤いて作成．  

60.0− 

40.0− 50.0 

30.0− 40.0 
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− 20.0% 

40.0− 
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図表 6-4 過去 24 年の⾸⻑選挙における無投票当選割合と発⽣数 

 
(注 1)「基準値」とは都道府県内無投票当選割合であり，「33.3％」は 3 選挙に 1 回が無投票当選で

あったことを⽰す基準値．  
(注 2)「回数」とは 6 期間において，都道府県内無投票当選割合が基準値を上回った回数であり，

「0」は 6 期間すべてで基準値を⼀度も上回っていないこと，「6」は 6 期間すべてで上回った
ことを⽰す．表中の値は各回数に該当する都道府県数である． 

(資料) 総務省「地⽅公共団体の議会の議員及び⻑の選挙執⾏件数調」より作成． 
 
 

 
(2) 市区町村⻑選挙における無投票当選の都道府県分布 

図表 6-5 は，市区と町村別に 2011-18 年までの⾸⻑選挙と無投票当選の都道府県分布と
分布差（無投票当選割合−選挙割合）を⽰している106． 

無投票分布とは，2011-18 年までの 8 年間に全国で発⽣した無投票当選の合計に対する
各都道府県で発⽣した無投票当選の割合であり，これが⾼いほど，全国に占める無投票当
選の発⽣件数が⼤きい都道府県であることを⽰している．選挙分布とは，2011-18 年まで
の 8 年間に全国で実施された⾸⻑選挙の合計に対する各都道府県で実施された⾸⻑選挙の
割合であり，これは市区町村数が多ければ⾼くなる．分布差は，無投票分布と選挙分布の
差である．これがプラスであれば，⾸⻑選挙の分布よりも無投票当選の分布が⼤きいこと
から，無投票の発⽣確率が⾼いことを⽰している．反対に，マイナスであれば，⾸⻑選挙
の分布よりも無投票当選の分布が⼩さいことから，無投票当選の発⽣確率が低いことを⽰
している． 

市区⻑選挙でみると，22 道県が分布差がプラスで発⽣確率が⾼い．特に，北海道，岩⼿
県，⼭形県，岐⾩県，⻑崎県で市分布に⽐して無投票当選の発⽣確率が⾼く，なかでも，
北海道は突出して⾼い．反対に，広島県，静岡県，愛知県，⿅児島県，⼤阪府，東京都に
おいて低く，なかでも東京都内と⼤阪府の市区では発⽣確率が低い． 

                                                       
106 図表 6-5 は，全国で発⽣した無投票当選の合計∑𝑁𝑉 に対する第 i 都道府県で発⽣した無投票当選𝑁𝑉

の割合（𝑛𝑣 =𝑁𝑉 ∑𝑁𝑉⁄ ）と全国で実施された⾸⻑選挙の合計（∑𝑉𝑇 ）に対する第 i 都道府県で実施され
た⾸⻑選挙（𝑉𝑇）の割合（𝑣𝑡 =𝑉𝑇 ∑𝑉𝑇⁄ ）とこれらの差（𝑑 =𝑛𝑣 𝑣𝑡 ）を⽰している． 

回数 25% 33.3% 40% 50% 33.3% 40% 50% 60%
0 6 16 23 33 0 1 7 27
1 5 12 11 6 2 6 9 12
2 12 7 8 7 3 7 14 1
3 8 7 3 1 2 6 7 4
4 8 2 1 0 8 11 3 2
5 4 2 0 0 17 10 4 1
6 4 1 1 0 15 6 3 0

基準値 （都道府県内無投票当選割合）
市区 町村
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町村⻑選挙でみると，15 道県が分布差がプラスで発⽣確率が⾼い．特に，北海道，和歌
⼭県，宮崎県，島根県，栃⽊県で町村分布に⽐して無投票当選の発⽣確率が⾼く，なかで
も，北海道は突出して⾼い．反対に，千葉県，埼⽟県，⼭形県，⾼知県，三重県，⽯川県
において低い． 

無投票の発⽣確率と都道府県内の発⽣割合との関係を確認すると，市⻑選挙では，無投
票の発⽣確率のほうが⾼い（つまり，図表 6-5 で分布差が 0 より⼤きい）22 道県のすべて
で，道県内の発⽣割合が 25％以上（市⻑選挙の 4 分の１以上が無投票）である107．町村⻑
選挙では，無投票の発⽣確率のほうが⾼い 15 道県のすべてで，道県内の発⽣割合が 50％
以上（町村⻑選挙の半分以上が無投票）である108． 

図表 6-6(a)(b)は，2011-18 年の市区⻑選挙と町村⻑選挙における無投票当選分布と選挙
分布との分布差（無投票分布−選挙分布）を都道府県別に地図上に⽰したものである．分
布差は市区⻑選挙と町村⻑選挙は共に，北海道，東北・北陸・⼭陰地⽅の⽇本海側の県，
太平洋側でも紀伊半島，四国で⾼い傾向がある． 

 
  

                                                       
107 市⻑の無投票当選の発⽣確率が⾼い道県（分布差が 1 ポイント以上）は，上から北海道，岩⼿県，⼭
形県，岐⾩県，⻑崎県である．県内市⻑選挙の無投票当選割合が 45％以上であるのは，上から北海道，
徳島県，⾹川県，岩⼿県，⼭形県，富⼭県である．これらは両⽅に共通している北海道，岩⼿県，⼭形県
だけでなく，他の県も共に⾼い傾向にある． 
108 町村⻑の無投票当選の発⽣確率が⾼い道県（分布差が 0.6 ポイント以上）は，上から北海道，和歌⼭
県，宮崎県，島根県，栃⽊県ある．県内町村⻑選挙の無投票当選割合が 60％以上であるのは，上から宮
崎県，⾹川県，北海道，富⼭県，⼭梨県，島根県である．これらは共通している北海道，宮崎県，島根県
だけでなく（市と同様に）その他の県も共に⾼い傾向にある． 
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図表 6-5 ⾸⻑選挙と無投票当選の都道府県分布と分布差 

 
(注) 分布の単位は％で，47 都道府県の合計は 100％．分布差の単位は％ポイント． 
(資料)総務省「地⽅公共団体の議会の議員及び⻑の選挙執⾏件数調」より作成． 

  

無投票 選挙 無投票 選挙

分布 分布 分布 分布
北海道 9.2 4.3 4.9 北海道 21.0 15.3 5.7
岩手県 3.1 1.7 1.4 和歌山県 7.0 6.2 0.8
山形県 2.8 1.6 1.3 宮崎県 2.4 1.7 0.7
岐阜県 3.8 2.7 1.1 島根県 3.0 2.3 0.7
長崎県 2.6 1.6 1.0 栃木県 3.7 3.0 0.6
徳島県 1.9 1.0 0.9 山梨県 1.7 1.3 0.4
香川県 1.9 1.0 0.9 富山県 1.2 0.9 0.3
富山県 2.1 1.2 0.9 奈良県 1.6 1.3 0.3
愛媛県 2.4 1.4 0.9 香川県 0.9 0.6 0.3
青森県 2.1 1.3 0.9 熊本県 2.4 2.2 0.2
和歌山県 1.9 1.1 0.8 岡山県 1.8 1.6 0.2
石川県 2.1 1.3 0.8 福島県 3.3 3.2 0.2
福岡県 4.3 3.5 0.8 静岡県 1.9 1.7 0.1
福井県 1.9 1.1 0.7 青森県 2.6 2.4 0.1
新潟県 3.1 2.5 0.6 新潟県 1.1 1.1 0.1
長野県 2.8 2.4 0.5 福岡県 0.9 0.8 0.0
奈良県 1.7 1.4 0.3 福井県 0.6 0.5 0.0
高知県 1.7 1.4 0.3 滋賀県 3.6 3.5 0.0
兵庫県 3.8 3.6 0.2 群馬県 1.0 1.0 0.0
島根県 1.2 1.0 0.2 岩手県 2.2 2.3 -0.1
栃木県 1.9 1.7 0.2 鹿児島県 3.1 3.2 -0.1
滋賀県 1.7 1.6 0.1 宮城県 0.3 0.4 -0.1
岡山県 1.9 1.9 0.0 沖縄県 1.7 1.8 -0.1
鳥取県 0.5 0.5 0.0 茨城県 1.2 1.4 -0.2
大分県 1.7 1.7 0.0 兵庫県 0.8 1.0 -0.2
佐賀県 1.2 1.3 -0.1 大阪府 0.8 1.0 -0.2
茨城県 3.8 3.9 -0.1 愛知県 0.7 0.8 -0.2
宮城県 1.4 1.6 -0.1 徳島県 1.2 1.4 -0.2
秋田県 1.4 1.6 -0.1 山口県 1.0 1.2 -0.2
山梨県 1.4 1.6 -0.1 鳥取県 1.9 2.1 -0.2
埼玉県 4.7 4.9 -0.2 神奈川県 1.6 1.8 -0.2
三重県 1.4 1.7 -0.3 佐賀県 1.2 1.5 -0.3
群馬県 1.2 1.5 -0.3 秋田県 1.0 1.3 -0.3
福島県 0.9 1.5 -0.6 東京都 1.0 1.3 -0.3
山口県 0.9 1.6 -0.6 京都府 0.7 1.0 -0.3
熊本県 1.2 1.8 -0.6 大分県 0.9 1.3 -0.4
沖縄県 0.7 1.4 -0.7 愛媛県 0.8 1.2 -0.4
千葉県 3.8 4.5 -0.7 長崎県 0.7 1.1 -0.4
宮崎県 0.2 1.1 -0.8 長野県 2.9 3.3 -0.4
京都府 0.7 1.6 -0.9 広島県 0.2 0.6 -0.4
神奈川県 1.4 2.4 -0.9 岐阜県 2.0 2.5 -0.5
広島県 0.7 1.7 -1.0 千葉県 1.2 1.8 -0.6
静岡県 1.7 2.8 -1.2 埼玉県 1.9 2.6 -0.7
愛知県 3.3 4.6 -1.3 山形県 1.6 2.3 -0.8
鹿児島県 0.9 2.3 -1.3 高知県 0.6 1.5 -1.0
大阪府 2.1 4.2 -2.1 三重県 1.4 2.4 -1.0
東京都 0.7 6.2 -5.4 石川県 4.0 5.0 -1.0

分布差 分布差市区 町村
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図表 6-6 2011-18 年における市区町村⻑選挙と無投票の分布差 
(a)市区⻑選挙 

 
 
(b)町村⻑選挙 

  
(注) 図表 6-5 より，ArcGIS を⽤いて作成．  
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6-3 節 首長選挙における無投票当選の発生要因の検証 

 

6-3-1 仮説 
 
先⾏研究によれば，無投票当選の発⽣要因として主に以下のものが挙げられる． 
① 保⾰相乗りなど複数政党からの⽀持がある場合，候補者が⼀本化されやすくなるの

で，無投票当選の発⽣確率が⾼まる109．  
② 多選の現職110などの有⼒な候補者が存在すると，政党が対抗⾺を擁⽴しづらくなる

ため，政党からの⽀持を受けなくても，無投票当選の発⽣確率が⾼まる．  
このように，無投票当選の発⽣にはいくつかの要因が考えられ，その違いによって，政

策遂⾏における⾸⻑の影響⼒や再選機会の確保に向けた政治的⾏動，財政運営も異なると
考えられる．具体的には，①の場合には，政党に対する応答の必要性が⾼まるため，利⼰
的な⾸⻑は特定の財政⽀出を拡⼤させる可能性がある．②の場合には，政権獲得のために
候補者同⼠が競争状態にあるときよりも，政党からの⽀持に報いる必要性が⼩さい可能性
がある．これら以外にも，有権者の合理的無知の程度が⾼まると，有権者による監視機能
が低下し，候補者の⼀本化が容易になるため，無投票当選の発⽣確率が⾼まると考えられ
る．この場合には，⾸⻑の政策における党派性がさらに強まる可能性がある．また，有権
者の合理的無知の⾼まりは，有権者が現職の政策を追認することにつながるため，現職の
優位性がさらに強化され，無投票当選の発⽣確率が⾼まる可能性がある． 

⾸⻑選挙における無投票当選が⼀定割合で存在してきたにもかかわらず，先⾏研究では，
その発⽣要因が検証されていないだけでなく，業績評価投票仮説や応答仮説に関する実証
研究では，発⽣要因を考慮せずに⼀律に（有権者による 100％の信任として）得票率 100％
を割り当ててしまうなど，無投票当選の扱いが適切になされてこなかった．そこで，本章
では無投票当選の発⽣要因に関する以下の仮説を検証する． 

 
仮説 1：候補者が複数の政党から⽀持・推薦を受けた場合には，⾸⻑選挙における候補

者間の競争が弱められ，無投票当選の発⽣確率が⾼まる． 
仮説 2：多選ほど無投票当選の発⽣確率が⾼まる． 
仮説 3：⾼い無投票当選割合が常態化した都道府県ほど，地域内に属する⾃治体の無投

票当選の発⽣確率が⾼い．  
                                                       
109 先⾏研究は，⾸⻑選挙の無投票当選の主な要因を，政党の相乗りによる候補者⽀持に求めている．た
とえば，⽜⼭(2012)は，政党の相乗りやオール与党化の下で候補者が⼀本化されるため，無投票当選が起
こりやすいと指摘している．他⽅，⽯上(2003)は候補者が議員出⾝者の場合，多くは党派性を帯びている
ので政党の相乗りが起きにくく，⾏政経験者等と⽐較して無投票当選が少ないと指摘している．しかし，
⼀連の無投票当選に関する先⾏研究は統計学的有意性に基づいて評価されたものではない． 
110 ⽯上(2003)は，当選回数が多い⾸⻑ほど無投票当選割合が⾼くなる⼀⽅で，多選批判の⾼まりによっ
て，4 回以上になると無投票当選が少なくなると指摘している． 
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 仮説 4：市町村合併によって⾃治体内の候補者間の競争が促されれば，合併後の⾸⻑選
挙において無投票当選の発⽣確率が低下する． 

 
仮説 3 は，無投票当選の発⽣確率には都道府県固有の要因があるかどうかを検証するた

めのものである．前節で⾒たとおり，地域内の⾸⻑選挙で無投票当選が⾼い割合で発⽣し
ていれば，その要因は地域内のすべての⾸⻑選挙に共通して及ぶことが考えられる．仮説
4 は，市町村合併の無投票当選への影響を分析するためのものである．今井(2006)が合併
⾃治体の選挙は政党間対⽴というよりは旧市町村間の対⽴の構図となっていると指摘して
いるように，市町村合併が地域的な争点を明確化させれば，旧市町村間の競争が促され，
無投票当選が減少すると考えられる． 

 
6-3-2 推定モデルとデータ 

 
(1) 推定モデル 

市区⻑選の当選者が無投票当選であったかどうかを被説明変数として，当選者の属性や
⾃治体の特性等が与える影響を分析する．そのため，以下のようなロジットモデルを採⽤
する． 

 
𝑉 , 𝛼  𝑋 , 𝛽 𝑍 γ 𝑢 ,       6-1  

ここで， 

𝑉 ,
  1   , 𝑖𝑓  𝑌 ,

∗ 0
  0   , 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

     (6-2) 

 
 𝑉は当選者が無投票当選であったかどうかを⽰す⼆値の変数であり，𝑋は市区レベルの

変数ベクトル，𝑍は都道府県レベルの変数ベクトル，𝑢は誤差項，𝛼 ，𝛽，γは推定すべきパ
ラメータである．また，𝑖は市区，𝑗は都道府県を表す． 

ただし，都道府県レベルの変数が無投票当選の発⽣要因として説明⼒を持つ状況では，
同⼀集団(都道府県)に属する⾃治体同⼠が互いに相関関係をもつ可能性がある．このよう
に，同⼀集団に属する⾃治体間に相関関係(級内相関)がある場合には，誤差項の独⽴性が
成⽴しない．そのため，(6-3)式のように，級内相関を考慮した推計ができるマルチレベル
分析を⽤いる必要がある．マルチレベル分析は，無投票当選の発⽣要因のうち，市区レベ
ルの変数では説明できない要因があるかどうか，つまり，都道府県による違い(地域間の分
散)あるかどうかを説明するとともに，さらにもし違いがあるとすれば，その要因として何
が関係しているかを説明することを可能にする． 
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𝑉 , 𝛿  𝑍 θ  𝑋 , 𝛽 𝑣  𝑢 ,     (6-3) 
ここで， 
𝑉 , 𝛼 + 𝑋 , 𝛽 𝑢 ,      (6-4) 
𝛼 𝛿 + 𝑍 θ 𝑣       (6-5) 

 
𝑣は誤差項，𝛿 ，𝛽，𝜃は推定すべきパラメータである． 
実証分析では，まず，マルチレベルロジットモデルかロジットモデルのどちらかを選択

する尤度⽐検定を⾏う．(6-6)式の検定統計量Lが，ランダム効果がない(切⽚分散=0)とい
う帰無仮説のもとで，⾃由度 1 のχ 分布に従うかどうかを検定する． 

𝐿 2 𝑙 𝑙       (6-6) 
 
ここで，l1 はランダム切⽚モデルの対数尤度，l0 はランダム切⽚を含まないロジットモデ

ルの対数尤度である．ランダム効果がない(切⽚分散=0)という帰無仮説が棄却される場合
には，ランダム効果があると解釈してマルチレベルロジットモデルを採択し，帰無仮説を
棄却できない場合には，ロジットモデルを採択する． 
 
(2) データ 

本章では，2010 年 7 ⽉から 2014 年 6 ⽉末までに実施され111，前回選挙から 4 年間の任
期を全うした 759 市区の⾸⻑選挙を対象とした．これは，前⾸⻑が病気，死亡及び汚職等
で任期途中で辞任した場合は，選挙を取り巻く環境が異なると想定されるためである． 

被説明変数は，市区⻑選の当選者が無投票当選であったかどうか⽰す⼆値の変数(無投票
当選＝1，選挙による当選＝0)である．759 市区の 25.8%にあたる 196 市が無投票当選で
あった． 

説明変数として，まず，当選者(⾸⻑)の属性として，年齢，学歴及び経歴を⽤いた．年
齢は選挙時とし，28 歳から 82 歳までの当選者が存在した．学歴は，⼤学・⼤学院卒者を
1 として，それ以外をゼロとした．⼤学・⼤学院卒者の割合は 80.9％であった．当選者の
経歴として，中央官僚，市区幹部(副市⻑，助役，収⼊役)，市区議，都道府県議及び国会
議員(衆参両議員)出⾝者をそれぞれダミー変数として⽤いる．これらの経歴を持つ当選者
は全体の 60.1％であった． 

つぎに，仮説 1 を検証するために，当選者の党派性の影響を考慮する．地⽅⾃治総合研
究所『全国⾸⻑名簿』から，政党からの推薦・⽀持を受けない当選者(＝無党派)，⾃⺠党
と公明党の⽀持・推薦を受けた(⾃⺠単独，公明単独，⾃公両⽅からの⽀持・推薦を含む) 
当選者(＝⾃公⽀持)，⾃公両党に加えて⺠主党，社⺠党や共産党のいずれか１つかあるい
                                                       
111 これは『全国知事・市町村⻑ファイル』が各年 7 ⽉ 1 ⽇時点のデータを公表していることに合わせた
ためである． 
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は複数の⽀持・推薦を受けた当選者(＝相乗⽀持)，⾃⺠党と公明党以外の政党の⽀持・推
薦を受けた当選者(＝⾮⾃公⽀持)に区分したうえで，無党派をリファレンスとして，⾃公
⽀持ダミー，相乗⽀持ダミー，⾮⾃公⽀持ダミーの各変数を⽤いる．この区分は中央政界
との整合性をとることを考慮したためである112．無党派当選者は分析対象の 59%程度が該
当した．⼀⽅，政党の推薦・⽀持を受けた当選者は 41％となり，そのうち，⾃公⽀持が
22.3％，相乗⽀持が 15.2％，⾮⾃公⽀持が 3.6％であった．  

また，前回の選挙結果が今回の選挙に与える影響を考慮するために，前回選挙が無投票
当選であった場合には 1，選挙が実施された場合を 0 とするダミー変数を⽤いた．前回の
選挙が無投票である場合には，次回の選挙も無投票当選になる可能性が⾼まると期待され
る113． 

さらに，仮説 2 を検証するために，当選者が新⼈か現職かを区別するとともに，現職が
何期⽬であるかを区別するダミー変数を⽤いる．サンプルでは，現職の割合が 71.9％であ
り，5 期⽬までの現職が存在したため，新⼈をリファレンスとして，2 期⽬，3 期⽬，4 期
⽬，5 期⽬の各現職ダミー変数を⽤いる．強い現職が勝ち続け，多選ほど無投票当選の確
率が⾼まると期待される．  

市区特性として⼈⼝と⾯積を考慮する．⼈⼝規模は都市化を⽰す指標と考えられ，⽯上
(2003)は，⾃治体の⼈⼝規模が⼩さい(また都市化が進んでいない)ほど，地縁的なネット
ワークが維持されているので，候補者の調整が容易となり，無投票当選になりやすいと指
摘している．また，⼈⼝規模は有権者の⼀票の価値を⽰す指標ともみなせるため，⼀票の
価値が⼩さい（つまり⼈⼝規模が⼤きい）ほど，有権者の合理的無知の程度が⾼まり，無
投票当選の確率が⾼まると考えられる．なお，⼈⼝と⾯積はいずれも対数値を⽤いる． 

市町村合併の⾸⻑選挙への影響については，今井(2006)の指摘のように，市町村合併に
よって地域的な争点が明確になって旧市町村間の競争が促されれば，無投票当選が減少す
ると期待できる114．堀内(2009)は，合併時の選挙では，合併協議の際に旧⾃治体の⾸⻑間
で事前調整がなされて，無投票当選となるケースが少なくなかったとする⼀⽅で，合併後
2 回⽬以降の選挙では，周辺部の住⺠による合併に対する不満の⾼まり等によって，中⼼
部と周辺部を代表する候補者同⼠が争う事例が⾒受けられ，無投票当選が減少傾向にある

                                                       
112 その他の政党要因として，⽯上(2003)は共産党が独⾃候補の擁⽴に積極的であれば無投票当選が減り，
消極的であれば増えるという関係があること，⽜⼭(2012)は，2011~12 年にかけては，国政における⺠
主党の⽀持率低迷によって，⾃治体選挙における⺠主党の求⼼⼒の低下が進み，候補者の擁⽴を断念す
る事例がみられたことが無投票当選の増加につながったと指摘する． 
113 ⼀⽅で，⻄川(2012)は前回得票率(無投票当選を投票率 100%として定義)が⾸⻑の当選確率に有意に
影響を与えていないという結果を得ている． 
114 ⽯上(2003)は合併による⾃治体規模の拡⼤が⾸⻑職や議会職の魅⼒を増加させるため，今井(2005)は
市町村合併の過程で政治的流動化が起こり，争点が発⽣しやすいため，候補者の参⼊が図られる可能性
があると述べている．その⼀⽅で，今井(2005)は，全国的に合併が不可避という状況の下で合併以外の選
択肢が無くなると，地域的な争点が希薄化していくために，候補者の参⼊が抑制され，無投票当選が増加
する可能性についても指摘している． 
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と指摘している115．このように合併⾃治体の⾸⻑選挙における無投票当選の発⽣確率は合
併時と合併後とでは異なる可能性がある．本章のサンプルには合併時(1 回⽬)と合併後(2
回⽬以降)の市区⻑選挙が含まれているので，仮説 4 を検証するために，合併後 1 回⽬116，
2 回⽬，3 回⽬以降の選挙をそれぞれ 1 とするダミー変数を⽤いる．さらに，合併関係⾃
治体数の多寡が無投票当選に影響を与えるかどうかを検証する．合併関係⾃治体数が多け
れば，中⼼市以外の周辺部に位置する旧⾃治体の有権者の合理的無知の程度が⾼まる可能
性があるため，無投票当選の確率が⾼まるかもしれない．その⼀⽅で，合併関係⾃治体数
が多ければ，地域的な争点が明確化して旧市町村間の政治的な競争が促される可能性があ
るため，無投票当選の確率が低くなるかもしれない． 

仮説 3 を検証するために，都道府県単位で集計した市区⻑選と市区町村⻑選の無投票当
選割合を都道府県レベルの変数として⽤いた．これは，過去 24 年間を振り返ると，無投票
当選割合が⾼い地域は⼀貫して⾼い傾向が確認された通り，都道府県固有の特性が確認さ
れ，市区が属する都道府県内の⾸⻑選挙の候補者間の競争状態がそれぞれの⾸⻑選挙の結
果に共通して影響を与えると予期されるためである．つまり，都道府県内の⾸⻑選挙の無
投票当選割合を，都道府県内の候補者間の競争度を表す指標とみれば，同⼀都道府県内の
各市区の⾸⻑選挙は共通した競争度の影響を受けると考えられる．これらの都道府県内無
投票当選割合は選挙前年までの過去 4 年間の平均値を⽤い，さらに四分位数にしてそれぞ
れをダミー変数化した．市区⻑選の都道府県内無投票当選割合の各四分位数のレンジは，
0.0〜11.1％，12.5〜20.0％，20.7〜28.1％，28.6〜75.0％である．市区町村⻑選の各四分位
数のレンジは，6.5〜20.5％，20.6〜31.0％，31.4〜41.2％，41.7〜65.0％である． 

さらに，選挙年固有の影響を考慮するために年ダミーを⽤いる117． 
⾸⻑選挙に関するデータは，地⽅⾃治総合研究所『全国⾸⻑名簿』，⾸⻑の属性に関する

データは地⽅⾏財政調査会『全国知事・市町村⻑ファイル』より⼊⼿した．合併市町村の
合併年と合併⾃治体数は総務省「平成 11 年度以降の市町村合併の実績」から得た．市区デ
ータは，総務省統計局「政府統計の総合窓⼝(e-Stat)」より⼊⼿した．各変数の記述統計量
は図表 6-7 の通りである． 

 
  

                                                       
115 合併前の研究では，⽯上(2003)と堀内(2009)は法定協議会に参加した⾃治体，特に編⼊される⼩規模
⾃治体では，⾸⻑選挙の⽴候補に消極的になる傾向があったと指摘している． 
116 ただし，本章は「平成の⼤合併」から 4 年以上経過した 2010 年以降を対象としているため，合併後
1 回⽬の⾸⻑選挙は全体の 1.7％にすぎない． 
117 たとえば，⽜⼭(2012)は，東⽇本⼤震災後の防災政策において有権者が現職による政策の安定性を志
向したことが現職有利に作⽤し，2011 年に無投票当選が増加したと述べている． 
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図表 6-7 記述統計 

 
（注 1）Ref.はリファレンス． 
（注 2）サンプルサイズは 759 市． 

 
 
6-3-3 推定結果 
図表 6-8 は，推計結果とマルチレベル分析の検定結果を⽰している．「ランダム効果」に

は，ランダム効果としての定数項の分散が⽰されている．モデル[1]は都道府県レベルの変
数を含まないモデル，モデル[2]と[3]は都道府県レベルの変数を含めたモデルであり，そ
れぞれモデル[2]は市区⻑選，モデル[3]は市区町村⻑選の都道府県内無投票当選割合を説
明変数としたものである．検定の結果，すべてのモデルで，ランダム効果がない（切⽚分

変数名 平均値 標準偏差 小値 大値

年齢 59.90 8.690 28 82

学歴 大学・院卒 0.809 0.393 0 1

経歴 中央官庁 0.032 0.175 0 1

市区幹部 0.108 0.311 0 1

市議 0.221 0.415 0 1

都道府県議 0.219 0.414 0 1

国会議員 0.021 0.144 0 1

政党支持 無党派(Ref.) 0.590 0.492 0 1

自公支持 0.223 0.416 0 1

相乗支持 0.152 0.359 0 1

非自公支持 0.036 0.185 0 1

投票当選 0.742 0.438 0 1

無投票当選 0.258 0.438 0 1

前回無投票当選 0.211 0.408 0 1

新人 1期目(Ref.) 0.281 0.450 0 1

現職 2期目 0.373 0.484 0 1

3期目 0.290 0.454 0 1

4期目 0.043 0.204 0 1

5期目 0.013 0.114 0 1

合併後選挙 1回目(Ref.) 0.018 0.135 0 1

2回目 0.123 0.328 0 1

3回目以降 0.381 0.486 0 1

関係自治体数 2.013 2.433 0 15

人口（対数） 11.34 0.924 8.4 15.1

面積（対数） 4.981 1.197 1.6 7.7

市区 第1四分位(Ref.) ( 0.0-11.1％) 0.207 0.405 0 1

無投票当選割合 第2四分位 (12.5-20.0％) 0.278 0.448 0 1

（4年平均） 第3四分位 (20.7-28.1％) 0.236 0.425 0 1

第4四分位 (28.6-75.0％) 0.279 0.449 0 1

市区町村 第1四分位(Ref.) ( 6.5-20.5％) 0.235 0.424 0 1

無投票当選割合 第2四分位 (20.6-31.0％) 0.343 0.475 0 1

（4年平均） 第3四分位 (31.4-41.2％) 0.220 0.415 0 1

第4四分位 (41.7-65.0％) 0.203 0.402 0 1

首
長
属
性

選
挙

合
併

市
区

都
道
府
県
レ
ベ
ル
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散=0）という帰無仮説が棄却され，マルチレベルロジットモデル（Mlogit）が採択された．
さらに，モデルの適合度検定の結果，モデル[2]とモデル[3]が採択された118． 

モデル[2]と[3]から，市区⻑選挙の無投票当選には，無視できない都道府県固有の違い
が存在すること，さらにその違いは都道府県内における過去の市区⻑あるいは市区町村⻑
選挙の無投票当選割合によって説明され，その割合が⾼いほど，県内市区全体の無投票当
選の発⽣確率が有意に⾼いことが明らかになった．このことから，仮説 3 が⽀持された． 

仮説 1 は，⾃公と⾮⾃公の相乗による⽀持が⾸⻑選挙の無投票当選確率に影響を与えて
おらず，⽀持されなかった．それに対して，2 期⽬から 4 期⽬までの現職は新⼈より有意
に無投票当選確率を⾼める要因であることが明らかになり，仮説 2 が⽀持された．特に，
これらのオッズ⽐は他の説明変数と⽐較すると突出して⾼い．ただし，5 期⽬以降は新⼈
と有意に差が無かったことから，⻑期政権ほど無投票当選の確率が⾼まるわけではないこ
とも確認された．これは有⼒な現職⾸⻑であっても⻑期政権に対する⾵当たりは次第に強
くなるため，住⺠が監視を強めたり，利害関係の調整が困難になる結果と考えられる119． 

無投票当選確率と市町村合併との関係についてみると，合併後 1 回⽬の選挙は無投票当
選確率に有意に影響を与えていなかった．これは，本章の分析期間が「平成の⼤合併」か
ら 4 年以上経過しており，合併後 1 回⽬の選挙がわずか 10 であったことが影響したと考
えられる．⼀⽅，2 回⽬以降の選挙は無投票当選確率に有意に正の影響を与えることが確
認された．現職や多選の影響をコントロールしてもなお，合併⾃治体の 2 回⽬以降の選挙
でも有意に無投票当選確率が⾼まる効果が確認されたことから，仮説 4 は⽀持されなかっ
た．これは，合併後 2 回⽬以降の選挙では，中⼼部と周辺部を代表する候補者同⼠が争う
事例が⾒受けられ，無投票当選が減少傾向にあるという堀内(2009)の指摘とは異なる結果
となった．こうした事例は⼀部では当てはまるかもしれないが，地域的な争点が希薄化し，
旧市町村間の競争がないのが多くの合併市の現状ではないかと推察される．また，無投票
当選確率と合併関係⾃治体数は U 字型の関係があり，6 ⾃治体合併を底に 7 ⾃治体合併か
ら無投票当選確率は上昇に転じることが明らかになった．合併関係⾃治体がある程度少な
い場合には候補者間の競争が促進されるが，多くなるほど中⼼市以外の周辺部に位置する
旧⾃治体における有権者の合理的無知の程度が⾼まって候補者間の競争が停滞する可能性
が⽰唆された．  

そのほか，当選者の属性では，学歴は⼤卒以上，経歴は市区幹部出⾝で有意に無投票当
選確率が⾼いことが明らかになった．また，前回の⾸⻑選挙が無投票当選であった場合に

                                                       
118 モデル[1]と[2]の検定では 𝜒 3 = 6.74，Prob>𝜒 0.081, モデル[1]と[3]の検定では 𝜒 3 = 7.30，
Prob>𝜒 0.063 となり，それぞれ 10％有意⽔準でモデル[2]と[3]が採択された． 
119 ただし，本章のサンプルでは，⾸⻑の平均年齢が 60 歳程度であることから，多選であるほど年齢も
上昇するため，若返りのために候補者の参⼊が促されたのかもしれない．実際に，新⼈の選挙時の平均年
齢は 55.6 歳，現職の選挙時の平均年齢はそれぞれ 2 期⽬ 59.3 歳，3 期⽬ 63.7 歳，4 期⽬ 65.3 歳，5 期
⽬ 67.0 歳であった． 
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は，次回も無投票になる確率が⾼いことが明らかになった．市区特性では，⼈⼝規模が有
意に負の相関関係を⽰し，⼩規模な市ほど無投票当選になる確率が⾼いこと，⼀⽅，⾯積
は無投票当選の発⽣確率に影響を与えないことが明らかになった． 
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図表 6-8 推定結果 

 
（注）* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01，[ ]内は t 値，OR はオッズ⽐． 

  

coef/[t] OR coef/[t] OR coef/[t] OR
年齢 0.008 1.008 0.007 1.007 0.006 1.006

[0.534] [0.502] [0.395]
学歴 0.651 1.918 0.667 1.949 0.658 1.930
(大卒=1) [2.328]** [2.418]** [2.364]**
中央官庁 0.601 1.823 0.517 1.677 0.475 1.607

[1.021] [0.874] [0.800]
市区幹部 0.614 1.848 0.596 1.815 0.651 1.917

[1.811]* [1.783]* [1.932]*
市区議 -0.152 0.859 -0.144 0.866 -0.095 0.910

[-0.529] [-0.503] [-0.330]
都道府県議 0.468 1.597 0.426 1.531 0.480 1.617

[1.633] [1.500] [1.681]*
国会議員 -0.062 0.940 -0.139 0.870 -0.029 0.971

[-0.077] [-0.176] [-0.036]
自公支持 -0.416 0.659 -0.390 0.677 -0.390 0.677

[-1.516] [-1.435] [-1.440]
相乗支持 0.295 1.343 0.332 1.394 0.284 1.328

[0.967] [1.101] [0.936]
非自公支持 -0.790 0.454 -0.780 0.459 -0.830 0.436

[-1.085] [-1.087] [-1.140]
前回無投票選挙 0.718 2.050 0.612 1.843 0.699 2.011
(無投票=1) [2.808]*** [2.379]** [2.743]***
現職2期目 2.578 13.176 2.565 13.007 2.568 13.041

[7.289]*** [7.312]*** [7.295]***
現職3期目 1.981 7.251 1.957 7.077 1.948 7.015

[5.403]*** [5.401]*** [5.346]***
現職4期目 2.284 9.812 2.198 9.005 2.174 8.792

[3.933]*** [3.833]*** [3.744]***
現職5期目 1.193 3.297 1.133 3.106 1.160 3.189

[1.252] [1.197] [1.216]
人口 -1.091 0.336 -1.017 0.362 -1.027 0.358

[-6.242]*** [-5.869]*** [-5.871]***
面積 -0.011 0.989 -0.046 0.955 -0.081 0.922

[-0.084] [-0.356] [-0.610]
合併後1回目選挙 1.527 4.604 1.547 4.697 1.639 5.152

[1.356] [1.420] [1.509]
2回目選挙 1.602 4.961 1.541 4.669 1.686 5.396

[2.658]*** [2.619]*** [2.852]***
3回目以降 1.110 3.033 0.997 2.711 1.227 3.409

[1.957]* [1.802]* [2.202]**
合併関係自治体数 -0.391 0.676 -0.370 0.691 -0.399 0.671

[-1.779]* [-1.737]* [-1.868]*
合併関係自治体数 0.033 1.034 0.031 1.031 0.034 1.034
（二乗） [1.891]* [1.824]* [1.988]**
第2四分位  市区平均 市区町村平均 0.260 1.297 0.029 1.029

(12.5-20.0％) (20.6-31.0％) [0.716] [0.089]
第3四分位 市区平均 市区町村平均 0.697 2.008 0.566 1.761

(20.7-28.1％) (31.4-41.2％) [1.888]* [1.665]*
第4四分位 市区平均 市区町村平均 0.949 2.583 0.905 2.472

(28.6-75.0％) (41.7-65.0％) [2.470]** [2.245]**
2011年 0.286 1.331 0.312 1.366 0.418 1.520

[0.628] [0.680] [0.915]
2012年 0.726 2.067 0.794 2.212 0.921 2.513

[1.550] [1.690]* [1.923]*
2013年 0.576 1.778 0.526 1.692 0.858 2.358

[1.236] [1.114] [1.774]*
2014年 0.709 2.032 0.825 2.283 0.984 2.675

[1.467] [1.694]* [1.978]**
定数項 7.224 6.133 6.385

[3.174]*** [2.701]*** [2.792]***
ランダム
効果 都道府県間の分散 0.412 0.207 0.239

標準誤差 0.216 0.170 0.172
サンプルサイズ 759 759 759
Chi2 （LR test vs. logistic model） 8.98 2.59 3.63
 p値 0.001 *** 0.054 * 0.028 **
Model Mlogit Mlogit Mlogit

選挙

市区

合併

都道府県
内無投票
当選割合

年ダミー

[1] [2] [3]

首長属性

政党支持
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6-4 節 まとめと課題 
 
近年，わが国では地⽅選挙の形骸化が叫ばれる背景の⼀つには⾸⻑選挙や議会議員選挙

における無投票当選の増加がある．そこで本章では，まず，1995 年から 2018 年までの約
四半世紀に及ぶ地⽅⾃治体の⾸⻑選挙の無投票当選の実態を明らかにした．無投票当選は，
2010 年代には都道府県レベルでも発⽣するようになり，市区レベルでは 5 選挙に 1 選挙
から，4 選挙に 1 選挙が無投票という状況になった．町村⻑選挙ではこれまでも 40%から
50%程度が無投票当選であった．第 2 に，過去 24 年間の市区町村⻑選挙を振り返ると，
無投票当選の発⽣確率が⼀貫して低い都府県が存在する⼀⽅で，⼀貫して半数が無投票当
選である道県が存在することから，各都道府県には固有の政治環境が存在していることが
確認された． 

つぎに，2010 年 7 ⽉から 2014 年 6 ⽉までに実施された市区⻑選挙における無投票当選
の発⽣要因に関する仮説を検証した．主要な結果は以下のとおりである． 

第 1 に，政党による⽀持が⾸⻑の無投票当選確率に影響を与えておらず，仮説 1 は⽀持
されなかった．先⾏研究では，⾸⻑の無投票当選は政党の相乗⽀持に起因すると主張され
てきたが，本章の分析結果から，政党⽀持は無投票当選の要因とは確認されなかった．こ
のことから，応答仮説の⽂脈において，無投票当選⾸⻑による特定歳出の増加が確認され
ない可能性が⽰唆される． 

第 2 に，市町村合併は本来地⽅⾃治体が抱える⼈⼝対策やまちづくりなど多くの課題に
対処するために，⾃治体の機能を⾼めることを⽬的としていた．そして，市町村合併には
⾸⻑職の魅⼒を⾼め，政治的な競争を活性化させることによって，合併後の選挙では無投
票当選が回避されることが期待された．しかし，合併後 2 回⽬以降の選挙でも，無投票当
選の発⽣確率が⾼いという結果が得られた．このことから仮説 4 は⽀持されず，市町村合
併を通じて政治的な競争が⽣み出されなかったことが⽰唆される． 

第 3 に，2 期⽬と 4 期⽬では特に無投票当選確率が⾼いが，5 期⽬以降は新⼈と有意に
差が無かったことから，⻑期政権ほど無投票当選の確率が⾼まるわけではないことが⽰さ
れた． 

第 4 に，マルチレベル分析によって，無投票当選の発⽣には都道府県固有の違いが有意
に存在すること，都道府県内の⾸⻑選挙の無投票当選割合が市区⻑平均では 20%台以上，
市区町村平均では 30%台以上になると，他の都道府県と⽐べて市区全体の無投票当選確率
が⾼まることが明らかになり，仮説 3 が⽀持された．都道府県内における⾸⻑選挙の無投
票当選割合の上昇を政治的な競争の停滞とみれば，同⼀都道府県内の各市区の⾸⻑選挙は
その停滞の影響を共通して受けると考えられる．これには，地域内における有権者の合理
的無知の程度，政治的な競争を忌避する程度や利害関係者による事前の調整に対する規範
等が影響を与えると考えられる． 
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最後に，本章には分析上いくつかの課題が残されている． 
第 1 に，町村の約半数が無投票となっている状況においては，町村に分析対象を拡張す

ることには⼤きな意義がある．また，分析期間の拡張も必要である． 
第 2 に，回帰モデルの説明変数に⾸⻑に関する変数のみを⽤いたが，議会の勢⼒や⾸⻑

と議会との関係についても，影響⼒を考慮することが研究発展には不可⽋である． 
最後に，地⽅政府の効率性を扱った⼀連の研究には，効率性の改善という観点での政治

的な競争や地域住⺠の政治参加の重要性を⽰す実証結果が⽰されている．たとえば，
Ashworth et al.(2014)は，選挙で競合する政党数で測定した政治的な競争が効率性を改善
すること，Borge et al.(2008)や Geys et al.(2010)は，投票率で測定した住⺠の政治参加の
⾼まりが有意に効率性を改善させることを実証している．政治的な競争や住⺠の政治参加
の⾼まりが地⽅⾃治体の効率性を改善するのであれば，これらを阻害する無投票当選の常
態化には⼤きな問題がある．これは第 7 章で分析する． 
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第 7 章 政治的要因と地方財政の効率性120 

 
7-1 節 はじめに 

 
地⽅⾃治体の政治環境が財政運営に与えた影響を分析したわが国の研究にはこれまで多

数の蓄積がある．たとえば，政治的応答仮説に基づいた研究には河村(1998)等があり，政
治的分極度に関する研究には近藤・宮本(2010)等があり，⾸⻑の党派性に関する研究には，
砂原(2006)，加藤(2003)，近藤(2011)等がある．しかし，これら⼀連の研究は，地⽅⾃治
体における政治環境が歳出⽔準やその増減にいかなる影響を与えたかを扱っており121，地
⽅⾏政サービスの効率性に対していかなる影響をもったか，という観点から分析が⾏われ
ていない． 

他⽅，地⽅政府の効率性を扱った海外の研究には，効率性の改善という観点での政治的
な競争や地域住⺠の政治参加の重要性を⽰す実証結果が⽰されている．たとえば，
Ashworth et al.(2014)は，選挙で競合する政党数と政党得票率の変動で測定した政治的な
競争が効率性を改善すること，Borge et al.(2008)や Geys et al.(2010)は，投票率で測定し
た住⺠の政治参加の⾼まりが有意に効率性を改善させることを実証している．政治的競争
や住⺠の政治参加の⾼まりが地⽅⾃治体の効率性を改善するのであれば，第 6 章で扱った
無投票当選の常態化は，政治的な競争や政治参加を阻害するため，地⽅財政の効率性改善
に対して⼤きな障害になる． 

そこで，本章では，⾸⻑選挙や政治的分極度といった政治環境が地⽅⾃治体の財政規律
に与える効果を確率フロンティア分析によって検証する． 

本章の構成は以下の通りである．7-2 節では，7-3 節の分析で⽤いる 2009-13 年度の市
⻑選挙データから，市⻑選挙の投票率，無投票当選割合，当選回数，市⻑の⽀持基盤や経
歴の実態を明らかにする．7-3 節では，本章で検証する仮説，確率フロンティアモデル及
び推定結果を⽰す．7-4 節では，本章の結論と課題について述べる． 

 
 

  

                                                       
120 本章は，鷲⾒(2018b)を加筆修正したものである． 
121 これら以外には，業績投票仮説を検証した⻄川(2012)がある．⻄川(2012)は，1981 年から 2004 年の
福岡県の 596 ⾸⻑選挙をサンプルとして，主に 1990 年代を含むサンプルにおいて，財政状況（実質収⽀
⽐率と公債費⽐率）の改善が⾸⻑の当選確率を⾼めることを明らかにしている． 
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7-2 節 市長選挙と属性に関する実態 

 
ここでは，次節で分析する 2009-13 年度の市⻑選挙データから，市⻑選挙における投票・

無投票の割合と得票率，当選回数，市⻑の⽀持基盤や経歴の実態を明らかにする122．⾸⻑
選挙に関するデータは，地⽅⾃治総合研究所『全国⾸⻑名簿』，⾸⻑の属性に関するデータ
は地⽅⾏財政調査会『全国知事・市町村⻑ファイル』より⼊⼿した. 

 
(1) 市⻑選挙の無投票当選割合と得票率 

図表 7-1 は，市⻑選挙における投票・無投票の割合と得票率の分布を⽰している．まず，
投票と無投票で分けると，無投票当選市⻑の割合は 2011 年度までは 21％前後であったが，
2012 年度以降は 24％台に上昇している．つぎに，選挙によって当選した市⻑の得票率の
分布をみると，25-30％から 90％以上までの広い範囲に分布している．平均値は 55％台か
ら 58％台であり，最頻値も 50-60％である．時系列でみると，40-50％得票率の割合がわ
ずかに低下する⼀⽅で，60-70％の得票率が増加している． 

 
(2) 当選回数 

図表 7-2 は，市⻑の当選回数（連続当選回数）の分布を⽰している．当選回数は 6 回⽬
が最⼤であり，平均値は 2009 年度の 1.7 回から 2013 年度に 2.1 回に上昇している．最頻
値は 2011 年度までは 1 回であるが，12 年度以降は 2 回に上昇している．また，当選回数
3 回の場合，2009 年度は 10.4％であったが，13 年度には 25.4％に増加している． 

 
(3) 市⻑の党派性 

図表 7-3 は，市⻑の党派性を⽰しており，政党からの推薦・⽀持を受けない市⻑(＝無党
派)，⾃⺠党と公明党の推薦・⽀持を受けた(⾃⺠単独，公明単独，⾃公両⽅からの⽀持・
推薦を含む) 市⻑(＝⾃公⽀持)，⾃公両党に加えて⺠主党，社⺠党や共産党等のいずれか
１つかあるいは複数の推薦・⽀持を受けた市⻑(＝相乗⽀持)，⾃⺠党と公明党以外の政党
の推薦・⽀持を受けた市⻑(＝⾮⾃公⽀持)に分類している．無党派市⻑は，2009 年度の
58.9％から 12 年度に 65.6％に増加したが，13 年度には 62.4％に低下している．⾃公から
の推薦・⽀持を受けた市⻑の割合は 2009 年度の 18.5％から⺠主党政権下の 11 年度までに
15.1％に低下し，⾃公政権に戻った 13 年度には 19.3％に上昇している．⾃公とその他の
政党から相乗りして推薦・⽀持を受けた市⻑の割合は⺠主党政権下でわずかに低下し，13
年度の⾃公政権下では 14.3％に上昇している．⾮⾃公からの推薦・⽀持を受けた市⻑の割
合は政権交代に関係なく，2009 年度の 8.3％から 13 年度には 4.0％に低下している． 

                                                       
122 分析には特定被災地⽅公共団体等を除いている．詳細は 7-3 節を参照． 
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(4) 市⻑の経歴 

図表 7-4 は，市⻑の経歴を⽰しており，⾸⻑（元市⻑，元町⻑），副市⻑（元助役，元収
⼊役），市議会議員，⾃治体職員，都道府県職員，都道府県議員，国会議員，中央官僚，そ
の他に分類している．元⾸⻑は合併前の旧⾃治体の⾸⻑経験者等である．市⻑の経歴をみ
ると，元市議会議員か元都道府県議員が 20％前後と⾼い．次いで，元⾸⻑と元副市⻑が
10％台であり，国では元中央官僚が 3-4％台で，元国会議員が 2％台である．  

 
 

図表 7-1 市⻑選挙における投票・無投票の割合と得票率 

 
 (資料) 地⽅⾃治総合研究所『全国⾸⻑名簿』（各年版）より作成． 
 
 

図表 7-2 市⻑の当選回数の分布 

 

(資料) 地⽅⾃治総合研究所『全国⾸⻑名簿』（各年版）より作成． 

 
  

得票率 2009年度 2010 2011 2012 2013 平均
無投票 21.4 20.8 21.5 24.2 24.6 22.5
25-30％ 0.5 0.5 0.3 0.2 0.0 0.3
30-40％ 6.7 6.4 6.0 4.9 4.9 5.8
40-50％ 14.9 14.4 13.4 13.3 10.9 13.4
50-60％ 34.8 34.3 34.2 31.6 31.9 33.4
60-70％ 11.8 12.4 13.7 13.1 13.5 12.9
70-80％ 5.8 6.4 6.3 8.1 9.7 7.2
80-90％ 3.7 3.9 3.6 3.8 3.5 3.7
90％以上 0.5 0.9 1.0 1.0 1.1 0.9
計(％) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
平均値(％) 55.5 56.2 56.6 57.5 58.3 56.8
無投票自治体数 134 134 136 153 155 712
投票自治体数 492 510 498 480 476 2,456

当選回数 2009年度 2010 2011 2012 2013 平均
1 49.2 45.5 41.6 36.3 32.0 40.9
2 34.7 37.9 39.4 40.1 37.2 37.9
3 10.4 11.3 13.4 17.5 25.4 15.6
4 4.0 3.7 3.9 4.3 3.7 3.9
5 1.6 1.4 1.4 1.0 1.1 1.3
6 0.2 0.2 0.2 0.8 0.6 0.4
計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
平均値(回) 1.7 1.8 1.8 2.0 2.1 1.9
自治体数 626 644 634 633 631 3,168
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図表 7-3 市⻑の党派性 

 
(資料) 地⽅⾃治総合研究所『全国⾸⻑名簿』（各年版）より作成． 

 
 

図表 7-4 市⻑の経歴 

 
(資料) 地⽅⾏財政調査会『全国知事・市町村⻑ファイル』（各年版）より作成． 

  

政党支持 2009年度 2010 2011 2012 2013 平均
無党派 58.9 62.4 64.2 65.6 62.4 62.7
自公支持 18.5 16.6 15.1 15.6 19.3 17.0
相乗支持 14.2 12.9 12.8 12.2 14.3 13.3
非自公支持 8.3 8.1 7.9 6.6 4.0 7.0
計(％) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
自治体数 626 644 634 633 631 3,168

経歴 2009年度 2010 2011 2012 2013 平均
首長 16.9 16.5 15.8 14.4 11.4 15.0
副市長 11.3 12.1 12.5 11.7 11.6 11.8
市議会議員 20.8 20.8 19.9 19.6 20.6 20.3
自治体職員 5.0 4.7 5.0 5.4 6.0 5.2
都道府県職員 3.7 4.0 4.1 5.2 5.5 4.5
都道府県議員 18.8 18.9 20.3 21.0 22.2 20.3
国会議員 2.4 2.5 2.5 2.2 2.4 2.4
中央官僚 3.5 3.3 3.9 4.1 4.0 3.8
その他 17.6 17.2 15.9 16.4 16.3 16.7
計(％) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
自治体数 626 644 634 633 631 3,168
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7-3 節 首長選挙と地方財政の効率性に関する実証分析 

 
7-3-1 仮説 

 
本章では，公共選択論の⽴場に⽴って，個⼈は政治領域においても利⼰的であり，⾸⻑

は得票数を増やし，再選の機会を⾼めることを⽬的として⾏動することを想定する．地⽅
⾃治体の政治環境を⽰す変数として，⾸⻑の得票率，当選回数，選挙時の政党⽀持といっ
た⾸⻑選挙の結果と⾸⻑の経歴を⽤いる．  

得票率については，⾸⻑が低い得票率で当選した場合，複数の候補者が存在したことを
意味するので⾼い政治的競争度を⽰し，反対に，⾼い得票率で当選した場合，少数の候補
者しか存在しなかったか，⼀強多弱の状態であった可能性を⽰唆するので，低い政治的競
争度とみなすことができる．わが国の実証研究では，無投票当選は得票率 100%とされ，
投票者による 100%の信任として扱われてきた．たとえば，近藤・宮本(2010)と近藤(2011)
は，有権者による⽀持の強さを表す指標であり，市⻑のリーダーシップや政策を実現する
能⼒と関係する可能性があると説明している．しかしながら，競争度という観点からは，
無投票当選が利害関係者の事前調整123によって実現する場合があると考えられるため，競
争状態の⽋落という解釈も与えられる124．⾼い得票率や無投票当選が，利害関係者による
調整の結果起こった場合には，政党の⽀援に対する応答の必要性は⾼く，利⼰的な⾸⻑は
特定の財政⽀出を拡⼤させ，財政運営を⾮効率化させると推論される． 

また，⻑期政権下で，住⺠の合理的無知の程度が⾼く，住⺠による監視機能が低下して
いれば，利⼰的な⾸⻑にとって，特定分野の財政⽀出を拡⼤させる機会が容易に与えられ
るために，財政運営が⾮効率に陥りやすいと推察される125． 

選挙時の政党⽀持については，応答仮説に⽴てば，政党の⽀持を受けた⾸⻑ほど，政党
の⽀援に対する応答の必要性が⾼いため，再選の機会を⾼めるべく，利⼰的な⾸⻑は特定
の財政⽀出を拡⼤させ，財政運営を⾮効率化させる．市⻑の⽀持基盤は，近藤・宮本(2010)
では政治的分極度に表す変数として⽤いられており，相乗で推薦・⽀持を受けた⾸⻑ほど
分極度が⾼いので，政党の相乗りの場合は，さらに財政運営を⾮効率化させると考えられ
る． 

                                                       
123 堀内(2009)は，合併時の選挙では，合併協議の際に旧⾃治体の⾸⻑間で事前調整がなされて，無投票
当選となるケースが少なくなかったと指摘している． 
124 前章では，都道府県内全体の市⻑選挙の過去の無投票当選の発⽣頻度を説明変数としたマルチレベル
分析によって，地域全体の政治的競争の停滞が，各⾃治体の無投票当選の発⽣確率に有意に正の影響を
与えていることが明らかになった． 
125 ⾸⻑の在職期間・当選回数の財政運営の影響については，藤沢(2004)は 1976-1999 年までの都道府県
データを⽤いて，知事の在職期間と基礎的財政収⽀対県内総⽣産⽐率が U 字型の関係にあることを明ら
かにした．しかし，⼩林・近藤(2008)は 1981-2004 年までの都道府県のパネルデータ分析を⾏った結果，
逆 U 字型の関係にあることを明らかにしている． 
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市⻑の経歴の影響については先験的に明らかではないが，市幹部や市議，県議を経験し
た⾸⻑ほど，その他の経歴をもつ⾸⻑よりも⾏政運営についての経験が⾼いため，効率的
な財政運営が期待できる．その⼀⽅で，⾸⻑が利⼰的に⾏動すれば，その経験と⽴場を利
⽤して再選機会を⾼めるために，財政⽀出を拡⼤して財政運営が⾮効率に陥やすいことも
考えられる． 

そこで，次節では⾸⻑選挙の結果が地⽅財政運営の効率性に与える影響に関する以下の
仮説を検証する．  

 
仮説 1：得票率が競争の程度を⽰すとすれば，⾼い得票率や無投票当選は低い競争度を意

味する．再選機会を最⼤化する利⼰的な⾸⻑にとって，競争度が低ければ，特定
分野の財政⽀出を拡⼤させる機会が容易に与えられるため，財政運営が⾮効率に
陥りやすい． 

仮説 2：⻑期政権が競争の⽋如を⽰すのであれば，利⼰的な⾸⻑は特定分野の財政⽀出を
拡⼤させる機会を得られやすいため，財政運営が⾮効率に陥りやすい． 

仮説 3：政党⽀持を受けた⾸⻑ほど，政党の⽀援に対する応答の必要性がより⾼く，利⼰
的な⾸⻑は財政運営を⾮効率化させる．特に，政党の相乗りの場合は，政治的分
極度を⾼めることからも，財政運営を⾮効率化させる． 

 
ただし，政治的分極度の観点からすると，仮説１については，⾼い得票率や無投票当選

が，政党間の候補者の⼀本化の結果実現している場合には，利⼰的な候補者同⼠が政権獲
得のために競争する状態にあるときよりも，低い分極度（つまり，強い政府が実現してい
る）と考えられる．そのため，得票率が⾼い場合や無投票当選であるほど，仮説とは反対
に効率性が改善する可能性も考えられる．また，仮説 2 においても近藤・宮本(2010)や近
藤(2011) 126が指摘するように，⾼い⽀持を集める現職が勝ち続ける多選ほど，分極度が低
いため，効率性が改善する可能性も期待される． 

 
7-3-2 推定モデルとデータ 

 

(1) 確率フロンティアモデル 
本章では地⽅⾃治体の⾮効率性に対する政治的要因の影響に関⼼があるため， Battese 

and Coelli(1995)が提⽰したモデルを⽤いる．Battese and Coelli(1995)では，(7-1)式で定

                                                       
126 近藤・宮本(2010)は，⻑期政権であるほど，もしくは得票率が⾼いほど，市⻑は有権者の強い⽀持を
受けており，こうした市⻑の下では財政⾚字が削減されやすい，と指摘している．また，⻑期政権化と財
政的成果との関係については，近藤(2011)では，市⻑の当選回数が普通建設事業費や農林⽔産業費と有
意にマイナスの関係があることが確認されており，当選回数が増えるにつれて利益誘導的な⽀出が減少
する可能性がある，と指摘している． 
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義される確率フロンティア費⽤関数と，(7-2)式のように独⽴変数ベクトル𝑧と未知のパラ
メータ𝛿の関数として表される費⽤⾮効率性𝑢が最尤法によって推定される． 

𝐶 C 𝑦 ,𝑤 ;𝛽  exp 𝑣 𝑢     (7-1) 
  𝑢 𝑧 𝛿 𝜔       (7-2) 
  
ここで，𝐶は公共サービス供給費⽤，𝑦は公共サービス産出量，𝑤は投⼊要素価格，𝛽は推

定すべきパラメータ，i は第 i 地⽅⾃治体であることを表す．𝑢は𝑢 0と仮定される 
費⽤関数を推定するためには，産出量と要素価格が必要である．しかし，地⽅⾃治体の

直接産出量𝑦はデータとして⼊⼿することが困難なため，⾚井・佐藤・⼭下(2003)に基づき，
住⺠が消費する地⽅公共サービス⽔準𝑔を間接的産出量とみなして，直接産出量𝑦との関係
を(7-3)式の通り定義する． 

𝑔 𝑔 𝑦 ,𝑛 ,𝑛        (7-3) 
 
住⺠が消費する地⽅公共サービス⽔準𝑔は市町村の⼈⼝規模にも影響を受けると仮定し，

⼈⼝𝑛，⼈⼝の⼆乗項𝑛 を⽤いる．(7-3)式を直接産出量𝑦に関して解いた𝑦 ∅ 𝑔 ,𝑛 ,𝑛 を
(7-1)式に代⼊すると，(7-4)式のようになる． 

𝐶 C ∅ 𝑔 ,𝑛 ,𝑛 ,𝑤 ;𝛽  exp 𝑣 𝑢    (7-4) 
 
本章では，確率フロンティア費⽤関数と⾮効率性の決定要因の推定式を以下の通り定式

化する． 
まず，確率フロンティア費⽤関数は(7-4)式を Cobb-Douglas 型費⽤関数として，パネル

データ形式に対応させるかたちで(7-5)式の通り定式化する． 
  ln𝐶 , 𝛽 𝛽 𝑙𝑛𝑦 , 𝛽 𝑙𝑛𝑤 , 𝛽 𝑙𝑛𝑛 , 𝛽 𝑙𝑛𝑛 ,   

𝜋 𝑒𝑙𝑑𝑒𝑟 , 𝜋 𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔 , ∑ 𝜑 𝑦𝑒𝑎𝑟 , , 𝑣 , 𝑢 ,   (7-5) 
 
ここで，i は都市⾃治体，t は 2009 年度から 13 年度を表す．被説明変数の⾃治体の公共

サービス供給費⽤には経常経費を⽤いる．𝑤は労働賃⾦として⾃治体職員の平均給与⽉額
を⽤いる127．地⽅公共サービス供給費⽤に影響すると想定される環境要因として，65 歳以
上⼈⼝⽐率(𝑒𝑙𝑑𝑒𝑟)，15 歳未満⼈⼝⽐率(𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔を考慮する．さらに，𝑦𝑒𝑎𝑟 は 2009 年度か
ら 12 年度までの各年度を 1，その他を 0 とする年度効果ダミーであり，各年度において地
⽅財政に与えた景気変動や制度変更等の影響を考慮する．𝛽，𝜋，𝜑は推定すべきパラメー
タである．  

 
                                                       
127 地⽅公共サービスの正確な要素価格を⼊⼿することは⼀般に不可能である．先⾏研究では，国内のす
べての地⽅政府は同⼀の資本市場にアクセスしていることから資本価格は同⼀と仮定されている．  
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つぎに，費⽤⾮効率性は(7-6)式の通り定式化する． 
𝑢 , 𝛿 ∑ 𝛿 𝑓𝑖𝑠 , , ∑ 𝜏 𝑝𝑜𝑙 , ,  𝜔 ,   (7-6) 

 
ここで，𝑓𝑖𝑠は財政変数，𝑝𝑜𝑙は政治変数である．𝛿と𝜏は推定すべきパラメータ，𝑘=2，𝑚=10

である． 
なお，費⽤⾮効率性 CI は(7-7)式のように条件付き期待値として導出される．ここで，

ε 𝑣 𝑢である． 
CI E exp 𝑢 |𝜀       (7-7) 

 
本章では，⾮効率項の説明変数として，まず，⾚井・佐藤・⼭下(2003)等の先⾏研究に

ならい普通交付税依存率(𝑓𝑖𝑠 )と法⼈課税依存率(𝑓𝑖𝑠 )を⽤いる．普通交付税依存率は普通
交付税の標準財政規模に占める⽐率とし，法⼈課税依存率は法⼈税収の地⽅税収に占める
⽐率とする．先⾏研究によれば交付税依存の⾼まりと法⼈課税への依存の⾼まりは，地⽅
⾃治体の⾮効率性を増⼤させる要因とされるため，係数𝛿 と𝛿 の符号は正である．なお，
財政変数は内⽣性を考慮して前年度の値を⽤いる． 

つぎに，任期中の財政運営の効率性に影響を与える政治的要因として，以下のものを考
慮する． 

第 1 に，市⻑の得票率(𝑝𝑜𝑙 )を⽤いる．この場合，無投票当選は先⾏研究と同様に得票率
100%とする．無投票選挙が住⺠による 100%の信任であるとは，先験的に仮定できないが，
先⾏研究に従って無投票当選を投票率 100%の得票率＝信任とみなして財政的影響を検証
する⽅法を採⽤する．この場合，𝜏 の期待される符号は負である． 

他⽅，得票率はそれが⾼いほど，競争の⽋如を表す変数とみなすこともでき，政治的競
争の程度という観点でみれば，無投票当選は完全な競争の⽋如といえる．現実社会では，
無投票当選は地⽅選挙や⺠主主義の形骸化として捉えられており，100%の信任とする研
究⾯と現実社会における論調とには齟齬が⽣じている．そこで，本章では，政治的競争の
程度を⽰す変数として，無投票当選となった選挙を 1 とするダミー変数(𝑝𝑜𝑙 )を⽤いて，競
争の有無を考慮する．この場合，𝜏 の期待される符号は正である．さらに，「無投票当選（＝
得票率 100%）」，「得票率 50%以上 100%未満」及び「得票率 50％未満」に区別した競争度
ダミーを構築して，低い競争度（得票率 50%以上 100%未満）と⽐較して，⾼い競争度(𝑝𝑜𝑙 )

が効率性を改善するかどうかを検証する．⾼い競争度を⽰す𝜏 の符号は負であることが期
待される．  

第 2 に，⻑期政権化の影響を考慮するために，市⻑の当選回数(𝑝𝑜𝑙 )を⽤いる128．無投票
当選や⾼い得票率と同様に，⻑期政権化を⾸⻑選挙における競争の⽋如を⽰す変数とした
                                                       
128 ただし，合併⾃治体は合併後の選挙によって，合併関係旧⾃治体の前職が当選したとしても新⾃治体
とみなし，当選回数 1 回とカウントしている． 
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場合，𝜏 の期待される符号は正である．他⽅で，近藤・宮本(2010)や近藤(2011)が指摘す
るように，⾼い得票率と⻑期政権化を住⺠による⾸⻑への強い⽀持を表す変数とみなせば，
⾸⻑にとっては利益誘導的な⽀出の必要性が減少し，効率性の改善が期待される．したが
って，𝜏 の期待される符号は負である．  

第 3 に，市⻑の党派性の影響を考慮する．政党からの推薦・⽀持を受けない市⻑(＝無党
派)，⾃⺠党と公明党の⽀持・推薦を受けた(⾃⺠単独，公明単独，⾃公両⽅からの⽀持・
推薦を含む) 市⻑(＝⾃公⽀持)，⾃公両党に加えて⺠主党，社⺠党や共産党等のいずれか
１つかあるいは複数の⽀持・推薦を受けた市⻑(＝相乗⽀持)，⾃⺠党と公明党以外の政党
の⽀持・推薦を受けた市⻑(＝⾮⾃公⽀持)に区分したうえで，無党派をリファレンスとし
て，⾃公⽀持ダミー(𝑝𝑜𝑙 )，相乗⽀持ダミー(𝑝𝑜𝑙 )，⾮⾃公⽀持ダミー(𝑝𝑜𝑙 )の各変数を⽤い
る．この区分は中央政界との整合性をとることを考慮したためである。無党派市⻑は分析
対象の 62.7%程度が該当した。⼀⽅，政党の推薦・⽀持を受けた市⻑は 37.3％であり，そ
のうち，⾃公⽀持が 17.0％，相乗⽀持が 13.3％，⾮⾃公⽀持が 7.0％であった． 

無党派よりも政党⽀持があるほど，さらに相乗⽀持があるほど，⾸⻑は政党に報いる必
要が⾼まるため，特定の財政⽀出が拡⼤され，⾮効率が助⻑される可能性がある．実際に，
近藤(2011)は，無党派市⻑は⽀持基盤を持つ市⻑に⽐べて，普通建設事業費や農林⽔産業
費といった開発政策への⽀出を減らす傾向が強いことを指摘している．したがって，無党
派⾸⻑をリファレンスとした場合，これらの期待される符号は正である． 

第 4 に，市⻑の経歴として，市幹部(副市⻑，助役，収⼊役) (𝑝𝑜𝑙 )，市議(𝑝𝑜𝑙 )及び都道
府県議(𝑝𝑜𝑙 )の出⾝者をそれぞれダミー変数として⽤いる。これらの経歴を持つ市⻑は全
体の 52.4％であった。先験的にその影響は判断できないが，市議や県議経験者及び市幹部
経験者はその他の経歴をもつ市⻑よりも，⾏財政運営についての経験が⾼いため，効率的
な財政運営が期待できる反⾯，利⼰的な⾸⻑であれば，経験と⽴場を利⽤して再選機会を
⾼めるために，財政運営が⾮効率に陥る可能性が⾼くなる．したがって，これらの変数の
期待される符号は負と正の両⽅が考えられる． 
 

(2) データ 

被説明変数の経常経費は性質別歳出である⼈件費，物件費，維持補修費，扶助費及び補
助費等の合計とした．これらはすべて総務省『市町村別決算状況調』から⼊⼿した．説明
変数のうち，⾃治体職員の労働賃⾦は，⼀般⾏政職員の平均給与⽉額（円）を総務省『給
与・定員等の調査結果等』より⼊⼿した．地⽅公共サービス⽔準は，本章では第 5 章で採
⽤したデータを⽤いた． 

⾮効率性の要因分析の説明変数のうち，普通交付税，法⼈課税，地⽅税，標準財政規模
は総務省『市町村別決算状況調』から得た．⾸⻑選挙に関するデータは，地⽅⾃治総合研
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究所『全国⾸⻑名簿』，⾸⻑の属性に関するデータは地⽅⾏財政調査会『全国知事・市町村
⻑ファイル』より⼊⼿した.  

本章の分析では，2013 年度末時点の 790 市から，東⽇本⼤震災によって巨額の復興財
政需要が⽣じた特定被災地⽅公共団体129，財政再⽣団体である⼣張市及び分析期間に市制
施⾏した野々市市，⻑久⼿市，⽩岡市，⼤網⽩⾥市を除外した130．また，合併⾃治体につ
いては合併年度以降を対象とした．さらに，⼀部かすべての年度で公共施設等のデータが
統計上確認できなかった市が存在したため，それらを対象外とした．そのため，分析デー
タはアンバランスト・パネルデータであり，2009 年度から 13 年度までの全期間のサンプ
ルサイズは 3,168 である．各変数の記述統計は図表 7-5 の通りである． 

 
図表 7-5 記述統計 

 
 
 

7-3-3 推定結果 
 

確率的フロンティア費⽤関数（(7-5)式）と⾮効率性要因（(7-6)式）の推定結果は図表 7-

6 に⽰されている．モデル[1]は⾮効率性要因の説明変数に得票率を⽤いたものであり，モ
デル[2]は得票率の代わりに，低競争度（得票率 50％以上）をリファレンスとして，⾼競争

                                                       
129 特定被災地⽅公共団体には 9 県と 11 道県内の 178 市町村（88 市）が指定されている（2012 年 2 ⽉
22 ⽇改正）． 
130 ただし，⼤網⽩⾥市は特定被災地⽅公共団体でもある． 

変数 N 平均値 標準偏差 小値 大値
経常支出（100万円） 3,168 33,883.1 72,662.5 2,479.0 1,012,975
公共サービス水準（偏差値） 3,168 50.188 4.666 41.79 69.79
賃金（1000円） 3,168 401.619 34.696 320.83 544.92
人口（1000人） 3,168 141.365 263.654 4.03 3714.20
65歳以上人口比率（％） 3,168 26.358 4.774 13.91 43.99
15歳未満人口比率（％） 3,168 12.898 1.915 5.85 20.99
普通交付税依存率（％） 3,168 31.666 21.229 0.00 82.49
法人課税依存率（％） 3,168 7.545 3.105 2.15 37.76
得票率（％） 3,168 66.517 21.106 25.40 100.00
得票率50％未満ダミー 3,168 0.194 0.396 0 1
得票率50％以上ダミー 3,168 0.581 0.494 0 1
無投票当選ダミー 3,168 0.225 0.417 0 1
当選回数 3,168 1.879 0.941 1 6
無党派首長ダミー 3,168 0.627 0.484 0 1
自公支持ダミー 3,168 0.170 0.376 0 1
相乗支持ダミー 3,168 0.133 0.339 0 1
非自公支持ダミー 3,168 0.070 0.255 0 1
市幹部ダミー 3,168 0.118 0.323 0 1
市議ダミー 3,168 0.203 0.403 0 1
都道府県議ダミー 3,168 0.203 0.402 0 1
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度ダミー（得票率 50%未満）と無投票当選ダミーを⽤いたもの，モデル[3]は無投票当選ダ
ミーのみを⽤いたものである． 

分析結果を解釈する前に，確率的フロンティアモデルの妥当性の検定結果を明らかにす
る必要がある131．確率的フロンティアモデルの妥当性は，⾮効率項𝑢の存在の有無で判断さ
れる．表 3 の通り，t 検定の結果，𝜎 ＝0とλ＝0という帰無仮説が有意に棄却され，⾮効率
項𝑢の存在が確認された．さらに，制約付きモデル(𝜎 ＝0)と制約無しモデルの選択に関す
る尤度⽐検定でも，⾮効率項𝑢の存在が確認された． 

図表 7-6 より，費⽤関数の推定結果について述べると，モデル[1]，[2]，[3]のすべてで，
公共サービス⽔準，賃⾦が共に有意に正であり，費⽤関数としての性質を満たしているこ
と，平均⾮効率性が 11.2-11.3%であることが⽰された．  

費⽤⾮効率性要因の推定結果についてみると，まず，モデル[1]，[2]，[3]のすべてで，交
付税依存率は⾮効率性に対して有意に正の効果をもった．このことから先⾏研究と同様に，
交付税依存率の増⼤は⾮効率性を⾼めることが明らかになった．また，法⼈課税依存率も
⾮効率性に対して有意に正の効果をもち，法⼈課税への依存が⾮効率性を⾼めることが明
らかになった．  

つぎに，本章の関⼼である⾸⻑選挙の結果が⾮効率性に与えた影響についてみる．第 1
に，市⻑選挙における得票率の影響をみると，モデル[1]では，得票率は⾮効率性に対して
有意に負であることを⽰された．モデル[2]では，リファレンスとした低競争度ダミー（得
票率 50%以上）に対して，⾼競争度ダミー（得票率 50%未満）は有意な差が確認されなか
ったが，無投票当選ダミーは有意に負の関係が確認された．同様に，モデル[3]においても
無投票当選ダミーは有意に負の関係が確認された．第 2 に，⻑期政権化の影響をみると，
当選回数はすべてのモデルで，⾮効率性に対して有意に正であることが⽰された．第 3 に，
市⻑選挙時の政党⽀持の影響をみると，すべてのモデルで，無党派市⻑に対して，⾮⾃公
⽀持市⻑ダミーと⾃公⽀持市⻑ダミーが，⾮効率性に対して有意に正であることが⽰され
た．予想に反して，相乗⽀持市⻑ダミーは無党派市⻑と有意な差が確認されなかった．第
4 に，市⻑の経歴の影響をみると，市幹部ダミーのみが⾮効率性に対して有意に正である
ことが⽰された． 
  

                                                       
131 確率フロンティアモデルの妥当性は，尤度関数が⾮効率性𝑢の存在を⽰す分散パラメータ𝜎 𝜎 𝜎
とγ 𝜎 /𝜎 （あるいは，λ 𝜎 /𝜎 ）で表現されるため，これらが有意にゼロと異なるかどうかを仮説検
定することで確認できる検定には𝜎 ＝0とλ＝0に関する t 検定に加えて，𝜎 ＝0という制約付きモデルと
制約無しモデルの選択に関する尤度⽐検定が実施される．尤度⽐検定は，検定統計量 LR=−2(LL0−LL1)
が⾃由度 1 の𝜒 分布に従うことを利⽤する． 
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図表 7-6 推定結果 

 
（注） * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01． 

 
  

Coef. [z値] Coef. [z値] Coef. [z値]

確率フロンティア費用関数

公共サービス水準（対数） 0.6019 [15.88]*** 0.5934 [15.72]*** 0.5958 [15.82]***

賃金率（対数） 0.3031 [7.79]*** 0.3039 [7.84]*** 0.3024 [7.78]***

人口（対数） 0.6361 [33.04]*** 0.6301 [32.67]*** 0.6316 [32.74]***

人口二乗（対数） 0.0368 [19.78]*** 0.0373 [20.02]*** 0.0372 [19.97]***

65歳以上人口比率 -0.0006 [-0.48] -0.0006 [-0.54] -0.0006 [-0.49]

15歳未満人口比率 -0.0069 [-3.18]*** -0.0069 [-3.21]*** -0.0069 [-3.18]***

2009年度ダミー -0.0304 [-4.19]*** -0.0302 [-4.17]*** -0.0298 [-4.12]***

2010年度ダミー -0.0267 [-3.87]*** -0.0267 [-3.87]*** -0.0265 [-3.85]***

2011年度ダミー -0.0092 [-1.37] -0.0092 [-1.37] -0.0091 [-1.35]

2012年度ダミー -0.0038 [-0.58] -0.0039 [-0.60] -0.0038 [-0.58]

定数項 0.0925 [0.17] 0.1344 [0.25] 0.1375 [0.25]

非効率性

普通交付税依存率 0.0085 [19.30]*** 0.0085 [19.50]*** 0.0085 [19.66]***

法人課税依存率 0.0096 [8.04]*** 0.0096 [8.14]*** 0.0095 [7.97]***

得票率 -0.0006 [-3.71]***

無投票当選ダミー -0.0344 [-4.30]*** -0.0367 [-4.64]***

高競争度ダミー 0.0147 [1.56]

当選回数 0.0119 [2.76]*** 0.0127 [3.03]*** 0.0122 [2.90]***

自公支持市長ダミー 0.0203 [2.06]** 0.0196 [2.02]** 0.0195 [2.01]**

相乗支持市長ダミー 0.0116 [1.04] 0.0107 [0.98] 0.0100 [0.92]

非自公支持市長ダミー 0.1025 [7.51]*** 0.0991 [7.36]*** 0.1017 [7.56]***

市幹部ダミー 0.0407 [4.20]*** 0.0413 [4.32]*** 0.0410 [4.27]***

市議ダミー 0.0040 [0.43] 0.0043 [0.48] 0.0043 [0.48]

都道府県議ダミー -0.0034 [-0.34] -0.0027 [-0.27] -0.0032 [-0.32]

定数項 -0.3065 [-9.18]*** 0.0011 [0.06] 0.0036 [0.20]

サンプルサイズ 3,168 3,168 3,168

対数尤度 2,369 2,375 2,374

σu 0.054 [5.91]*** 0.051 [5.70]*** 0.052 [5.93]***

σv 0.108 [43.21]*** 0.109 [44.84]*** 0.109 [44.99]***

λ (=σu/σv) 0.496 [44.43]*** 0.471 [43.01]*** 0.479 [44.65]***

LR Test χ2(1)：(σu=0) 353.7 *** 360.6 *** 362.3 ***

平均非効率性 1.113 1.112 1.112

　　　　　　[1]  　　　　　　[2]  　　　　　　[3]  
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7-4 節 まとめと課題 

 
本章では，まず，2009-13 年度の市⻑選挙データから，市⻑選挙における投票・無投票

の割合と得票率，当選回数，市⻑の⽀持基盤や経歴の実態を明らかにした．市⻑選挙にお
ける分析期間の無投票当選の割合は 20％台前半であった．選挙を通じて当選した市⻑の得
票率は，25.4％という⾼競争度から 94.4％という極めて低い競争度まで広く分布しており，
最頻値が 50-60％であった．連続当選回数の 6 回が最⾼であり，最頻値は 2011 年度まで
は 1 回であったが，12 年度以降は 2 回に上昇した．さらに当選回数 3 回の場合，2009 年
度は全体の 10％程度であったが，13 年度には 25％程度に増加し，⻑期政権下が進んだ．
市⻑の党派性をみると，無党派市⻑は，60％程度であった．国政与党の⾃⺠党と公明党か
らの推薦・⽀持を受けた市⻑の割合は 2009 年度の 18.5％から⺠主党政権下の 11 年度まで
に 15.1％に低下し，⾃公政権に戻った 13 年度には 19.3％に上昇しており，国政の影響を
少なからず受けていることが明らかになった． 

つぎに，⾸⻑選挙等の政治環境が地⽅⾃治体の費⽤効率性に与える影響を検証した．具
体的には，2009-13 年度の市⻑選挙を対象として，無投票当選，得票率，⻑期政権及び政
党⽀持の有無等が財政規律に与える影響を確率フロンティア分析を⽤いて検証した． 

主な分析結果は以下の通りである． 
第 1 に，無投票当選や得票率が有意に負であり，得票率が⾼いほど効率性が⾼いという

関係が得られた．これは，逆にいえば，競争度が⾼いほど，効率性が低下することを意味
しており，仮説 1 とは異なる結果であった．この解釈として，政治的分極度に⽴てば，⾼
い得票率や無投票当選は⾸⻑への強い⽀持の現れであり，統合された強い政府の下で⾸⻑
は利益誘導的な⽀出の必要性が減少し，効率性が改善されたとみることができる．しかし，
Borge et al.(2008)や Geys et al.(2010)が，政治参加の⾼まりが効率性を改善させることを
⽰したのに対して，投票を通じた住⺠の政治参加の機会を奪った無投票当選が，かえって
わが国では効率性を改善させる結果となった．この結果を⼗分に説明するためにはさらな
る分析とその精緻化が必要である． 

第 2 に，⻑期政権化は財政運営が⾮効率に陥りやすいことが確認され，仮説 2 が⽀持さ
れた．これは競争の⽋如が⾮効率を招くことを⽰すものと解釈される．第 3 に，相乗⽀持
市⻑ダミーは無党派市⻑とは有意な差が確認されなかったものの，⾃公と⾮⾃公の政党⽀
持を受けた⾸⻑ほど，財政運営を⾮効率化させる傾向が確認され，仮説 3 が⽀持された．
第 4 に，市幹部を経験した⾸⻑ほど，財政運営が⾮効率に陥やすいことが確認された．こ
れは，幹部として市の⾏財政運営に直接関与した経験が，再選動機を⾼めるために利⽤さ
れた可能性を⽰している． 

最後に，本章の課題を挙げる．第 1 に，本章では得票率を政治的競争度の変数として扱
ったが，都市⾃治体の 20%超に及ぶ無投票当選の解釈については，⼗分な説明を与えるこ
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とができなかった．第 2 に，地⽅⾃治体の財政運営の効率性には，⾸⻑や⾸⻑選挙だけが
影響を与えるのではない．そのため，，政治参加という観点からは投票率，⾸⻑と議会との
関係，さらに分極化仮説の⽂脈で⽤いられる与党議席率等の影響を考慮することが研究の
発展には不可⽋である． 
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第 8 章 本研究のまとめと課題 

 
8-1 節 本研究のまとめ 

 
今⽇のわが国の地⽅財政は，臨時財政対策債を除く地⽅債残⾼が減少し，健全化法によ

って導⼊された健全化判断⽐率で⾒ても，確実に健全化に向かっている．その⼀⽅で，地
⽅交付税の代替財源である臨時財政対策債残⾼は増加しており，今⽇の地⽅財政の健全化
は，国負担を増やすことや，将来に負担を先送りしたことで成り⽴っているとも⾔える．
同様に，健全化法によって導⼊された将来負担⽐率を⾒ると，40％弱の市区町村で将来負
担が存在しない状況に⾄っているが，これは国が将来の普通交付税を通じて，地⽅債務を
負担することを制度的に担保することによって⽣じている． 

しかしながら，このように⾜元の財政状況を改善するために，負担を将来に先送りする
地⽅財政構造は持続可能ではない．持続可能な地⽅財政を確保していくには，喫緊の課題
として，地⽅財政の効率化が⼀層求められている． 

また，わが国の地⽅⾃治体では，⾸⻑選挙と地⽅議会議員選挙で無投票による当選が常
態化しており，投票を通じた住⺠の政治参加や監視の機会が奪われている．この状況は，
公共選択論の観点で捉えれば，選挙時にこれまでの実績を問われることから政治家を解放
することで，再選機会を損なわずに私的利益の追求のために，財政を放漫化する機会を政
治家に与えてしまうことになる．もしこの公共選択論的⾒⽴てが正しい場合には，地⽅選
挙の形骸化は，効率化が求められる地⽅財政の障害となりうる． 

そこで，本研究は，健全化法，地⽅交付税制度，地⽅⾃治体を取り巻く政治環境と地⽅
財政の効率性との関係を経済学的，計量経済学的に検証することを⽬的とした．海外では
地⽅政府の⾮効率性に関する多様な研究蓄積が⾒られるのに対して，⽇本ではこれまで地
⽅交付税制度の財政規律の弛緩効果を扱った研究が中⼼で研究蓄積が少なかった．本研究
の地⽅財政研究上の貢献は，以下の 5 つの点で地⽅政府の効率性に関する研究を発展させ
たことにある． 
 
①地⽅公共サービス⽔準の構築 

地⽅⾃治体の費⽤関数を推定するには，地⽅サービス産出量に関するデータが必要であ
る．しかし，それは実際には存在しないので，適切な地⽅サービス産出量データを構築す
る必要があった．確率フロンティア費⽤分析のように，地⽅⾃治体の費⽤関数の推定を必
要とする研究では，そのため，単年度のクロスセクション分析が主となり，特にわが国で
はパネルデータを⽤いた研究が進んでいなかった．本研究では，地⽅サービス産出量の代
理変数として，独⾃に地⽅公共サービス⽔準を構築することで，パネルデータ分析を可能
にした．また，地⽅サービス産出量データは投⼊データとリンクしている必要があるが，
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公共サービス⽔準の構築にあたり本研究で対象とした 5-6 分野は，普通建設事業費と公債
費を除く市町村歳出の 80%超をカバーしており，また合成ウエイトも実際の歳出構成を反
映している．そのため，先⾏研究で⽤いられてきた指標よりも，確率フロンティア費⽤関
数における投⼊データと産出データの対応関係がより明確なものとなっている．以上の 2
点から，本研究で推定した費⽤関数と⾮効率性の要因分析の各パラメータは，わが国の先
⾏研究よりも信頼性の⾼い推計結果が得られていると判断できる． 
 
②地⽅財政における⾮効率の規模 

公共サービス⽔準データの構築により，パネルデータを⽤いた確率フロンティア費⽤分
析が可能となったことにより，地⽅財政における⾮効率の規模を包括的かつ正確に把握す
ることができるようになった．図表 8-1 に⽰したように，⾚井・佐藤・⼭下(2003)の 1998
年度と 2000 年度のクロスセクション分析では，経常経費の 6-9％が浪費されていた．それ
に対して，本研究で包括的に⾏った確率フロンティア費⽤関数の推計結果から，市区では
平均して経常経費の 10.1％から 15.6％（この平均値をとれば 13％程度）が浪費されてお
り，町村では平均して経常経費の 29.8％が浪費されていたことが明らかになった．このこ
とは，効率性の改善が達成されれば，今⽇の地⽅⾏政サービス⽔準を維持したまま，市区
では 13％程度，町村では 30％程度の経常経費の削減が平均的に可能であることを⽰して
いる． 

 
図表 8-1 平均⾮効率性のまとめ 

分析 分析期間 市区 町村 
第 3 章 2006-12 年度 10.1％ 29.8％ 
第 4 章 2006-12 年度 13.6-13.8％ − 
第 5 章 2009-14 年度 13.4-15.6％ − 
第 7 章 2009-13 年度 11.2-11.3％ − 
平均  12.9% 29.8% 
⾚井ほか(2003) 1998，00 年度 6-9％ − 

 (注)経常経費に対する割合．第 4 章は合併市のみ． 

 
③健全化法と地⽅財政の効率性 

健全化法下での地⽅⾃治体の健全化⾏動を分析した先⾏研究は，いずれも財政状況の悪
化した⾃治体の健全化判断⽐率の改善したことを根拠に，地⽅⾃治体の財政健全化⾏動が
促進されたと判断しており，効率性の改善を伴ったものであるかどうかの検証はなされて
いなかった．本研究では，健全化判断⽐率の改善が地⽅公共サービス供給における効率性
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の改善を伴っていたかどうかを 2006-12 年度の市区町村のパネルデータを⽤いた確率フロン
ティア分析によって検証した（第 3 章）．その結果，市と町村共に，健全化法が適⽤された
2008 年度以降に効率性が改善されたとはいえないこと，また財政状況が悪化した市町村に
おいても健全化法によって効率性が有意に改善されたとはいえないことが確認された． 
 
④地⽅交付税制度の財政規律の弛緩効果 

地⽅政府の⾮効率性の研究については，これまで⽇本では地⽅交付税制度の財政規律の
弛緩効果を扱った研究が中⼼であったが，本研究では，さらに⼆つの観点から，地⽅交付
税制度の財政規律の弛緩効果に関する研究を発展させた． 

⼀つ⽬は，合併算定替が，合併⾃治体の⼈員削減，組織や公共施設の統廃合などの効率
化を阻害したかどうかを 2006-12 年度の合併市のパネルデータを⽤いた確率フロンティア分
析によって検証した（第 4 章）．その結果，第 1 に，普通交付税依存率が 1％増加すると合
併⾃治体の⾮効率性は 0.3％増加するのに対して，合併算定替依存率が 1％増加すると合併
⾃治体の⾮効率性は 0.7-0.8％増加すること，つまり合併算定替は普通交付税よりも 2-3 倍
程度⾮効率を助⻑することが明らかになった．第 2 に，合併⾃治体には合併後年数を経る
ごとに効率的な財政運営に努めることが期待されたが，合併⾃治体は合併経過年数に関係
なく，合併算定替の影響で⾮効率な財政運営に陥っていることが明らかになった． 

⼆つ⽬は，地⽅交付税制度の財政規律の弛緩効果をストック⾯から取り上げ，国が将来
の普通交付税等を通じて，将来債務を負担することを制度的に担保している（地⽅⾃治体
の将来負担を減少させる）構造が，各⾃治体の財政規律を弛緩させているかどうかを，2009-
14 年度の市区のパネルデータを⽤いた確率フロンティア分析によって検証した（第 5 章）．
その結果，第 1 に，特定財源⾒込額という将来負担⽐率算定上の間接的財政⽀援が地⽅⾃
治体の財政規律を弛緩させることが明らかになった．特に，都市計画税⾒込額は将来負担
⽐率と実質公債費⽐率を改善し，早期健全化団体への転落等のリスクに直⾯していた都市
⾃治体を⼤きく優遇したが，それが財政規律を弛緩させ，効率化インセンティブを奪った
ことが明らかになった．第 2 に，将来負担⽐率が悪化した⾃治体では，国負担⾒込額の増
加による将来負担⽐率の改善が財政余⼒の拡⼤と判断され，財政規律が弛緩することが⽰
された． 
 
⑤政治的要因と地⽅財政の効率性 

わが国では，地⽅⾃治体における政治環境が歳出⽔準や財政指標に与えた影響に関する
多くの研究蓄積があるが，地⽅財政の効率性への影響についてはこれまで分析が⾏われて
いなかった．そこで，2009-13 年度のパネルデータを⽤いて，市⻑選挙の結果と市⻑の属性
が地⽅財政の効率性に与えた影響を確率フロンティア分析によって検証した（第 7 章）．
本研究の新規性は，近年では市⻑選挙においても 25％程度が無投票当選であることを考慮
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して，無競争状態ともいえる政治環境が⾃治体財政の効率性に与える影響についても分析
した点にある．分析の結果，第 1 に，無投票当選や得票率が有意に負であり，得票率が⾼
いほど効率性が⾼いという関係が得られた．この解釈として，政治的分極度仮説に⽴てば，
⾼い得票率や無投票当選は⾸⻑への強い⽀持の表れであり，統合された強い政府の下で⾸
⻑は利益誘導的な⽀出の必要性が減少するため，効率性が改善されたとみることができる．
しかし，Borge et al.(2008)や Geys et al.(2010)が，政治参加の⾼まりが効率性を改善させ
ることを⽰したのに対して，わが国では投票を通じた住⺠の政治参加の機会を奪った無投
票当選が，かえって効率性を改善させる結果となったことを⼗分に説明するためには，さ
らなる分析が必要である．第 2 に，⻑期政権化によって財政運営が⾮効率に陥ることが⽰
され，競争の⽋如が⾮効率を招くことが明らかになった． 

さらに，常態化する⾸⻑選挙における無投票当選の発⽣要因については，これまで研究
⾃体が存在していなかったため，都道府県レベルでの政治環境を考慮したマルチレベルロ
ジット分析を通じて検証した（第 6 章）．その結果，第 1 に，市区⻑選挙における無投票当
選の発⽣には都道府県固有の違いが有意に存在しており，具体的には，都道府県内の⾸⻑
選挙の無投票当選割合が市区⻑平均では 20%台以上，市区町村平均では 30%台以上にな
ると，他の都道府県と⽐べて無投票当選確率が⾼まることが明らかになった．都道府県内
における無投票当選割合の上昇を政治的な競争の停滞とみれば，これには，地域内におけ
る有権者の合理的無知の程度，利害関係者による事前調整に対する規範等が影響を与えて
いると考えられる．第 2 に，2 期⽬と 4 期⽬では特に無投票当選確率が⾼まるが，5 期⽬
以降は新⼈と有意に差が無かったことから，⻑期政権ほど無投票当選の確率が⾼まるわけ
ではないことが⽰された．第 3 に，地⽅⾃治体が抱える⼈⼝対策やまちづくりなど多くの
課題に対処するために，⾃治体の機能を⾼めることを⽬的とした市町村合併には，本来，
⾸⻑職の魅⼒を⾼め，候補者間の政治的な競争を活性化させることが期待されていた．し
かし，市町村合併を通じても無投票当選の発⽣は抑制されなかったことが明らかになった． 
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8-2 節 政策的含意 

 
 ここでは，本研究の政策的含意について述べる． 
 
①地⽅財政における効率化の規模 

本研究の分析結果から，市区では経常経費の 13％程度，町村では 30％程度を浪費して
いることを⽰しており，効率化が実現できれば，経常経費をそれぞれ 13％程度，30％程度
カットしても現状の地⽅公共サービスは供給可能である． 

これを⾦額ベースでみるために，『地⽅財政統計年報』の 2017 年度決算を例にとると，
都市（政令指定都市，特別区，中核市，施⾏時特例市，⼀般市の単純合計）の経常経費は
32.0 兆円，町村の経常経費は 3.7 兆円であるので，市と町村で経常経費をそれぞれ 13％，
30％カットした場合の削減額は，4.2 兆円と 1.1 兆円で合計 5.3 兆円となる． 
 同じ 2017 年度の市町村における臨時財政対策債発⾏可能額は 1.8 兆円であるため，市
町村財政全体で効率化が実現されれば，ただちに臨時財政対策債の発⾏をゼロとし，残⾼
を削減することができる132．また，同じ 2017 年度の地⽅財政計画上の財源不⾜額は 7.0 兆
円であるため，5.3 兆円によって（都道府県における不⾜額も含まれるため，正確な数字と
⾔えないが）その 75％程度が解消可能である．ただし，ミクロの各⾃治体レベルにおいて，
臨時財政対策債発⾏可能額と⾮効率性の改善が必要な規模は当然ながら異なる可能性もあ
るため，マクロの⾦額が⼀致する保証はない．またかりにこれらがある程度相関している
場合でも，効率性の改善余地が⼤きい⾃治体ほど，政治的要因の影響のため実⾏が困難で
ある可能性もある． 

さらに，地⽅財政計画上の財源不⾜額は近年では景気拡⼤に伴う増収によって縮⼩して
いることを考慮すると，地⽅財源不⾜の解消には，現⾏の地⽅公共サービス⽔準を維持す
ることを前提とするのではなく，地⽅歳出の⽔準⾃体や地⽅⾏政サービスの対象範囲の縮
⼩が不可⽋になる． 

 
②地⽅交付税制度改⾰ 

地⽅交付税制度に関する本研究の分析結果から，フロー⾯では，合併⾃治体への財政⽀
援である合併算定替が，本来必要な合併⾃治体の効率化を阻害し，普通交付税よりも⾮効
率を助⻑したことが⽰された．ストック⾯で⾒ても，将来負担⽐率が⾼い⾃治体では，債
務返済の交付税措置の割合（国負担⾒込⽐率）が⾼いほど，財政規律が弛緩して効率化が
阻害されていることが⽰された．つまり，本研究ではあらためて地⽅交付税制度には，効
率化を阻害する効果が内包されていることを実証した． 

                                                       
132 市町村の臨時財政対策債発⾏可能額の 2015 年度から 2019 年度までの平均は 1.7 兆円である． 
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上述の通り，市町村財政全体で効率化できれば現状の地⽅公共サービスは，経常経費を
カットしても供給可能である．しかし，地⽅交付税制度が地⽅⾃治体の予算制約のソフト
化をもたらし，地⽅歳出の拡⼤をもたらしている以上，各⾃治体の交付税依存率を縮⼩す
る地⽅交付税制度改⾰なしには，地⽅⾃治体による効率化は期待することができない． 
 
③健全化法改⾰ 

健全化法下において，財政状況が悪化した⾃治体と健全な⾃治体が共に，健全化判断⽐
率を改善させてきたが，健全化法と効率性に関する本研究の分析結果から，この⾏動が効
率性の改善を伴ったものではないことが⽰された．その要因には，⽯川・⾚井(2015)が指
摘するように，各健全化判断⽐率の早期健全化基準が適切に設定されていないことが指摘
できる．つまり，健全化判断⽐率間の早期健全化基準に整合性がない場合には，地⽅⾃治
体には，余裕のあるストック指標を悪化させてフロー指標を改善させる余地があるためで
ある． 

本研究の分析結果から，都市計画税等の⾒込額と（財政状況が悪化している⾃治体にお
ける）基準財政需要額算⼊⾒込額によって，財政規律が弛緩する効果が確認された．そも
そも基準財政需要額や都市計画税等の算⼊⾒込額は，⽂字通りの将来の「⾒込」あり，国
の危機的な財政状況や将来の各地域での⼈⼝減少を考慮すれば，あくまでも計算上成⽴し
ているものでしかない可能性がある．したがって，⾃治体に効率性の改善を促すためには，
早期健全化基準の設定の⾒直し，総将来負担から基準財政需要額や都市計画税等の⾒込額
を控除する算定⽅法の⾒直しが不可⽋である． 

また，将来負担⽐率がゼロ以下になり，将来負担が存在しない⾃治体ほど効率的である
ことが⽰された．この結果に対しては，将来負担が存在しない⾃治体は総将来負担の積極
的な削減によって効率化したという解釈が可能である⼀⽅で，必要な公共投資を抑制した
ため，効率化したという解釈も成り⽴つ．つまり，必要な公共投資を先送りし，公共施設
や社会インフラを劣化させるほど，将来負担⽐率も効率性も改善する．本章の分析結果に
おいても，この⾏動が現れた可能性は否定できない．実際に，近年では健全化判断⽐率を
改善させることを優先して，地⽅⾃治体が必要な公共投資を先送りしているという指摘が
ある．2015 年 12 ⽉の「地⽅財政の健全化及び地⽅債制度の⾒直しに関する研究会報告書」
は，健全化法では対応できていない課題の⼀つに公共施設等の⽼朽化の把握を挙げており，
今後の財政分析のあり⽅として，統⼀的な基準による財務書類から作成される，「資産⽼朽
化⽐率133」と将来負担⽐率を組み合わせて分析することを提唱している．しかし，⽯川
(2016)のようにいくつかの個別の⾃治体を扱った分析を除いて，近年においても包括的な
財政分析は実施されておらず，また，多くの地⽅⾃治体の現場では，固定資産台帳が依然
                                                       
133 償却資産の取得価額に対する減価償却累計額の割合であり，有形固定資産減価償却費率という名称で
統⼀された． 
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として⼗分なかたちで整備されていない．したがって，地⽅財政の効率性を改善するミク
ロの⽅向性は，統⼀的な基準による財務書類の整備とその実質的な運⽤を地⽅⾃治体が迅
速に推進し，適切に財政状況や財政分析に関する情報を公開していくことである134． 

 
④政治参加の促進 

わが国の地⽅レベルでは，⾸⻑選挙（市⻑選挙の 25％，町村⻑選挙の 50％弱）で無投票
による当選が常態化しており，投票を通じた住⺠の政治参加や監視の機会が奪われている．
本研究の分析結果は，無投票当選は地⽅⾃治体の財政規律を弛緩させる効果を⽰さなかっ
たものの，投票を通じた住⺠の政治参加・監視の機会が与えられることは，政治的な説明
責任の確保の観点から不可⽋である．また，⻑期政権であるほど，財政規律を弛緩させる
効果が確認されており，この点では住⺠による政治参加や監視の機会を確保することがそ
の影響を緩和する可能性がある． 

（⾸⻑選における無投票当選の発⽣頻度が⾼いという意味での）都道府県内の政治的競
争の停滞が，新たな無投票を⽣み出す要因となっていることから，住⺠の合理的無知を最
⼩限に⽌めるために，各地域において，政治参加や政治意識を⾼める対策を検討する必要
がある． 
 
 
  

                                                       
134 総務省「統⼀的な基準による財務書類の情報」では，2017 年度決算においても統⼀的な基準による財
務書類が依然として少なくない⾃治体で公表されていないこと，また，鷲⾒(2020)で指摘されているよ
うに，2016 年度決算に基づく「有形固定資産減価償却費率」は⼀部の⾃治体で明らかに誤った算出⽅法
に基づいて不完全なまま公表されており，整備⽔準の向上までに多くの時間を要するとみられる． 



 

158 
 

8-3 節 地方財政研究上の課題 

 
最後に，残された地⽅財政研究上の課題を挙げる． 
第 1 に，本研究では，健全化法下でのわが国における地⽅財政の効率性に関する実証分

析を⾏ってきたが，健全化法に関する研究は，健全化法施⾏後 10 年以上が経過し，パネル
データでの分析が⼗分に⾏えるようになってきたため，さらなる発展が期待される．具体
的には，旧再建法下との財政運営や効率性の⽐較研究が不可⽋である．また，上述の通り，
地⽅⾃治体は公共投資を先送りするほど，将来負担⽐率と効率性の改善を図ることができ
るため，公会計情報を活⽤した分析の拡張が必要である．ただし，5 章で扱ったような将
来負担⽐率の算定項⽬に関する情報は，個別⾃治体の「財政状況資料集」から直接収集す
る必要があることや，地⽅⾃治体が公表する公会計情報の精緻化が必要であること等，研
究発展には国によるデータ整備等の取り組みが求められる． 

第 2 に，2000 年代末以降，地⽅⾃治体は財政調整基⾦残⾼の著しく拡⼤させてきた．こ
れは将来負担⽐率の改善にも⼤きく貢献している135．ただし，財政調整基⾦は⾼い流動性
の確保と引き換えに極めて低利で運⽤されているため，合理性を⽋いた過剰な積⽴は，国
⺠経済的にみれば機会損失をもたらす．そのため，各⾃治体にとっての財政調整基⾦残⾼
の適正規模に関する研究が不可⽋である136． 

第 3 に，「平成の⼤合併」の研究において，本研究で取り上げた合併算定替に関する研究
は依然として少ない．⾜元では合併算定替による普通交付税の特例が終了しつつあるため，
合併推進策の評価という観点からも，分析期間と町村まで対象を拡⼤したうえで，合併団
体の⾏動を検証することが求められる．しかし，4 章で⾒た通り，2014 年度以降は合併後
の市町村の姿を踏まえた⼀本算定の⾒直しにより，制度の⼀貫性を⽋く事態となったため，
制度変更後の分析フレームを再構築することが不可⽋である．  

第 4 に，本研究の実証研究は，第 3 章を除いて市と東京特別区に限定されている．本研
究で扱った財政データや政治データを確認する限りでは，市と町村にはいくつかの点で違
いが確認できる．具体的には，第 4 章で⾒たように，⼈⼝規模の⼩さい合併町村のほうが
                                                       
135 宮下・鷲⾒(2017)は合併⾃治体の財政調整基⾦残⾼が著しく増加したことに着⽬し，その決定要因を
パネルデータ分析で検証した．その結果，地⽅交付税の合併算定替依存率の⾼い合併⾃治体ほど将来の
財源対策として財政調整基⾦を積み⽴てており，その傾向は合併算定替の満額交付期限が近いほど顕著
であることを明らかにしている．他⽅，宮下・鷲⾒(2020)は，市町村における財政調整基⾦の積⽴⾏動を
分析し，⾮合併⾃治体は歳出削減を通じて財政調整基⾦の積⽴財源を捻出した可能性が⾼いことを明ら
かにしている．前⽥(2019)は，2009-15 年の市町村パネルデータから確率フロンティア費⽤関数から得た
⾮効率性指標の差分が，マイナスで有意に財政調整基⾦（標準財政規模⽐）の差分に影響を与えているこ
とから，基⾦の積⽴財源が⾏⾰，経費削減等によって捻出されたと主張している． 
136 鷲⾒(2019)は，1996 年度から 2016 年度までの 21 年間のすべての地⽅⾃治体の財政調整基⾦残⾼の
増減を分析し，3 年程度の中期的な財政運営を考えた場合，市では財政調整基⾦残⾼（標準財政規模⽐）
が 10％以上減少する確率は 2％未満程度でしかないが，10％以上保有している市が 2008 年度では 44.8％，
2016 年度では 78.1％存在すること，また町村では，10％以上取り崩される確率が 5％未満程度であるが，
10％以上保有している団体が 2008 年度では 43.5％，2016 年度では 78.9％存在し，これらが合理的⽔準
以上に財政調整基⾦を保有している可能性があると指摘している． 
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合併算定替によって多くの割合の交付税財源を得て財政運営をしており，第 5 章で⾒たよ
うに，市と町村では将来負担⽐率がゼロ以下になった⾃治体の財政状況が明確に異なって
おり，それが総将来負担の⼤きさや負担構造の違いに影響していると考えられる．さらに，
第 6 章で⾒たように，⾸⻑選挙における無投票当選の発⽣割合は町村のほうが 2 倍程度⾼
い．データ制約やコスト⾯で町村を対象とした分析が実施できていないことが原因である
が，地⽅財政の効率性に関する研究発展のために対象拡⼤は不可⽋である． 

第 5 に，推定⽅法についての課題がある．本章で採⽤した Battese and Coelli(1995)のモ
デルでは，⾮効率項に個体効果が吸収されて⾮効率性が過⼤に推定される可能性が指摘さ
れている．そのため，Greene(2005)が提唱した True Fixed Effect モデル等で推定を⾏うな
どの改善が必要である． 
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